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平成２０年度予算特別委員会 
 

（第１日目） 
 



  平成２０年度予算特別委員会第１日目 

 平成２０年３月３日（月曜日）午前１０時開会 

 

  出席委員（２１名） 

     曽 我 ミ ヨ 委員       中 川 邦 彦 委員 

小 野 絹 子 委員       吉 川   弘 委員 

伊 勢 由 典 委員       佐 藤 貞 夫 委員 

東海林 京 子 委員       伊 藤 博 章 委員 

浅 野 敏 江 委員       小 野 幸 男 委員 

嶺 岸 淳 一 委員       志 賀 直 哉 委員 

佐 藤 英 治 委員       伊 藤 栄 一 委員 

菊 地   進 委員       今 野 恭 一 委員 

阿 部 かほる 委員       鈴 木 昭 一 委員 

鎌 田 礼 二 委員       木 村 吉 雄 委員 

     香 取 嗣 雄 委員 

 

  欠席委員（０名） 
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                                    （全会計） 

  説明のため出席した者の職氏名 

市 長  佐 藤   昭 君  副 市 長  内 形 繁 夫 君

総 務 部 長 
 市 民 生 活 部 長  大 浦   満 君兼 危 機 管 理 監  三 浦 一 泰 君

産 業 部 長 兼
健 康 福 祉 部 長  棟 形   均 君  商 工 観 光 課 長  荒 川 和 浩 君

総務部次長兼行財政改革
 総務部政策調整監  小山田 幸 雄 君 推進専門監兼政策課長  田 中 たえ子 君

会 計 管 理 者 市民生活部次長
 兼 会 計 課 長  大和田 功 次 君 兼 環 境 課 長  綿     晋 君

健康福祉部次長 産 業 部 次 長
 兼保険年金課長  木 下   彰 君 兼 水 産 課 長  福 田 文 弘 君

建 設 部 次 長 
兼都市計画課長  茂 庭 秀 久 君  総務部総務課長  郷 古 正 夫 君

市 民 生 活 部
総務部財政課長 菅 原 靖 彦 君  市 民 課 長  澤 田 克 巳 君

市 民 生 活 部 健 康 福 祉 部
浦 戸 交 通 課 長 佐 藤 俊 行 君  社会福祉事務所長  会 澤 ゆりみ 君

健 康 福 祉 部 産 業 部
みなとまちづくり課長  神 谷   統 君介 護 福 祉 課 長 高 橋 敏 也 君  

総務部総務課長補佐建 設 部 
兼 総 務 係 長  佐 藤 信 彦 君下水道事業所長  金 子 信 也 君  

市 立 病 院 長  伊 藤 喜 和 君  市立病院事務部長  佐 藤 雄 一 君

市立病院事務部次長 
 水 道 部 長  佐々木 栄 一 君兼 業 務 課 長  伊 藤 喜 昭 君

水道部総務課長 
兼経営企画室長  尾 形 則 雄 君  教育委員会教育長  小 倉 和 憲 君

教育委員会教育部次長
兼生涯学習センター館長

教 育 委 員 会 兼市民交流センター館長
兼市民図書館長  渡 辺 誠一郎 君教 育 部 長  伊 賀 光 男 君  

教育委員会教育部
総 務 課 長 

選挙管理委員会
 小 山 浩 幸 君  事 務 局 長  橘 内 行 雄 君

監 査 委 員  高 橋 洋 一 君 監 査 事 務 局 長  丹 野 文 雄 君 

──────────────────────────────────────────── 

   事務局出席職員氏名 

事 務 局 次 長 兼
 事 務 局 長  佐久間   明 君 議 事 調 査 係 長  安 藤 英 治 君

議事調査係主査  戸 枝 幹 雄 君  議事調査係主査  斉 藤   隆 君
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  午前１０時００分  開会 

○志賀直哉議長 ただいまから平成20年度予算特別委員会を開会いたします。 

 傍聴人の方に申し上げます。携帯電話などを持参されている方は電源を切るようにお願いい

たします。 

本日は、正副委員長の互選と予算審査をお願いいたします。 

 それでは、臨時委員長を年長者である伊藤栄一委員にお願いいたします。 

 臨時委員長と交代いたします。よろしくお願いします。 

○伊藤（栄）臨時委員長 それでは年長のゆえをもちまして私が臨時委員長の職務を行います。 

 委員長が選出するまでの間、議事をとらせていただきます。 

 これより正副委員長の互選を行います。 

 互選の方法をいかがいたしますか、お諮りいたします。菊地委員。 

○菊地委員 正副委員長の選任については、臨時委員長の指名により選考委員を挙げていただき、

選考をお願いしたいと思います。以上であります。 

○伊藤（栄）臨時委員長 正副委員長の互選については、臨時委員長の指名により選考委員を挙

げ、選考の上、互選をお願いしたい旨の発言がありました。さよう取り計らうことに異議あり

ませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○伊藤（栄）臨時委員長 ご異議なしと認め、正副委員長の互選につきましてはさよう決定いた

しました。 

 それでは、選考委員を指名いたします。 

 選考委員には、吉川 弘委員、嶺岸淳一委員、菊地 進委員の以上の方々に選考委員をお願

いいたします。 

 それでは、別室にて選考をお願いいたします。 

 暫時休憩いたします。 

  午前１０時０２分  休憩 

 

  午前１０時３２分  再開 

○伊藤（栄）臨時委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 それでは選考委員の代表の方より、選考結果のご報告をお願いいたします。吉川 弘委員。 
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○吉川委員 それでは、選考委員会の結果をご報告いたします。 

 選考委員で慎重に審議した結果、本特別委員会の委員長には佐藤英治委員、副委員長には中

川邦彦委員のご両名を選考いたしました。以上ご報告いたします。 

○伊藤（栄）臨時委員長 ただいま吉川委員のご報告のとおり、委員長には佐藤英治君、副委員

長には中川邦彦君を選任することにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○伊藤（栄）臨時委員長 異議なしと認め、さよう決定いたします。 

 それでは、佐藤英治君に委員長就任のごあいさつをお願いいたします。（拍手） 

○佐藤（英）委員長 ただいま、平成20年度予算特別委員会の委員長を皆様のご推挙によりまし

て委員長として選んでいただきまして、本当に感謝申し上げます。 

  今、平成20年度予算、佐藤市政の待ったなしの財政の建て直し、財政の健全化に向けた政策

だと思っております。その意味で、我々委員といたしましても、この財政の安定のために大事

な予算特別委員会と考えておりますので、皆様のさらなるご支援とご鞭撻をお願いしながら、

委員長のごあいさつにかえさせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございま

す。（拍手） 

○伊藤（栄）臨時委員長 次に、中川邦彦君に副委員長就任のごあいさつをお願いいたします。 

○中川副委員長 ただいま皆様から副委員長にご指名いただきました。委員長を補佐して予算審

議を尽くせますよう努力してまいりたいと思いますので、皆さんの審議をよろしくお願いした

いと思います。（拍手） 

○伊藤（栄）臨時委員長 それでは、佐藤委員長と交代いたします。大変ご協力ありがとうござ

いました。（拍手） 

○佐藤（英）委員長 これより平成20年度各会計の予算審査に入ります。 

  本特別委員会に付託されました議案は、議案第17号ないし第43号の27件であります。 

 それでは、まず平成20年度予算特別委員会の日程を定め、これに従って議事を進めてまいり

ます。 

 日程については、３月３日から６日までの４日間としたいと思いますが、ご異議ありません

か。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○佐藤（英）委員長 ご異議なしと認め、本特別委員会の日程は３月３日から６日までの４日間
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とすることに決定いたしました。 

 なお、本特別委員会は、委員会条例第18条の規定により公開制とすることにいたしたいと思

いますが、ご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○佐藤（英）委員長 ご異議なしと認め、本委員会を公開制とすることに決定いたしました。 

 次に、審査の方法についてお諮りいたします。まず最初に、市当局から説明を求め、次に、

さきに配付しました予算特別委員会審査区分表の順序に従って審査することとし、その区分ご

とに質疑を行ってまいりたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○佐藤（英）委員長 異議なしと認め、さよう議事を進めることに決定しました。 

  それでは、当局より順次説明をお願いいたします。 

  なお、説明はポイントをつかんで要領よく簡明にお願いいたします。田中政策課長。 

○田中総務部次長兼行財政改革推進専門監兼政策課長 それでは、私の方から、まず最初に議案

第17号「塩竈市職員定数条例の一部を改正する条例」につきまして説明をさせていただきます。 

  資料№１、塩竈市議会定例会議案並びに資料№12、塩竈市議会定例会議案資料その２をご用

意お願いいたします。 

  説明の都合上、先に資料№12、塩竈市議会定例会議案資料その２、1ページをお開き願いま

す。 

  塩竈市の職員定数条例につきましては、市の機関に常時勤務いたします一般職に属する職員

の定数に関し、必要な事項を定めているものでございます。 

  まずこのページで改正内容をご説明申し上げます。 

  今回、この定数条例の一部を定員適正化計画の平成20年４月の計画値と、並びにその進捗状

況を基本としながら見直すものでございます。まず、条例第２条に規定しております職員定数

の総数につきまして、現行787人を735人に改正しようとするものでございます。内訳といたし

ましては、市長の事務部局の職員のうち、一般の職員数421人を387人に、水道事業の事務局の

職員数57人を54人に、教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機

関の職員数110人を95人に改正しようとするものでございます。 

  なお、市立病院の定数につきましては、医療体制の確保を考慮し199床の基準定数をもちま

した現行条例の180人を引き続き確保いたしまして、定数条例の全体の定数を735人にするもの
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でございます。 

  次に、資料№１塩竈市議会定例会議案、７ページをお開き願います。 

  今回の改正の提案理由でございますが、塩竈市職員定数適正化計画を確実に推進するため、

平成20年４月の計画の進捗状況に合わせまして、職員定数条例の所要の改正を行おうとするも

のでございます。 

  以上、ご審議のほどをよろしくお願いいたします。 

○佐藤（英）委員長 郷古総務課長。 

○郷古総務課長 私からは、議案第18号ないし20号についてご説明申し上げます。 

  まず、議案第18号でございますが、「特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例」についてご説明いたします。 

  資料№１の定例会議案８ページをお開きください。 

  この条例は、市長等の期末手当の支給月数を1.05月減額し、国の指定職の支給率に準拠し、

現在の4.4月から3.35月にするものです。今回の改正に合わせ、これまで凍結していた期末手

当を算出する際の職務加算率15％を解除いたします。この結果、期末手当現支給額に比較しマ

イナス1.2％の支給となるものです。 

  また、平成17年12月分から今年３月分まで、市長については給料の20％、副市長については

給料の18％を減じて支給していたものを、今年４月分から平成21年３月分までに延長しようと

するものです。市長、副市長の期末手当支給率見直しと、給料減額延長による年間削減額は、

市長で約240万円、副市長で約80万円になります。また、現在、36ある各種委員会委員等の特

別職出席報酬額を１日当たり7,500円から5,000円に改めようとするものです。 

  次に、議案第19号「塩竈市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例」

についてご説明いたします。 

  同じく資料番号１の９ページをお開きください。 

  この条例は、議案第18号でご説明いたしました市長等の期末手当の支給月数の減額に準じて、

教育長に関しても同様の改正を行うものです。教育長の期末手当支給率見直しと給料減額延長

による年間削減額は約130万円になります。 

  次に、議案第20号「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」についてご説

明いたします。 

  同じく資料番号１の10ページをお開きください。 
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  この条例は、国家公務員の給与改定いわゆる人事院勧告に伴う給与の改定ですが、本市の一

般職の給与について実施を１年間凍結し、本年４月から国に準じた適用を行うための条例改正

を行うものです。 

  改正の内容は、まず給料については、行政職給料表を例にとりますと１級から３級までの若

年層について平均0.1％の引き上げの改定を行い、また、子などの扶養手当の支給月額6,000円

を6,500円に500円引き上げ、勤勉手当については0.05月引き上げを行うものです。 

  恐れ入ります。資料№12、市議会定例会議案資料２ページないし３ページをお開きください。

２ページないし３ページにつきましては、議案第18号の新旧対照表です。 

  恐れ入ります。次に４ページをお開きください。４ページにつきましては、議案第19号の新

旧対照表です。 

  次に、５ページないし６ページは、こちらにつきましては議案第20号の新旧対照表でござい

ますので、ご参照願います。 

  私からは以上でございます。 

○佐藤（英）委員長 田中政策課長。 

○田中総務部次長兼行財政改革推進専門監兼政策課長 続きまして、議案第22号「塩竈市財産条

例の一部を改正する条例」につきまして説明させていただきます。 

  説明の都合上、先に資料№12、塩竈市議会定例会議案資料その２、８ページをお開き願いま

す。 

  塩竈市財産条例は、行政財産の取得や処分、使用料等について規定しているものでございま

すが、今回、屋内広告や壁面広告等を行えるよう、また、自治法改正にあわせまして貸し付け

も行えるよう改正しようとするものでございます。 

  新旧対照表にて改正内容について説明をさせていただきます。 

  まず、第１条でございますが、目的に、法改正を受けまして行政財産の貸付料等を追加する

ものでございます。 

  第２条では、追加いたしました目的の貸し付けにつきまして、貸付料等の徴収と減免を新た

に規定するものでございます。このため、第３条から第８条までを１条ずつ繰り下げるもので

ございます。 

 第４条におきましては、これまで第３条に規定されておりました使用料につきまして自治法

238条の４、第７項の規定によります使用許可いわゆる目的外使用につきまして新たに別表で
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料金を規定するものでございます。 

  別表でございますが、資料№１、塩竈市議会定例会議案25ないし26ページをお開き願います。 

  下段のところで、別表を示してございますが、その中で財産の種類や目的ごとに年額を規定

しておりますので、説明をさせていただきます。 

  まず、土地でございますが電柱や地下埋設物等につきましては、塩竈市公共物管理条例によ

り算定した額。さらに自動販売機等につきましては、１台につき3,600円に光熱水費等の実費

を加算した額。その他につきましては使用する土地面積の割合を土地評価額に乗じた額の

5.4％に相当する額といたします。 

  建物につきましてでございますが、まず自動販売機等につきましては土地と同様１台につき

3,600円に光熱水費の実費を加算した額。 

  26ページをお願いいたします。 

  壁面広告につきましては、１平方メートル当たり１万8,000円、こちらは年額でございます。

その他につきましては、使用する建物面積の割合を建物価格に乗じた額の11.4％に相当する額

といたします。 

  附則におきましては、施行日につきまして市民の方々及び利害関係者への周知期間を３カ月

設定し、平成20年７月１日としているところでございます。 

  なお、提案理由でございますが、行政財産の目的外使用の明確化を図り、屋内広告や壁面広

告等を推進する条件整備のため所要の改正を行おうとするものでございます。以上でございま

す。 

○佐藤（英）委員長 木下保険年金課長。 

○木下健康福祉部次長兼保険年金課長 私から、議案第26号「塩竈市後期高齢者医療に関する条

例」につきましてご説明いたします。 

  資料№１、市議会定例会議案32ページをお開きお願いしたいと思います。 

  平成20年４月から新たな医療制度後期高齢者医療制度が創設されます。この制度の運営につ

きましては、高齢者の医療の確保に関する法律により都道府県内すべての市町村が加入する広

域連合が行い、広域連合では被保険者の資格管理や保険料の決定などの事務、市町村は保険料

の徴収や各種届け出の受け付けなど窓口事務を行うこととされております。 

  後期高齢者医療制度の事務を実施するに当たりましては、高齢者の医療の確保に関する法律、

同法施行令などの関係法令や宮城県後期高齢者医療広域連合条例に定めがあるほか、保険料の
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額の通知や保険料の徴収に関する事項、普通徴収の納期などに関する事項につきましては、市

町村の条例で定めることとされておりますので、本市におきましても新たな条例を制定しよう

とするものでございます。 

  本条例の主な構成内容につきましてご説明いたします。 

  第２条におきまして、本市において行う事務について保険料の徴収や被保険者の資格取得及

び喪失などの届けの受け付けなどにつきましては、既に関係法令等で規定されておりますので、

それ以外の事務について規定してございます。葬祭費の支給申請書の受け付け、保険料額の通

知書の引き渡しなど、ここに記載の８項目の事務を規定してございます。 

  それから、第３条におきましては、本市が保険料を徴収すべき被保険者を規定しております。

市内に住所を有する方及び現在市外の病院や特別養護老人ホームなどに入所している方で、入

院の際、市内に住所があった方については本市で保険料を徴収することになります。 

  続きまして33ページをお開きお願いします。 

  第４条では、普通徴収に係る保険料の納期及び納付額を規定しております。保険料の納付に

つきましては、年金から天引きによる特別徴収以外の方につきましては普通徴収となり、納付

書に金融機関で納付していただくことになりますが、普通徴収の納期につきましては７月の第

１期から翌年３月の第９期となります。 

  それから第５条では督促手数料、第６条では延滞金について規定しております。 

  続きまして34ページをごらんをいただきます。 

  第７条では公示送達、第８条ないし第10条につきましては罰則についての規定でございます。 

  それから附則第２項におきまして、平成20年度の特例措置を規定しております。被用者保険

の被扶養者であった方につきましては、平成20年度は保険料が半年間凍結をされますので、10

月から翌年の３月までの納期となります。なお、10月からの納期に係る保険料の均等割額につ

きましては９割軽減されることとされております。 

  以上が本条例の主な構成内容でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○佐藤（英）委員長 郷古総務課長。 

○郷古総務課長 議案第43号につきましてご説明いたします前に、先ほど議案第18号でご説明い

たしました内容に誤りがございましたので訂正させていただきます。 

  議案第18号で、市長・副市長の期末手当支給率見直しと給料減額延長による年間削減額を市

長で約240万円、副市長で80万円とご説明いたしましたが、正しくは副市長で約180万円という

-9- 



ことで訂正させていただきます。訂正し、おわび申し上げます。 

  次に、議案第43号「塩竈市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例」につい

てご説明いたします。 

  資料番号１の38ページ、一番後ろになります、38ページをお開き願います。 

  この条例は、給与適正化を図るため、特殊勤務手当を見直し支給項目削減のための改正を行

おうとするもので、職員団体に特殊勤務手当の見直しについて申し入れを行っておりましたが、

合意に達したボイラー等操作業務従事者や自動車運転手等に支給している４項目について削減

しようとするものです。４項目について合意に達しましたので廃止しようとするものです。な

お、他の特殊勤務手当につきましても、職員団体と継続して協議を行いながら見直しの合意に

向け努力してまいります。 

  恐れ入ります。資料№12の市議会定例会議案資料36ページないし37ページをお開きください。

これは改正条例の新旧対照表ですのでご参照願います。 

  以上でございます。 

○佐藤（英）委員長 菅原財政課長。 

○菅原財政課長 それでは、財政課から平成20年度予算につきまして、一般会計を中心にその概

要をご説明申し上げます。 

  議案資料№12をご用意願います。 

  20ページをお開き願います。 

  この表は、一般会計及び特別会計当初予算の総括表でございます。平成20年度の一般会計当

初予算額は179億6,500万円。これを前年度と比較いたしますと、金額で２億9,190万円、率に

いたしまして1.7％の増でございます。また、前年度の実質的な当初予算であります６月補正

後予算額と比較いたしますと9,441万2,000円、0.5％の増になっているものでございます。 

  緊縮型の予算を継続しておりますが、土地開発公社への貸付金を計上したことなどから増額

となっているものでございます。 

  次に特別会計についてですが、本年度設置いたしました後期高齢者医療事業特別会計を加え

ました11の特別会計の予算総額は183億6,510万円、前年度と比較いたしますと41億3,884万

8,000円、18.4％の減となっております。これは、宮城県後期高齢者医療広域連合の発足によ

り、老人保健医療事業特別会計予算額が縮小したことなどによるものでございます。 

  一般会計、特別会計をあわせました総額では363億3,010万円、前年度と比較いたしまして
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38億4,694万8,000円、9.6％の減となっております。 

  21、22ページをお開き願います。 

  この表は、一般会計の歳入についての対前年度比較表でございます。主な特徴点についてご

説明申し上げます。 

  費目１の市税は個人市民税や固定資産税が減少しており、前年度から２億2,380万6,000円減

の63億8,159万4,000円を計上しております。 

  費目10の地方交付税は、地方再生対策費の増や基準財政収入額の減少による影響を加えまし

て２億円増の50億9,600万円を計上しております。 

  費目21の市債は、土地開発公社への貸付金に充当する市債を計上したことなどから５億

1,780万円の増となっております。 

  そのほかの歳入につきましては後ほど予算説明書によりご説明申し上げます。 

  次に23、24ページをお開き願います。 

  一般会計の歳出につきまして、目的別に前年度と比較したものでございます。 

  詳細につきましては、後ほど予算説明書によりご説明申し上げますので、ここでは省略をさ

せていただきます。 

  25、26ページをお開き願います。 

  一般会計の歳出を性質別に分類し前年度と比較したものでございます。主な特徴点を申し上

げます。 

  まず費目１の人件費は、定員適正化計画に基づき職員数の縮減に努めたことや、退職手当組

合への負担金が減少したことなどから、前年度と比較いたしますと１億9,368万2,000円の減と

なっております。 

  費目２の物件費は保育所や清掃工場の管理費などを計上しておりますけれども、経常的経費

の縮減や高齢者医療確保法の施行により、本年度から基本健康診査事業が医療保険者に移管さ

れたことなどより、前年度から１億617万円の減となっております。 

  費目４の扶助費は前年度から1,413万6,000円の増加ですが、伸び率は0.4％と微増となって

おります。 

  費目５の補助費等は中小企業融資制度、信用保証料補給金や塩釜地区消防事務組合への負担

金などを計上しているものでございますが、本年度は宮城県後期高齢者医療広域連合の発足に

伴い、連合会への負担金を計上していることなどから、３億229万4,000円の増となっておりま
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す。 

  費目６の普通建設事業費は、北浜沢乙線の歩道景観整備などを行うまちづくり交付金事業や、

貞山大橋整備事業が主なものでございます。月見ケ丘小学校及び第三中学校の耐震補強事業の

着手年度を前倒ししたことなどにより8,514万9,000円の減となっております。 

  費目11の貸付金は、土地開発公社への無利子貸付金を計上したことなどから６億1,019万

2,000円の増でございます。 

  費目12の繰出金は前年度から３億829万8,000円の減でございます。これは、宮城県後期高齢

者医療広域連合の発足に伴い、老人保健医療事業特別会計への繰出金が縮小したことなどによ

るものでございます。 

  以上、歳入歳出予算の概略をご説明申し上げましたが、予算編成に当たりましては行財政改

革推進計画に基づき、職員定数や事務事業の見直しを図るとともに、経常経費の枠配分を継続

しております。また、将来の公債費負担を抑制するため、建設事業を厳選するとともに、公的

資金の借換債を活用しております。さらには、歳入確保策の一環として退職手当債を計上する

とともに、下水道事業特別会計において資本費平準化債の借り入れを継続して一般会計からの

繰出金を抑制しております。 

  このような歳入歳出全般にわたる取り組みにより、基金からの繰入金を最小限にとどめてお

ります。しかしながら、健全化法の施行を控えまして全会計を連結した財政指標の改善を進め

ることが不可欠になっておりますので、今後、行財政改革をさらに推し進め、さらに財政の健

全化に取り組んでまいります。 

  27ページをお開き願います。 

  この表は平成20年度一般会計の投資的経費の内訳一覧表でございます。前段でご説明申し上

げました普通建設事業の詳細でございます。清掃工場改良事業など計15件を計上しております

ので、ご参照願います。 

  次に、平成20年度一般会計予算案の概要をご説明申し上げます。 

  議案資料№８をご用意願います。 

  １ページをお開き願います。 

  第１条では歳入歳出予算の総額を179億6,500万円と定めております。 

  第２条の債務負担行為及び第３条の地方債につきましては、後ほどご説明申し上げます。 

  第４条一時借入金は35億円と設定しております。 
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  第５条は人件費の各項間の流用について規定しております。 

  次に６、７ページをお開き願います。 

  第２表債務負担行為では、塩竈市中小企業振興資金損失補償など13件の債務負担行為を設定

しております。７ページの第３表地方債では、退職手当債など計11件の地方債を設定しており

ます。 

  次に平成20年度一般会計予算説明書についてご説明を申し上げます。 

  議案資料№９をご用意願います。 

  議案資料№９の１、２ページをお開き願います。 

  一般会計歳入歳出予算事項別明細書の総括表でございます。歳入につきまして款別に前年度

と比較したものでございます。 

  ３ページをお開き願います。 

  歳出につきまして款別に前年度と比較したものでございます。 

  次に、これらの内容につきましてご説明を申し上げます。 

  ４、５ページをお開き願います。 

  第１款市税は63億8,159万4,000円を計上しております。課税所得の減少による個人市民税の

減少及び地価の下落による固定資産税の減少などから、前年度から２億2,380万6,000円の減を

見込んでおります。 

  ８、９ページをお開き願います。 

  第６款地方消費税交付金は、県内の地方消費税交付金総額の減少などを見込み、4,600万円

減の５億4,400万円を計上しております。 

  第９款地方特例交付金は5,260万円と前年度から10万円の増を見込んでおります。同款１項

地方特例交付金は4,060万円と前年度から1,560万円の増を見込んでおります。これは、平成20

年度から個人住民税における住宅借入金特別控除の実施に伴いまして、減収補てん特例交付金

が交付されることになったことによるものでございます。 

  第10款地方交付税は50億9,600万円と前年度から２億円の増を見込んでおります。これは、

地方税の偏在是正を目的といたしました地方再生対策費の本市分として8,000万円を見込んで

いることや、歳入面での基準財政収入額の減少が、地方交付税においては増加要因として働く

ことなどによるものでございます。 

  14、15ページをお開き願います。 
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  第14款国庫支出金は17億4,932万5,000円と前年度から6,341万4,000円の減となっております。

これは、児童手当が減少したことや、前年度におきましては玉川小学校の大規模改造事業の国

庫補助金を計上していたことなどによるものでございます。 

  16、17ページをお開き願います。 

  第15款県支出金は８億7,839万2,000円と前年度から2,042万円の減となっております。これ

は、児童手当が減少したことなどによるものでございます。 

  22、23ページをお開き願います。 

  第18款繰入金は、１目財政調整基金繰入金に2,369万2,000円を計上しております。 

  28、29ページをお開き願います。 

  第21款市債は16億2,720万円と前年度から５億1,780万円の増加でございます。内訳といたし

ましては、右ページをごらん願います。退職手当債として３億2,000万円、本年度に設立が予

定されております地方公営企業等金融機構に対する出資金に充当する市債といたしまして540

万円、土地開発公社の経営健全化を図るための土地開発公社無利子貸付事業の市債として６億

1,490万円。北浜沢乙線の歩道景観整備などを行うまちづくり交付金事業の市債として5,090万

円などを計上してございます。 

  次に、歳出につきまして主要事業を中心にご説明申し上げます。 

  34、35ページをお開き願います。 

  まず２款総務費23億6,931万7,000円ですが、主なるものをご説明申し上げます。 

  説明は主に右のページの節区分、説明欄、そして事業内訳欄に記載の内容で申し上げますの

で、よろしくお願いいたします。 

  38、39ページをお開き願います。 

  ３目財政管理費ですが、24節に出資金を600万円を計上し、今年度設立されます地方公営企

業等金融機構に出資をしてまいります。 

  40、41ページをお開き願います。 

  ７目企画費ですが、右ページ事業内訳欄下段の市民活動推進費385万1,000円では、市民活動

推進室を拠点として情報の提供や活動団体相互の交流を支援してまいります。 

  44、45ページをお開き願います。 

  12目諸費ですが、事業内訳欄下段の土地開発公社経営健全化事業費６億1,513万2,000円では

公社の経営健全化に向け無利子貸付を行ってまいります。 
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  58、59ページをお開き願います。 

  ３款民生費57億9,934万円ですが、その主なるものといたしましては68、69ページをお開き

願います。９目精神障害者福祉費では、これまでの小規模作業所から法定施設である地域活動

支援センターに移行することに伴いまして、その運営事業委託金として13節に750万円を計上

しております。 

  また、10目後期高齢者医療費に宮城県後期高齢者医療広域連合への負担金４億2,958万8,000

円を計上しております。 

  76、77ページをお開き願います。 

  ５目子育て支援費では事業内訳欄３段目にございますファミリーサポートセンター運営事業

費535万7,000円により育児についての市民相互の援助活動の連携を図ってまいります。 

  82、83ページをお開き願います。 

  ４款衛生費には16億8,828万2,000円を計上しております。 

  １項１目保健衛生総務費の事業内訳欄をごらん願います。３段目に健康増進事業費として

9,970万4,000円を計上し、各種検診などを実施してまいります。 

  98、99ページをお開き願います。 

  ３目病院整備費では市立病院会計への繰出金といたしまして、前年度当初予算額と同額であ

ります４億2,000万円に加えまして、改革プラン策定事業費として2,000万円を計上しておりま

す。 

  100、101ページをお開き願います。 

  ５款労働費4,501万円でございますが、21節貸付金に労働福祉対策融資事業として預託金を

計上しております。 

  102、103ページをお開き願います。 

  ６款農林水産業費３億217万7,000円ですが、106、107ページをお開き願います。２目水産業

振興費19節水産加工業活性化支援事業補助金164万7,000円を計上し、塩釜フード見本市の開催

などを支援してまいります。 

  110、111ページをお開き願います。 

  ７款商工費４億5,507万7,000円ですが、その主なるものといたしましては２目商工振興費の

事業内訳欄の２段目に記載してございますが、中小企業の経営安定及び育成のため、中小企業

対策融資事業３億2,500万円を計上しております。また、中段に中心市街地商業活性化事業300
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万円を計上しております。シャッターオープン事業や商人塾事業を実施してまいります。 

  114、115ページをお開き願います。 

  19節に仙台・宮城デスティネーションキャンペーン推進協議会負担金100万円を計上し、宮

城県やＪＲ各社など関係団体と連携して観光客誘致に取り組んでまいります。 

  116、117ページをお開き願います。 

  ８款土木費に25億1,872万3,000円を計上しております。 

  １項１目土木総務費ですが、地震対策を促進するため13節に木造住宅耐震診断等委託料544

万円を計上し、また118、119ページをお開き願います。説明欄の上段に木造住宅耐震改修工事

助成金355万円を計上しております。 

  122、123ページをお開き願います。 

  ４目橋梁整備費では貞山大橋整備事業費として4,700万円を計上しております。 

  124、125ページをお開き願います。 

  ５項１目都市計画総務費ですが、126、127ページをお開き願います。19節説明欄の３段目に

中心市街地活性化推進支援事業費補助金291万円を計上し、海辺の賑わい地区における共同化

事業の支援などを行ってまいります。 

  また、２目街路事業費に6,300万円を計上しております。北浜沢乙線の歩道景観整備や海辺

の賑わい地区の地域案内板の整備などを行ってまいります。 

  130、131ページをお開き願います。 

  ６項１目住宅管理費では事業内訳欄の４段目に市営住宅の地上デジタル放送共同受信施設へ

の改修事業費590万2,000円、そして清水沢住宅の外壁改修事業費3,000万円を計上しておりま

す。 

  134、135ページをお開き願います。 

  ９款消防費は６億3,315万7,000円を計上しております。その主なるものでございますが、２

目非常備消防費の事業内訳欄の消防団運営事業2,422万7,000円、消火栓の設置などを行う消防

施設等整備事業661万8,000円などでございます。 

  138、139ページをお開き願います。 

  10款教育費は15億1,655万9,000円でございます。１項２目事務局費をごらん願います。事業

内訳欄の中段に感動支援プロジェクト事業費348万円を計上し、小中学校において文化スポー

ツ講演会や職業体験などの自主企画事業を実施してまいります。 
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  148、149ページをお開き願います。 

  ２目教育振興費の事業内訳欄下段にサマースクール事業費12万円を計上してございます。夏

休み期間中に、市内の中学校を会場として児童生徒の希望に応じました学習の支援などを行っ

てまいります。 

  170、171ページをお開き願います。 

  12款公債費は23億2,741万9,000円と前年度から9,125万7,000円の増でございます。これは、

公的資金の借りかえに伴う元金償還金などを計上していることによるものでございます。 

  172、173ページをお開き願います。 

  13款諸支出金8,109万4,000円は交通事業会計への繰出金並びに公共用地先行取得事業特別会

計への繰出金を計上しているものでございます。 

  176ページ以降につきましては債務負担行為、地方債現在高、給与費明細に関する調書でご

ざいますのでご参照願います。 

  一般会計の説明につきましては、以上でございます。 

○佐藤（英）委員長 佐藤浦戸交通課長。 

○佐藤浦戸交通課長 続きまして、私から議案第30号「平成20年度交通事業特別会計予算」につ

いてご説明いたします。 

  同じ資料の188、189ページをごらんください。 

  歳入歳出とも同額の２億1,110万円を計上しております。前年度と比較しまして1,840万円の

増額となっております。 

  説明の都合上、歳出からご説明いたします。 

  192、193ページをごらんください。 

  第１款１項１目総務管理費に１億5,317万4,000円を計上しております。前年と比較しまして

843万5,000円の増額となっております。 

  194、195ページをごらんください。 

  ２目運航費に昨年とほぼ同額の3,167万6,000円を計上しております。 

  続きまして196、197ページをごらんください。 

  第２款公債費に2,625万円を計上しております。前年と比較しまして1,001万1,000円の増額

となっております。これは、17年度に建造しました小型船舶「うらと」に係ります起債の元金

分の償還が始まることによる増額となっております。 
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  続きまして歳入でございます。 

  申しわけありません、190、191ページにお戻りください。 

  第１款事業収入に前年度より64万5,000円増額の9,622万2,000円を計上しております。 

  第２款国庫支出金に3,388万4,000円を計上しております。前年度と比較しまして518万5,000

円の増額となっております。これは、国の補助対象経費となります人件費及び燃料費の補助単

価の見直しが行われたことにより増額が見込まれるためでございます。 

  第３款繰入金に8,099万4,000円を計上しております。前年度と比較しまして1,257万円の増

額となっております。これは、先ほど説明したとおり小型船舶「うらと」に係ります起債元金

の償還が始まるための増額となっております。 

  交通事業特別会計予算につきましては、以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○佐藤（英）委員長 木下保険年金課長。 

○木下健康福祉部次長兼保険年金課長 続きまして、議案第31号「国民健康保険事業特別会計予

算」につきましてご説明申し上げます。 

  同じ資料204ページ、205ページをお開きをお願いいたします。 

  歳入歳出63億4,910万円、前年度と比較いたしまして５億5,220万円、8.0％の減となります。 

  説明の都合上、歳出からご説明をいたします。 

  218ページ、219ページをお開きお願いいたします。 

  ２款保険給付費につきましては、44億1,331万1,000円、前年度と比較いたしまして３億

5,822万1,000円、7.5％の減で計上しております。これは、平成20年４月から70歳から74歳ま

での高齢者の負担割合が１割から２割に変更されることや、これまで保険給付費の伸びの大き

な要因でありました平成14年10月の制度改正によります老人保健適用年齢の段階的な引き上げ

が、平成19年10月で75歳への引き上げが完了したことなどによるものでございます。 

  １項療養諸費、２項高額療養費、それぞれ一般被保険者、退職被保険者の区分ごとに計上し

てございますが、各項とも前年度と比較いたしまして一般被保険者に係る分を増額、退職被保

険者に係る分を減額計上しておりますが、これは平成20年度から退職医療制度が原則廃止をさ

れ、65歳以上の被保険者につきましては一般被保険者に移行することによるものでございます。 

  次に、220ページ、221ページをお開きをお願いいたします。 

  ３款後期高齢者支援金等６億7,619万9,000円につきましては、新たに創設されます後期高齢

者医療制度へ負担するもので、後期高齢者医療制度の運営は公費が５割、被保険者の保険料が
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１割、残り４割につきましては国保などの医療保険が後期高齢者支援金として負担することと

されておりますので、本年度新たに計上するものでございます。この支援金額につきましては、

全国共通の被保険者一人当たりの負担額に基づき、社会保険診療報酬支払基金に納付をし、支

払基金から医療費実績に基づきまして各県の広域連合へ後期高齢者支援交付金として交付され

る仕組みになります。平成20年度の一人当たりの負担額は４万1,703円とされましたが、医療

費の年度区分は３月診療分から翌年の２月診療分とされておりますので、20年度につきまして

は、４月診療分から11カ月分の負担となり３万8,227円に基づき計上したものでございます。 

  続きまして224ページ、225ページをお開きお願いいたします。 

  ５款老人保健拠出金２億263万5,000円、前年と比較いたしまして８億8,205万1,000円減額で

計上しております。これまで老人保健制度へ拠出しておりましたが、後期高齢者医療制度へ移

行することによりまして減額したものでございます。20年度は３月診療分の１カ月と平成18年

度の精算分を見込んで計上しております。 

  次に230ページ、231ページをお開きお願いいたします。 

  ８款保健事業費8,196万5,000円、前年度と比較いたしまして3,748万7,000円増で計上してお

ります。これは、８款１項特定健康診査等事業費に、医療制度改正に伴います生活習慣病予防

を目的といたしました特定健診、特定保健指導に要する経費4,071万3,000円を新たに計上した

ことによるものでございます。 

  以上が歳出の主な内容でございます。 

  続きまして、歳入についてご説明をいたします。 

  恐れ入ります、206ページ、207ページに戻っていただたきたいと思います。 

  １款国民健康保険税につきましては15億4,083万2,000円、前年と比較いたしまして４億

4,348万9,000円の減として計上しております。 

  これは、後期高齢者医療制度の創設によりまして75歳以上の被保険者約5,600人が新制度に

移行することによるものでございます。なお、１目一般被保険者に係る分として14億609万

4,000円、前年度と比較いたしまして6,291万5,000円の減、２目退職者被保険者に係る分とい

たしまして１億3,473万8,000円、前年度と比較いたしまして３億8,057万4,000円減で計上して

ございますが、これは歳出の保険給付費でもご説明いたしましたが、退職医療制度の原則廃止

を踏まえたものでございます。 

  なお、後期高齢者医療制度が創設されることによりまして、国保税体系が医療分、後期高齢
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者支援分、介護分の３区分に変更されますが、関連する地方税法等の改正が19年度末の予定と

なってございますので、現行税の体系、税率で計上してございます。 

  続きまして208ページ、209ページをお開きお願いいたします。 

  ４款国庫支出金につきましては12億9,666万5,000円、前年度と比較いたしまして１億8,428

万3,000円の減で計上してございます。これは、一般被保険者に係る保険給付費や高齢者支援

金等の対象経費の約43％を国が負担するものでございます。 

  次に、５款療養給付費交付金につきましては３億6,420万7,000円、前年度と比較いたしまし

て17億7,189万5,000円の減として計上してございます。これは、退職被保険者に係る保険給付

費につきましては社会保険診療報酬支払基金から交付されるものでございますが、退職医療制

度が原則廃止されることに伴い減額計上するものでございます。 

  続きまして第６款前期高齢者交付金18億3,527万円につきましては、医療制度改正によりま

して、65歳から74歳までの前期高齢者の医療費につきましては国保や被用者保険間で財政調整

制度が創設されることによりまして、新たに計上するものでございます。 

  続きまして、210ページ、211ページをお開きお願いいたします。 

  ７款３項広域化等支援基金支出金１目貸付金8,030万6,000円につきましては、現行税率では

財源不足が見込まれる状況にありますので、財政調整基金につきましては19年度末で枯渇する

見込みとなってございますので、財政調整基金による財源調整が困難なことから、県の貸付金

を計上し調整するものでございます。 

  以上が歳入の主な内容でございます。歳入歳出63億4,910万円、前年度と比較して８％減と

して計上させていただくものでございます。以上です。 

○佐藤（英）委員長 福田水産課長。 

○福田産業部次長兼水産課長 私からは、議案第32号「魚市場事業特別会計予算」につきまして

ご説明させていただきます。 

  同じく資料№９の244、245ページをお開き願います。 

  歳入でございます。 

  第１款使用料手数料では、昨年と同様現在の損益分岐点の水揚げ120億相当の魚市場使用料、

それから事務室使用料など8,873万6,000円を計上してございます。一部諸収入等組みかえをし

まして給電給水施設の使用料等が入ってきておりますので、使用料が伸びて諸収入が減額して

いる状況でございます。 
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  第４款一般会計からの繰入金でございますが、これはルール分のみの繰り入れでございまし

て3,951万4,000円。 

  次のページを開いていただきますと諸収入、先ほど申しましたように、諸収入につきまして

は使用料との組みかえで減額となってございます。 

  次に、248ページ、249ページをお開き願います。 

  歳出でございますが、まず第１款では市場費１億3,256万円を計上してございます。 

  内訳としまして、総務管理費で１億3,058万円。 

  次の250、251ページをお開き願います。 

  漁船誘致対策費としまして198万円となってございます。 

  続きまして252、253ページをお開き願います。 

  第２款公債費でございますが184万円を計上してございます。 

  242、243ページにお戻りいただきます。 

  以上、歳入歳出総額を前年度とほぼ同額の１億3,440万円とさせていただこうとするもので

ございます。昨年はメバチマグロのブランド化の影響もあり、はえ縄船の水揚げが好調で126

億円の水揚げとなりました。しかし、燃料油の高騰など漁業を取り巻く環境、依然として厳し

い状況でございます。業界の皆様とともに水揚げ増に努め、会計の健全化に向けて努力してい

きますのでよろしくお願いいたします。以上です。 

○佐藤（英）委員長 金子下水道事業所長。 

○金子下水道事業所長 それでは、議案第33号「下水道事業特別会計予算」についてご説明をい

たします。 

  同じ資料№９の261ないし262ページをお開きいただきます。 

  初めに歳入歳出予算でございますが、それぞれ58億8,040万円で昨年度と比較いたしますと

13億7,710万円の増とさせていただくものでございます。 

  主なる要因といたしましては、事業費において前年度比較５億5,000万円の減、公債費19億

2,018万9,000円の増とさせていただくものでございます。 

  説明の都合上、歳出よりご説明をいたします。 

  267ないし268ページをお開きいただきます。 

  初めに総務費でございますが、総務管理費で事業費の削減に伴い支弁対象職員が１名増とな

ったことなどから、前年度と比較いたしますと691万1,000円の増となってございます。 
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  １目一般管理費では、職員人件費といたしまして１億7,680万6,000円を計上しております。

また、13節委託料１億3,030万2,000円の主なるものを申し上げますと、中央ポンプ場や藤倉汚

水ポンプ場の施設管理委託業務、それから市内全域を対象といたしました管渠等汚泥清掃委託

料などでございます。 

  次に270ページ19節負担金補助及び交付金２億2,919万7,000円の主なるものといたしまして

は、本市から発生いたします汚水の最終処分場であります仙塩浄化センターの流域下水道維持

管理負担金２億2,836万8,000円を計上させていただいております。 

  次に、１款２項１目水洗化普及費の主なるものといたしましては、19節負担金補助及び交付

金といたしまして、水洗化改造資金の融資に対する利子補給金でございます。 

  続きまして271ないし272ページをお開き願います。 

  ２款１項１目公共下水道築造費は、汚水整備の面的整備がほぼ終了したことから、今後は整

備年度の古い地域から改築や修繕に取り組むこととしておりますので、汚水事業の今年度の投

資額といたしましては１億円を計上しております。また、雨水事業につきましても、藤倉雨水

ポンプ場整備に重点的に取り組み、全体事業費がほぼ確定できる見込みとなってまいりました

ので、必要額を予算化させていただいた内容でございます。その結果、前年度と比較いたしま

すと５億5,000万円の減となっている内容でございます。 

  この内容につきましては、別冊の資料№12の議案資料その２をご準備いただきます。 

  34、35ページをお開きいただきます。 

  それでは、公共下水道事業の内訳でございますが、各事業欄の左端に図面番号が記載されて

おります。これは、35ページの箇所図の番号と対比しておりますので、ご参照願います。 

  ページの都合上、ちょっと35、34見づらいかと思いますが、お許しをいただきたいと思いま

す。 

  初めに、公共下水道事業費７億5,000万円のうち補助事業は５億4,500万円で、前年度と比較

いたしますと３億4,500万円の減となっております。主なる内容といたしましては、①藤倉雨

水ポンプ場整備となっておりまして、平成18年度から事業着手しております雨水ポンプ場の機

械、電気、建築の整備を引き続き行わせていただく内容でございます。ポンプ場建設には多額

の費用と日数を要しますので、備考欄に記載しておりますように国から全体計画の承認をとり、

昨年度から引き続き実施している内容でございます。 

  その他、市内各所において下水道貯留浸透施設の整備を予定してございます。 
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  次に、右側の単独事業２億500万円の内容でございますが、県道八幡築港線関連工事であり

ます②芦畔町汚水枝線、県事業で取り組まれております北浜地区の緑地護岸工事の進捗に合わ

せた③北浜４丁目汚水枝線。また、老朽化が進んでおります④港町汚水枝線改築工事など、そ

の他市内各所の未整備地区の整備促進に取り組む内容とさせていただいたものでございます。 

  恐れ入りますが、資料№９の予算説明書にお戻りをいただきたいと思います。 

  273ないし274ページをお開きいただきます。 

  歳出の３款１項公債費の45億1,518万1,000円でございますが、これは前年度と比較いたしま

すと19億2,018万9,000円の増となってございます。主なる要因といたしましては、公的資金借

りかえに伴う繰上償還金の増となっている内容でございます。 

  次に、歳入についてご説明をいたします。 

  同じ資料263ないし264ページをお開きいただきます。 

  １款１項１目下水道費負担金1,934万3,000円は受益者負担金であり、19年度新規工事の減少

などから前年度と比較いたしますと減額計上とさせていただいております。 

  次に、２款１項１目の使用料は、大規模な汚水整備の終了や人口減少、節水機器の普及等に

より減少傾向にありますので、10億8,196万1,000円を計上させていただいております。 

  次に、３款１項１目２億6,500万円は下水道補助事業国庫補助金でございます。 

  次に、４款１項１目一般会計繰入金は15億1,529万2,000円を計上させていただいております。 

  次に265ページないし266ページをお開き願います。 

  ５款１項１目雑入2,400万1,000円は公共下水道相互利用負担金といたしまして多賀城市、利

府町からの収入を計上させていただいております。 

  次に、６款市債29億7,470万円でございますが、説明欄に記載のとおり、公共下水道事業の

財源に充当するものや資本費平準化債の内容となっております。 

  275ページには債務負担行為調書がありますのでご参照願いたいと思います。また、277ペー

ジには当該年度末における地方債残高見込額をお示ししておりますので、あわせてご参照を願

いたいと思います。 

  以上で、下水道事業特別会計の概要説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 

○佐藤（英）委員長 荒川商工観光課長。 

○荒川産業部長兼商工観光課長 それでは、商工観光課から議案第34号「公共駐車場事業特別会
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計予算」についてご説明させていただきます。 

  同じく予算説明書、資料№９、285、286ページをお開き願います。 

  歳入といたしまして１款使用料及び手数料、駐車場使用料といたしまして1,300万円。 

  ２款諸収入といたしまして20万円。これについては自動販売機設置料でございます。 

  次に、287、288ページをお開き願います。 

  歳出でございますが、１款事業費駐車場管理費といたしまして1,195万8,000円を計上してご

ざいます。内容については、説明欄にございますように光熱水費、それから各種委託料であり

ます。 

  次に、289、290ページをお開き願います。 

  ２款公債費といたしまして４万2,000円を計上しております。 

  次に、291、292ページをお開き願います。 

  ３款予備費といたしまして120万円を計上しております。 

  283、284ページにお戻りいただきまして歳入歳出予算の総額を前年度より120万円増の1,320

万円を計上させていただこうとするものでございます。 

  歳出面におきまして、管理経費の節減に努めて、歳入面におきましてはとくとくホリデープ

ラン500とか、それからとくとく朝までサービス500を初め海岸通駐車場と連携をとりながら利

用者拡大に努め、今後とも黒字基調を維持するように努力してまいりますので、よろしくお願

いいたします。以上です。 

○佐藤（英）委員長 木下保険年金課長。 

○木下健康福祉部次長兼保険年金課長 続きまして議案第35号「老人保健医療事業特別会計予

算」についてご説明を申し上げます。 

  同じ資料294ページ、295ページをお開きお願いいたします。 

  歳入歳出５億7,130万円。前年度と比較いたしまして56億1,070万円減となります。これは、

医療制度改正に伴いまして老人保健医療制度から後期高齢者医療制度に移行することによるも

のでございます。これまで老人医療費の支払事務につきましては市町村で行っておりましたが、

本年度から広域連合に事務は移行することによるものでございます。 

  歳出からご説明いたします。 

  302ページ、303ページをお開きお願いいたします。 

  ２款医療諸費につきましては、５億6,261万6,000円、前年度と比較いたしまして56億131万
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9,000円減として計上しております。医療費の支払事務につきましては、広域連合に移行いた

しますが、医療費の年度区分につきましては３月診療分から翌年の２月診療分ということにな

っておりますので、平成20年度の会計処理は３月診療分が本市の老人保健特別会計、４月診療

分から広域連合で処理するということで１カ月分の医療費を見込んで計上したものでございま

す。 

  次に、歳入についてご説明いたします。 

  296ページ、297ページをお開きお願いいたします。 

  老人医療費につきましては、一定の負担割合が定められておりますので、１款から３項まで

それぞれ負担ルールに基づいて計上したものでございます。 

  以上歳入歳出５億7,130万円、前年度比較いたしまして56億1,070万円減で計上しております。

以上でございます。 

○佐藤（英）委員長 福田水産課長。 

○福田産業部次長兼水産課長 議案第36号「漁業集落排水事業特別会計予算」について説明いた

します。 

  同じく資料№９の315、316ページをお開き願います。 

  歳出でございますが、総務費598万4,000円は、寒風沢の漁集排の維持管理費となってござい

ます。 

  次に、317、318ページでございますが、これは現在整備中の野々島の漁集排の建設事業費

8,600万でございます。 

  319、320ページは公債費で1,111万6,000円となってございます。 

  続きまして歳入でございますが、311、312ページをお開き願います。 

  第１款分担金、２款使用料と５款諸収入は寒風沢の漁集排分です。前年同額となってござい

ます。 

  続きまして、３款県支出金と次のページの313、314ページの市債が野々島の漁集排分でござ

います。前のページの４款の繰入金で財源調整をさせていただいております。 

  309、310ページにお戻りいただきまして、歳入歳出総額を前年と比較して6,630万円減額し

１億310万円にさせていただこうとするものでございます。 

  今年度で野々島の漁集排が完成いたします。関連の条例、関連の歳入歳出につきましては補

正予算を提案させていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。以上です。 
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○佐藤（英）委員長 菅原財政課長。 

○菅原財政課長 それでは、議案第37号「平成20年度公共用地先行取得事業特別会計予算」につ

きましてご説明申し上げます。 

  議案資料№９の327、328ページをお開き願います。 

  本会計は、用地取得に伴いまして公共用地先行取得事業債を借り入れた場合の会計処理を行

うために設けているものでございます。 

  歳入歳出ともに３億1,190万円を計上してございます。 

  まず、歳出からご説明申し上げますので、333、334ページをお開き願います。 

  ２款１項１目土地購入費として３億1,189万7,000円を計上しております。これは、土地開発

公社の経営健全化に向けまして、土地開発公社で保有しております杉の入裏地区の漁港背後地

を取得するものでございます。 

  329、330ページにお戻りを願います。 

  歳入といたしましては、２款１項１目市債として公共用地先行取得等事業債３億1,180万円

を計上し、用地取得費の財源としてまいります。以上でございます。 

○佐藤（英）委員長 高橋敏也介護福祉課長。 

○高橋介護福祉課長 それでは、議案第38号「介護保険事業特別会計予算」について説明いたし

ます。 

  同じ資料の338ないし339ページをお開き願います。 

  平成18年度から介護保険事業特別会計内に二つの勘定を設けておりますが、まず、保険事業

勘定についてご説明いたします。 

  この勘定は、介護保険の保険料としての会計勘定でありますが、歳入歳出それぞれ37億

2,500万円を計上しており、前年度と比べ9,541万円、2.6％の増になっております。 

  次に、説明の関係で歳出から説明させていただきます。 

  350、351ページをお開き願います。 

  第２款介護給付費は35億4,059万7,000円で、1.5％の伸びを見込んでおります。なお、２款

１項４目の地域密着型介護サービス給付費につきましては、20年度から新たに独立して目を設

定しております。昨年度まで認知症グループホーム等の地域密着型サービスを２款１項１目の

居宅介護サービス給付費等に含めておりましたが、今年度から地域密着型の小規模特別養護老

人ホームを含めまして４目で計上することとしたものでございます。 
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  続きまして、356ページ、357ページをお開き願います。 

  第５款地域支援事業費につきましては9,886万8,000円を計上し、前年度から4,152万1,000円

の増となっております。357ページ、事業内訳欄の一番上段の特定高齢者把握事業費1,814万

1,000円でありますが、65歳以上の高齢者の方に対しまして、昨年度まで住民健診に合わせて

実施しておりました生活機能評価を今年度から介護保険事業として実施するものであります。 

  358ページ、359ページをお開き願います。 

  ５款２項２目総合相談事業費でありますが、地域包括支援センター２カ所の委託料の計上に

よりまして増となっております。 

  次に、歳入についてご説明いたします。 

  戻りまして340ページ、341ページをお開き願います。 

  １款保険料につきましては６億9,170万9,000円で2.1％の増を見込んでおります。 

  ３款国庫支出金から５款の県支出金につきましてはルール分で計上いたしております。 

  続きまして342ページ、343ページをお願いいたします。 

  ７款１項１目一般会計繰入金につきましては、５億3,164万3,000円となり、3.2％の増とな

っております。給付費繰入金、それから事務費、地域支援事業に係る繰入金の増によるもので

ございます。 

  続きまして、376ページ、377ページをお開き願います。 

  介護サービス事業勘定に係る明細書でございます。この勘定は、市直営の地域包括支援セン

ターで実施する介護予防支援事業に係る勘定でありますが、地域包括支援センター２カ所の増

設によりまして、市の実施する予防支援事業の件数の減が見込まれますので、前年度から504

万円減の1,050万円を計上しております。 

  介護保険事業特別会計については以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○佐藤（英）委員長 ありがとうございました。 

  茂庭都市計画課長。 

○茂庭建設部次長兼都市計画課長 それでは、議案第39号「土地区画整理事業予算」についてご

説明いたします。 

  同じく資料番号９の391ページ、392ページをお開き願います。 

  歳入歳出予算といたしまして、今年度４億8,100万円をお願いしてございます。前年度と比

較しますと２億8,200万円の減でございます。 
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  説明の都合上、歳出からご説明いたします。 

  395ページをお開き願います。 

  395ページには、土地区画整理事業費といたしまして４億2,900万円、前年度から２億9,660

万円減でございまして、その主なものといたしまして、396ページ、下の段でございます。22

節補償補填及び賠償金といたしまして３億1,367万円。これは、稲荷下地区とそれから港町地

区合計13件の移転補償でございます。 

  その上段15節に工事請負費でございます。6,200万円を計上してございます。これにつきま

しては、しおかぜ通り線の残延長80メートルと、それから周辺区画道路約200メートル、それ

に加えまして駅前広場の駅に向かって右側の歩道をほぼ完成形としていく内容でございます。 

  397、398ページをお開き願います。 

  第２款公債費でございます。本年度5,200万でお願いしております。前年度と比較いたしま

して1,390万円の増となってございます。 

  歳入をご説明いたしますので、393ないし394ページにお戻り願います。 

  第１款国庫支出金といたしまして１億1,415万円でございます。前年度と比較しますと１億

7,285万円の減でございます。 

  第２款繰入金といたしまして、一般会計繰入金でございますが１億2,145万円ということで、

前年度比較といたしまして625万円の減額でございます。 

  第３款市債でございます。今年度２億4,540万円といたしまして、前年度比較で１億360万円

の減でございます。 

  391、392にお戻りください。 

  そこの中で、総括表の392ページ右側の欄で特定財源等の内訳を記載してございます。ご参

照願います。 

  最後に399ページと400ページをご参照願います。 

  399ページには、債務負担行為の限度額設定でございまして、事務機器等のリースにかかわ

る部分でございます。それから400ページにおきましては、今年度発行済額を加えました当該

年度の起債残高見込額を計上してございます。 

  区画整理事業予算は以上であります。 

○佐藤（英）委員長 木下保険年金課長。 

○木下健康福祉部次長兼保険年金課長 議案第40号「後期高齢者医療事業特別会計」についてご
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説明申し上げます。 

  同じ資料406ページ、407ページをお開きお願いいたします。 

  平成20年度から後期高齢者医療制度が創設をされますが、後期高齢者医療に関する収入及び

支出につきましては、高齢者の医療の確保に関する法律第49条によりまして特別会計を設けな

ければならないと規定されておりますので、議案第21号「塩竈市特別会計条例の一部を改正す

る条例」により、新たに特別会計を設置し歳入歳出５億7,410万円を計上するものでございま

す。 

  歳入からご説明をいたします。 

  408ページ、409ページをお開きお願いいたします。 

  １款後期高齢者医療保険料４億3,135万2,000円につきましては、本制度で保険料の徴収は市

町村の事務となりますので、特別徴収、普通徴収による本市の徴収見込み額を計上したもので

ございます。 

  なお、本市で徴収した保険料につきましては、後ほどご説明をいたしますが、歳出の広域連

合納付金に同額計上し、全額広域連合に納付するものでございます。 

  それから、４款繰入金１億4,273万8,000円につきましては、一般会計からの繰入金、１目事

務費繰入金3,469万2,000円につきましては、歳出の総務費計上額となります。それから２目保

険基盤安定繰入金１億804万6,000円につきましては、後期高齢者医療制度におきましては低所

得世帯に対しまして保険料均等割の７割、５割、２割の軽減及び被用者保険の被扶養者であっ

た方につきましては制度加入時から２年間均等割５割軽減の保険料の軽減措置が設けられてお

り、軽減分につきましては公費負担となりますので、繰り入れするものでございます。 

  なお、この繰入額につきましても、１款保険料とあわせまして歳出において広域連合へ納付

するものでございます。 

  次に、歳出についてご説明をいたします。 

  412ページ、413ページをお開きお願いいたします。 

  １款総務費3,469万8,000円の主なものでございますが、１款１項１目19節2,549万9,000円に

つきましては、広域連合への市町村負担金でございます。広域連合運営に要する経費の本市負

担分になります。そのほか、市町村事務とされております窓口業務及び保険料徴収に要する経

費を計上してございます。 

  414ページ、415ページをお開きお願いいたします。 
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  ２款後期高齢者医療広域連合納付金５億3,939万8,000円につきましては、ただいまご説明申

し上げました本市で徴収した保険料額と保険料軽減額をあわせて広域連合に納付するものでご

ざいます。 

  以上、歳入歳出５億7,410万円で計上しております。以上でございます。 

○佐藤（英）委員長 伊藤病院業務課長。 

○伊藤市立病院事務部次長兼業務課長 それでは、続きまして病院事業会計についてご説明を申

し上げます。 

  恐れ入りますが、冊子番号10番をご用意いただきたいと思います。10番の１ページです。 

  議案第41号「平成20年度病院事業会計予算」でございます。 

  １ページ目は業務の予定量でございます。 

  第２条業務の予定量といたしまして（３）１日平均患者数につきましては、入院が149.0人、

外来が315.7人を予定しております。この149人という数字は、199床でいきますと約75％ほど

の利用率となります。これによりまして得られる収入及び支出でありますが、２ページをごら

んいただきます。 

  ２ページ、第３条収益的収入及び支出の予定額でございます。 

  収入といたしまして第１款病院事業収益26億9,305万円を予定しております。また、これに

伴う支出でありますが、第１款病院事業費用といたしまして27億7,765万円を予定してござい

ます。この差8,460万ほどございますが、これはいわゆる減価償却費でありまして、これは現

金の支出を伴わないものでありますので、これを除きますと収支均衡した予算となってござい

ます。 

  また、４条につきましては資本的収入及び支出でございまして、それぞれ9,862万円を計上

してございます。 

  さらに３ページ、第５条債務負担行為から第９条棚卸資産の購入限度額につきましては記載

のとおりでございます。 

  なお、４ページ以降につきましては関係資料でございますので、ご参照いただきたいと思い

ます。 

  病院事業会計につきましては、平成16年度以降大変厳しい状況が続いております。再生緊急

プランを策定いたしまして、そして単年度収支均衡というものを目指してまいりましたが、平

成19年度におきましてもほぼ計画の項目は達成したとはいえ、診療報酬のマイナス改定等もご
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ざいまして、それを含めた効果の達成率といいますのは大体83％程度にとどまっているという

状況でございます。 

  こういった、いわゆる地方医療を支える公立病院の経営の厳しさというものは、全国的なも

のでございまして、さらにこれに加えて、いわゆる財政の健全化法、地方公共団体の財政の健

全化に関する法律の施行に伴いまして、病院事業のみならず公共団体の財政運営全体の観点か

らも公立病院の改革というものが求められております。 

  このため、国におきましては公立病院改革ガイドラインを策定をいたしました。これにより

まして、公立病院を持っている自治体につきましては病院改革プランの策定というものが義務

づけられております。また、さらにこのガイドラインにおきましては、病院に対する財政支援

措置というものも明らかにされております。 

  この財政支援措置の中には、今後改革プランを策定をするために要する費用、これも交付税

によってみられるというふうになっておりますので、今回の当初予算におきましても、昨年同

様の４億2,000万の繰り入れのほかに2,000万の改革プラン策定費用を計上してございます。 

  平成20年度におきましては、この改革プランを早急に策定し、そして公立病院特例債などの

財政支援措置を受けまして、累積不良債務を大幅に減らすことによって将来的に持続可能な病

院経営というものを目指してまいりたいというふうに考えておりますし、そのためにも、引き

続き単年度の収支均衡というものを病院職員一丸となって努力してまいりたいと考えておりま

すので、よろしくご支援のほどお願い申し上げます。以上です。 

○佐藤（英）委員長 尾形水道部総務課長。 

○尾形水道部総務課長兼経営企画室長 それでは、議案第42号「平成20年度塩竈市水道事業会計

予算」について説明をさせていただきます。 

  恐れ入りますが、資料№11の１ページをお開き願います。 

  第２条は業務の予定量でございますが、給水戸数を２万5,849戸、年間総給水量を807万

1,932立方メートル、１日平均給水量を２万2,115立方メートルにしてございます。また、主要

な建設改良事業でございますが、第５次配水管整備事業に引き続き、第６次配水管整備事業と

いたしまして老朽管の布設がえ、中小口径管の統合などを施工していく内容で6,450万円、国

庫補助事業を活用した老朽管更新事業といたしまして、老朽管の更新により水道管路の耐震性

の向上を図るため２億3,550万円を予定してございます。 

  次に、第３条は収益的収入及び支出の予定額でございます。 
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  収入の第１款水道事業収益は17億6,591万9,000円で、前年度当初比で0.1％、金額にして232

万3,000円の減となってございます。内容といたしまして、第１項営業収益17億4,087万4,000

円は、水道料金、水道加入金などでございます。第２項営業外収益2,384万5,000円は、他会計

補助金、受託工事収益などでございます。第３項特別利益20万円は、固定資産売却益などでご

ざいます。 

  次に、支出の第１款水道事業費用は17億617万7,000円で、前年度当初比で1.3％、金額にし

て2,304万8,000円の減となってございます。内容といたしまして、第１項営業費用14億656万

円、第２項営業外費用２億9,556万7,000円、第３項特別損失105万円、第４項予備費300万円で

ございます。 

  第４条は資本的収入及び支出の予定額でございます。 

  収入の第１款資本的収入は10億3,734万3,000円で、内容といたしまして第１項企業債９億

6,782万2,000円は、第６次配水管整備事業と老朽管更新事業の財源と、公的資金保証金免除繰

上償還借換債でございます。第２項負担金545万6,000円は、消火栓設置費に係る一般会計から

の負担金でございます。第３項出資金1,992万9,000円は、水源開発に要した経費の元金償還金

に係る出資金でございます。第４項補助金3,791万5,000円は、老朽管更新事業の財源でござい

ます。その他といたしまして、第５項開発負担金621万1,000円などでございます。 

  ２ページをお開き願います。 

  支出の第１款資本的支出は15億1,336万1,000円で、内容といたしまして第１項水道改良費

8,153万9,000円、第２項第６次配水管整備事業費6,450万円、第３項老朽管更新事業費２億

3,550万円、第４項企業債償還金11億3,182万2,000円でございます。この結果、資本的収入額

が資本的支出額に対し不足する額４億7,601万8,000円は、過年度分及び当年度分損益勘定留保

資金と、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補てんする内容でございます。 

  第５条は債務負担行為でございます。内容といたしまして、ハンディーターミナル賃貸借料、

調定収納システム電子機器賃借料、給水装置工事資金融資に伴う損失補償と利子補給でござい

ます。 

  第６条は企業債でございます。起債の目的といたしまして、第６次配水管整備事業費で

5,500万円、老朽管更新事業費で１億7,500万円、公的資金保証金免除繰上償還借換債として７

億3,782万2,000円を限度といたしまして借り入れ先の融資条件により償還していくものでござ

います。 
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  第７条は一時借入金の限度額で１億円としております。 

  第８条は予定支出の款項間で流用ができる範囲を定めるものでございます。 

  ３ページをお開き願います。 

  第９条は議会の議決を経なければ流用することができない経費を定めるものでございまして、

職員給与費及び公債費でございます。 

  第10条は棚卸資産の購入限度額を定めるものでございます。 

  ４ページ以降は予算に関する説明書になってございます。実施計画、資金計画、給与費明細

書、債務負担行為に関する調書、予定貸借対照表、予定損益計算書でございますので、ご参照

願いたいと存じます。以上で説明を終わらせていただきます。 

○佐藤（英）委員長 ありがとうございました。 

  以上で各会計予算の内容説明は終了いたしました。 

  委員各位に申し上げます。 

  資料要求がありましたら、ご発言願います。吉川 弘委員。 

○吉川委員 では、共産党市議団として資料要望20点をお願いしたいというように思います。 

  １番目は平成15年度から平成19年度までの職員数とパート数であります。二つ目は塩竈市組

織図、平成19年度と平成20年度比較でお願いします。 

  それから３点目は定数条例と見込みとの比較。平成19年度から平成23年度の財政見通しにつ

いてお願いします。 

  ４点目は平成17年度から平成21年度の財政決算と財政見通しであります。 

  ５点目は海辺の賑わい地区土地区画整理事業における、この間及び今後の施工箇所。 

  ６点目は海辺の賑わい地区土地区画整理事業における平成14年度から平成18年度までの決算

と、平成19年度から平成23年度までの財政見通し。事業費、公債費、国庫補助金、地方債、一

般財源。以上です。 

  それから７点目は平成20年度海辺の賑わい地区土地区画整理事業仮換地指定済及び予定箇所

でお願いします。 

  それから８点目は新行財政改革推進計画に基づく事業のスクラップアンドビルドの実施概要、

平成17年度から19年度までです。 

  それから９点目は平成20年度小中学校修繕予定箇所。 

  10点目は平成20年度小中学校工事予定箇所。 
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  11点目は平成20年度市営住宅修繕箇所調。 

  12点目は平成19年救急概要。 

  13点目は県内各市比較の国民健康保険税（料）一覧表。 

  14点目は県内各市比較の税率による総所得金額別世帯平均課税額の比較。 

  15点目は平成18年度滞納世帯の所得階層別分布。 

  16点目は国保の短期被保険者証及び資格証明書の発行状況。 

  17点目は国保の資格証明書発行状況。所得階層別でお願いします。 

  18点目は平成20年度地方財政計画のポイント。 

  19点目は地方財政計画歳入歳出一覧。 

  20点目は下水道事業起債償還見通し。借換後の資料でお願いします。以上です。 

○佐藤（英）委員長 伊藤博章委員。 

○伊藤（博）委員 ありがとうございます。それでは、私の方から１点だけ資料を要求したいと

思います。 

  平成15年から19年度で行われました一般及び指名競争入札で、追加工事を発注した工事案件

の一覧と、追加工事代金と追加前の本体工事の予定価格に対する実績等について、わかるよう

な資料があればお出しいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○佐藤（英）委員長 菊地 進委員。 

○菊地委員 ニュー市民クラブとしましては６件ほどお願いしたいと思います。 

  県内市の平成18年、19年度の生活保護率表、仙台市を除いて結構です。 

  ２番目、平成18年、19年、20年度の生活保護扶助費支給一覧表と、受給者人数と、年齢構成

表をお願いいたします。 

  ３番目、平成19年、20年度繰出金一覧表。基準内と基準外をお願いいたします。 

  ４番目、平成19年、20年度各種団体への補助金並びに助成金支給の一覧表、そして行政が事

務局を引き受けている部局と、団体及び事業名の一覧表もあわせてお願いいたします。 

  ５番目、平成14年度から19年度の臨時職員の推移と就労年数と金額、再雇用職員の給与表と

をお示しください。 

  最後に６番目、地域包括支援センターの事業、業務結果、介護者ケアプランの配分表とを提

出願いたいと思います。以上でございます。 

○佐藤（英）委員長 ほかにございませんか。（「なし」の声あり） 
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  ただいま資料要求がありましたが、当局において内容のご確認をお願いいたします。内形副

市長。 

○内形副市長 それでは、ただいま要求のございました資料につきまして、一部ご確認をさせて

いただきます。 

  まず、吉川委員さんより20点の要求がございました。まず、１番目でございますが、15年か

ら19年度までの職員数、パート数につきましてはご要望のとおり提出させていただきたいと思

います。次に、３番目の定数条例と見込みの比較でございますが、今議会で定数条例の一部改

正する条例をご提案申し上げておりますので、提案している定数と定員適正化計画で進めてお

ります平成20年４月１日現在での数値で比較したものを出させていただきたいと思っておりま

す。また、４点目の財政決算と財政見通しのご要望でございますが、平成18年から平成23年度

までの見通し等について提出させていただきたいと思っております。 

  また、12点目の平成19年救急概要でございますが、塩釜地区消防事務組合議会で報告されて

おります、19年11月末までの内容でご提出をさせていただきたいと思っております。 

  また、14点目の総所得金額別世帯平均課税額の比較につきましては、国民健康保険税率によ

る課税額を比較した資料を提出させていただきたいと思っております。 

  また、15点目でございます所得階層別分布につきましては、これまた国民健康保険税の滞納

世帯についての資料を提出させていただきたいと思っております。ご理解を賜りたいと思いま

す。 

  次に、伊藤委員よりご要望のございました資料につきましては、一般競争入札及び指名競争

入札について平成17年度から19年度の500万円以上の工事につきましてご提出をさせていただ

きたいと思っております。 

  次に、菊地委員より６件にわたる資料の要求がございました。 

  まず、１点目の生活保護率表でございますが、まず、18年度は平均保護率、19年度につきま

しては平成19年11月末現在の内容でご提出をさせていただきたいと思っております。 

  また、２点目の生活保護費扶助別支給一覧表等につきましては、19年度は平成20年１月末現

在で、20年度につきましては見込みの内容で提出させていただきたいと思っております。また、

年齢構成表につきましては18年、19年度の７月１日現在の内容でご提出をさせていただきたい

と思います。 

  また、５点目につきましては、先ほど吉川委員さんの方と重複する部分がございますが、こ
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れらをまとめてご提出をさせていただきたいと思っておりますし、各年度４月１日現在の基準

で人数を出させていだたきたいと思っておりますが、19年度につきましてのパート職員につき

ましては、平成20年１月１日現在で基準日として資料を提出させていただきたいと思っており

ますし、また、終了年数につきましてのご要望もございました。平成19年度の臨時職員につき

まして、１年未満、１年以上３年未満、３年以上５年未満、そして５年以上の区分で集計をさ

せていただきたいと思っていますし、支給月額の設定の範囲の中で金額を明示させていただき

たいと思っております。具体的に申しますと、職種によって金額が違ってございますので、こ

の辺の範囲でご提案を申し上げたいと思っております。 

  また、最後の６点目でございますが、地域包括支援センターの事業、業務結果についてでご

ざいますが、まず、昨年の９月から地域包括支援センター３カ所における相談件数等の事業概

要及び要支援者の介護予防ケアプランの作成件数について資料としてまとめさせていただきた

いと思っていますし、ご要望のございました介護者の配分表につきましては、地域包括支援セ

ンターでは要介護者、要支援者の介護サービス事業者への照会は制度として行っておらないた

めに、統計がございませんので、ご提出できかねますので、この辺、ご理解を賜りたいなと思

っております。 

  私からは以上でございます。 

○佐藤（英）委員長 お諮りいたします。資料について、ただいま市当局から回答がありました

内容で要求することにご異議ありませんか。菊地委員。 

○菊地委員 済みません、資料要求のことでニュー市民クラブで、６番目の、最後、今、副市長

さんが言われた、市民からの要望として、いわゆる配分が知りたいということなんですよ。と

いうのは、出せないというんだったら仕方ないんですけれども、市民の声というのはそこから、

いわゆる包括支援センターからケアマネジャーさんがちゃんとしてくださるまではいいんです

けれども、そこからのサービスを受ける側の人に指導があったのでないかと、それも偏ってあ

ったのではないかというので、そういう意味があったので、そういう資料を出してくださいと

いうことなので、出せないというのであれば仕方ないと思います。 

○佐藤（英）委員長 内形副市長。 

○内形副市長 ただいま菊地委員より重ねての資料要求がございました。我々も今、そういった

期待にこたえるべく、そういった資料の取りまとめを行おうとしておりますが、先ほど申しま

したとおり、そういった制度の中での資料の取りまとめというのはできかねるような状況でご
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ざいますので、なお、ひとつ、さらなるご理解を賜りたいと思います。以上であります。 

○佐藤（英）委員長 ほかにご異議ありませんか。 

  お諮りいたします。資料については、ただいま市当局から回答のありました内容で要求する

ことにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

  ご異議なしと認め、さよう取り扱うことに決定いたしました。 

  お諮りします。本日はこれで会議を閉じ、明３月４日午前10時より再開いたしたいと思いま

すが、ご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

  ご異議なしと認め、さよう決定いたします。 

  なお、３月４日は審査区分の１より審査を行いますので、所管の部課長の出席をお願いいた

します。 

  本日の会議はこれで終了いたします。 

  大変ご苦労さまでした。 

   午後０時２０分  終了 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

  平成２０年３月３日 

 

                 平成２０年度予算特別委員会委員長  佐 藤 英 治 
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  午前１０時００分  開会 

○佐藤（英）委員長 おはようございます。 

  ただいまから平成20年度予算特別委員会２日目の会議を開きます。 

  傍聴人の方に申し上げます。 

  携帯電話等を持参されている方は、電源を切るようにお願いいたします。 

  これより一般会計の審査に入ります。 

  当局に要求しておりました資料について、副市長から報告をお願いいたします。内形副市長。 

○内形副市長 昨日の予算特別委員会において提出要求のございました資料につきましては、昨

日ご報告させていただきましたとおり、取りまとめてお手元にご配付申し上げております。よ

ろしくお願いをいたします。以上でございます。 

○佐藤（英）委員長 これより質疑を行います。 

  委員各位のご発言をお願いいたします。なお、ご発言のお一人の持ち時間は、答弁を含めて

一般会計はおおむね40分以内、特別会計、企業会計はおおむね30分以内とさせていただきます

ので、ご協力のほどお願いいたします。なお、質疑の際には資料番号、該当ページ等をお示し

の上、ご発言くださるようお願いいたします。 

  鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 おはようございます。 

  トップバッターですね。質疑をさせていただきます。 

  まずは、昨年の12月の定例議会で、私、臨時職員について、特に学童保育関係の臨時職員に

ついて質問をさせていただきました。その２週間後に来年度の採用・不採用の決定がなされた

ようです。余りの早さに、私はびっくり感激しております。一人は不採用で３人ですか、４人

ですか、補欠採用ということでありました。今後とも、敏速なクイックレスポンスでお願いし

たいというふうに考えています。 

  一つは、何かきのうちょっとニュースが入ってきたんですが、横浜市との人事交流があると

いうことで、私も民間との交流がいいのではないかという話をさせていただきましたが、それ

に一歩近づくようなニュースがあって、私も感激をしております。今後とも、ひとつよろしく

お願いしたいと思います。 

  さて、質問に入りたいんですが、私は、施政方針ですか、平成20年度の、これとやはり予算

が連動するものだというふうに考えているわけですが、やはり、市長の施政方針が予算に反映

-42- 



されると、連動するというふうに考えているんですが、まずはこれについて市長の見解をお聞

かせ願いたいと思います。 

○佐藤（英）委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 施政方針の中で、さまざまな分野につきまして、私の今年度の事業執行への思いを

述べさせていただきました。前段、４年間で残念ながら51億の収支不足が発生するというよう

なお話をさせていただいております。また一方、人口減少にいよいよ突入している時代に入っ

てまいりました。義務的経費、公費負担等が残念ながら歳出を圧迫しているという状況下にあ

るわけでありますが、一方では、今後の地域社会がどうあるべきかというような思いを、この

たびの予算に盛り込ませていただいたというふうに考えております。ぜひ、そういったものを

着実に実行できる平成20年度予算でありたいというような思いで編成をさせていただきました

ので、よろしくお願い申し上げます。以上でございます。 

○佐藤（英）委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 ありがとうございます。 

  私、ちょっとゆうべ施政方針とこの予算書をちょっと照らし合わせていろいろのぞかせてい

ただきました。大半は、大方はそれに沿っているかなというふうに思いますが、一部、これは

どうなんだろうというところがありますので、その辺をちょっとお聞きしたいなというふうに

思います。 

  まずは、私、資料ナンバー７番の施政方針と、９番の平成20年度一般会計予算説明書、これ

を中心にいきたいと思います。 

  まずは、予算書の60ページをちょっとごらんいただけますか。施政方針では３ページに記載

されているわけですけれども、高齢者について、いろいろうたっているわけですけれども、こ

こで予算額が、これは３億4,900万でしょうか、約４億というところですけれども、マイナス

になっているわけですが、高齢者を大切にするといいますか、今、高齢化率25％だというとこ

ろであって、この減額はなんだろうと。これは保険の関連かなというふうにも思いますが、ほ

かの要因があるのであれば、これをお聞かせ願いたいと思います。 

○佐藤（英）委員長 菅原財政課長。 

○菅原財政課長 お答えいたします。 

  老人福祉関係ですと、本年度、後期高齢者医療会計関連で予算組みが変わっている部分がご

ざいますので、その分による減少が大きなものであろうというふうに考えてございます。 
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  具体的には、老人保険医療会計への繰出金、これが後期高齢者連合の方に業務が変わります

ので、そうしますと、本市で設置しておりました老人保険医療会計の繰出金が大幅に下がると

いうふうなことがございまして、そういったものが大きな要素となってございます。 

○佐藤（英）委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 そうすると、後期高齢者のみの要因で、この金額かなと思いますが、ほかの要因は、

これはないのでしょうか。何か、ほかの、本来の高齢者用の部分が減らされてはいないのかな

というふうに、私は思うんですが、この25％の高齢化率ですか、こういった状況下では、ほか

は減らせない状況なのかなというふうに思いますが、その辺、次回回答願いたいと思います。 

  次に、99ページになりますが、市立病院関係が改革プランをつくってということでしたよね。

そういうふうにここに書かれているわけですが、改革プランをつくるのであれば、それで経費

はかかるのはわかるわけですけれども、この予算の中に、病院の、これは何ですか、整備費と

して44億ですか、投入されているわけですけれども、これは……、４億ですか、これは何かか

なり多いなというふうに……。 

○佐藤（英）委員長 鎌田委員に申し上げます。 

  一般会計の審査でございますので、企業会計、特別会計、それに触れないように審査してく

ださい。 

○鎌田委員 確かに、それはちょっと、私、あるんですが、この……、そうですか。では、これ

はちょっとパスしましょう。 

  私は、このプランをつくってやるからには、それなりの成果を上げるつもりで予算は何でも

減らしていくのかなというふうに思うんですが、その辺の回答をちょっとお願いしたいんです

が。 

○佐藤（英）委員長 菅原財政課長。 

○菅原財政課長 私からは、病院会計への繰出金の、今回の計上の内容につきまして、ちょっと

ご説明申し上げますと、繰出金の合計が病院へ４億4,000万円計上しております。それで、内

訳として事業内訳欄にありますように４億2,000万と2,000万というふうに区分しておりますが、

４億2,000万といいますのは通常の繰り出しと申しますか、17年度の再生緊急プランが病院で

行われた中で、繰り出しの一定のルール化を図りまして、その中で確認されてきた金額が４億

2,000万ということでございます。それに加えまして2,000万といいますのは、今般の総務省で

示しました公立病院改革のガイドラインに沿ったプランづくりが求められておりますので、そ
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のプランづくりに要する経費2,000万円、これは病院会計の方で予算化しているわけでござい

ますけれども、それに充当いたします繰出金2,000万円を計上しているという内容でございま

す。 

○佐藤（英）委員長 高橋介護福祉課長。 

○高橋介護福祉課長 老人福祉費の減少の理由ということでございますけれども、先ほど財政課

長説明申しましたように、老人医療会計の拠出金の減ということと、そのほかの要因としまし

ては、ナンバー９の63ページにございますが、中段に20節扶助費、老人保護措置費（養護）と

ございますけれども、これが5,076万円で計上しておりますけれども、措置入所者の減少によ

りまして、昨年度より約2,000万ほど減少しているというような状況でございまして、そうい

った要因も上げられると思っております。以上です。 

○佐藤（英）委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 ありがとうございます。 

  先ほどの繰出金については、私、思ったのは、改革プランをつくって、これから意気込んで

進むわけですから、それで、この繰出金が低くならないのかと、そういうふうに思っているわ

けなんですが、そこをちょっとお聞きしたかったわけですね。 

  次に移りますと、106ページに、それから施政方針では５ページ目になると思うんですが、

水産振興をうたっているわけですが、ここで金額が9,300万ですか、減額されているわけなん

ですね、比較を見ますと。ですから、これについて何でだろうと。約１億減らされている、予

算がとられてないといいますか、そういう形にも見えますが、この水産の振興を図る意味では、

これ、どうしてだろうというのが単純な考えなんですが、その辺はいかがなんでしょう。 

○佐藤（英）委員長 福田水産課長。 

○福田産業部次長兼水産課長 ではお答えいたします。 

  予算委員会の資料を出していますので、それをちょっと開いていただければと思います。 

  予算委員会の資料の11ページをごらんになっていただければと思います。資料ナンバー16で

すね、予算委員会資料です。 

  これの11ページに、19年度に新たに取り組まれた事業の一覧表がございます。これの中段、

少し下の方に、漁業経営基盤等整備事業という欄がございます。一つは桂島のカキ処理施設の

建設でございます。これが4,200万。それからもう一つ、桂島のノリの種苗生産施設、これが

5,100万、あわせて9,300万が昨年の予算化されておりましたけれども、今年度、この事業が終
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了しておりますので、この9,300万が落ちているという状況でございます。そのほかの経費に

ついては、ほとんど19年度と変わっていない状況でございますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○佐藤（英）委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 わかりました。では、昨年までの事業が終了したということになるんでしょうか。

そして、ことしは新たな事業はないということで考えていいと私は思うんですが。 

  次は、111ページ、シャッターオープン事業だったと思うんですが、施政方針では７ページ

目に「商店街についてのシャッターオープン事業を継続します」と。あわせて「商人塾による

商店街の活性化に向けた取り組みに支援し」というふうに書いてあるわけですが、これ、そう

いう意気込みにしては、今、なかなか成果が上がらない時点で、これ、この金額が中心市街地

の商業活性化事業ですか、これに300万ですけれども、これは少なくはないのかなというふう

に思うんですが、もっと力を入れてもいいのではないかなというふうに私は考えるわけですが、

この辺はいかがでしょうか。 

○佐藤（英）委員長 荒川商工観光課長。 

○荒川産業部長兼商工観光課長 シャッターオープン事業の19年度の経過ですけれども、昨年７

月以降に募集をいたしまして、10件ほどの相談がありました。その中で、１件が補助事業の目

的に合致しておりますので、今、開業に向けて努力をしているところです。開業に向けて、昨

年の10月から同じく商人塾で一緒になって勉強しまして、人員配置とか商品単価の設定とか営

業時間、そういったものをお互いに学びつつ、ことしの５月開業を目指して、今、頑張ってい

るところであります。 

  それから、商人塾に関してですけれども、今年度については、今年度から３カ年、売り出し

の企画とか商い講座、それから実践道場ということで、二つのコースでちょっと今年度からス

タートしております。今年度については、市内の15社の方々が商人塾で勉強なさっております。

その中で、実践を行っている会社は７社、やはりこういった形で勉強して、自分でコスト計算

もしながらやっているお店がこれからもふえていくことが商店街の振興になるのかなと、今で

も私たちは思っていますので、よろしくお願いいたします。 

○佐藤（英）委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 そうすると、この予算はこれで十分ということでしょうか。 

  次は、115ページ、仙台・宮城デスティネーションキャンペーンについてお伺いしたいと思
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います。この施政方針によりますと、全国の皆様に本市の魅力をお伝えする絶好の機会である

というふうにここに方針に書かれておりますが、これは100万ですか、100万の予算だと思うん

ですが、これで本当のチャンスを迎える金額として、かなり少ないなと、私は個人的に思うわ

けですが、この辺、いかがでしょうか。 

○佐藤（英）委員長 荒川商工観光課長。 

○荒川産業部長兼商工観光課長 115ページの負担金補助及び交付金ということで、デスティネ

ーションキャンペーンの推進協議会の負担金、これは、宮城県の市町村全体で協議会に出す負

担金になっております。市独自で動いている事業については、観光物産協会の補助金の中に若

干なり入っております。その中でも、昨年から始めました全国への駅張りのポスター、４期分

に分けまして実施しております。今年度についても４期ないしは５期というふうに考えており

ますので、よろしくお願いいたします。 

○佐藤（英）委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 そうすると、ここにあらわれてこないお金があるということなんでしょうね。もち

ろん、その100万だけではちょっと私は、絶好のチャンスをとらえるあれとしては少ないなと

いふうに思っていたわけで。 

  次は、149ページに移らせていただきます。 

  塩竈市のサマースクール事業についてです。この間の施政方針に対する質問の中で、随分力

を入れて教育長さんなり答えていらっしゃったと思うんですが、これは予算はこの12万、この

塩竈市内、何校でしたっけ、４校でしたっけ、５校でしたっけ、中学校会場になると思うんで

すが、その中で、この12万というのは何だろうなという、もっと力をぎっちり入れてもいいの

ではないかなというふうに、教育のこの間の結果としては、県内で中より下だということも話

されていたと思うんですが、この辺についての、ちょっと考えをお聞きしたいと思います。 

○佐藤（英）委員長 佐藤学校教育課長。 

○佐藤学校教育課長 お答え申し上げます。 

  塩竈市サマースクール事業でございますが、中学校５校で子供たちの基礎学力あるいは発展

的学習、それから家庭学習の習慣化ということを目的に行うわけですが、12万では予算が少な

いではないかということでございますが、各中学校を会場に行いますので、教職員、これは休

みでございませんので、出ております。それから、大学生であるとか地域の方々のボランティ

ア活動を積極的に取り入れながらやるということで、あくまでも予算をとったわけなんですけ
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れども、ボランティア活動というふうなことを、これから働きかけながらやっていくというこ

とで、単価等につきましては少ないんですけれども、その中でやっていきたいなというふうに

思っております。 

○佐藤（英）委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 ありがとうございます。 

  このサマースクール、期待をしておりますので、ひとつ、よろしくお願いしたいと思います。 

  その他、ちょっと細々したところを連続で聞いていきたいと思います。ちょっと初めて、ト

ップバッターでもあり、ちょっとこの予算委員会の質疑というのは初めてなもので、ピントが

外れているかもしれませんが、ひとつ、よろしくお願いします。 

  20ページに戻らせていただきます。資料ナンバー９の20ページです。ここで、農林水産業関

係の補助金があって、ここでことしはかなりの減額になっているわけですが、この松くい虫対

策関係なのかなとも思ったりするんですが、これはなぜなのかということで単純にお聞きした

いと思います。 

○佐藤（英）委員長 福田産業部次長。 

○福田産業部次長兼水産課長 まず、この9,700万円の減額の大きなものは、先ほど申し述べま

した桂島で行われた沿岸漁業関係の施設整備の補助金の9,300万円が落ちました。それから、

松くい虫の補助金なんですけれども、事業費縮小かけておりますので、それで500万円ほど落

ちておりますので、その松くい虫と沿岸漁業の施設整備の補助金の分が落ちている形でござい

ます。以上です。 

○佐藤（英）委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 ありがとうございます。 

  それから、46ページに移らせていただきます。 

  ここの15番の項目の庁舎建設基金費というふうに書いてあるわけですが、これが前年度から

比較して、これは約5,000万でしょうか、減額をしているわけですが、これは、ちょっとやは

り予算の関係で、ことしは大変で、減らすところがなくてここを減らしているのかなと思うん

ですが、その辺いかがでしょう。 

○佐藤（英）委員長 菅原財政課長。 

○菅原財政課長 お答えいたします。 

  庁舎建設基金費、約5,000万円の減額になっておりますけれども、積立金がこれだけ減額す
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るということなんですが、昨年は塩竈市職員互助会の方から寄附金5,000万円をいただきまし

て、その5,000万円を庁舎基金の方に積み立てております。18、19の２カ年5,000万ずつという

ことで、寄附ありましたので、昨年度は5,000万計上しておりました。本年度は寄附金の計上

等ございませんので、このような減額になっているということでございます。 

○佐藤（英）委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 どうもありがとうございます。 

  そうすると、去年が特別だったということになるのでしょうか。それにしては145万、ちょ

っと庁舎も大分年季が入ってきているわけですけれども、そんな中、この145万てちょっと貧

弱過ぎるような気がするんですが、本来の、昨年の予算といいますか、実績が本来の積立金的

な、基金的なふうを呈しているわけですけれども、その辺、なるべくもってきたいものだなと

いうふうに私は思いますが。 

  次に移らせていただきます。 

  77ページです。ファミリーサポートセンターの運営事業関係ですけれども、これはきのうの

朝日新聞に、やはり少子化対策として富山県が結構活躍されていて、全国一の出生率になって

いるらしいんですが、さまざまな手を打っているわけですけれども、やはり、子供を育てたい、

育てやすいというような環境づくりに徹しているわけですけれども、そんな点で、この塩竈の

ファミリーサポートセンターの運営費というのが、この金額が、昨年から比べてふえているの

か減っているのか、その辺をちょっとお聞きしたいなというふうに思います。 

○佐藤（英）委員長 会澤社会福祉事務所長。 

○会澤社会福祉事務所長 こちらの金額は、昨年と同額でございます。こちらの運営費のほとん

ど、パート職員の方の賃金という形になっております。以上でございます。 

○佐藤（英）委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 どうもありがとうございます。 

  私は、やはりこの塩竈が人口も減っているというところで、やはりこういった子育てに関す

る力を投入していかないといけないなというふうに考えています。やはり、それが将来的には

塩竈の繁栄といいますか、それにつながってくるのではないかなというふうに思いますが、そ

の辺、今年度は無理なんでしょうけれども、次年度については、なるべくそういった対策も盛

り込まれて、予算もふやしていただきたいというふうに考えています。 

  それから、117ページ、宮城県沖地震が騒がれているわけですけれども、次のページの119ペ
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ージにもありますけれども、木造住宅の耐震関係改修工事の助成金とか、それから117ページ

の耐震診断などの委託料ということになっているんですけれども、これは119ページと117ペー

ジのお金の使い方がちょっと違うんでしょうけれども、これはどういうふうに違うのか。それ

から、119ページの改修工事の助成金については何戸くらいを見積もっていらっしゃるのか、

この辺をちょっとお聞きしたいと思います。 

○佐藤（英）委員長 千葉建築課長。 

○千葉建築課長 お答えします。 

  117ページの耐震診断の方、木造住宅の耐震に対しての、どれくらいの倒壊率とかそういっ

たものを建築士に診断してもらう、そういった意味での補助に関するものです。その次のペー

ジの耐震改修工事助成金、これはその診断を受けた内容において、必要とあれば改修工事に対

する助成を行おうとするもので、これは二つに分かれております。一つは耐震改修工事そのも

のに対する助成金であり、もう一つが同じく耐震改修工事なんですけれども、避難弱者と言わ

れる高齢者とか身障者とか、そういった方々の家屋に対して行う場合に助成するもの、その二

通りになってございます。 

  １番目のふつうの一般的な耐震改修工事にしては、当面10件ほど、避難弱者対応分に関して

は７件ほどを予算として見積もってございます。以上でございます。 

○佐藤（英）委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 この117ページと119ページの金額を比較しますと、実際の助成金ですか、助成金よ

り診断の方が高いんですよね。ふつうの考え方としては、業者的な見積もりからいくと、見積

もりとはちょっと違うんでしょうけれども、これ、幾らかかるのと言って見積もりに例えば10

万もらって、工事費が１万とか２万とかというような、私は素人的考え方ですけれども、が何

で、この補助金がこんなに低いんだろうと思いますが、その辺、これは要望がないからなんで

しょうか。それとも額が小さいからなんでしょうか。 

○佐藤（英）委員長 千葉建築課長。 

○千葉建築課長 失礼いたしました。先ほどの説明、ちょっと不足しておりまして、診断の方に

関しては件数の方、先ほど言うのを忘れましたけれども、40件ほど見てございます。そして、

単価として、診断の方について136万、改修工事については、上限で30万、一般的に大体20万

くらいの助成の内容になってございます。以上でございます。 

○佐藤（英）委員長 鎌田委員。 
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○鎌田委員 ありがとうございます。 

  この間、テレビ番組で改修工事についてやっていましたけれども、ちょっとこれ、金額的に

少ないのかななんて思うんですが、そんな中でも、これでやりくりしてのことだと思いますが、

ふやせるのであればふやしていただきたいなという心情です。 

  それでは127ページに移らせていただきます。 

  ここの負担金補助及び交付金の中に、２番目の中心市街地活性化推進事業支援事業費補助金

というふうにありますけれども、これは市内どの地区を指すのかなと、単純に思うんですが、

よろしくお願いします。 

○佐藤（英）委員長 茂庭建設部次長。 

○茂庭建設部次長兼都市計画課長 これにつきましては、まちづくり推進会議というのが現在形

成されておりますので、海辺の賑わい地区、そこの共同化事業、それから協調建築、そういっ

たことに対する一定の支援を行おうとするものであります。 

○佐藤（英）委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 わかりました。どうもありがとうございます。 

  次は、139ページにちょっと移らせていただきます。 

  学校関係の自動体外式除細動器、ＡＥＤの設置についてですが、これ、この金額でいくと、

これは何校ぐらい、何校というか全校つくのかな、何校ぐらいの設置の予定なのかをちょっと

お聞きしたいんですが、最近、こういった事故が多くて、やはりこれがあれば助かったんだと

いうようなこともニュースで流れたりしておりますが、やはり、そういった場所、利用価値の

高そうな学校については、回答を聞いてからになるわけですけれども、全校一斉につけないと

いけないのではないかと私は思うんですが、その辺、ご回答願いたいと思います。 

○佐藤（英）委員長 佐藤学校教育課長。 

○佐藤学校教育課長 それではお答え申し上げます。 

  中学校の自動体外式除細動器につきましては、昨年度から中学校５校に配置しております。

これはリースということでやっております。それから、新たに本年度小学校の方に37万5,000

円ですが、これは小学校６校にすべて配置したいというふうに考えております。これは、小学

校６校にすべて配置したいというふうに考えております。これは、機械のリース代ということ

になります。以上です。 

○佐藤（英）委員長 鎌田委員。 
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○鎌田委員 ありがとうございます。リースとはさすがだなというふうに思いますが、後のこと

を考えると、やはりリースの方がいいのかもしれませんね。 

  最後に、ちょっと、全体に関することなんですけれども、いろいろな部署で事務機器などの

賃借に伴うパフォーマンス料というのがちょこちょこと出てくるんですね。これ、パソコン設

置料とかソフトを入れたりとか何か、そんなたぐいなのかなというふうに思いますが、その内

容をお聞かせ願いたいと思います。それからあと、どの部署にも食糧費がちょこちょこと、こ

れも出てくるんですが、大した金額ではないんですが、一時期ニュースでにぎわせた食糧費で

ありまして、どんな使われ方をするのかなというふうに思います。その辺、２点を最後にお聞

かせください。 

○佐藤（英）委員長 菅原財政課長。 

○菅原財政課長 事務費関係ですと、複写機関係等で故障等ございますけれども、その際の対応

であるとか、年間の点検であるとか、そういったものが保守料としてかかってまいります。 

  それから食糧費ですと、基本的には食糧費については予算化は極力抑えるという方向できて

いますので、ちょっと具体的にどこの部分だかちょっと教えていただくと、よろしいでしょう

か。食糧費。（「全体に何か書いてありますよね」の声あり）市で設置しております審議会等

ございます。その際に使用いたましますお茶とか、そういったものでございます。 

○佐藤（英）委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 ありがとうございます。いろいろ細々したことをお聞きしてどうも済みませんでし

た。大変勉強になりましたし、なおかつ冒頭でお話ししたように、先ほど、私、お話しされた

やつをクイックレスポンスで何かに反映していただくと助かります。明るい塩竈、活気ある塩

竈になるかと思います。どうもありがとうございました。 

○佐藤（英）委員長 小野幸男委員。 

○小野（幸）委員 おはようございます。 

  私の方からも質問させていただきます。 

  資料ナンバー９の中から質問いたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  初めに、47ページの中のカメイこどもの夢づくり基金の運用内容の説明をお願いしたいと思

います。 

○佐藤（英）委員長 小山総務課長。 

○小山教育委員会総務課長 カメイこどもの夢づくり基金の関係ということでございますので、
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今現在、この基金を充当して行っております事業が教育委員会の関係の仕事でございますので、

私の方からご答弁させていただきたいと思います。 

  先ほどのページとまた違うんですが、資料ナンバー９の23ページごらんいただきたいと思い

ます。こちらのカメイこどもの夢づくり基金の繰入金ということで、18款のところで690万と

いう数字がございますけれども、この数字に関しましては教育委員会の各学校で行っておりま

す感動支援事業というものに対して348万円の繰り入れ、そして各小中学校にカメイ基金を使

いましての図書整備を行っておりますので、それに対して330万円充当しているというような

内容でございます。以上です。 

○佐藤（英）委員長 小野委員。 

○小野（幸）委員 わかりました。ちょっと話に聞いたんですけれども、以前に学校の派遣事業

として、子供たちを海外へ派遣するという事業が行われていたと聞いております。なぜ、なく

なってしまったのかという、そういう声も聞くわけですけれども、今、こういった国際社会の

時代に入りまして、子供たちの夢づくりが必要ではないかと思っているわけですけれども、今

後、そういったお考えないのか、ちょっとお聞きしたいのですけれども。 

○佐藤（英）委員長 伊賀教育部長。 

○伊賀教育委員会教育部長 これ、大分前のお話になりますけれども、初め、海外派遣を行いま

した。５年ほど続けて行わせていただきました。ところが、中学校１校当たり２名の、いわば

代表選手といったらいいのか、一応校長先生方で委員会をつくられまして、その中で選考した

上で１校大体２名程度、ですから大体９名から10名程度の派遣しかできなかったという経過が

あります。 

  したがいまして、私どもとしましては、やはり、カメイ基金として亀井さんの方から１億円

ほど寄附していただいたわけなんですが、それを、やはりできるだけ全校の生徒に何らかのメ

リットを与えたいという考えから、今回、感動支援、あるいは図書購入費というようなものに

充てておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○佐藤（英）委員長 小野幸男委員。 

○小野（幸）委員 でしたらば、今、英語の教育もなされているとは思うんですけれども、別な

方法での人的交流もあるのではないかと私は思っているわけですけれども、海外に行かなくて

も、宮城県内に来ている大学の留学生との交流とか、あるいはホームステイなどを行ったり、

そういった体験交流とか、あと映画でのコミュニケーションを楽しく学び、子供たちが生きた
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英語に触れることによって、英会話でなく本当に異文化を理解しながら国際感覚を身につけら

れるのではないかと思っているんですけれども、今後、こういった国際社会の人間交流の取り

組みの考えとか、そういったことは考えていらっしゃらないのか、ちょっとお聞きしたいと思

います。 

○佐藤（英）委員長 小倉教育長。 

○小倉教育長 現在、市内の小中学校で英語、中学校は英語科でやっていますけれども、小学校

においては総合的な学習を中心に異文化理解の授業を進めております。例えば、今、お話あり

ました地域の外国の方ということでも、例えば玉川小学校においては学区内にいる外国の方を

お呼びしまして、子供たちに英語の授業を通して異文化理解の授業を進めている、そういう形

で、またあと、市内小学校、中学校に配置されているＡＬＴを活用しながら英語学習等につい

て行っております。以上です。 

○佐藤（英）委員長 小野幸男委員。 

○小野（幸）委員 わかりました。こういった取り組みも積極的に、ひとつよろしくお願いした

いと思っております。 

  次に、61ページですけれども、61ページの中の緊急通報体制整備事業費についてお聞きいた

しますが、緊急通報システムの内容をちょっとお聞かせお願いいたします。 

○佐藤（英）委員長 高橋介護福祉課長。 

○高橋介護福祉課長 緊急通報システムでございますが、おおむね65歳以上のひとり暮らしの高

齢者で、疾病などで日常生活に不安のある方に対してシステム整備をしております。内容とし

ましては、家庭用の緊急通報機器を貸与いたしまして、急病や事故など、突発的な事態が発生

したときに、そのボタンを押しますと受信センターの方に通報されまして、緊急通報の協力員

さんや、あるいは関係機関による救援活動を行うという内容でございます。以上です。 

○佐藤（英）委員長 小野幸男委員。 

○小野（幸）委員 ありがとうございます。では、現在何人ぐらい適用されているのか。今年度

は何人ぐらい予定されているのでしょうか。ちょっと教えていただきたいと思います。 

○佐藤（英）委員長 高橋介護福祉課長。 

○高橋介護福祉課長 １月末でございますけれども、70台でございます。以上です。 

○佐藤（英）委員長 小野幸男委員。 

○小野（幸）委員 今年度の予定はまだ決まっては……。 
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○佐藤（英）委員長 高橋介護福祉課長。 

○高橋介護福祉課長 ただいま申しました70台をベースにしまして、予算要求をさせていただい

ております。よろしくお願いいたします。 

○佐藤（英）委員長 小野幸男委員。 

○小野（幸）委員 わかりました。では、緊急システムを利用されていて、今、利用されており

まして、本当に現在不要になっている方はいないのかなど、現況の把握などなされてはいるの

でしょうか。なされているのであれば、具体的にどういった形でなされているのか、ちょっと

お聞きしたいと思います。 

○佐藤（英）委員長 高橋介護福祉課長。 

○高橋介護福祉課長 緊急通報システムにつきましては、日々通信センターの方につながってい

るわけでありまして、例えばドアの開け閉め、主に使う部屋の開閉、開け閉めなんかのところ

にもセンサーを設置しておりまして、全く使われない場合はすぐ通報センターの方に行く形に

なります。それで、その場合にはもうすぐ速やかに救援体制整うことになりますので、何らか

の事情で外出される場合ですとか、あるいは入院されるような事態が発生した場合には、一時

休止の形にしまして、また復活したときにまた再開するというような形で、そういった意味で

の休止ということはありますけれども、全く使われなくなった場合には撤去ということになり

ますけれども、いずれにしましても、日々そういった形で私どもと連動しておりますので、逐

一把握させていただいているというような状況でございます。 

○佐藤（英）委員長 小野幸男委員。 

○小野（幸）委員 再度確認しますが、今、不要になっている部分はないわけ。 

○佐藤（英）委員長 高橋介護福祉課長。 

○高橋介護福祉課長 台数的にちょっと把握、ただいましておりませんけれども、十数台、たし

かあったと思っております。 

○佐藤（英）委員長 小野幸男委員。 

○小野（幸）委員 わかりました。この緊急通報システムの要望も多いと思われますので、本当

に市民の方々、多くの方に、本当に要望にこたえられるようにお願いしたいと思いましてお聞

きいたしました。 

  また、64ページの身体障害者福祉費の中にも緊急通報システムの内容がございますけれども、

これは老人福祉の方の緊急システムの内容と同じ内容になっておるのでしょうか。 
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○佐藤（英）委員長 会澤社会福祉事務所長。 

○会澤社会福祉事務所長 こちらの方は、障害者向けの緊急通報システムでございます。高齢者

と同じようなシステムでございまして、今現在、10名の方がご利用になっております。またご

利用いただく際に協力員の方３名が必要になってきます。何かあった際にすぐ駆けつけてくだ

さる方３名を指定していただいて、その方に、いざというときには駆けつけていただく。また、

市の方でも駆けつけるというような内容でございます。以上でございます。 

○佐藤（英）委員長 小野幸男委員。 

○小野（幸）委員 わかりました。よろしくお願いいたします。 

  では、次に、73ページなんですけれども、73ページの中の食物アレルギー保育時対策事業費

についてお聞きしますけれども、食物アレルギーは本当に乳幼児を中心に多く、子供や親たち

にとって、本来栄養となるべき食物が逆に体に異常をきたし楽しいはずの食事が本当に異常に

神経を過敏にさせ、大変大きな心の負担となっておるわけですけれども、ここで食物アレルギ

ー対策をとられておりますけれども、その現状と取り組みについてお聞きいたします。 

○佐藤（英）委員長 会澤社会福祉事務所長。 

○会澤社会福祉事務所長 福祉事務所の中に、専門の栄養士がおります。保育所にお子さんを入

所させる際に、一人一人栄養士と面談をしまして、離乳関係とか、それからこういった食物ア

レルギーがあるかということを逐一一つ一つお聞きします。そして、何が与えてはいけないも

のか、給食を出しますので、その中で給食の中に、どの食品を入れてはだめなのかということ

を逐一チェックして、それを保育所の方に回すような形になっております。 

  そして、次のページ、75ページに需用費の中に賄い材料費がございますけれども、こちらの

方に、ふつうのお子さんのほかにアレルギー食品代も入っております。例えば卵が食べられな

い方とか、小麦粉が食べられない方、いろいろございます。そういった方たちのために、一定

の１カ月メニューを決めておりますけれども、そのメニューの中に与えられない食品があった

場合、代替の食品を買う、そういった予算も含まれております。以上でございます。 

○佐藤（英）委員長 小野幸男委員。 

○小野（幸）委員 わかりました。給食の献立は別なもので対応ということでよろしいんでしょ

うか。わかりました。では、本市においてですけれども、このアレルギー児やその親たちの本

当に悩みとかお互いに話し合えるというか、共有できる、そういった場所とか、懇談の機会の

場とかの、そういった取り組みは本市にはあるのでしょうか。ちょっとお聞かせください。 
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○佐藤（英）委員長 会澤社会福祉事務所長。 

○会澤社会福祉事務所長 先ほども申し上げましたけれども、まず、入所する際に非常に細やか

な質問とか、あといろいろな日常でのお子さんを育てる上での食事の与え方とか、そういった

ものをアドバイスしております。また、各保育所でも、それぞれ職員が一丸となりまして、お

母様の悩みを聞いたり、あと、例えばお医者様の方から、この食品はアレルギー解除になりま

したよということで連絡を受ければ、次、すぐこちらの方から、また保育所の方に、このお子

さんは、例えば卵が解除になりましたとか、そういう、非常に細やかな指示系統は整っており

ます。そういった中で、日々、保育をする中で、お母様とお子様にお会いしながらカウンセリ

ングをしたりしているという内容でございます。 

○佐藤（英）委員長 小野幸男委員。 

○小野（幸）委員 わかりました。こういった取り組み、大事だと思いますので、ひとつよろし

くお願いいたします。 

  次に、87ページの中の麻疹・風疹混合接種委託料についてお聞きいたしますけれども、新聞

の報道によりますと、ことしも本当に大流行の予測となっておりますけれども、本市の状況を

どのようにとらえ、本当にどう考えておられるのかお聞きしたいと思います。 

○佐藤（英）委員長 阿部健康課長。 

○阿部健康課長 麻疹の現在の状況ということですが、現在、麻疹に関して当市において発症し

たとか、そういった部分についてのお話は情報としては入ってきていない状況にございます。

以上です。 

○佐藤（英）委員長 小野委員。 

○小野（幸）委員 わかりました。では、次に、117ページの中の住居表示整備費についてお聞

きいたしますけれども、どこの地域の住居表示の整備をするのか教えていただきたいと思いま

す。 

○佐藤（英）委員長 千葉建築課長。 

○千葉建築課長 住居表示再整備委託料、この中身なんですけれども、住居表示の台帳として市

内の図面と、その住所のそれを整理している台帳を毎年度１区域ごとに、ちょっと一挙にでき

ないものですから、区域別に分けながら順次整備しているという、そういった台帳の整備事業

でございます。 

○佐藤（英）委員長 小野幸男委員。 
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○小野（幸）委員 わかりました。それでは、次に、139ページの鎌田委員の方からも若干お話

ありましたけれども、自動体外式除細動器事業ですね、小学校、中学校ですけれども、その話

の中で、中学校５校、あと小学校６校へのリースということでお話をお聞きいたしましたけれ

ども、内容的に使い方とかそういった指導の方向性はどういう形になっているのか、ちょっと

お聞きしたいと思います。 

○佐藤（英）委員長 佐藤学校教育課長。 

○佐藤学校教育課長 使用につきましては、教職員を対象に講習会等を実施いたしまして対応し

ているところでございます。以上です。 

○佐藤（英）委員長 小野幸男委員。 

○小野（幸）委員 ＡＥＤの方も本当に関心が高いわけでありますけれども、小学校、中学校取

りつけられたということでありますけれども、校舎のどこの場所に取りつけられているのか、

職員室とかあるとは思うんですけれども、とにかく、こういういつでも本当に使える場所の設

置をなされているのか、もしくは職員室なのか。また、休日など、学校の校庭など開放なされ

ているかとは思うんですけれども、そういったときにも使えるような状況とかになっているの

か、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○佐藤（英）委員長 佐藤学校教育課長。 

○佐藤学校教育課長 それでは、先ほど委員の質問の中で、小学校につきましては平成20年度設

置の予定でございます。それから、取りつけの場所でございますけれども、職員室であるとか

職員室前であるとか、あるいは保健室前等で常時すぐ対応できるような状況のところに設置し

ております。 

  それから、学校開放等について、土曜日、日曜日、その部分につきましては、今後、検討し

ていきたいなと、そこまではまだ周知できておりませんので、今後、検討していきたいという

ふうに思います。以上でございます。 

○佐藤（英）委員長 小野幸男委員。 

○小野（幸）委員 わかりました。そういった部分、今後、本当に安全という意味でも大切な部

分になってくると思いますので、検討のほど本当によろしくお願いしたいなと思います。 

  あと、このＡＥＤは2004年７月から一般市民でも使用可能になりまして、本当にＡＥＤによ

って一命を取りとめたという事例もございますし、今後、公共施設には全部ＡＥＤの設置をさ

れる計画があるのか。例えば、斎場とか船とか、巡航船、定期船などもございますけれども、
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その辺をちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○佐藤（英）委員長 大浦市民生活部長。 

○大浦市民生活部長 除細動器の必要性については、これまで十分認識しております。この年次

計画等を定めながら設置していきたいと思っています。以上です。 

○佐藤（英）委員長 伊賀教育部長。 

○伊賀教育委員会教育部長 このＡＥＤの設置なんですが、教育委員会といたしましては、今、

エスプの方とそれから体育館の方に設置してあります。また、体育館の方では、例えば先ほど

の学校開放、あるいは特に貸し出しもしておりますので、教育委員会の方に申し出いただけれ

ば、いつでも、いわばスポーツ団体といいますか、市民の方々でお借りしたいという場合は貸

し出しいたしますので、ご利用いただきたいと思います。 

  それとあと、先ほど壱番館にも設置してあります。よろしくお願いいたします。 

○佐藤（英）委員長 小野幸男委員。 

○小野（幸）委員 わかりました。いろいろな部分で質問させていただきましたけれども、いろ

いろ当局の皆様にもご検討いただいて、鋭意努力お願いしたいと思います。ありがとうござい

ました。 

○佐藤（英）委員長 木村吉雄委員。 

○木村委員 平成20年度、私たち塩竈市民５万9,000人の生活、いろいろなもののとらえ方で歳

入179億6,500万、歳出同ということで、ここ数年、200億円を一般会計で、数年前は200億円を

超えておりました。現市長になりましてから、選択と集中という形で20億、約20％ぐらいずつ

ずっときて、削減されてきております。 

  そんな中で、私たちの生活が、果たしてこの５年間で楽になっているのか、それとも苦しく

なっているのかというものの見方が予算書でわかるのではないかと思います。 

  そこで、市長はいろいろ、全体のもののとらえ方をこの４年間してまいりまして、いろいろ

な施策を唱えてきております。それで、今まで、19年度までは、就任されたときから施政方針

の中に、私が選択と集中というのがとてもあったんですよね。今回、活字としては施政方針の

中では、ずっと読んでみたんですが一つもございません。だから、それは今度、選択と集中で

はないんだよというもののとらえ方だと思うんですが、そこで、20年度に対する予算に質問さ

せていただきます。 

  まず、けさ新聞を見ましたら、私たちニュー市民クラブの方たちが９年、もっと前から言っ
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ているんだと思いますが、職員の意識改革というもののとらえ方で、民間企業などに職員を派

遣したらどうだと。民間企業と交流し合って、民間企業からも来てもらってどうだということ

などを述べておりましたら、朗報だとは思いますが、けさの新聞で、横浜市に１名を出します

ということでございます。このことについて、ちょっとお聞きしたいんですが、まず、予算書

の中で、私はちょっと見つけられないです、これがどこにあるんだか、どこのところを利用す

るものなのか、ちょっとまず教えていただきたい。 

○佐藤（英）委員長 郷古総務課長。 

○郷古総務課長 きょうの新聞にも、河北新報の方にも載っておりましたけれども、７名の方が

希望されています。その７名の方については、現在は予算科目のそれぞれの科目で計上されて

おります。そういった中では、実際の派遣に当たっては、予算の番号９で申しますと35ページ。

現在のところは、その７名の方については、それぞれの科目で計上されておりますが、実際の

派遣に当たりましては総務課付というような形になりまして、ここの35ページの職員人件費、

給料、手当、共済費、そういったものから支出されるというような形になるということでござ

います。 

○佐藤（英）委員長 木村委員。 

○木村委員 向こう、私たちの方からは、新聞紙上で読みますと、期間なんかは書いてなかった

んですね。何年間ぐらい行っておられるのか。ただ、39歳以下という形でありました。そんな

中で、期間など、ちょっとお聞かせください。 

○佐藤（英）委員長 郷古総務課長。 

○郷古総務課長 期間につきましては、原則として１年ということで横浜市と整理をされてござ

います。ただ、交流先、塩竈市と交流先との協議により、１年間延長する場合があるというこ

とでの内容になってございます。 

○佐藤（英）委員長 木村委員。 

○木村委員 本当に、私、けさ起きて本当にうれしかったんです。実は、私も議員になりまして

９年が過ぎようとしております。この９年間、塩竈市の中で活動しておりますが、外から見る

ことが随分少なくなりました、塩竈市を。そうすると、ふだん言われる井の中の蛙ということ

になるのかなと。なるべく、私たちは政務調査費でいろいろなまちを回って刺激をいただいて

まいりますが、職員の方は、特に40年間ここの塩竈市に毎朝来まして夕方帰ると。そうします

と、どうしても、ここのことだけを集中的に考えざるを得ないと。わきからものを見ることは
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できなくなると。ぜひ、私は、７人の方が手を挙げたということになっておりますから、全員

に行っていただいて、将来の、10年、20年後の塩竈を大きな目で見ていただければ、特に皆さ

んご存じのように、このまちは狭い町です。コンパクトです。昔の方たちは、４掛ける４と申

しまして、16キロ平方メートルだと。今は合併されて18になりますが、そんなことを言ってお

ります。ぜひ、遠くから、この塩竈市を見ていただけば、すごい結果が出てくるのではないか

と思うので、ぜひ、１名と言わずに、横浜市と言わずに、ぜひ、今後ともこういうもののとら

え方をしていただきたいと思います。これは、願望です。 

  次に、資料９の予算説明……、それではちょっと市長に、済みません、今のことちょっと、

もし、短くて結構でございますから、ご答弁願います。 

○佐藤（英）委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 今回の人事交流についてであります。 

  実は、一昨年、塩竈市の水産関係者の皆様方と横浜の中央卸売市場の方に出向きました。マ

グロのすばらしさを、ぜひ、横浜の市民の方々にも味わっていただきたいという思いでありま

した。私も、その際に同行させていただきました。たまたま、市場の方に横浜の中田市長がお

越しいただきまして、立ち話ではありましたが、10分程度の会話を持つことができました。そ

の際に、塩竈、大変いいまちですよねということを中田市長さんから直接お褒めをいただきま

した。私も、大変うれしく感じておりました。横浜もすばらしいまちですよねと。お互いに港

町同士で頑張りましょうというようなお話をさせていただきました。 

  そういたしましたところ、昨年のデスティネーションキャンペーンの際に、たまたま横浜の

課長さんにお越しいただきまして、塩竈市長によろしくという話でありました。私からも、早

速電話で御礼を申し上げたときに、横浜市長から、ぜひ塩竈の方に私も足を運んでみたいとい

うようなお話でありましたが、なかなか実現できずにおりましたところ、先日、つい先日であ

りますが、中田市長から直接私に電話をいただきまして、それぞれの実情、いいところ、悪い

ところをしっかり勉強しながら、やはり自立できる自治体をつくっていきたいと。ついては、

塩竈と１名の人事交流いかがでしょうかというお話でありました。 

  私といたしましては、種々検討させていただく中で、やはり、ここは我々の方でも、横浜の

実情を勉強させていただき、それを今後の市政に役立てることができればという思いで、今回、

このような判断をさせていただいたところであります。 

  今、まだスタートであります。今後、私としては継続的にこういったことができればという
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思いでありますし、人数等につきましても、今後の成果を見ながら、また判断をさせていただ

きたいというふうに考えているところでございます。どうぞ、ご声援をよろしくお願い申し上

げます。 

○佐藤（英）委員長 木村委員。 

○木村委員 ちょうど横浜ということで思い出したんですが、私たち小学校のとき「伸びゆく塩

竈」という社会の本の中に出てまいりまして、塩竈は横浜より１昼夜船で来ると早いんだと。

東洋一の町塩竈というもののとらえ方もありました。ぜひ、今後とも、横浜以上大きくなれと

は、無理ですから、せめて横浜の感じを塩竈に出して頑張って、皆さんと一緒に頑張っていき

たいと思っております。 

  次に、資料ナンバー９の79ページの下段をちょっと見ていただきます。なお、資料16の26、

27ページも参考にさせていただきます。 

  生活保護費、20年度、79ページの下を見ていただければ、生活扶助費で、それから住宅扶助、

教育扶助、介護扶助と、こうございます。資料16の26、27ページを見ていただきますと、詳し

く、今回は27ページには生活保護受給者年齢構成表と、初めてこういうものを見せていただき

ました。たびたび、私たちはこの生活扶助費を見せていただいておりますが、平成11年、９年

前、生活保護費で19億2,000万ぐらいでございました。それが18年度で29億4,500万円。10億も

ふえているんですね、９年間で。もう何だろうと。こんなに日本全体が、ちょうど景気が上向

こうとしているさなか、我が塩竈はこんなに数多く、こういう方たちが、高齢者の方たちがい

るのだろうかということで、数字を、その年齢のところを見せていただきますれば、いやいや、

そうではないんだという数字が出てまいりました。30代、40代、50代と、この辺の方たちの数

字も結構多く見受けられます。 

  そこで、質問させていただきたいんですが、この10億ふえたということ、世の中が上に景気

が上がろうとするとき、またこれと対比して見るのが一番大事なことなんですが、塩竈市は景

気がよくなってないということだと思うんですが、市税の収入、11年度は74億7,000万ぐらい。

18年度は59億。12億の減少でございます。だから、全体的な世の中の景気の流れと塩竈市は全

然違うと、こういうことになってきたのではないかと思うんです。一番大事な塩竈市が、いつ

も言われております水産加工業、この10年間で40％の事業者が廃業になったと。やめましたよ

ということで、数字でも出ております。金額でも出ております。 

  そこで質問させていただきますが、県内で、一番この数字でわかるとおり、一番高いわけで
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すね。これ、全国的な動向で、塩竈市と同じような規模の市で同じぐらいやはりあるんでしょ

うか。そこのところ、ちょっと１回だけ聞いておきます。 

○佐藤（英）委員長 会澤社会福祉事務所長。 

○会澤社会福祉事務所長 お答えいたします。 

  本市の保護率が県内では一番高いということでございますが、全国的な傾向はというご質問

でございますが、全国の平均保護率は、19年８月だったと思いますけれども、12パーミルです。

12.0パーミル。本市に非常に近い数値となっております。その中で、本市と類似都市といいま

すか、類似といってもなかなかちょっと難しいものがございまして、必ずしもイコールかとい

うとそうではございません。まず、保護率の特に高い市といいますと、その時点で昨年調査し

た結果では大阪市の42.9パーミル。函館市の38.2パーミルなど、あと京都府とかそういったと

ころが高い状況にございます。 

  それで、平成17年、厚生労働省が保護率の高い市を分析しております。17年７月のときの調

査でございましたけれども、そのときに、共通して言えることとして、まず、全国的な景気の

後退、それから核家族化の進展による高齢者世帯の増加、それから離婚率が非常に高いという

こと。そして離婚率が高まると同時に母子家庭の増加。それから精神科を含む医療機関の集中

化。それから人口の減少、特に稼動年齢の人口の流出、そういったものが特別高い市には共通

する課題だということで、分析されております。これを聞きますと、全部、現在の塩竈市に該

当する項目ばかりでございます。 

  類似都市といっても、塩竈市のように水産関係はどうなのかというと、またその地域によっ

て、例えば県内で気仙沼市、塩竈市と同じような水産のまちでございますけれども、塩竈市よ

りはずっと低い6.4パーミルとなっております。こういったところ、また住民の意識も違うの

かなと思っております。東北地方は、やはり大家族がまだ多いということで、家族間のそうい

った連携した支援がまだ残っているのかと。塩竈市は、昔から流入人口が多いということで、

核家族が非常に多いと。そういった中で、なかなか家族の支援も受けられなくて県内ではやは

り高い数値になっているのかなと思っております。 

○佐藤（英）委員長 木村委員。 

○木村委員 特に、我々どうしても隣の多賀城市さんなんかと比べたがるんですね。ただ、多賀

城市さんの場合ですと、一つには市営住宅の建設ですか、向こうは公務員住宅がたくさんござ

いますね。塩竈の場合は市営住宅ということで、塩竈に来やすいというもののとらえ方、また
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入りやすいというもののとらえ方があろうかと思います。 

  そこで、資料16の27ページの年齢構成を見ていただくと、４の、30代から59歳までの、ここ

のところを見ていただくと、すごい数なんですね。ちょうど30代、40代というと、もうすごい

働き盛りなんです。では、今、塩竈はハローワークがありまして、結構仕事あるようでござい

ます。なぜここの方たちが、どういうふうな就労の督促というのか、または皆さん皆さんが仕

事してないとは思いませんが、そういうもののとらえ方、扶助費というものにすがりたくなる

ようなことなんだろうと、常々思っています。私自身も本塩釜駅の近くに住んでおりますから、

もう随分ここ数年から、若い方たちもたむろしております。昼からあおっております。通行人

に妨害が加わって大変な迷惑がかかっております。なぜ、この方たち昼間、まだ70、80ではな

いのに昼間から仕事しないんだろうと。健康そうでございます。この数字を見ますと、本当に

何だろうと。 

  そこで、お伺いいたします。そのことと、こういう、これまで保護事務というものを壱番館

でやっているんでしょうから、市の監査が入りましていろいろオッケーですよ、オッケーです

よといくんでしょうが、それ以外の第三者機関の評価というもののとらえ方というのはあるの

かどうか、ちょっとお聞かせください。 

○佐藤（英）委員長 会澤社会福祉事務所長。 

○会澤社会福祉事務所長 これまで、市の監査以外に第三者機関的な評価を受けたことがあるか

というご質問でございますけれども、毎年、宮城県の指導監査がございます。また、19年度は

厚生労働省の監査もございました。評価としては適切に事務が行われているということでござ

いました。塩竈市が非常に高いということで、塩竈の判断基準が甘いのかどうかと、私が直接

質問いたしました。そういった中で、決して甘いことはないですと。きちんと事務は適切に行

われておりますし、目の前にそういった保護が必要な方がいれば、保護の手を差し伸べるのは

当然のことですということで言われました。塩竈市はきちっとやっておられますので、このま

まきちんと自信を持ってやっていただきたいということでした。 

  一方で、私ども福祉の立場からすればそういう形でお褒めいただいたことはいいことなんで

すけれども、先ほど30代から50代の方が非常にちょっと目立つということでご指摘がございま

した。本市において、まず30代から、特に40代までの方なんですが、この中の６割の方が女性

でございます。女性というのはなぜかというと、まず、塩竈市では結婚を期に転出される方が

多く、離婚をしてふるさと塩竈に戻ってくるという方が非常に多いと。大変、生活に困った方
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が住みやすいまちということで、そういった部分ではうれしいんですけれども、そういう方が

多いです。ですから、６割の方が女性で、そしてそれに伴ってお子さんの転入というか、出生

数よりも各年齢が18歳までは多いような状況になっています。細かいところをちょっと前見て

いたんですけれども。 

  あと、それから、男性の４割はということなんですけれども、最近、当然疾病の方が多い。

塩竈市には精神科を含めた総合病院が結構きちんと整っている。あと病院の密度も県内一でご

ざいます。そういったところで、非常に受診もしやすいということなんだと思います。特に、

このごろ目立つのは精神疾患と重なった疾病をお持ちの方が、私は決裁していて多いなと感じ

ております。ただ、人数的なものは、その辺はちょっといろいろ重なっているものですので、

ちょっとわからない状況でございます。以上でございます。 

○佐藤（英）委員長 木村委員。 

○木村委員 この生活保護が、憲法で最低限度の生活は保障いたしますということでございます。

しかし、25％は、私たち税金の負担でございます。市民の皆さんは何だろうと。パチンコして

いるのではないか、一杯飲んでいるのではないかと、こういう厳しい見方でございます。ぜひ、

この辺、壱番館で保護事務などをされておるんでしょうが、民生委員の方たちとか、いろいろ

お話し合っているんでしょうが、ぜひ、何とかすごい金額でございます。10億の増ということ

は、９年間で。だから、そういうもののとらえ方で、ぜひ、生活、もののとらえ方というのは

大変難しいんですが、塩竈の全体的な水産、水産加工業の、わかります。落ち込みで、今まで

働いていたけれども、高齢者になったと、仕事もないと、こういうことかもしれませんが、物

のとらえ方として、何か一ついい方法ないものかと、いろいろ私なりにも考えるんですが、生

活の保障というものとか、では厳しくしたら餓死するのかと。塩竈市内にブルーテントがたく

さん出てくるのかと。これもまた困ります。そんな面で、ぜひ、我々たびたび、この生活保護

費というものを質問いたしますが、なるべく質問のないようなものの状況にしていただきたい

なと願望いたします。それで、私たちも考えにはなかなかいいアイデアが出てきません。何か、

こういうものの中から自立させる方法はないのかどうか、ちょっとお聞かせください。 

○佐藤（英）委員長 会澤社会福祉事務所長。 

○会澤社会福祉事務所長 保護を受けている方でも働ける方はまず自立していただいて、尊厳を

持って日常生活をしていただくというのが基本だと思います。そういった中で、就労可能と思

われる約80数名の方を就労支援ということでリストアップして、できるだけハローワークを紹
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介したり、自立に向けた指導をしている状況でございます。ただ、今の世の中、正規雇用でな

くパート雇用が多いという中で、働いてもなかなか生活保護水準まで達しない方、いわゆるワ

ーキングプアという方たちが多いのが実情でございまして、そういった部分も就労意欲をそい

でしまうのかなと思っております。ぜひ、市内でも正規雇用をしていただいて、各企業で頑張

っていただいて正規雇用して、産業を活性化していただいて、生活保護者を幾らかでも少なく

する協力をいただけたらと思います。以上でございます。 

○佐藤（英）委員長 木村委員。 

○木村委員 ぜひ、ご努力していただきまして、この数字を少なくしていただきたいと思います。 

  次に、資料16の23、24、25ということで、工事請負契約に係る増額工事一覧表、これは共産

党さんが資料要求したようでございますが、うちの方だった、伊藤博章議員が、済みませんで

した、資料要求されたようでございますが、ちょっとここの落札価格、予定価格税込み、落札

率、変更後の契約額、差額変更率、簡単でいいですから、ここの、ちょっと説明してください。 

○佐藤（英）委員長 菅原財政課長。 

○菅原財政課長 お答えいたします。 

  表の方の作成でございますけれども、17年度から19年度までの３カ年について、工事請負契

約について500万以上のものにつきまして増額の変更が行われたものということで抽出して作

成しております。 

  表の方は、項目といたしましては落札価格、それから予定価格、落札率、変更後の契約、そ

して変更後の契約と当初の金額との差額、そしてその差額の当初についての率というふうなこ

とでございます。 

  今の差額につきましては、変更後の契約額と当初の契約額との差額ということでございます。 

○佐藤（英）委員長 木村委員。 

○木村委員 ここのことを質問するのではないのですが、今、ちょっと落札率のことでちょっと

伺いたいんです。落札率が90％だろうが50％があるということではないんです。私が質問した

いのは施政方針に対する質問の中でも、ちょっと、二、三あったんですが、この落札率、極端

に言えば、23ページの一番上を見ていただいて、73％、70.9％あります。73％、私はよくわか

りません。教えていただきたいんですが、100％ということは、予定価格でございますね、予

算を組んだ金額だと思うんですよ。この20年度の、ここはこういうふうに、このぐらいの予算

でやるよと、予定価格でやるよと。それが、73％で落札されたと。そうしますと、27％が残る
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わけですね。落札で23％が残ると、こういう数字が95％なら５％金額が残ってきます。ずっと

１年間、トータルもございます。そういう金をどういうふうにお使いになっているかお知らせ

ください。 

○佐藤（英）委員長 菅原財政課長。 

○菅原財政課長 お答えいたします。 

  予算に計上している金額から契約段階で契約実績の方が予算額を下回って契約されるという

ものも数多くあるわけでございます。そういったものにつきましては、当初予定していた業務

がそれで果たされるわけでございますので、基本的には凍結ということで考えているわけでご

ざいます。ですから、それにつきましては予算上は執行しないようにするということが一つに

は基本になろうかと思います。 

  それから、もう一つなんですけれども、ただ、予算計上されているものが単年度で終わるも

のでない場合が数多くあるということで、下水道整備などはそのようなことなんですけれども、

一定の目標を定めながら事業認可をとり、それを年次計画に従いまして毎年度実施していると

いうふうな、そういった事業がございます。そういったものですと、その年度で予算を下回っ

たことで予算と契約額の差額が出てくるわけですけれども、事業としてはまだ終了してないと

いうことがございまして、そういった場合には、これまでの例ですと予定されている事業のも

ちろん範囲内ですけれども、前倒し的に事業の執行に努めて進捗を早めてきたというようなこ

とが一方でございます。 

  そういった中で、現在は、やはり現在の財政状況を踏まえまして、事業の進度調整を行って

いるような状況下でございますので、そのような前倒し的なものにつきましても、一定の見直

しをかけながら行わざるを得ないのではないかというふうなことで、今、検討し、そういった

方向に見直していこうというふうに考えてございます。 

○佐藤（英）委員長 木村委員。 

○木村委員 半分ぐらいしか理解できなかったんですが、私、考えていることは、よくわかりま

す、その事業に対してはまだ後ろにもありますよと。その部分のところで進捗状況を早くさせ

ますと。３年かかるところを２年でさせますと、残った分で。私自身は、そのほかに、これ全

部残っちゃったよと、この事業はこれで終わっちゃったよということも必ず出てくるわけです

ね。そのときの残額というか、そういうもののとらえ方を、何のことはない、市長みずからそ

ういうのを集めて、市長がやりたいところを、最後にこれを塩竈市民のために、予算ではつけ
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られなかったけれども、出てきたと。最後に、３月の頭に、２月の頭に、これを市民のために

プレゼントしますと、そういうもののとらえ方もできるのではないかと、私、思っているんで

すよ。そういうことのとらえ方というのはできないんでしょうか。 

○佐藤（英）委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 今、23ページから25ページまで、さまざまな事業について予定価格と、それから落

札額、落札率等について掲載をさせていただきました。ここに記載されております事業、実は

下水道事業、あるいは道路整備事業、さまざまな業種があるわけでありますが、基本的には国

庫補助事業については国の方から、例えば下水道整備に10億ですよ、道路整備に５億ですよと

いうような、各事業ごとに枠が示されておりまして、例えば下水道事業で残金が出たと。でも、

道路整備で本当に緊急性が高いものがあると。そういうものに、本来、振り向けることができ

れば、私としても地域の皆様方のご期待にこたえるために、ぜひ、そういうことに流用できな

いかというふうに思うわけでありますが、補助金が入っているものについては、なかなかそう

いったことが難しいということについてはご理解をいただけるかと思います。 

  ただ、単独事業ですと、これは全く本市の税金から計上しておりますものでありますので、

今日までも最大限、残金等を活用しまして、需要が高いものに振り向けていくといったような

工夫はさせていただいてまいっているところでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○佐藤（英）委員長 木村委員。 

○木村委員 ぜひ、いろいろな枠で締められていることは知っておりますが、単独事業とか、そ

ういうものときは、ぜひ、そういうものを集めていただいて、それで市民のために私がしたい

んだと、市民も喜ぶというもののとらえ方など考えていただければいいのではないかと思って

おります。 

  次に、資料16の29ページ、30ページのところで質問させていただきます。これは各種団体へ

の補助金、助成金と。まず最初に、補助金、助成金というもののとらえ方をするとき、これは

何か申請して、手順か何か、条件とか何かあるんでしょうか。 

○佐藤（英）委員長 田中総務部次長。 

○田中総務部次長兼行財政改革推進専門監兼政策課長 各種団体への補助金等につきましては、

私どもの方で各種団体等の補助金それぞれに関します補助金の要綱を設けてございまして、そ

れに基づきまして、各段階から申請をいただき審査を行いながら、補助を行っているところで

ございます。以上です。 
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○佐藤（英）委員長 木村委員。 

○木村委員 19年度の見込みで14億円。20年度は当初は11億円という予算組みでございます。３

億ほど削られておりますが、私、前にも申し上げたんですが、私たちがこういう、この資料を

いただいて、昔から、ずっと補助金を出しているからずっと毎年出しているんだと、同じよう

に出していますよと、そういうことになりがちではないだろうかということなので、一度、見

直してくださいと申しましたら、三、四年ほど前に、10％ぐらいですか、15％ですか、その辺、

一律にカットされました。何ですかと、今度は次、一律にカットということはございませんで

しょうと、一生懸命、中にはもう一つ新しい事業をしたいという団体もあるだろうと。そこに

はふやしてやらなければいけないのではないでしょうかという話もしたんです。今回、３億円

という減額になっておりますが、予算額に対して前年度の、私、いつもこう思うんですが、や

はり、市民から預かっている税金でございます。それを補助金、助成金としてまた市民に返す

とは思いますが、そのとき、透明性がなければならないと。そのためには、何のことはない、

前年度の決算書、そういうものを見ておられるのかどうか、それで決定しているのかどうか、

ちょっとお尋ねします。 

○佐藤（英）委員長 木村委員に申し上げます。14億円でなく、１億4,000万になっていますの

で、そこら辺を。（「ごめんなさい」の声あり） 

  回答、田中総務部次長。 

○田中総務部次長兼行財政改革推進専門監兼政策課長 補助金のあり方についてでございます。

委員ご指摘のとおり、補助金につきましては、長年にわたりまして交付している内容等もござ

いました。そういったことを受けまして、平成16年度に補助金の見直しの指針ないしは補助金

手続に関する規則を制定いたしまして、さまざまな見直しを行っているところでございます。 

  そのときの基準でございますが、まず、奨励的なもの、それから負担的なもの、委託的なも

の、そういったところに分類をしながら、なおかつ見直しの指針といたしまして、交付目的を

明確化を図り、事業費補助への転換、さらには補助対象経費の明確化、補助期間の設定という

ような形で見直しを行ったところでございます。このことによりまして、16年度予算で約１億

程度でございましたものが、19年度予算では8,200万円、こちらについては市単独補助金とい

うことになってございますが、このような形で、約2,100万円の努力を行っているというよう

なところでございます。 

  さらに、今回資料でお出しいたしましたものにつきまして、19年６月の補正後の数値といた
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しまして１億4,000万円、20年度で当初で１億1,000万円ということでございますが、11月に申

し上げました厳しい財政状況、いわゆる23年度まで51億円の財源不足という中で、これまでも

補助金の見直しについてはいろいろな努力を行ってきたところでございますが、さらに踏み込

みまして、今回、大変心苦しいお願いではございますが、一律10％の縮減という形でご協力を

お願いしているものでございます。以上でございます。 

○佐藤（英）委員長 木村委員。 

○木村委員 大変失礼しました。言いわけになりますけれども、単位、前にも質問したときに１

億2,000万ぐらいで質問いたしました。19年度見込みは１億4,000万、20年度は１億1,000万と

いうことで3,000万の減でございます。 

  そんな中で、ぜひ、翌年、また来年も予算組むでしょうけれども、一律10％ということでご

ざいますが、一律ではなくて、中身を精査して、総会のときはどなたか行っているんでしょう

から、当局が、そのときの決算書をよく見ていただいて、本当に一生懸命やっているのか、そ

れで、補助金を出して黒字で繰り越しでは困るんですね。一生懸命中身を精査していただいて、

今後ともその辺を吟味していただいて、補助金、助成金についてはお願いいたしたいと思いま

す。 

○佐藤（英）委員長 田中総務部次長。 

○田中総務部次長兼行財政改革推進専門監兼政策課長 先ほどちょっと答弁が漏れてしまいまし

た。補助金の交付に当たりましては、各団体から申請をちょうだいするわけでございますが、

その際、前年度の決算書、当該年度の予算書等添付いただきまして、事業内容、それから予算

の執行状況を確認をさせていただきながら交付をさせていただいているところでございます。

今後におきましても、補助金の適正化ということは必要というふうに考えてございますし、さ

らには新たな考え方ということも出てこようかと思いますので、先ほど委員からいただいた内

容につきまして、来年度に向けた検討課題とさせていただきたいというふうに考えてございま

す。 

○佐藤（英）委員長 暫時休憩いたします。 

  再開は13時といたします。 

   午前１１時４０分  休憩 

 

   午後 １時００分  再開 
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○中川副委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  質疑を続行いたします。阿部委員。 

○阿部委員 平成20年度一般会計予算案に対しまして質問させていただきます。 

  先週の施政方針に対する質問に続きまして、午前の議員の皆さんの質問と多々重複する面が

あるかもしれませんが、初めての予算委員会ということで、どうぞよろしくお願いしたいと思

います。 

  それでは、資料ナンバー９、予算説明書を中心に私から何点か質問させていただきます。 

  まず初めに、歳入歳出についてであります。資料９、１ページ、予算事項別明細書総括の歳

入の表です。１の市税について。本年度予算額63億8,159万4,000円に対しまして、前年度比で

２億2,380万6,000円の減収になっておりますが、その主な減収の原因とはどんなところにある

のでしょうか。もちろん、人口減ということ十分に考えられますが、そのほかに思い当たる原

因というものを教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○中川副委員長 星税務課長。 

○星税務課長 市税の当初の予算についてでございますが、昨日も財政課長の方からご説明申し

上げましたが、63億8,159万4,000円に対しまして前年比で２億2,380万6,000円の減。この比較

なんですが、さきの補正予算の中で２億7,020万ほどの減額の承認をいただいております。そ

ういったところからの説明の方がわかりやすいのではないかということでご説明申し上げます。 

  総体的には、固定資産税、それから都市計画税のマイナス分は3,900万円ほどでございます。

ただし、市税、それから軽自動車税の増加分が8,500万円でカバーしておりまして、19年度の

補正額に比べましては4,600万円ほどのプラスとなっております。景気動向もそろそろ歩どま

りという傾向も予想されますので、固定資産税の中で、先日も報道がありましたが、耐震構造

の強化等ありまして、19年中は新築のマンションとか一戸建ての住宅もかなりマイナス面が見

られまして、17％、18％の減ということの報道がなされております。ただし、本市につきまし

ては、17年度からは約240棟ほどの新築を維持しております。こういった、庚塚、それから南

錦町の住宅の団地開発が含まれております。ただ、20年度以降は新たな要因は見込まれないと

いう現状でございます。 

  それから、地元企業の水産加工業及び金融業、これらが不振がありまして、法人の税割とか

個人の所得割、それから納税者減による均等割の減等がありまして、余り思わしくない状況で

ございます。ただ、法人の方で明るいきざしというのは、昨年10月に郵便事業化部、それから
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郵便局、これらが第一法人ということでの登録がなされております。また、新たな大型店につ

きましては法人と固定資産税が見込まれております。実際、小さなテナントにつきましても、

現在、26店舗の開業ということで、そういった形になっております。ただ、前の大型店の部分

と相殺される部分が出てくるのかなということがあります。 

  それから、一本松地区のリサイクル業者につきましては、固定資産では昨年から収入があり

ます。また、軽自動車税、それから市たばこ税につきましては、増加の傾向で約600万円、た

ばこ税は喫煙者の減で約1,400万円ぐらいの減額を見込んでおります。 

  減額等、それから増額等につきまして、そういった形でなっておりますので、やや、昨年よ

りは補正の額と比較した場合は上向きの方向での予算のつくり方かなというように考えており

ます。以上です。 

○中川副委員長 総務部長。 

○三浦総務部長 ただいまの答弁の中で、各企業の分にかかります個別の情報につきましては、

個人情報にかかわる部分がございますので、答弁内容から削除させていただくようによろしく

お願い申し上げます。 

○中川副委員長 阿部委員。 

○阿部委員 ご答弁ありがとうございました。 

  市民の皆さんにとって、今、一番市の財政というものは気がかり、そして大変厳しいという

ことも十分認識していらっしゃいます。特に、20年度、ようやく19年度を乗り切ったのかしら

という声も聞かれます。多くの皆様が、これほど市の財政に心配あるいはいろいろな意味で注

目している時期もないのではないかと思います。何度かこういった説明も受けておりましたけ

れども、再度、市民の皆様がしっかりと受けとめていただけるようなご答弁をいただきまして

ありがとうございます。 

  それでは、次ですけれども、２ページ目の21の項目、市債に本年度予算額16億2,720万円を

計上しております。前年度比では５億1,780万円の増額発行を計画しているのでありますが、

これはもともと借金に当たるわけです。その理由についてお聞かせください。よろしくお願い

いたします。 

○中川副委員長 菅原課長。 

○菅原財政課長 お答えいたします。 

  資料ナンバー９の28、29ページの方をお開きいただきながら、ごらんいただきながらお聞き
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いただきたいと思います。ご答弁申し上げます。 

  28、29ページに20年度当初予算に計上しております市債の金額の内訳を載せてございます。

まず、主なものについてご説明申し上げますと、右ページの方の上の方にあります退職手当債、

これは一定の定数の見直しなどを定めながら行政改革に取り組んでいる自治体に許可される起

債なんですけれども、20年度で３年目になりますが、退職手当債を計上しております。 

  それから、その２段下になりますが、都市開発公社の貸付事業として６億1,490万円を起債

で借りております。これは、公社の方の経営健全化を図るといいますか、公社の方での利子負

担の軽減を図るために、一般会計から無利子で貸し付けるということをことしから行おうとい

うものでございますけれども、そのために、一般会計の方では財源として起債を起こしながら

借り入れるということをいたしますので、その金額が６億1,490万でございます。そのほかの

ものにつきましては、各事業に充当する事業を掲載してございますが、合計で16億2,720万と

いうことで、例年と違う点は、この土地開発公社の無利子貸付を行うための起債を起こしてい

るということでございます。以上でございます。 

○中川副委員長 阿部委員。 

○阿部委員 ありがとうございました。今年度、土地開発公社の貸し付けということで、こうい

った手当てをしているということで了解いたしました。 

  それでは、歳入に関連いたしますので、次の３ページ、歳出の表、その中に総務費の本年度

予算額23億6,931万7,000円に対しまして前年度比で４億3,679万6,000円の増額になっておりま

す。それに対しまして10項目の教育費の本年度予算額は15億1,655万9,000円で、前年度比で２

億8,015万8,000円の減額になっているのですけれども、それぞれの理由についてお尋ねいたし

ます。 

○中川副委員長 菅原財政課長。 

○菅原財政課長 まず、２款の総務費でございますけれども、２款の総務費につきましては、先

ほど申し上げました公社への貸付金を計上している科が２款の中にございます。そういうこと

で、例年と異なりまして６億円ほどこの２款の中で組んでおりますので、それが増加要因とな

ってございます。 

  それから、10款の方の教育費の減少なんですけれども、昨年度の予算では玉川小学校の大規

模改造事業を計上しておりました。その関係で、ことしは大きな規模の学校関係の事業が載っ

ていないということがございます。これは、当初、20年度に予定しておりました月見と三中の
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耐震化工事を前倒しで19年度の補正予算の方に組んだということがございまして、そういうよ

うなことになっているわけでございますけれども、そういうことで、教育費の方の減少になっ

ているということでございます。 

○中川副委員長 阿部委員。 

○阿部委員 ありがとうございます。 

  それでは、歳出合計179億6,500万円の本年度予算額といたしまして、前年比２億9,190万円

の増額になります。何年か前の予算額から比べますと、この金額は大分縮小されておるんです

けれども、昨年度の予算額から見ますと、ちょっとはやりふえているということ、実質的には

どのような性格の予算編成になるのでしょうか。その辺、ひとつ、よろしくお願いいたします。 

○中川副委員長 菅原財政課長。 

○菅原財政課長 当初予算の予算額の前年度との比較でございますけれども、前年度との比較で

は、２億9,000万円ほどの増ということでございますが、昨年度は統一選挙ございまして、骨

格予算でありましたので、６月補正後予算との比較が今回の当初予算との比較というのに近い

んですけれども、そうしますと、６月補正後予算と比較いたしますと、9,400万円ほどの増加

でございます。これは、歳出削減に引き続き取り組んだ緊縮型の予算であるんですけれども、

先ほど申し上げました公社への無利子貸付金６億円、それから公的資金の借換債といいまして、

それが歳入歳出ほとんど同額で組むんですけれども、4,000万円ほどございました。そういっ

たのがありましたので、その分、仮に差し引くとすれば、数億円単位での減というのが実態の

ところであるというふうに思います。 

○中川副委員長 阿部委員。 

○阿部委員 ありがとうございます。 

  それでは、20年度予算編成で財政健全化法による連結会計の健全化に向けた取り組みをお伺

いしたいと思います。 

○中川副委員長 菅原財政課長。 

○菅原財政課長 お答えいたします。 

  健全化法の施行が平成20年度決算から適用されるということで、かなり間近に迫ってきてい

るわけでございます。20年度予算は、そのための最後の１年間ということになるんですけれど

も、本市の方で留意しなければならないところが２点ほど、大きくは、最も留意すべきところ

が、一つは連結実質赤字比率の問題でして、それにつきましては19年度の12月補正予算の方に
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まとまった繰り出し額を計上させていただきましたけれども、累積赤字があります３会計、魚

市場、それから駐車場、病院関係に対しての繰り出しを始めたと。病院につきましては、18年

度で一応前倒しして行ったというような形ですけれども。 

  それで、当初予算の方でございますけれども、当初予算には累積赤字額解消のための繰り出

し額が計上していないところでございます。それは、市場会計と病院会計、この２会計がある

んですけれども、駐車場会計は19年度ですべて累積赤字なくなりますので、１会計収支均衡に

戻るということが一つございます。それから、そっちの残るのが赤字会計が市場会計と病院会

計でございますが、両会計とも繰出金については今後の補正予算の中で計上してまいりたいと

いうように考えております。 

  魚市場会計につきましては、残念ながら累積赤字がありますので、収支均衡が図られており

ませんので、繰上充用会計が５月にどうしても補正予算を行わなければいけないという状況が

ございますので、その中で、20年度については繰り出し額を計上してまいりたい。 

  それから病院会計につきましては、改革プランの策定が本年度の重要課題として浮上してき

ておりますので、それらの推移を見ながら、今後補正の中で計上してまいりたいというふうな

ことで考えておりますので、当初予算では繰り出し関係は組んでございません。 

  もう一つ、土地開発公社の関係がありまして、これも健全化法の中では普通会計、一般会計

と同じような意味ですけれども、普通会計の財政状況だけではなくて、企業会計、そして公社、

第三セクターを含めた財政状況を見ますよというふうになってきておりますので、公社の方の

経営健全化も進めていかなければならないというふうなことがございます。そういったことか

ら、公社関係の方で無利子貸し付け、さらには公共用地会計の方ですけれども、公社で保有し

ている土地の取得事業、そういったものを計上してございます。以上でございます。 

○中川副委員長 阿部委員。 

○阿部委員 ありがとうございました。この市税というもの、一番市の税源の基礎になるもので

ございますけれども、この市税の一番の収入、あるいは減、そういったものを見たときに初め

て、この中からいろいろな問題が浮かび上がってくると思います。人口減に連なる市税の減と

いうのは、やはり働いて現役でいらっしゃる方、税金を納めている方がこのまちからどうして

も転居していく、そういった現象も考えられますし、私たちとしては、市税増収の施策として、

これからも企業誘致あるいは地場産業の振興、観光客の誘因など実効性のあるような、積極的

な取り組みが求められていると思いますので、なお、今年度よろしくお願いしたいと思います。 
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  それでは、２点目ですけれども、同じ資料９の145ページ、145ページの学校管理費の15、工

事請負費について、私は昨年の一般質問の中で、学校のトイレの補修について取り上げました。

教育長から懇切丁寧なご回答をいただいておりました。この質問を、きょうさせていただこう

と思ったんですが、本日、この16番の資料をいただきました。その中で、12ページ、13ページ、

20年度の小中学校の工事予定箇所というところで、トイレの改良工事というものが出ておりま

した。本当に感謝を申し上げたいと思います。 

  実は、つい何日か前ですけれども、小学校の低学年のお子さんが、いよいよトイレのドアが

閉まらなくなったという話を実は私、耳にいたしまして、いよいよもう限界かなということで、

きょうは、ぜひこれは絶対、質問しなければと思ってまいりましたところ、こういった今年度

の予定が出てまいりまして、本当にうれしく思います。子供たちが安心して、そしてよりよい

学習環境において勉強してもらう、豊かな心をはぐくんでもらうということは、塩竈にとって

大変大事なところでございますので、ぜひ、今後の取り組みよろしくお願いいたしたいと思い

ます。 

  次に、同じ149ページの事業内容の中に、塩竈市のサマースクール事業というのがございま

す。午前中に質問ありましたけれども、その中で、中学校を会場として小学校も受け入れての

サマースクールということで、今年度、塩竈市では何か目玉の事業になるのではないかなとい

うふうに大変うれしく思っておりますけれども、この内容的なことを少し市民の皆さんわかり

やすく教えていただければありがたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○中川副委員長 佐藤学校教育課長。 

○佐藤学校教育課長 それでは、お答え申し上げます。 

  昨年、全国学力学習状況調査を実施いたしまして、本市の学力につきましては全国あるいは

県を下回っている状況がございます。それを踏まえまして、やはり教員の資質の向上、あるい

は子供たちの学ぶ姿勢、あるいは保護者の協力、支援をいただくというふうな三本立てで考え

まして、今回は中学校区で実施することになりました。小学生は中学校に行くわけですが、な

かなか小学生が中学校に行って、中学校を知るというふうなことも少ない状況でございますの

で、交流を兼ねた内容に、交流の場としても活用していただく方向でございます。 

  主なものにつきましては、先ほども答弁申し上げましたけれども、子供たちの基礎学力の向

上、読み書き計算、それから発展的な学習ということで、少し応用的なもの、それから家庭学

習の仕方等についての保護者であるとか本人からの相談というようなことを予定しております。
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やはり、学習習慣の定着というんでしょうか、その辺がメーンになると思います。以上でござ

います。 

○中川副委員長 阿部委員。 

○阿部委員 ご丁寧なるご答弁ありがとうございます。 

  それでは、恐れ入ります、資料９のページ67、民生費についてお尋ねいたします。 

  扶助費として身体障害者の方の補装具給付費、それから身体障害者の方の日常生活用具給付

費というのが出ておりますが、この二つの中に、どういったものが含まれているか教えていた

だきたいと思います。 

○中川副委員長 会澤社会福祉事務所長。 

○会澤社会福祉事務所長 お答えいたします。 

  身体障害者補装具給付費、こちらは義手とか義足、それから眼鏡、目の見えづらい方、矯正

用の眼鏡、それから補聴器、車いす、電動車いす、歩行補助つえ、こういったものが入ってお

ります。 

  それから日常生活用具給付でよろしいでしょうか。ちょっとお待ちください。済みません、

こちらの方は日常使う、今回一番大きいものとして内部疾患、ストーマ、人工肛門とかそうい

った方たちのストーマ用の袋、そういったものの給付が多くなっております。そんなところで

ございましょうか。 

○中川副委員長 阿部委員。 

○阿部委員 ありがとうございました。実は、ちょっとこういうお話が出ておりまして、補聴器

なんですが、補聴器を市の方から給付される、そのときに、電池ですね、中に入る電池が５個

入りなんでしょうか、一つついてくるんだそうですね。それで、ところが、それがやはりなく

なると、常にそれを買わなければいけないということで、何とかそれを給付していただけない

ものかというご相談を受けました。市の財政も厳しい折で、私もなかなかちょっと難しいなと

いうふうに思いながらもお話を伺ったんですが、一つ、私もこれまで民生委員という立場も経

験してまいりましたけれども、本当に今、市民の中で大変な思いで生活している方たちはどの

層なのかと。 

  実は、年金が最低額、ある程度ぎりぎりの生活をしてきている方たちというのは、一番厳し

いわけなんですね。それでも一生懸命頑張って生活していらっしゃる。実は、年金要らないか

ら生活保護に切りかえてほしいという切実な願いも私は受けたことがあります。とてもつらい

-77- 



思いをしました。ですけれども、年金をいただいていたら、それはできないということですね。

そういった、本当にはざまにいる方たちというのは厳しいなというふうに思うんですが、本当

にこういった、補聴器に電池を入れなければ聞こえないわけですから、まさしく使うことがで

きないという、厳しいものがあります。それを毎度毎度買うということが、ある部分の方たち

には非常に負担が大きい。入れなければ耳が聞こえないといった状況があります。ぜひ、その

辺、もし財政がどこかでやりくりがつくのであれば、そういったこともご一考いただければう

れしいと思います。 

  それでは、次、よろしくお願いいたします。 

  ページ89です。同じ資料９。ここで、恐れ入ります斎場の件なんですけれども、これまで斎

場の方は自主運営ということでやってまいりました。今度、広域ということで運営費負担事業

ということで1,318万8,000円という金額が出ておりますけれども、この広域化に伴いまして、

これまでの経費が軽減されるものかどうか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○中川副委員長 澤田市民課長。 

○澤田市民課長 それではお答えをさせていただきます。 

  斎場の経費につきましては、19年度までは塩竈市がまず一たん全額を支出しておりますけれ

ども、収入、要するに使用料から差し引いた赤字分につきましては、従来どおり２市３町で負

担をいただいております。今度の枠組みが塩竈市の役割を環境組合に移すという形になります

ので、塩竈市も１市３町と同様に、今度は利用割合によって負担をするというので、実質的な

負担金額は変わらないというふうにご理解いただければと思います。以上です。 

○中川副委員長 阿部委員。 

○阿部委員 ありがとうございました。 

  それでは、次です。111ページ、この中に中心市街地商業活性化事業というのが出ておりま

すけれども、これは今年度どういったことを、事業としてもし出ている部分があればお知らせ

いただきたいと思います。 

○中川副委員長 荒川産業部長。 

○荒川産業部長兼商工観光課長 この300万円の内訳は、商人塾支援業務委託料、それから次ペ

ージのシャッターオープン事業になります。午前中もちょっとお話ししましたけれども、まず

最初、シャッターオープン事業については19年度から始めた事業でありまして、昨年の７月か

ら募集をかけましたけれども、今年度３月に開業する予定になっていましたけれども、なかな
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か初めて小売業を挑戦するとあって、なかなか難しいと。その間、商人塾の方に加盟していた

だきまして、その中で宮城産業機構の方から専門家を派遣していただきまして、そういった勉

強をしております。今年度、シャッターオープン事業については５月に１店舗開業予定で、今、

頑張っているところです。 

  もう１点、商人塾については、19年度から３年間ということで商い講座、それから実践道場

というふうな二つのコースで実践している最中であります。その中でも、参加者、参加店、参

加会社の方からも、やはり根拠を出してもらうというふうな意味でも、行政だけの負担だけで

はなくて自己負担も伴いますけれども、そういった中で事業を継続して、また今年度も行いま

すので、先ほど言ったように19年度に関しては15社、延べ人数で63名の方々が講座を受けまし

て、実践をしている会社が７社であります。引き続き、20年度においてもテーマとしては店内

提案力大改善というふうなテーマで、より多くの個店を応援していきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

○中川副委員長 阿部委員。 

○阿部委員 よろしくお願いいたします、塩竈活性化のために、どうぞひとつご尽力いただきま

すように。 

  それでは、引き続きまして、次の113ページ、これも観光の方ですけれども、観光物産費と

いうところ、塩竈市観光物産協会助成事業として出ておりますけれども、今年度の予定などあ

りましたらお知らせください。 

○中川副委員長 荒川産業部長。 

○荒川産業部長兼商工観光課長 観光物産協会の助成事業ということで、もともと組織的にいわ

ゆる観光物産協会の事業費補助というふうな形でやっておりますけれども、先ほどもちょっと

お話ししたとおり、若干ちょっと昨年度よりは若干ふえておりますけれども、その内容につい

てはデスティネーションキャンペーンをスムーズに移行、実施させるためにも、観光物産協会

が中心となっていろいろな形の実行委員会に支援をしていくというふうな形で、若干ふえてい

るような内容であります。 

○中川副委員長 阿部委員。 

○阿部委員 ありがとうございます。つい先ごろ、フード見本市ありました。市民の皆さんも参

加された方、随分いらっしゃったようで、私の方からお話を伺いましたけれども、塩竈にあれ

だけのおいしいもの、あるいはすばらしい食べ物があると思わなかった。おみやげにしても、
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贈り物にしても立派なものだというような評価をいただきました。実は、私も存じませんでし

た。かまぼこ屋さんはたくさんありますし、お店もありますので購入できますけれども、その

他の製品、非常にさまざまな製品がございました。びっくりいたしました、私も。わざわざ仙

台のデパートに行かなくても、塩竈でこれだけの製品をつくっているんだ。どこに行って買え

ばよろしいのか。聞かれても、私もわかりませんし、私もどこに行って買い求めたらいいかわ

からない。塩竈というのはそういう町だということ、改めて私、厳しく実感いたしました。市

民が欲しいものが手に届かないといいますか、地産地消という言葉はどこにあるんだろうかと

いうこと。私たち、本当に地場産のものを知らな過ぎたなという、非常に反省をもちました。

見本市、大変すばらしいＰＲになったと思います。ぜひあれをもっと拡大していただいて、そ

して塩竈の地場産、あるいは塩竈というふうにこだわらなくてもいいと思うんですね。本当に

この地域の特産品を一緒になって売り出していくということも必要でないかというふうに思い

ます。また、そういったものを手に入るような、市民の皆さんが贈り物にしたり、あるいはお

みやげにしたり、気楽にできるような、そういうこともやはり考えていかなければならないの

ではないかという深い思いをいたしました。ぜひ、この点、今年度、こういった物産の関係で

進めていただければ、大変ありがたいと思います。 

  それでは、次に大変恐縮なんですけれども、余り小さいことなので申しわけございません。

私、初めてなのでちょっと気になったものがございました。資料９の41、49、またそのほかに

もたくさん出てきております。説明欄には、公用車賃借料と計上されているんですけれども、

これはどんなものに使われるのか教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○中川副委員長 菅原財政課長。 

○菅原財政課長 お答えいたします。 

  公用車の賃借料は、現在、公用車、リースで調達しておりますので、その科目がリース代で

すと、この賃借料の方に出てくるということでございます。 

○中川副委員長 阿部委員。 

○阿部委員 ありがとうございました。それ、市の方で公用車というのは何台ぐらい持っていら

っしゃるのか、もしわかれば教えていただきたいと思います。 

○中川副委員長 菅原財政課長。 

○菅原財政課長 会計で言いますと一般会計、特別会計あわせて大体100台ぐらいではないかと

思います。 
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○中川副委員長 阿部委員。 

○阿部委員 ありがとうございます。大変細かい額だったんですが、ちょっと試算してみました

ら、それが結構積もり積もって結構な額になったものですから、自動車買った方が、持ってい

た方が安上がりなのかなというようなことを思いました。 

  それから、エコの時代でございますので、自動車にかわるものとして原付の自転車とか、そ

ういったものも、これから率先して、町の中、ちょっとした用事であれば、本当に市役所の場

合は分散しておりますので、職員の皆さんも大変不便を感じながらお仕事なさっていると思う

んですが、そういったことも一つの塩竈市の姿勢として大事なのかなというふうに感じたもの

でございます。 

  いろいろ質問してまいりました。市長が仰せのように、住みたいまち、住み続けたいまち塩

竈を目指して、高齢になり、子供のところに転居した方なんかも、実は行ったけれども住めな

かったということで、また塩竈に帰ってきました。家を処分しちゃったんですが、アパートを

借りて、またお友だちのところで暮らしたいと言って戻ってくる方も結構いらっしゃいます。

私は、すごくうれしいと思います。この地域で生活し、そして住み続けてくださる、そういう

市民の皆さんと温かく住みたいまちになるような、私たちも努力をしてまいりたいと思います。

そして、子供たちをこの塩竈の地で育てたいという若い方たち、若い方たちをもっと応援して

あげたい、そういった20年度の財政配分をしていただければということを申し上げ、ちょっと

時間早めですけれども、質問とさせていただきます。ありがとうございました。 

○中川副委員長 東海林委員。 

○東海林委員 私からも質問させていただきます。 

  その前に、この２月、３月議会のたくさんの議案があったわけですけれども、本当にてんこ

盛りにたくさんあって、私たち、考える、いろいろ調べる、そういうことがぎりぎりのところ

でやってしまわなければならない。もう少し、年間を通して配分をよくしてくれないかななん

て思ったものですから、今回も、この３月議会の中でも大変な量の議案があって、しかも、そ

れをきのう説明してくださったわけですけれども、本当にスピードで、委員長、副委員長の選

出も含めて２時間の中で説明されたわけですけれども、まず、皆さんは一枚の紙に自分が説明

するところを当局の方々書いてくるんだと思いますけれども、何ページのナンバー何ぼの何ペ

ージお開きくださいと言って、広げようかなと思っているうちに、もうばばばばと言ってしま

って、数字も見ないうちに終わってしまったというのが、私も何件かありましたので、午前中
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に説明を終わらせるということに対して、非常に、これはどっちの問題なのかよくわかりませ

んけれども、市長さん方の側の要望なのか、議会の要望なのかわかりませんけれども、その辺

でもう少し時間をかけて丁寧な説明をお願いしたいなということを次期の議会までに、ひとつ、

私たちも考えなければならないのかなということを感じましたので、ひとつ、感想として、お

願いとしてお願いしておきたいというふうに思います。 

  それでは、最初に、議案第17号の定数条例の一部改正案ですか、これについてお話を聞きた

いと思います。 

  市長は、就任以来、塩竈市は財政難で大変なんだと。他市と比較して、まず職員が多い、人

件費がすごくかさんでいるんだと、こういうところからして行政改革を私は果敢に言ってきた

と思うんです。そして取り組んできたと思うんですが、これは市長さんから市民への約束でも

ありますので、まっすぐに取り組んできたんだと思います。ふつうでしたら、私も褒めてあげ

たいわけですけれども、行政改革の柱に人件費の削減が大きく座っているところが、余り私に

はなじめないやり方なんですね。そして、一番手のつけやすい切り口で人件費に手をつけてく

るといいますか、市長はそういう点では、本当に人が多いと思っているのかどうか。類似都市

に比較してどうのこうのとか言いますけれども、どの辺の類似都市なのか。そして、本当に人

が多いと思っているのか、その点について、ぜひお伺いしたいなというふうに思います。 

  一般の市民の方々も、最近は市役所の人たち随分減っているよね、中に行ってみるとほとん

ど臨時の方ですよねとか、そういうような言われ方をしておりますけれども、そういう点につ

いて、ひとつ、お伺いしたいなというふうに思います。 

  それから、これまで、市長が就任して４年、５年になりますか、５年になりますけれども、

その間の中で、人員をどれだけ減らしてきたか。660人を目指しているというような言い方を

されていますけれども、その実態、職場の実態がどうなっているのか。職員団体でアンケート

なんかを調べてみると、本当に皆さん自分たちの実態を赤裸々に書いている。市長さんはこれ

をお読みになったどうかわかりませんけれども、どこも人が多いとか、緩やかだとか、これで

満足とか、そういうのは一つもありません。それについて、市長はどうお考えになっているか。

市長です。 

○中川副委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 職員定数についてのご質問でありました。我々の行政は、市民の方々の本当に安

心・安全であり、元気・活気であり、誇りでありということを実感として感じていただけるま
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ちづくりということが我々の究極の目的だと思っております。そういった目的を達成するため

に、しからば、本市の行政規模、事務内容等々をさまざまに今精査をしながら、定員適正化計

画というものを策定し、再三にわたり議会の皆様方にもそういった取り組みの内容、経過につ

きましては、これまでもご報告をさせていただいてまいったのかなというふうに感じていると

ころであります。 

  よく、類似団体比較ということを申し上げます。当然のことながら、事務量が共通する部分

につきまして、特に偏在するものがなければ事務量というのは一定程度の職員で進めていくと

いうことは基本になるのかなと思っております。そういったものを総合的に評価をさせていた

だきながら、定員適正化計画も既に何年か前に策定をさせていただき、進行状況についても議

会にご報告をさせていただいてきております。私は、多いと思っております。でありますから

こそ、15年に初めて市長として行政に取り組ませていただいたときに、５年間で100名の職員

数を削減をさせていただくということを申し上げてまいりました。しかしながら、そういった

ことが既に満たされておるにもかかわらず、類似団体比較、あえてそういうふうな表現をさせ

ていただきますが、類似団体比較では、まだ残念ながら相当程度職員数が多いという現状であ

りますので、第２次の定員適正化計画に取り組ませていただきたいというお話をさせていただ

いてまいりました。 

  詳細につきましては、担当より数字を詳しくご説明いたさせますので、よろしくお聞きとり

をお願い申し上げます。 

○中川副委員長 田中総務部次長。 

○田中総務部次長兼行財政改革推進専門監兼政策課長 定数適正化の取り組みでございます。 

  定数適正化につきましては、15年から100名削減ということで取り組みを始めておりまして、

17年10月には定員適正化計画を策定いたしまして取り組んできたところでございます。15年４

月１日の職員数846名が19年４月１日は731名ということで、15年４月、846名の職員でありま

したが、19年４月１日、731名ということで、４年間で115名の職員数の削減ということで取り

組んできておりました。このような、国全体が５年間で5.7％の削減目標ということに対しま

して、私どもの方については十数％の削減ということで急激に取り組んできたというふうに考

えてございます。 

  ただ、そういった中にございましても、類似団体と数を比較いたしますと、平成18年の会計

の部分で、91名の類似団体との差でございまして、私どもの方が多いということでございます。
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19年には若干類似団体の積算の方法が変わりまして、人口規模別の考え方でのとらえ方という

ことで、逆に類似団体との差が121名というふうに拡大している状況にございます。これがな

ぜかということでございますが、私どもの方でも定数削減を進めてございますが、類似団体に

おかれましてもさまざまな行革の取り組みを行っているということでございます。こういった

中で、私どもの方の大きな課題が、いわゆる現場部門、例えば学校給食の直営、それから清掃

工場の直営、それから教育委員会等の文化施設等が他市に比較しますと若干多い。それから下

水道施設とか公園の維持管理業務の現業部門、こういった部分が直営で行っているというとこ

ろに類似団体との格差となってあらわれているという現状かなというふうに思っております。 

  一般行政職を見ますと、ほぼ類似団体と近い内容にはなっておりますけれども、一方におき

まして人口減少ということもございますので、人口規模、それから予算規模等見合せながら、

さらなる適正化を図っていく必要があるのではないかというふうに考えているところでござい

ます。以上です。 

○中川副委員長 東海林委員。 

○東海林委員 単なる類似団体との比較といいますか、その類似団体もすごく幅があると思うん

ですよね。ことさら類似団体で比較されるところが、私は多賀城市とか近いところでは、これ

も類似団体の一つに入っているんだというふうに思いますけれども、そういうところとの比較、

では仕事はどうなっているのかと。例えば、多賀城市には浦戸というような離島もない、それ

から水産関係がないとか、市立病院もない、いろいろなそういう点での差があると思うんです

ね。ところが、そういうことは度外視して、人口とか人口密度とか、それからまだ直営である

からみたいな感じで、直営と民間の比較でいって、やはり最終的には民間というのはやはり営

利を目的とするわけですから、いろいろな点で直営とは全く違うのが当たり前だというふうに

思うんです。 

  そういう点で、私は比較の対象がちょっと違うのではないかな。皆さんが、職場の実態から

して本当に人は足りてないんだと。個人の力量にもかかっているとは思いますけれども、でも

ありますけれども、そうではなくて、やはり、このあたりの何年間の実績、実績と言ったらお

かしいですけれども、実態を見てもらえば、大変病人がふえている、現職死亡もいる、そして

最近は仕事が続けられない、あと一、二年で退職を迎えるような人たち、あと数カ月で目の前

で定年退職を迎える人たちがどんどんやめていっている。もうやっていられない。こういう状

態があるわけですね。このことを私はしっかりと見てほしいなというふうに思うんです。その
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ことは、すべて市民に返っていくわけですから。 

  また、定数を減らし、そして給与を削減すれば、やはりそれは交付税とかにもかかわってく

るし、税金のあれにもかかわってくる。収入にもかかわってくるんだというふうに思います。

減らせばいいという問題でもないということだと思うんですが、その辺はどうなんでしょうか。

今、本当に職場で仕事をしている人たちの実態について、市長は皆さんとひざを交えてお話を

したことありますか。組合との何人かの方々と話しして、了解をいただいたんだというふうに

思いますけれども、やはりもっと、私は職場に、市長さんときどき職場に行きますけれども、

そういう声をぶつけてくれる人はいないと思うんですよね。いいことは、皆さん、市長さんに

お話も聞いてくれると思いますけれども、そういう点で、本当に生の声を、私は職場実態とい

うものを聞いてないのではないかというふうに思うんですが、この辺をぜひ、これから、やは

り健康の問題とかもありますので、そういう点では実態に即した人員削減、私はこれ以上やっ

てもらいたくないなというふうに思いますので、数字の点で、余りやり過ぎではないのという

のが、やはり市民の声でもありますし、皆さんの実態でもありますので、その辺、よろしくお

願いします。お答えいただきたいと思います。 

○中川副委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 職員定数の適正化についてご質問いただきました。先ほどもご答弁をさせていただ

きましたし、例えば、今、議員から、市長は各職域の方々の生の声を聞いていないのではない

かというようなお話をいただきましたが、私も、そういった現業部門の方々のご意見等も拝聴

させていただいておりますし、あるいは保育所、さまざまなところに許される限り足を運びな

がら、そういった方々と意見交換をさせていただいております。現場の方々を、私は大切にし

てまいりたいと思っております。それが、市民の方々に対する負託にこたえることだというふ

うに思っておりますので、今後とも、足を運ばせていただきたいと思っております。 

  また、委員から職員がどんどん病気でというお話であります。私も、職員の健康については

本当に家庭がそれぞれあるわけでありますから、常日ごろから健康に留意できるような配慮は

させていただいてまいったつもりであります。市立病院、それから魚市場、浦戸交通という特

殊な分野を取り上げていただいておりますが、それらについては、すべて盛り込んだ上で比較

をさせていただいておりますし、もう一つ言わせていただければ、一般会計部門というのが一

番基本になるのかと思っておりますので、決して、先ほど申し上げました数字は他市と違った

業種がある部門を比較してこれだけだという話ではありませんので、その辺については適正化
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計画の中身にもしっかりと触れさせていただいておりますし、それぞれの課、部等でどういっ

た定数であるべきかということについては、毎年ヒアリング等実施させていただきながら、事

務事業の内容をつぶさに意見交換をさせていただいて、適正な配置となるような努力をさせて

いただいているところでありますので、ぜひ、そういった内容をもう一回ごらんいただきまし

て、決して、私が申し上げていることが無理難題ではないということを、ぜひご理解をいただ

ければ大変ありがたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○中川副委員長 東海林委員。 

○東海林委員 こればかりにかかっていると時間がありませんので、とにかく職場実態に見合っ

たような人員削減、お金の上からだけ見ていかないで、やはり働く側に立ってもぜひ、そして

市民のサービスもその分カットされるわけですから、そういう点では、ぜひ、そういう観点か

ら定数の問題は私は見ていただきたいということを希望しておきたいというふうに思います。 

  それから、次に、議案第20号ですけれども、人勧の問題ですね。その問題について、ひとつ、

（「資料ナンバー」の声あり）資料ナンバーの１の10ページなり、あるいは12の３ですか、こ

こについてお話をしたいというふうに思います。 

  この問題についても、昨年の人勧、９年ぶりに人事院勧告がなされたわけですね。わずかで

すけれども、0.35ぐらいですから大した金額ではありませんけれども、これも塩竈市はやらな

かった。これまで、私たちも二、三回、財政再建団体を、私も職員でしたのでくぐってまいり

ましたけれども、そういう中においても、まず、人勧は何の代償なのかということをきちんと、

その当時の当局の方々もきちんととらえておりまして、人勧は、これは守らなければならない

んだという方向で、私はやってきたんだというふうに思います。 

  これまでは、２カ年にわたって約５億円の独自削減をやってきたわけですね。それから、先

ほど言われたように、人員もかなり減らしてきている。この分、皆さんの肩にもかかってきて

いるし、財政上も大変助けてあげたんだというふうに思うんですが、何か、下水道料金の問題

が出てきて、その肩がわりかどうかわかりませんけれども、そういう点で、ことしは人勧やら

なかった。これについては、私は大変残念だなというふうに思います。そういう点で、この人

勧は１年見送りと言っていますけれども、すべて退職金なり何なり、年金なりに響いていくの

では、年金は一律でしょうからあれですけれども、響いていくんだというふうに思います。 

  まず、職員の生活の実態は、本当に大変なんですね。そして、これは市のやはり市民の方々

のご商売やっている方々の方にも響いていくわけなんですけれども、今後、こういうことはま
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だあるんですか。お考えになっているんですか、人件費削減について。いかがですか。市長で

す。 

○中川副委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 人事院勧告、例えば宮城県も見送ったようでありますし、我々の塩竈市の置かれた

財政環境につきましては、今議会でもご説明をさせていただいております。大変厳しい環境で

あります。また、市民の皆様方にも一定程度の、例えば下水道の使用料の値上げ等の大変心苦

しいお願いをさせていただいているわけであります。そういった中で、本市として、今回の人

事院勧告をどのように取り扱うかということにつきましては、私も組合の方と再三再四お話を

させていただいてきてまいりました。私の考え方も組合の方にはお示しをさせていただきまし

た。今、新聞等でも報道されましたが、本市の職員の平均給与、ラスパイレスであります。議

員も恐らくは本市の職員給与のラスパイレスがどういった位置にあるかということについて、

よくご存じかと思いますが、そういったことを我々はしっかりと受けとめながら、やはり市民

の方々にお願いすべきものはお願いする。それから職員がみずからの努力で汗を流す部分は汗

を流していくというめり張りのある行政を、我々は当然のごとく取り組まなければならないの

ではないかというふうに考えておりまして、議案第20号につきましては、おっしゃるとおり１

年間を凍結させていただきまして、今年の４月から何とかこういう形でお願いをできないかと

いうことで提案をさせていただいたところであります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○中川副委員長 東海林委員。 

○東海林委員 今、ラスの話が出ましたけれども、このラスについてはどうお考えになっている

かわかりませんけれども、塩竈の場合は96％ぐらいになっているんですか、私は決して、高い

と言えば高いのか、高くないと言えば高くないんでしょうね。というのは、国公のラスは最近

低くなっているんだと思うんですよ。というのは、道路財源の話も出ますけれども、天下りが

たくさんいるわけですね。30年から35年の間の人たちが非常に少なくなっている。その点で国

公のラスというのは低くなっているんだというふうに私は聞いています。 

  ですから、そこに合わせられると、35年以上勤務している人たちが市町村の場合は非常に多

いので、その辺で違ってくるんだという話も聞いたことがあるんですけれども、その辺はどう

お考えになっていますか。 

○中川副委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 私が申し上げていますのは、県内に13市がありますよね。その中で、本市のラスパ
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イレスがどういう位置にあるのかということであります。それは、もう新聞等で報じられてい

るとおりだと思います。ただし、今回の新聞等で報道された内容については、私ども職員の給

与の独自削減というものが入っておりませんから、そのことについては県等にも適正にご説明

をさせていただいておりますが、それ以前の比較については、その13市の中で本市のラスがど

れぐらいの位置にあるかということは、議員の方でもおわかりだと思いますので、そういう意

味合いで申し上げたわけでありまして、国云々の話ではなくて、県内13市の中で、我が市の位

置づけがどういう状況になっているかということで、私はご説明を申し上げたつもりでありま

すので、よろしくお願い申し上げます。 

○中川副委員長 東海林委員。 

○東海林委員 ラスというのは国公に比べてどうなのかということがラスの比較だというふうに

思いますので、私は国公を申し上げたわけでございます。もし、ラスを引き下げたいと言うん

でしたら、方法がないんですか。私はあると思うんですね。というのは、私、こういうこと言

いたくないですけれども、管理職手当を皆さんは全廃しろと、職員の方々は言います。私は言

いたくないです。でも、それで、ラスパイレスを下げるためには、やはり一つの方法として管

理職の人たちの基本給を下げて、では手当分をそこにぶっこんだらいいのでないかとか、そう

いう方法もあると。そうするとラスは下がるんだというようなやり方もあるということを聞い

たことがありますが、その点についてはどうですか。 

○中川副委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 管理職手当というのは、ラスパイレス指数の中には組み入れない話でありますので、

今ラスパイレスの中に入れるものの話をされましたので、それはちょっと勘違いでありますの

で、よろしくご理解をいただきたいと思いますし、今、管理職につきましてもご案内のとおり

２分の１をカットしております。ですから、管理職もみずからそういうことに立ち上がってい

るわけでありますが、私も、ラスパイレスというのがどういう数値の中身かというのはわかっ

ています。ただ、県内の他市との比較をした場合に、塩竈市がどういう位置づけにあるかとい

うことは、職員ももちろんわかっております。ですから、その辺を踏まえながら、我々今後ど

うあるべきかというような話の中で組合ともこういった話をさせていただいているところであ

ります。組合の方からも、１年間の凍結については理解をいただいたと私は考えておりますが、

そういったことを踏まえて、今回提案をさせていただいているところでありますので、どうぞ

よろしくお願いを申し上げます。 
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○中川副委員長 東海林委員。 

○東海林委員 これは、まだまだ時間が足りなくてやれない部分ですので、ひとつ、この辺で私

も別の方に移りたいというふうに思います。 

  それでは、土地開発公社の部分について、12の28ページ、ここに移っていきたいというふう

に思います。 

  土地開発公社、これ、読んでいてもちょっと私、わかりにくいなと思って、自分が頭悪いか

らそうなのかもしれませんけれども、わかりにくいなということなんです。この文書を読んで、

私が解釈した点をちょっとお話ししますと、土地開発公社の経営健全化事業、これに対して無

利子で貸し付けをするんだと。土地開発公社が土地取得、事業の用地取得、こういうものをや

っていくんだと。そして20年に土地を買うことを予定していると。そして、漁港背後地を買う

んだと。開発事業用地について買っていくんだと。そして、その健全化計画の財政支援措置制

度を活用して、10年以内に事業を進めるための土地を買うことを対象にしていると。公共用地

の取得債という制度を活用するものだということですか。これは、支援措置がありまして、何

というんですか、薄い額、何額というんですか、対象として100％充当になり、利子について

も２分の１を特別交付税で措置しますよと。だから、杉の入の裏を130.11平米、そういうもの

を買うんだというような中身だと思うんですけれども、そしてそれはその土地は山林であって

保安林ですよと。そうすると、土地開発公社で持っている土地なのか、それを市が買うんだと

思うんですけれども、なぜ、今、大変だ大変だ大変だと、金ない金ない借金だらけと言ってい

ながら買うのか。それから、市債を借りる、また借金ですか、こういうふうに思ってしまうわ

けですが、その辺をわかりやすく、市民の方にもわかりやすく、もちろん、私にもわかりやす

くご説明いただければと思います。 

○中川副委員長 東海林委員、取得土地の総面積13.011となるんですけれども、それ130.11と言

っています。（「失礼、読み方間違えました」の声あり） 

  答弁、田中総務部次長。 

○田中総務部次長兼行財政改革推進専門監兼政策課長 それでは、今までの土地開発公社のこと

を含めまして若干経過から入らせていただきたいなというふうに思っております。 

  土地開発公社につきましては、塩竈市からの取得依頼に基づきまして開発公社で土地を取得

して管理をしているところでございまして、18年度末にして簿価、いわゆる帳簿上の価格にし

て約30億円。８カ所の土地を持ってございまして、取得後三十数年も経過する土地、今、一般
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的に塩漬け土地等言われますけれども、そういったことを保有しておりますことから、健全化

ということが長年の課題でございました。これを種々今までも検討しておったわけでございま

すが、平成16年に国の方からいわゆる経営健全化の取り組みについてという一定の財政支援措

置が出されましたことから、それを受けまして平成18年６月、経営健全化計画を提出し、県か

らその経営健全化団体に指定されまして、健全化計画に取り組んできたところでございます。 

  当初の計画では、22年の最終年度に５カ所の土地をまとめて買い戻すという計画でございま

した。しかし、開発公社の運営というものは金融機関から１年ごとに借り入れしまして、それ

を回して運営するということになってございますので、価格がいわゆる１年前に借りた額に利

子が上積みされまして、それをまた借りて利子が発生するという中身になってございます。 

  そういったことから、取得価格に利子が、いわゆる複利で加算されるという仕組みになって

おりまして、それが簿価を増嵩させる要因となっているところでございますが、そういった中

で、平成19年ないしは20年に向けた金融機関との資金調達の関係の協議をしておりましたとこ

ろ、金融機関から、開発公社そのものが市の団体とは別で一つの民間団体と同様な考え方、そ

れから、そういったアメリカのサブプライムローンに発します金融関係の部分から、かなり開

発公社に対するいわゆる融資の条件が厳しくなってまいりました。そういったことが一方で信

用リスクを高めまして、借り入れの利率が増嵩するというような形になってきております。 

  先ほど申し上げました仕組みで、開発公社では金融機関から資金を調達してやっております

が、最終的には開発公社の土地は市で買い戻しをするというのが条件でございます。そうしま

すと、開発公社で持っている段階では銀行から借りたものに利子が利子を生むという状況にな

りますので、だんだん簿価が増嵩する。それに対して利子そのものもいわゆる高利率になって

くるということになりますと、これが市民の皆様の将来負担につながってくるということにな

るわけでございますので、そういったことから、早急な経営健全化が必要であると。 

  それから、銀行の方からは、一方におきましていわゆる融資額の減額というようなことも話

されてございまして、もし、万が一融資が受けられなければ、市の財政状況にもかなり厳しい

状況になると。そういったことから、早急な経営健全化いわゆる計画の前倒しということを判

断いたしまして、19年度から段階的な買い戻しということに取り組みを始めたところでござい

ます。そして、19年度に西町地区の分を買い取り、さらには県の振興資金の活用につきまして

協議が整いまして、海辺の賑わい地区の一部を買い取ったことでございますが、20年度におき

ましては、先ほど委員から出ましたように漁港背後地の部分を買い戻し、さらには資料の28ペ
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ージに記載してございますが、市から公社への無利子貸し付けといたしまして、経営健全化計

画の中で21から22年度までの買い取り予定でありました３物件につきまして無利子融資を行い

ながら簿価の増嵩を抑えようと。それが将来的な市の負担が減少する取り組みになるというよ

うな形で始めているところでございます。 

  先ほど財政課長から、ことしの予算の取り組みの大きな柱として開発公社が説明されてござ

いますが、そういった中で、長年ちょっと手をつけられなかった分がございますが、今回、経

営健全化団体に指定されたことに伴います財政支援措置を活用しながら、本格的な取り組みを

始めたところでございますので、ご理解をいただきたいというふうに思っております。以上で

ございます。 

○中川副委員長 東海林委員。 

○東海林委員 わかったようなわからないような、本当に難しい問題だなというふうに思います。

ただ、やはりこの時期にやらなければだめなのか。もう10年も先の話とか、今後いつ売れるか

わからないような話みたいな感じで、また市が買い戻したりいろいろするということは、本当

にだれか買ってくれればいいんでしょうけれども、そういう問題でもないのかなというふうに

思いますので、できるだけ、私たちからすれば借金をしてほしくない。利子が安くても、やは

り将来にそういうものが残っていくわけですから、借金はやってほしくないというのが皆さん

の気持ちだと思うので、私も単純にそういう疑問を持ったものですから質問させていただきま

した。 

  次に、この問題についてはまずひとつ、後の宿題ということで、今度はナンバー９、放課後

児童健全育成補助金の問題ですけれども、先ほど鎌田さんの方からもお話が出ましたけれども、

この問題については、これまでは市の方で直営でやってきたと思うんですね、放課後児童健全。

これが今度、社会福祉協議会ですか、そちらの方に移行することもできるみたいな、条例に13

条でなっているわけですけれども、それはもう４月から全面委託するということで考えている

のではないですね。事務を委託するようなことだと思うんですけれども、その辺の内容につい

て、もう少し詳しくお願いします。 

○中川副委員長 会澤社会福祉事務所長。 

○会澤社会福祉事務所長 条例関係のご質問だと思いますけれども、放課後児童クラブ、18年度

玉川小学校のお子さんが多かったものですから、パドマ幼稚園に委託して実施していたり何か

していました。そういったところで、条例ではそういった委託できるとかうたっていませんの
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で、現実の、条例と現実がちょっと乖離ができてしまったということで、本当にそのときその

ときに応じたお子さんのためになる放課後児童クラブを運営できるように、委託も可能である

ということで、今回、条例改正をしようとするものでございまして、決して社協に全面的に委

託とか、そういったものではございません。20年度は全部全小学校でやるというで進めており

ますので、誤解のないようにお願いいたします。 

○中川副委員長 東海林委員。 

○東海林委員 それで、先ほども鎌田さんの方からも言われましたけれども、この放課後児童ク

ラブの人員の採用の問題ですけれども、このことについては特に実施要項みたいなものがある

んだと思います。職員採用ですから。そういうものの中身について、ちょっとお聞きしたいと

思います。例えば、期間はどのぐらいなのかとか、更新はいつなのかとか、資格要件とか、そ

ういうものについてどうなっているのかお願いいたします。 

○中川副委員長 会澤社会福祉事務所長。 

○会澤社会福祉事務所長 放課後児童クラブの指導員でございますけれども、こちらの方たちは

一定の資格要件ということはございません。それで、保育所でしたら保育士の免許とか持って

いらっしゃる方ということになりますけれども、こちらは、塩竈市では資格要件は問わないと

いう内容でございます。こちらは今回、すべての事業がゼロベーススタートということで、20

年度の指導員につきましては全員面接をさせていただいております。そういった中で、きちん

と子供さんたちの保育を非常にまじめに考えていらっしゃる方、それから、もちろん資格要件

はございますけれども、保育士の免許を持っていらっしゃる方、あと、学校の教員の免許を持

っていらっしゃる方、それから幼稚園の免許を持っていらっしゃる方、いろいろいますけれど

も、そういったものは少し加算点ということになりまして評価させていただいております。そ

ういったものに基づいて、一定程度基準点をクリアした方に20年度の指導員をお願いするとい

う形で進めております。以上でございます。 

○中川副委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 それでは、私の方からも予算の特別委員会の資料も出ておりますので、それを織り

まぜながら何点か確認をさせていただきます。 

  予算の16番のところのページをめくりますと、１ページ、平成19年度の組織図の見直しとい

うのが19年度、そして20年度と比較が載っております。この中で、対比をしてみますと、例え

ば総務部の男女共同参画の推進室がなくなってしまうというか、課の中からなくなっていると
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か、あるいは社会福祉事務所のところでの社会福祉係ですか、こういうところがなくなってい

るとか、課でいいますとみなとまちづくり課、産業部ですね、１ページのところで、それがな

くなって隣のページの方でいうと産業の方の商工観光課ですか、そこに再編をされると。ある

いは浄水場の関係でも、浄水課がなくなって工務係の方にたしか移っているようなんですね。

そういう再編になっております。あるいは、今までの生涯スポーツ課のところが生涯学習課に

移っていく、こういうことですね。水道部は先ほどそういうことが今回の組織の中で触れられ

ております。 

  そこで、次の２ページのところで、今回出された、先ほど東海林委員も若干質疑を行いまし

た職員の定数条例、議案第17号というところで触れられておって、提案理由がされて当初の中

で、おります。総数787名を735名にしたいというような提案になっております。これは平成20

年度ですね。 

  そこで、先ほど東海林委員のところからも質問があり、市長の方から事務内容の精査、ある

いは事務量の点でも偏在しないようにしたいという旨の回答がございました。あるいは、田中

政策課長の方からも、この間、平成17年４月から846から直近の新しい数字で言いますと、731

名、総じて114名の定数を減らしてきましたと、こういう答弁がございました。 

  そこで、そういう点でちょっと確認をしておきたいんですが、そういう事務量の精査もあり

得るでしょうし、いろいろな現場の声を聞いているんですよというお答えがございましたが、

そういう点で、ちょっと確認をしておきたいのは、こういう点で、さきの１、２ページのこの

組織の図、組織図というのは新年度になってからいつもですと配られるような格好になってい

るわけなんですが、これは、今回、２月議会で、予算委員会で示されたということは、この組

織図が最終的なものとしてとらえていいのかどうか。もちろん、これを組み上げた上での定数

条例なんだろうと思うんですけれども、その辺の関係。 

  それからもう一つは、それぞれの組織図をつくる上に当たって、職場の中でのそれぞれの各

課でのいろいろな意見聴取というか、先ほど事務量精査と言っていましたが、そういうものが

積み上げられての結果なんだろうと思うんですけれども、そこはどういう形でこの間積み上げ

をして精査をして、いわば通常の職場の方々のいろいろな話し合いがあったと思います。私た

ちは議会の方ですから、それしかわかりませんけれども、そこら辺の経過についてお聞きをし

たいと思います。 

○中川副委員長 田中総務部次長。 
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○田中総務部次長兼行財政改革推進専門監兼政策課長 今回、ことしの４月に向けた組織見直し

の案について資料として出させていただいておりますが、今回は、11月の協議会でもそれぞれ

のところで報告させていただいたところでございますが、この組織図につきましては、現段階

での案ということで、本当に最終的な分での微調整はしたいというふうに思っておりますが、

現段階での案ということでとらえていただければというふうに考えてございます。 

  それから、組織なり定数との関連でございますが、当然のことながら、この組織図を想定し

ながら定数の管理ということも行っております。それに向けた各部、各課のいわゆる現場の意

見等の酌み取りの手法をどのようにしたかというお尋ねかと思いますが、まず、組織の見直し

につきましては、昨年の５月、庁議の中で一定の方向性、いわゆる組織の見直しの課題の基本

方針を定めながら、まずは政策課の中で基本的な考え方を整理し、そして10月から組合も含め

ました各部の代表によります検討委員会というものを設置いたしまして、その中で種々検討し

てまいりました。また並行しながら庁議の中でも現状の組織の課題等を整理しながら、どうい

った方向であるべきなのかということで検討してきたところでございます。 

  そういった中で、一定の案として11月下旬の協議会にお示しをさせていただき、１月の協議

会等にもお話をさせていただいたということでございます。その後、１月、２月にかけまして、

各部、各課の意見、定数と組織のヒアリングという形で行っているところでございますが、そ

ういった中で、組織見直しの考え方なり定数のあり方についてのヒアリングを調しながら、そ

れらを立体的に整理をいたしまして、さらに２月の中旬に再度検討委員会を開き、また、庁議

の場でも議論しながら、ここまで、いわゆる組織と定数という形で積み上げてきたという経過

でございます。今後は４月１日の実施に向けまして、事務分掌との詳細等について詰めていき

たいというふうに考えているところでございます。 

○中川副委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 これまでの流れ、答弁がございました。そこで、大体これまでの経過はそのとおり

なんだろうと思うんですが、実際のところ、例えば次のページのところの定数を見ますと、例

えば平成19年度の、これは全体の数で言いますが条例定数787名、実際の実人員が730というこ

とで、相当大幅な乖離があって57人の差が生じている。20年度と言いますから、今回提案され

た735名が今提案されている条例定数になっている。しかし、平成20年度の見込み数でいうと、

697名で38名ということになって、総数で市長部局からすべてを含めてそういう数なんだとい

うことですが、そうしますと、結局、一つはこういう実際の実数なり、平成19年度、今の19年
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度は実数ですから今の現状だと思うんですが、20年度大体こういうふうに見込んでいる。そう

すると、さらに来年度もこういう新しい21年度に向けての定数条例なるものがさらに出てくる

見通しになるのかどうか。やはり、数がだんだんだんだん合わなくなってくるわけですね。そ

ういう点が一つ確認をしていおきたいと。 

  それから、もう一つは、何度かいろいろな各課での話し合いをしたというような回答でした

が、そういうことはやっているのは先ほども回答がありましたけれども、果たしてそれで、い

わば仕事ができるんだろうかと。さっき東海林委員が市民サービスという形で質問していまし

たが、そういう、いわば地方自治体が本来果たすべき、やはり事務量が十分こなし得る課題に

なるのかどうか。先ほどの病気で休んでいる方々もいらっしゃる、いろいろな職員の過重の労

働の分野も出てくるという点で、その辺は総合的にどうとらえているのかお聞きをしたいと思

います。 

○中川副委員長 田中総務部次長。 

○田中総務部次長兼行財政改革推進専門監兼政策課長 まず、条例定数と見込みとの差でござい

ますが、19年度は787名に対して57名の差、平成20年度が735名に対して38名の差ということが

出てございます。私、昨日の定数条例の改正の中でちょっと申し上げましたが、イのところの

市立病院の職員でございます。180名に対して31名の差ということになってございますが、市

立病院の定数につきましては199床のベッド数の医療体制を確保するために必要な人数につい

ては、定数条例も確保するということでございますので、引き続き180名を確保しているとい

うことから、市立病院の31名という差が定数の今回提案しております条例定数と見込み数との

差に大きく影響しているということでございますので、ご理解をちょうだいしたい。 

  それから、平成21年度でも条例改正を行うのかということでございますが、私どもの方でい

わゆる定数適正化を着実に進めるという観点から、条例改正を毎年行いながらというふうに考

えてございますし、それから、財源対策として退職手当債等をお借りしておるわけでございま

すが、その中でもいわゆる定数適正化計画を確実に履行しているという部分の内容として、条

例改正も必要であるというご指導等もちょうだいしておりますので、そういったことを含めま

して、来年度も条例改正が必要ではないかと、現段階では考えているところでございます。 

  それから、仕事ができる体制かというお話でございましたが、先ほど市立病院のところでも

申し上げましたとおり、いわゆる法的な基準を要するものについては、例えば正式採用か臨時

職員かという形は別にしましても、基準に沿った職員の配置を行っておりますので、そういっ
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た部分での仕事の達成をするという体制にはなっているのではないかというふうに考えている

ところでございます。以上です。 

○中川副委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 退職手当債、３年、４年前から今回予算編成もされているようですが、こういうい

わば定数を減らすことによって、いわば退職手当債というのが認められるというのは、これ、

行革債もやはり同様なんだね。セットなんですよ。だからやはり、そういう点での職場のあつ

れきというか、やはり仕事量がこなせない問題も生じてくるという心配の声も、不安の声も出

ております。やはり、そういう点で、私は問題なのではないかということを一言言っておきま

す。 

  それから、次の、この資料16のところで、ページ数で27ページを開いていただくと、失礼し

ました、31ページですね、31ページのところに平成14年度から19年度の臨時職員の推移等就労

年数云々と、こういうこと書かれております。そうすると、この数字をみて、どなたかもたし

か過般の議会でご質問されているかと思いますが、一方、常勤嘱託は19年度はさほどの数では

ない、５人ぐらいですね。非常勤が89、パート採用が239ですよ。そして、後ろの表を見ます

と、勤務賃金支給表というのが書いてあるんですね、32ページに。常勤が14万から21万、ある

いは非常勤が13万から19万、事務、あるいはパートの職員の方々の時給は事務補助者で690、

これ、時間給だと思いますけれども。とにかくパートの、これはほかのパートの恐らく賃金形

態に合わせているんだろうと思うんですが、詰まるところ、そういう定員が減る分、これでや

はりあがなっているのかなと。結局、そういうパート採用なりのそういうところで、いわばい

ろいろな工面をしているというか、そういうふうにとらえていいのかどうか、確認をしたいと

思います。 

○中川副委員長 田中総務部次長。 

○田中総務部次長兼行財政改革推進専門監兼政策課長 職員が定数削減をしておりますけれども、

一方におきましては一部例えば保育所、病院、それから学校給食等基準数というものがござい

まして、一定程度の職員を配置しなければいけないという部分がございますので、そちらの分

については必要最低限の基準に沿った人員として配置をさせていただいているところでござい

ます。しかしながら、こちらの給与等でも示しているとおり、人件費ということになりますと、

かなりのいわゆる効果というものはあるのではないかというふうに考えているところでござい

ます。 
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○中川副委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 人件費のところでね。それで、最近、今、通常国会開かれておりますけれども、保

育所の職員の方々をパート、非常勤ではなくて正規で雇用しなさいということを舛添厚生労働

大臣に求めて、そのとおりだと、国のレベルでそういうふうに答えております。特に、子供さ

んの関係というのは、やはり保育の面でも非常に労力も費やすし、安全の面でも、いろいろな

意味で安定した雇用が一番なんだろうと思います。そういうことを踏まえて、その点は指摘を

しておきたいと思います。 

  時間がありませんから、次の方に移ります。 

  税務の関係で、何点かお聞きをしたいと思います。 

  そこで、資料の番号でいうと９番の５ページを開いていただきたいと思いますが、そこに、

市税、そして法人税の比較が載っております。それで、一つは平成19年度の関係で、例えば市

民税の実際に賦課した人数との関係で、ちょっと確認をしました。平成19年度が２万5,933人、

今年度が２万5,569人、マイナス364人というふうになっているはずであります。 

  それから、法人１号から７号まで、前年で比較をすると、時間もありませんから数だけ言い

ますけれども、法人事業税のこの関係で見ますと、約58社ぐらいがたしかこの法人の関係で数

が減少している。つまり、倒産なりあるいは事業閉鎖なりというふうな数字を見受けられます

が、主たる要因について、あるいは個人市民税の、いわば減っている理由。それからもう一つ

は法人税の関係で、どういう業者のところにこういった、いわば減っているのか、主な要因を

お答えいただきたいと思います。 

○中川副委員長 星税務課長。 

○星税務課長 まず、今、ご質問のありました法人につきましては、その前に課税人口でござい

ます。確かに前年比に比べまして364名の減ということでございまして、これにつきましては

人口の流出、先ほどから申し上げてまいりましたところでの減でございます。それから法人に

つましては、たしか前年比に比べまして合計の数で１号からここの９号まで載っていますけれ

ども、56社だったと思いますが、その辺の減でございます。これは、主なところで見ますと市

内の倒産、あるいは自己破産、そういったものを含めた減額でございまして、ただ、中には、

例えば１号の法人が会社企業の努力とか企業経営の改善によりまして１号から３号とか、そう

いった格が下がったところも中にはございます。そういった中で、先ほどありました、どうい

った企業がということになりますと、ここの法人でいいますと５号から７号のところが非常に
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多うございます。これらは、市内の中小企業あるいは一般の企業も含めますけれども、こうい

ったところでの倒産、あるいはそういった企業への減少ということで、現在は見込むところで

ございます。以上です。 

○中川副委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 ３、４、５。３、４はどういう業者でしょうか。 

○中川副委員長 星税務課長。 

○星税務課長 ３号につきましては、主に市内の金融機関、それから若干大手の建設業、それか

らスーパーあるいは量販店も含めたところでございます。４号につきましては、鉄鋼業の大手

あるいは清掃業の大手、それからスーパーの大手も含まれます。以上のような内容です。 

○中川副委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 やはり、大変市内の、もちろん全国、こういう地方は冷え込んでいるということで

すが、なおさら、塩竈の今のそれぞれの法人の抱えている実態がこの中でも明らかになってい

ると思います。やはり、私、施政方針の中で、水産業果たしてこれでいいかという質問、厳し

い意見吐きましたが、現実はやはり、来年度の法人税の実際のこういうところを見ますと、や

はりどこに手を打つべきなのか。もちろん、それはすべて手を打てるというふうなところもあ

るし、手を打てないところもありますが、例えば、水産業の振興策の予算で160数万と。果た

してこれでいいのかと。もちろん融資は大事でしょうが、現実に、この塩竈から企業がこれほ

ど撤退したり、あるいは閉鎖しているというのは、雇用の場がなくなってしまう。こういうこ

とになってしまうのではないのかと。 

  そういう点で、これはあくまでも税にあらわれた、こういった今年度の予算編成の中での結

果ですから、ここはひとつ、そこをはっきり、今後のいわばどこに手を打つべきなのか、振興

策として水産業を施政方針でうたっておりましたが、やはり、こういう現実をリアルに見なが

ら手を打つと。誘致企業でいろいろ手を打ったようですが、11社だかと言っていましたよね。

そうすると、差し引きだって結局40社ぐらいは現実になくなってしまっているという結果です

ので、やはり、こういうところに目を当てて、しかるべき振興策をやはり払うべきではないか

というふうに思います。 

  隣のページを見ると、例えば隣の隣のページで９ページを見ますと、地方消費税交付金とい

うのがあるんですね。これ、消費税の額です。これに５％を掛けるとどれほどの消費税があれ

なのかというのがわかるんですが、19年度見ますと５億9,000万円。掛ける５％だと、消費税
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額、５％として消費税を徴集しているというのが29億5,000万円。ところが、今年度は５億

4,400万円ですので、27億2,000万円、５％掛けると。ざっと２億5,000万円。消費税そのもの

の総額も減ってしまって、消費の冷え込みというか、やはりこういう事態がこの数字の中にも

端的に示されていると思うんですね。これはあくまでも税の項目ですから、それ以上のことは

ございませんが、やはり、歳入の分野でどこに手を打つべきなのか。やはり、この問題を本当

に本格的に考えていくべき時期にきているというふうに思いますが、その辺について、予算編

成で当然こういうものも踏まえた予算編成だったろうと思うんですが、見解をお聞きしたいと

思います。 

○中川副委員長 三浦総務部長。 

○三浦総務部長 本日お示ししております資料は、昨年度の当初の予算と本年度の金額の比較と

いうような内容でございます。それで、今議会の初日に、２月補正の減額補正をさせていただ

いております。その減額補正された後の税額と今回上程をさせていただいております税額とを

比較してみますと、若干傾向が出てきている部分がありますので、その内容をご説明をさせて

いただきたいと思います。 

  例えば、土地価格の下落による固定資産税とか、それから償却資産、こういったものについ

ては大変厳しい状況が続いている。これはそのとおりでございます。ただ、一方におきまして

は、固定資産税の家屋の部分、これは２月補正後の額と比べますと量販店の出店や駅前のマン

ション建設による増というふうな部分が見られます。それからまた同じく賑わい地区への量販

店、各テナントの出店、それから公営公社の民営化による法人税の均等割、こういったものも

若干ではございますが伸びておる状況になってきてございます。 

  こうしたことを踏まえますと、我らといたしましては、これまで大変厳しい市税の環境、そ

れからまた、市の行財政環境ではございましたが、賑わい地区への投資、それから中心部にお

ける、例えば北浜沢乙線、こういったものへ取り組んできた、そういったことによる効果、そ

れからまた企業誘致による効果、こういったものが少しずつあらわれてきている、そういうよ

うな内容ではないかというふうに把握をしてございます。 

  そういったことを踏まえまして、今後もさらなる、ただいま申し上げましたような中心部の

再開発、それから企業誘致、こういったことへ取り組むと。そして、町の魅力を向上させる。

そして人口の減少への歯どめをかける。こういったことを積極的に取り組んでいくことが大切

ではないかと、そんなふうに認識をしているところでございます。 
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○中川副委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 補正絡みで後半の当初予算について論じてこうですよということを私は聞いている

のではございません。当初予算の、やはり今回の予算編成の中で、こういう産業の衰退、落ち

込み、企業の撤退というものについて、どう認識しているのか。やはり、現実は現実ですから、

そこをどうとらえているかということをお聞きしたのであって、補正予算との絡みで云々と、

あるいは、いうことをお聞きしているわけではございませんので、その辺は確認をさせてもら

います。 

  そこで、市の、ちょっと私も行財政の関係、そういう予算編成の中で、例えば施政方針の中

で行財政は一体何のために取り組むかということが随分と市長の回答にもございました。市の

行財政、市民サービスのためだ、あるいは自主自立のための自治体、赤字にくさびを打ち込む

と。そして、20年度は産業活性化、財政健全化を目指すと。これがたしか、質問に答えた内容

でなかったのかなというふうに思うんですね。それに比して、やはりちょっと、こういう問題

が一つあるというのははっきりさせておきます。 

  それで、資料ナンバーの16のところで、確認だけです、９ページのところを開いていただく

とスクラップ・アンド・ビルドというのが載っております。今年度、新しい年度の17の18、19

のいろいろなことが載って、17年度、次にビルド、新規事業ということですね。予算編成にか

かわっての予算の関係で出ております。11ページは財源対策云々と。 

  そこで、実はちょっと私も見ていて「おや」と思ったんですが、ビルド事業の中で、これ、

平成19年度の同じような資料を出してもらったんですけれども、当時、海辺の賑わい地区もち

ゃんと描かれているんですね。ビルド事業の中で今回見たら見当たらないんです。去年の事業

ベースの中でも、例えば新しい事業として平成17年５億1,300万、あるいは18年度９億7,200万

ということで、こういうことでのビルドの事業の新規事業をやってきましたよというのが、た

しかあったと思いますが、今回、ずっと見ると、ちょっとそういうところが余りないような感

じもするので、19年度、ちょっと見たような感じもないので、その辺はちゃんとこの中に組み

込んでいるのかどうか、確認をしたいと思います。 

○中川副委員長 田中総務部次長。 

○田中総務部次長兼行財政改革推進専門監兼政策課長 今回、スクラップ・アンド・ビルドの概

要ということでお示しをさせていただきました。９ページにスクラップをした事業ということ

で、10ページ以降からビルドの事業ということでさせていただいておりますが、一般会計等を
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中心にまとめた経緯がございまして、海辺の賑わい地区につきましては、19ページの上の方に

18年度の続きとしてございますが、４番目のところに海辺の賑わい地区グランドデザイン推進

事業ということで記載してございます。先ほど申し上げましたように、一般会計、普通会計を

中心にということでございましたので、当然のことながら、海辺の賑わい地区は事業の選択と

集中として重点事業として進めてきたところでございますので、そういった認識をしてござい

ます。 

○中川副委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 わかりました。これは一つ、そういうふうなことを確認をします。次に移ります。 

  先ほど、公社の問題で若干触れました。確かに、先ほどの計画、土地開発公社そのものの関

係でいろいろな、これまでの一定の答弁もございました。私もそれはそれとして、これまで議

会の中に何度も示されてきたことですので、ただ、１点だけもう一度お聞きをしたいんですが、

何を聞くかというと、無利子貸付金に関して、今回予算編成をしているわけですよね。それで、

この予算編成で、もう一度お聞きしたいのは、公社はもちろん本体は資本金もさほどないです

し、実際に６億1,500万円を貸し付ける、今後のいわば22年度までのいろいろな買い戻しのた

めの予算での貸し付けだということですが、この交付税の４分の１の特別交付税起債の利子の

４分の１、買うときには取得総額の関係で言えば、この半分かな、そうですね、簿価に対処し

て起債充当、利子の２分の１を特別交付税。取得する際にはそういうことですが、無利子貸し

付けの場合には４分の１ということで、財源処置はちょっと不利になるという、そういう点で、

もう一度貸付金そのものは貸し付けて、それは最終的に市の将来の起債として起債を起こすわ

けですから、それはもう一度起債を起こして返済するような格好になるのか、いわば市の、結

局、支払いになるのか、その辺、ちょっと確認をしておきます。それが財政、今後の予算運営

の中で影響をどの程度まで及ぼすのか確認をしておきます。 

○中川副委員長 田中総務部次長。 

○田中総務部次長兼行財政改革推進専門監兼政策課長 今回、公社への無利子貸し付けについて

お話でございます。先ほど東海林委員にも申し上げましたように、簿価の増嵩、それから開発

公社で借りますと信用リスクの分が利子上乗せになりまして簿価の増嵩、さらには融資の減額

ということで非常に厳しい状況でございましたので、今回、市から無利子融資を受けまして乗

り切ろうということでございます。 

  その仕組みでございますが、まず、市の方が起債を借りまして、その元金でもって公社の方
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に無利子で融資をいたします。そうしますと、公社の方にとりましては金融機関とのいわゆる

債務関係がなくなる。市との債務関係になるということでございます。そのメリットでござい

ますが、公社で借りた場合は利子が３％弱ということでございますが、市で借りますと２％弱

程度ということで、利子で１％の差がございます。今回無利子貸し付けをする分が約６億でご

ざいますので、１％といいますと約600万ということになります、申しわけございません、600

万ということになります。さらに、無利子融資になりますと、買い取りまでの間を無利子融資

ということになりますので、その期間、公社の簿価が抑制される。それから、この３物件につ

きましては21ないし22年度に買い取りの予定でございますが、その際、改めて市の方で起債を

起こしまして、その無利子貸し付け分の起債を返しまして、新たな起債の償還が始まるという

ことになるかというふうに思います。 

  さらに、無利子貸し付けをしている間の起債につきましては、２％弱程度で市が貸し付けを

受けるわけでございますが、その利子の２％を上限といたしまして４分の１に特別交付税の措

置がなされるということでございます。ちなみに、この三つの物件につきまして公社で３％弱

で借りていた場合、３物件を20年からそれぞれ買い取りのときまでに借りておりますと利子の

総額が4,700万ほどになります。こちらを市の方で、無利子融資として貸し付けを受けますと、

2,200万ほど、さらにこれに対して４分の１、0.5％ほどの特別交付税が措置されますので、若

干ここから減少になるということでございますので、２倍以上の開きがあるということになる

のかなというふうに思っております。 

  それから、いずれにいたしましても、こちらの部分につきましては、市で買い取りというこ

とになりますので、公社で保有しておりますと利率が高く簿価が増嵩します。市で無利子融資

という形で行っておりますと、それで簿価が抑えられるということになりますので、そういっ

た意味では市の将来負担が少なくなる。さらには無利子貸し付けを行っているときの利率につ

いても、このような形で減少するということでありますから、当該年度の市の負担とか、そう

いったことはございますけれども、将来負担を考えますと、本市の財政健全化にも大きく資す

るのではないかというふうに考えているところです。以上でございます。 

○中川副委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 そういう仕組みといいますか、いろいろ無利子貸し付けが一体どういうものか、今

の回答の中ではっきりしたと思います。いずれにしても、市の財政状況に与える影響というの

は利子分の軽減の分というふうにとらえていいんでしょうか。あるいは起債も６億、もちろん
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無利子貸し付けですから起債は将来起こさなければいけない、返済のための、金融機関から借

りるわけでしょう、起債を起こしてだから。その辺のちょっと関係だけ。 

○中川副委員長 田中総務部次長。 

○田中総務部次長兼行財政改革推進専門監兼政策課長 ちょっと説明が不足しておりました。無

利子貸し付けをする際、市が起債を起こすわけですが、その起債につきましては利子の償還は

始まりますけれども、元金の償還はないということでございますので、買い取り時に新たな起

債を発行した時点で、その元金を償還するということになろうかと思います。そういった意味

におきましては、市の方においては利子の償還だけということになりますし、その利子額も公

社で返済しているときに比べますと半分以下ということでございますので、そういった意味で

は有利な制度なのかなというふうに考えてございます。以上です。 

○中川副委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 次に進みます。さほど時間がございませんので。 

  次のところは、予算書の方でちょっと確認をさせてもらいます。予算の厚い方のところの予

算説明書９番です。それで、ページ数でいいますと最初に歳入の部分がございます。交通安全

対策費というのが県の予算の中で組まれていたと思います。それで、44、45ページ。それで45

の上の方に交通安全対策事業というのが書かれています。それで、もう一つは土木費のところ

で125ページのところに、北浜沢乙線の今年度のいろいろな事業が書かれております。そこで、

北浜沢乙線は今年度の道路整備としてほぼ完了するわけですが、景観事業、今後の課題になっ

てくるのかなと思います。いずれにしても、今後の、神社あるいはあの道路の軸の、今後の一

定の観光政策の、いわばスポットになっていくだろうと思いますが、もう一つは、宮町分庁舎

の前に地元の関係の方々から信号機をつけてほしいと、交通安全対策上、あと、四方跡公園で

すか、あそこの方の本町とこちらの北浜沢乙線とぶつかるところ、私も本町から行くと、片方

でもう道路がほぼ対面通行で整備されていますから、本町の方から来ると、結構スピード出し

ておっかないなというところもあります。そういう、いわば信号機などもやはり必要かなとい

うふうに思いますが、そういう箇所、地元でも要望されている箇所について、どういう形で今、

進めようとしているのか、確認をさせてもらいます。 

○中川副委員長 千葉土木課長。 

○千葉土木課長 北浜沢乙線の関係でございますので、私の方からご答弁をさせていただきます。 

  北浜沢乙線は県事業というふうなことで、今現在進行しております。交通規制等交通安全関
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係、これらにつきましても、事業主体でございます宮城県の方が公安委員会との協議を実施し

てございます。今、具体的にお話しいただきました四方跡公園並びに宮町分庁舎の前の信号機

についてでございますが、四方跡公園につきましては今月末を目標として設置というようなこ

とで、今、調整をしているというふうに聞いてございます。また、宮町分庁舎前につきまして

は、これは20年度の予算で設置というようなことで、東土木事務所さんの方からは聞いてござ

います。四方跡の箇所につきましては、北浜沢乙線全線なんですが、電線類の地中化を実施し

てございまして、そのほかにも相当数の地下埋設物がございます。したがいまして、信号機の

柱を立てる位置、これらが限定されるということのようでございます。四方跡につきましては、

消防団の西部分団の建物がございますが、あの前にございます電柱、どうもあの位置に限定さ

れるというようなことのようでございます。したがいまして、電柱が撤去された後でないと具

体的に現地の方には入らないという状況になっているというように聞いてございます。以上で

ございます。 

○中川副委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 いずれにしても、今月末、四方跡公園のところですね、それから20年度宮町分庁前、

20年度設置というふうな考えだということです。わかりました。 

  もう一つは、112ページのところで、商店街のいろいろな振興策がここに書かれています。

日曜日の日に、去年やりましたアートであふれているという映画を見てきましたが、あれはた

しか、単年度の予算ぐらいだったと思うんですが、いわばああいう事業、商店街の本町の振興

策のためのいろいろな取り組みを６月からやっていましたが、今年度の予算編成の中で、その

予算は見当たるのかどうか、あるのかどうか、あるいはこの中に全部組まれているのか確認を

したいと思います。 

○中川副委員長 荒川産業部長。 

○荒川産業部長兼商工観光課長 今年度の予算の中には含まれておりません。本町町通り研究会

が主催でやっている事業なものですから、来年度については、まち研の方でどういった形かと

いうふうなことで、今、継続してやるについても、今、検討中であります。 

○中川副委員長 暫時休憩いたします。 

  再開は３時15分といたします。 

   午後２時５７分  休憩 
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   午後３時１５分  再開 

○佐藤（英）委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  質疑を続行いたします。吉川 弘委員。 

○吉川委員 では、私の方から質疑をさせていただきます。 

  まず、財政について伺います。 

  今回の２月議会に対して総務部でまとめた資料議案の説明資料と、この中の一番最後の12ペ

ージになりますけれども、財政指標ということで連結実質赤字比率、これが18年度から20年度

見込みが出ております。20年度の見込みとしては11.6％と、このように年々少なくなっており

ますけれども、この実質赤字について下水道料金の値上げ、これの額が見込まれて財政として

出されているのか、それについてまず伺いたいというふうに思います。 

○佐藤（英）委員長 菅原財政課長。 

○菅原財政課長 お答えいたします。 

  連結実質赤字比率の試算についてのお尋ねだと思いますので、その点についてですが、その

試算の方法は、連結実質赤字比率でございますので、全会計の実質収支額をトータルしたもの

で出しているわけでございますが、19年度、20年度は当然まだ決算が終わっておりませんので、

確定したものではございませんが、その中で、19年度で一定の繰り出しを累積赤字会計の方に

するための予算化をしております。 

  それから、また20年度におきましても、一定の累積赤字縮小のための繰り出しは必要であろ

うというふうに考えておりまして、その一定の額を見込んで、そのほかの会計は18年度と同じ

であるという仮定のもとに出したものでございます。 

  その中で、お尋ねの料金改定の様相、そういったものについては、その試算の中に入ってお

りませんといいますか、試算には関係のないところというふうになってまいります。以上でご

ざいます。 

○佐藤（英）委員長 吉川委員。 

○吉川委員 今、言われたとおり、他の会計については平成18年度と同じようにということで見

込んでいると。そういう点で、下水道の料金の改定については入っていないと、そういうよう

に内容だというふうに伺いました。 

  それで、特に下水道料金については、特に財政難という、そういう理由でもって一般会計か

らの繰り出しをも減らすと、そういう内容だというふうに思っております。そういう面で、こ
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の間のいろいろ答弁にもありますように、本市のイエローカードと言われる赤字実質比率とい

うのは18％と、このようになっております。ですから、それとあわせても平成18年度には

14.2％、それから19年度の見込みが12.5、それからあと20年度の見込みは11.6と、そういう面

では年々下がってきている、そういう状況にあります。そういう中だと、これからの計画とし

ても魚市場会計、これが３億5,000万前後あったのが、これが７年間で5,000万ずつ入れて計画

的にゼロにしていくと、そういうように言われていますから、そういう面でやはり計画的にし

っかり減らしていくということが重要ではないかというように思います。 

  あと、続いて資料ナンバー16、これの５ページになりますけれども、平成18年度から23年度

までの財政決算と財政見通しを出していただきました。その中では、平成20年度の歳入歳出、

結局プラスマイナスで20年度はゼロと、こういうふうになっております。ですから、これまで

20年度から23年までの４年間であわせて51億の収支不足と。これが結局６億5,300万、これが

減ることによって45億になると、そういう内容だというふうに思います。そういう中で、特に

この間、下水道料金の改定の値上げ、各東西南北の町内会の協議会とか、あと商工会議所、そ

うして水産関係の組合などにいろいろ説明をやられてきた経過がありますけれども、その際の

説明では、二つ、別冊１、２ということで説明会資料、その中の塩竈市の行財政ということで、

この７ページ、平成23年度までのこの４年間で約51億円の収支不足が生じる厳しい見通しと、

このようになって棒グラフで歳入歳出、そしてその差、あとはさらに文章でもいろいろ市税か

ら交付税、あと歳出といろいろ、やはりわかりやすく載っているという状況がありますけれど

も、その辺で、この間の説明会では51億円の収支不足ということで、この４年間、そういう説

明がやられてきたのかという点で確認したいというふうに思います。 

○佐藤（英）委員長 田中総務部次長。 

○田中総務部次長兼行財政改革推進専門監兼政策課長 今回の下水道使用料改定に伴いまして、

各町内会、それから産業関係、それからさまざまな団体ということで説明会を行っていたとこ

ろでございますが、それに当たりまして、まずは全体に行財政をご理解していただく必要があ

ろうかというふうに考えまして、塩竈市の行財政という冊子をつくりまして説明会ということ

で回らせていただいておりました。その中に、議会に公表している資料の中で、こちらの財政

見通しの方は予算編成の作業中でございましたので、11月に議会の方にお示ししました財政見

通しの資料をもって市民の方々にご説明をさせていただいたという経過でございます。以上で

ございます。 
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○佐藤（英）委員長 吉川委員。 

○吉川委員 言われたとおり、冊子を使って説明がやられたと、そういう内容だというように思

います。やはり、説明を聞いた市民の方たちは、やはり51億ということで、本当に市の財政が

大変だなと、そういう受けとめ方だと思います。この51億円の収支不足、市民の方たちにはそ

ういう冊子でわかりやすく出ていますけれども、では議会に対してはどうかというと、昨年の

11月、そこで資料として各協議会、総務教育常任委員協議会でもこのように出されているわけ

ですけれども、それを見ますと、結局ページ数にしては本当に１ページにも至っていないです

ね。３分の２ぐらいの内容で、例えば収入を見ましても、市税とかそれから交付税、市債、そ

の他と、こういう４項目で、あと18年度から23年度までの年度別の数字が載っているだけなん

ですね。ですから、あとは必要なそういう説明とかそういうのは全くないと。ですから、そう

いう面で、本当に資料としてもしっかりとやはり議会で精査できるような、そういう資料にす

べきではないかというように思うんですね。 

  その後、２カ月たって１月の末になりますけれども、これが40億、これがやはり財政確保で

きたと、そういうふうに言われて、改めてそれが資料として出てきているわけですけれども、

その資料の中でも、例えば収入の部門でいけば自主財源の確保と、それからあと財源補てん先

とか、そういう二つがありますけれども、そういう中で、自主財源の確保では、例えば市税収

納対策の強化とか、さらに市有財産の有効活用とか、それから受益者負担などの見直しと、こ

ういうことで18億5,000万円の、そういう増収を、確保を見ていると、財政の。そういう述べ

方なんですよね。この問題でも、私、前に市長に対して受益者負担、これが下水道料金の値上

げ、これが入っているのかどうかということで質問しましたけれども、そのとき答弁ありませ

んでしたけれども、やはり、こういう問題でも三つがだんごになって18億5,000万円と、そう

いうことになっているとすれば、なかなかやはり具体的にどこがどういうふうにふえて、やは

りその辺がなかなか私は理解ができないと、そういう内容だというように思います。 

  ですから、そういう面で、やはり議会、本当に市民の代表として、そしてやはり市民を本当

に深めていくということからすれば、よく市長さんは、やはり議会と情報を共有してと、この

前言われましたけれども、そういう面で、もっとやはりきちんとした、論議できるような、そ

ういう緻密な根拠を持った、そういう収支不足の資料を出すべきでないかというように思いま

すけれども、その辺でのご答弁をお願いしたいというように思います。 

○佐藤（英）委員長 佐藤市長。 
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○佐藤市長 平成20年から23年度までの４カ年間で51億円の収支不足ということで、ご説明を申

し上げました。こういった歳出歳入のアンバランスをどのように解決していくかということで、

我々職員の総力を結集して、今、考えられ得るものをすべて引っ張り出しても、残念ながらま

だ可能性としては40億しかないと。にもかかわらず、皆様方の方からは40億は解決したんだと、

再三再四言われます。私は、確定した数字ではないということを何度もお断りしています。こ

の一言をとってわかるように、我々が一たん資料を出すということについては、その数字はひ

とり歩きしてしまうわけであります。でありますので、やはりきちっと精査した数字で、今後

具体的な数値をお示しをさせていただきたいということを再三再四申し上げてまいりました。

今ほども、もう40億は確定したんだというような表現でお話をいただきましたが、考えられ得

るということを再三再四申し上げてきておりますので、ぜひ、議員にはその辺のことはご理解

をいただきたいと思いますし、今後ともあらゆる手だてを活用しながら収支差の解消に努力を

いたしてまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

○佐藤（英）委員長 吉川委員。 

○吉川委員 一つは、受益者負担の見直しということで、この内容については下水道料金の値上

げも入っているというように、そういうように見ていいのかどうかということで、それについ

て。 

○佐藤（英）委員長 田中総務部次長。 

○田中総務部次長兼行財政改革推進専門監兼政策課長 １月のそれぞれの協議会に一定の考え方

ということで報告させていただいておりますが、先ほど市長からございましたように、あらゆ

る可能性を検討するという意味で、議会にご提案申し上げておりましたので、下水道の使用料

改定の内容についても受益者負担金の見直しの中に考えさせていただいている内容でございま

す。以上です。 

○佐藤（英）委員長 吉川委員。 

○吉川委員 確かに、あらゆる可能性ということで決まったものではないというふうに言われま

すけれども、ただやはり、協議会の資料、これは１月29日の総務教育常任委員協議会での資料

の中を見ますと、約40億円を圧縮できる見通しであるが、なお約11億円の収支不足を解消して

いくことが必要だと、そういう書き方をしているんですよね。ですから、やはりそういう面で

は、本当に誤解を生まないようなきちんとした文面でも、あと説明でもきちっと議会に示すべ

きではないかというように私は思います。 

-108- 



  19年度の施政方針の中にも、市長はやはり受益者負担の見直し、これについても今後議論を

深めていくと、そういう書き方がありましたけれども、その内容についても、いろいろ議論が

深められない中で、やはり12月議会での料金改定の提案と、そういうようになされました。 

  そういう面で、やはり、議会としてもそういう議案が提案されれば、それを審議していかな

ければいけないと、そういうようになっていますし、そしてあと、議会としてはまだ結論が出

ていない、継続審議となっているわけですよね。それが結局、そういう結論が出ていないまま

に各協議会の資料として、やはり受益者負担などの見直しということで18億5,000万の中の14

億2,000万これが入っているということからすれば、非常にやはり誤解を受けるというふうに

思うんですよね。ですから、やはり、そういう点では私としてはこういう書き方というのは、

まさに誤解を受けますし、そういう面では、こういうやり方、進め方というのは不誠実である

し、やはりやめるべきだというふうに思います。そういう面でご意見あればお願いします。 

○佐藤（英）委員長 三浦総務部長。 

○三浦総務部長 私たち市政運営に当たりましては、議会とできる限り情報を共有して一体とな

って取り組んでまいりたいと、こういう方針のもと、お出ししました資料につきましては、ま

だまだ不確かな要素があるということを前提にしながらも、誠意を持ってご提出をさせていた

だいたという経緯でございます。私たちといたしましては、今後ともそのような対応をさせて

いただきたいと、誠意を持って対応させていただきたいと考えておりますので、どうぞよろし

くお願い申し上げます。 

○佐藤（英）委員長 吉川委員。 

○吉川委員 私たちも、ぜひ当局と議会と情報を共有してということで、ですからそういう面で

は、やはり当局はいろいろな情報を持っているわけですから、それを本当に審議していく上で

も、議会に対しても、やはりそういうきちんとした情報を示していただいて、それで同じ土俵

の上でいろいろ議論を交わしていきたいと、そういうふうに思いますので、今後、改善できる

ところがあれば改善していただきたいというように要望しておきます。 

  あと、続いて、ナンバー９のページ117ページになりますけれども、土木総務費の中の13節

委託料、この中に木造住宅耐震診断等の委託料が544万円。そしてあと、119ページの木造住宅

耐震改修工事助成金355万入っておりますけれども、この財源内訳、国、それから県、市、あ

りますけれども、その内訳は幾らずつになるか、まず伺いたいというように思います。 

○佐藤（英）委員長 千葉建築課長。 
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○千葉建築課長 お答えします。 

  初めに、木造住宅の耐震診断委託料、こちらの方になりますけれども、同じ資料の15ページ、

国庫補助金でございますけれども、その中に歳入として一番下の方、272万円、これが国から

の補助金になります。それから21ページ、県の補助金になります。それでこちらの方で136万、

これが県からの耐震診断に係る助成費でございます。 

  次のページの木造耐震改修工事助成金、こちらの方でございますけれども、先ほどの17ペー

ジ、国の補助金でございますけれども、こちらの方で一番上の方の125万円、こちらが国から

の歳入でございます。同じく21ページ、県からの補助金でございますが、先ほど、午前中お答

えしました避難弱者に関する上乗せ補助の分、これが105万が県からの補助金になってござい

ます。以上でございます。 

○佐藤（英）委員長 吉川委員。 

○吉川委員 そうすると、国、県からの額を示されましたけれども、あと、残りは市ということ

でよろしいんですか。 

○佐藤（英）委員長 千葉建築課長。 

○千葉建築課長 そのとおりであります。 

○佐藤（英）委員長 吉川委員。 

○吉川委員 そうすると、耐震診断の委託料、これは19年度と比べて20年度同額の544万円にな

っていると。あとそれから、耐震補強の助成額も、これは前年度が300万でしたから、20年度

は55万円の増と、こういう中身ですし、あと、本市の耐震診断でいけば、その差というのは

136万円ですね。それからあと、耐震補強工事への助成としては、本市の場合135万円と、こう

いう額になるというふうに思います。 

  先ほどの質疑の中でも、答弁がありましたけれども、今年度の耐震診断の枠、これが40件と、

それから補強工事助成が10件、それからあと弱者に対する７件と、補強ではあわせて17件と、

そういう内容だというように思います。ですから、そういう面では、やはりこれまでとほとん

ど枠についても、それからあと耐震、それから補強の額、これが変わっていないというような

状況になっているというように思います。 

  これまでの質問でも答弁されたとおり、16年度から昨年の９月まで市長が言われていますけ

れども、耐震補強では34件と。ですから、３年半で34件ですから、年間当たり10件ですね。こ

れも枠が10件という状況はありましたけれども、ですからそういうことからすれば、非常にや
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はり、件数も少ないということと、あと助成額も一般的に20万、それから最高限度が30万と、

そういうように言われましたけれども、やはりそういう面で本当に補強に対する助成額、これ

がやはり本当に行うとすれば、実際、どのぐらいの補強工事に対するお金が、例えば一人の市

民が補強工事をするとすれば、どのぐらいのお金がかかるのだろう、大体一般的に。その辺に

ついてお聞かせ願いたいというふうに思います。 

○佐藤（英）委員長 千葉建築課長。 

○千葉建築課長 現在、促進計画策定中ということは委員の方にもお話ししてございますし、施

政方針の中でも市長の答弁の方でさせていただいておると思います。その中の市長答弁の中で

も、今現在、策定中の中で、今後進めていく中で一番大事だと言われる部分、やはり耐震診断、

そういったものを受けていただいて、そして実際にその建物の現在の状況を市民自体が把握し

ていただくと。そうした上で改修に臨んでいただくと。その前段の作業が、今、一番本市にお

いて必要なのかなというふうに考えてございます。 

  今年度、実は40件という枠でございましたけれども、40件になるまでかなり時間がかかった

と。ぎりぎりのペースできていたという、前々年ですか、までですとかなり早いペースできた

んですけれども、そういった経過もございますので、今一番本市で力を入れていかなければな

らないのは、実際にその家庭でもって建物の状況どのようになっているかと把握していただい

て、そして改修にしていただくということが一番大事かなというふうに、今、考えているとこ

ろでございます。 

  そうした中で、現在、実際に耐震改修、これまでしていった中での大体の平均的な費用でご

ざいますけれども、大体100万から150万くらいのところが、リフォームの部分は除きまして改

修だけ見ますと、大体そのくらいのパターンのところが一般的なところかというふうに感じて

おります。以上でございます。 

○佐藤（英）委員長 吉川委員。 

○吉川委員 一番大事なのは耐震診断だというように言われましたけれども、私は，耐震診断と

それから補強工事、これは一体ではないかというふうに思うんですね。やはり診断をやる方と

いうのは、あくまでも補強が目的であって、倒壊しないように、これが目的ですから、やはり

では診断をやることによって、本人、8,000円ですか、自己負担、これが補強に当たっては、

ではどのぐらいの助成がされるのかという、それとの絡みがやはり一体だというふうに私は思

うんですよ。 
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  ですから、やはりそういう面で補強に対してもしっかりした助成を行うということが重要で

はないかというように思うんですね。ですから、言われたとおり100万から150万の補強工事の

お金がかかると。では、実際、本市の場合、やはり20万から30万と限度額で30万。やはりこれ

だとやはり少ないんですよね。ですから、そういう意味で、やはり３年前に仙台市が60万円の

助成額に引き上げているんですよね。ですからこのこともやはり含めて、ぜひ市民の皆さんの

いろいろなご意見とか、あと考えも本当に聞いていただいて、本当にやはり90％まで倒壊しな

いように、それを引き上げていく、そういう考えがあるならば、そういう面で助成額について

も耐震診断だけでなく補強工事に対しても、やはり現在の20万から30万、これを引き上げる考

えはございませんか。 

○佐藤（英）委員長 千葉建築課長。 

○千葉建築課長 お答えいたします。 

  先ほどの答弁の中で重要な点が漏れているのかと思いますけれども、やはり私どもとしても

最終的な目標は耐震改修、必要とあれば耐震改修していただくと。それが最終的な目標であり

まして、その手段として耐震診断を進めていきたいということでございますので、ちょっと説

明の方では不足していたならば謝りたいと思います。 

  それとあと、助成の負担金額の問題ですけれども、これに関しては予算等いろいろな絡みが

ございますので、これからの検討課題だとは思います。ただ、現実的に、ほかの市町村等を見

ましても、助成金額でもって耐震改修の率されている部分と、誤解していただくと困りますけ

れども、金額というよりも、やはりそういうことを知っていただくということが大事だという

ふうに、今言われてございます。そうしたことも含めまして、ＰＲ活動と、あと実質的な耐震

改修への、あといろいろな制度の問題もございます。それからあと、もう一つ、昨年の11月、

耐震改修の方でちょっと国の耐震改修の助成金の制度が変わるということで、通知がきてござ

います。ただ、詳細について低所得者に対する条件が出たりとか、まず詳細について、もう少

し時間がかかるのかなと思いますけれども、昨年まで住宅改修でやっておりました条件撤廃と

いう部分が今回入ってきてございます。それから、助成の比率のアップということも、今回、

検討の中で出されておりますので、そうしたことから言えば､今、もう少し制度を使えるよう

な内容になれば、例えば同じ金額であっても、該当する件数をふやすことが可能になってくる

だろうというふうに考えてございます。以上でございます。 

○佐藤（英）委員長 吉川委員。 
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○吉川委員 いろいろな進め方あるし、あと国の方でもそういう変化があるということで、その

辺は、あと変化についてもいろいろ教えていただきたいというように思います。ただ、やはり、

本当に、結局20年度の予算が提案されていて、そして特に計画としても、この前は70％の進捗

率だと聞きましたけれども、これはいずれにしても19年度３月までつくるということになりま

すけれども、しかし予算の方はあいかわらず同じ、とにかく延長できているという、そういう

状況になっているんですね。それで本当に、では27年度は抜本的な、それで90％まで引き上げ

ることができるかといえば、やはり、私はそうは本当に納得できないんですよね。ですから、

この間出されている本市の防災計画、これによって結局シミュレーション、予想が出ています

けれども、結局、宮城県沖地震になれば、結局、4,100世帯のうちの34％、1,402軒、全壊、半

壊、そういう被害が受けると。ですから、そういう予想がされているわけですから、ですから

やはり、課長さんとして担当部門で本当に20年度からこれをやっていくということで、こうい

うシミュレーションに対して、ちゃんと整合性が全くないのではないですか。今、どういうふ

うにシミュレーションを見ているのか、その辺をお聞かせ願いたいというように思います。 

○佐藤（英）委員長 千葉建築課長。 

○千葉建築課長 現在、促進計画立てているということで、そしてこの計画をもとに、委員おっ

しゃるとおり、まず国の住宅でいえば90％、この枠をクリアするために、ではどのようにして

いくのかということで、そういう計画に対してこれからつくっていくということになります。

そうした中で、予算との絡みがございましょうけれども、担当課とすれば、今現在の枠以上の

枠でないと90％という枠をクリアすることできないというのは、当然、数値から承知していま

すので、そういった中で、現在の今度の住宅の改修工事の助成の枠とか、あとその他のいろい

ろな補助の制度とか、そういったものを活用しながら、これ以上の耐震化率を進めていきたい

と。ただ、やはり、耐震化実際にやられるのは市民でございますので、市民が耐震化に足を踏

み込むという形になるような形のＰＲ活動が一番大事かというふうに考えてございます。以上

でございます。 

○佐藤（英）委員長 吉川委員。 

○吉川委員 あと、進め方としても、確かに大変な金額かかるわけですから、やはり日常ふだん、

茶の間、一番時間多くいる、そういう部屋を補強するとか、あと、とりわけ夜間においては寝

室を補強すると。そういうやり方なんかもあるわけですけれども、ただ、いずれにしても、本

当に、やはり国・県、あと市としても90％やはり引き上げるという、そういう目標がやはり出
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されているわけですから、ですから、それにふさわしい、確かに市民がということで言われま

すけれども、やはり市民と同時に行政も一体となって、どうすれば本当に目標に近づく、目標

をやれるのか、そこのところがしっかりと進めていくということが重要ではないかというよう

に思うんですね。ですから、平成26年度までですか、90％までの、そういう地震の確率が言わ

れているわけですけれども、やはり市民の命とか、それから財産、家屋、これが全く失ったと

すれば、それこそやはり市の収入に対する影響というのも、もろにやはりかぶさってくるわけ

ですから、ですからそういう面で基本となる市民、財産、ここをしっかり守るということで、

ぜひ、やはり市職員全体が一丸となって、やはり目標90％という、この本当に気持ち、心を入

れて進めるということは、やはり要望しておきたいというように思います。 

  あと、続いて、同じナンバー９の予算説明書133ページになりますけれども、住宅管理、市

営住宅入居者明渡請求訴訟委託料、これが117万円ついております。前年度は234万円でしたけ

れども、前年度は何件の訴訟があって、どのような人が訴訟の対象になって訴訟の結果はどう

なのか、おおまかでいいですけれどもお聞かせ願いたいというように思います。 

○佐藤（英）委員長 千葉建築課長。 

○千葉建築課長 前年度の実績ございません。そして、今年度そういった経過を踏まえまして、

件数として削減させていただいているという状況でございます。 

○佐藤（英）委員長 吉川委員。 

○吉川委員 前回はなしということですね。それで、特に私、家賃滞納、確かに努力されて少な

くはなってきてはいますけれども、やはり、悪質な滞納者に対しては、やはりそれは厳しく対

応するということは、それは当然のことだというように思いますけれども、ただやはり、本当

に今、多重債務、これが社会的な問題になってきている中で、本市においても対応として相談

窓口、これが拡充されている、そういう例があります。ですから、そういうことから言っても

本当にそういう多重債務を解決するということは、やはり市民にとっても、あと市にとっても

税収、やはりプラスになる、そういう効果があるというように思うんですね。ですから、そう

いう中で、やはり、県のやり方として、宮城県建築住宅センター、ここでは家賃のお支払いな

どでお悩みの方にということでニュースを発行して相談をやっているんですね。あと、県自体

も年に数回、そういう定期的に入居者への周知徹底も行っております。ですから、そういう面

で、やはり本市の場合、やはり家賃滞納になったからすぐ裁判ということではなく、やはり県

と同じように、何が問題になって、何を解決しなければならないのか、そういう対応が非常に
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大事だというように思いますけれども、その辺については滞納者に対する接し方、これがどの

ようになされているのか伺いたいというように思います。 

○佐藤（英）委員長 千葉建築課長。 

○千葉建築課長。 滞納者に関しては、マニュアルに沿ってやることになりますけれども、第１

段階は督促から始まり、催告、そうした意味で催告が積み重なっていけば連帯保証人を含めて

お願いするというような形になってございます。 

  どうしても裁判にもっていくとか、そういった気持ちは毛頭ございませんので、どうしても

悪質な場合、何ぼ呼び出ししても出てこない方とか、そういった方に関しての最終的な手段と

しての裁判でございますので、その辺はご理解いただきたいと思います。 

  そうした意味で、できるだけ払っていただけるようなアドバイスとか、そうした面でのいろ

いろな分割の方法とか、そういう面での相談に乗ってございますので、そうしたことでいろい

ろ手を尽くしてございますので、よろしくお願いいたします。 

○佐藤（英）委員長 吉川委員。 

○吉川委員 本市の場合は、やはり家賃減免、これついても県の方では所得を基準にしてやって

いるという状況がありますけれども、本市の場合、やはり収入に基づいて減免をしていると。

そういうことからすれば、やはり本来ならば減免になる方も、やはり中にはやはり減免、これ

が扱いされないという方も出ているのではないかというように思いますけれども、その辺につ

いて、やはり今後､家賃の減免、これについて所得に基づいて正しくやるという点については

考えないのかどうか、伺います。 

○佐藤（英）委員長 内形副市長。 

○内形副市長 家賃の本市における減免制度につきましては、これまでお答えしてきたとおりで

ございます。塩竈市、昭和33年代だったでしょうか、公営企業法、住宅法ができてから、その

とおりやっておりますので、まずは塩竈の事情に合った減免制度を適用しているということで

ございますので、ご理解を賜りたいと思います。 

  またあと、今、訴訟の件でございますが、18年度、たしか４件ほどの訴訟を行いました。こ

れは、先ほど課長が申し上げましたとおり、再三にわたる相談に見えられないと。我々は、す

べてすぐ裁判ということではなくて、そのご事情をお伺いして、そして分割、分納、そういっ

たような、いわゆる支払い意思があるかどうかを確認させていただいて、そういったような対

応をさせていただいたところでございます。 
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  現在も、２件で260万ほどの家賃滞納されている方がございます。しかし、我々の指導に応

じて相談をされて、支払いをしたいと。されど、今、生活が苦しいので猶予していただきたい

と、そういったようなお話も伺っておりますので、決して多額な滞納があったから、すぐ訴訟

ということではございません。我々は本当に心のこもった心の住宅行政をさせていただきたい

と思っておりますので、今後ともそういったような対応をさせていただきたいと思っておりま

す。以上であります。 

○佐藤（英）委員長 吉川委員。 

○吉川委員 ひとつ、住宅の規則については県営住宅も市営住宅も大体同じような規則がつくら

れて、一方ではやはり所得、本市の場合はやはり収入になっているという、そういう違いがあ

るし、市が決めた内容で、ぜひ正しく適用していただきたいというように要望しておきます。 

  あと、滞納者に対する対処については、やはり悪質とそうでない、そういう内容について見

分け方をやっていただきたいというように思います。 

  あと、最後になりますけれども、国としては来年４月から、入居収入基準として収入の基準

とか、これを引き下げるとか、あと、高額所得者扱い、これについてのやはり引き下げる考え

があると聞いていますけれども、それについて、一応内容をお聞かせ願いたいというように思

います。 

○佐藤（英）委員長 吉川委員。 

○吉川委員 国の方では、現在の政令月収20万円以下が入居基準対象になっていると。あと、高

額所得者の場合は39万7,000円以上の方が、そして高額所得者の場合は、２年これが続くと、

結局退去しなければならないと。これが高額所得者の場合は31万3,000円に引き下げられると。

あと、先ほどの政令月収20万が15万8,000円に引き下げられると。こういう額が引き下がると

いうことになるんですね。ですから、このことによって、対象範囲が狭くなるということと同

時に、入っている方も家賃が30％引き上がると、そういうふうに言われているわけなんですね。

ですから、そういう面では、このような問題からしても、やはり減免については正しく対応し

ていただきたいということで要望して終わります。以上です。 

○佐藤（英）委員長 千葉建築課長。 

○千葉建築課長 失礼しました。今の件でございますけれども、実質的に施行されるのが20年度

からで、実質的に家賃に反映されるのは21年度の家賃からとなってございますので、21年度に

ついては、そういった意味での波及はないということでございます。 
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○佐藤（英）委員長 伊藤栄一委員。 

○伊藤（栄）委員 私は、平成20年度の塩竈市の予算審査に当たり、私は款項目節の項目別では

なく、総体的に見て、財源確保対策や支出額の抑制、対応策などについて質問をいたします。 

  昭和の人間なものですから失礼しました。 

  それで、資料ナンバー12の21ページと23ページを一応ご参照しながら、見ていただければと

思います。 

  今回の予算は、市民より要望、ご意見に対しできるだけこたえるよう努力したことが、少な

い予算の中、ご当局のやりくりがにじみ出ております。そのご労苦に対し敬意を評する次第で

ございます。 

  さて、市民は、予算が佐藤市長になってから予算総額が少し少なくなっているので、塩竈は

大丈夫だろうかと、心配の声が出ております。今回の一般会計では、当初予算において、179

億6,500万円を計上しておりますが、昨年は176億7,310万円と比較すると、約３億円を増額と

しております。内容を見ますと、市税で約２億円減、地方交付税で約２億円増、さらにはいろ

いろの交付金の増額により、全体で約３億円増となっております。 

  そこでお尋ねいたしますが、いろいろの交付金や、それから埋蔵金、歳入で埋蔵金とか、そ

ういうもので、交付金の事業など、そういうもので歳入が上げられるかどうか、その辺をまず

お聞きしたいと思います。 

○佐藤（英）委員長 菅原財政課長。 

○菅原財政課長 交付金の計上というご質問でございますけれども、交付金といいますと、国・

県等で制度化されている交付金がございますが、それらの交付金につきまして、特定財源確保

の観点から十分な制度活用を図るということの基本的な考え方でございますので、そういった

ものの活用を図っているところでございます。そのほか、また、有利な特財といいますか、交

付金といいますか、財団法人等から100％で来るような助成金もございます。そういったもの

については、主に年度中となるんですけれども、その団体の方からの交付についての内定通知

のようなものがあった時点で、補正予算に計上するというようなやり方でございますけれども、

例えばコミュニティ助成であるとか、そういったものがございますが、そういったものについ

ても、十分な活用を図ってまいりたいというふうに考えております。 

○佐藤（英）委員長 伊藤栄一委員。 

○伊藤（栄）委員 コミュニティ助成については満額県からで、市の支出はないということで、
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私らも長年、10年くらいいろいろ塩竈市ではちょうだいしているようですが、今回も、いろい

ろ町内会の会長さんとか、あと役員の方々が一生懸命になって県議会の先生をお願いし、昨年

からお願いしていて、今回も1,500万かなにかの助成金、コミュニティ助成金をもらえるよう

になったというふうなことも聞いております。 

  また、さらには来月あたりだと思うんですが、また、さらに250万のコミュニティの助成金

も、これを理由に昨年中にいろいろご手配というか、いろいろ、町内会長さんが努力してもら

ったと県議会の先生から、塩竈選出の県議会の先生からお聞きしております。そんなことで、

やはり、満額県の予算とか、あと国の予算何かを使うようなこと、さらには、埋蔵金とさっき

はちょっと申し上げたんですが、塩漬けになっている塩竈の市有地、土地、こんなのなんか、

かなりの数字の土地が、塩竈手持ちの土地があるのではなかろうかなというふうに思っており

ます。そういうものを、大いに活用して、歳入に必要なお金を生み出す方法、これらを一応考

えていただけたら、予算も楽になっていくのではないかなというふうに思っております。 

  さらに、支出では総務費、民生費は増額しておりますが、水産の町の塩竈ですが、農林水産

については１億799万9,000円の減、それから国の反映といいますか教育費ですが、これは２億

8,015万円8,000円の減と、こんなふうになっております。そんなところで、塩竈の水産業なん

ですけれども、いろいろ、今、油の高騰、そして原料の値上げ、そういうもので再三苦しんで

いるのではなかろうかと思うんですが、先ほど委員の方々からもお話あったように、今度は下

水の値上げとか何かでいろいろ大変であると。しかし、市民全体一緒なんですが、かかるもの

はかかるでしようがないだろうと。そういう面で、やはり水産農林、水産関係で何らかの方法

でそういう値上げする分を少しでも当局が援助する方法ができないかどうか。こんなことも、

私は予算を見て考えているところでございます。 

  さらには、教育費の減額なんですが、きょう１番目に我が会派の鎌田委員がおっしゃられま

した、今度のサマースクールですか、これなんかは私も何度か教育委員会の方へ電話している

んですけれども、ここ３年くらい毎年私は一般質問で行っています。ことしの１月26日だと思

うんですが、大手旅行代理店で結局子供さん、あとお父さんたちの浦戸、私らは宝の島と言っ

ていますが、ここへの体験研修ということで募集しております。私も見ないことにはいろいろ

お話しできないと思って申し込んだんですが、１時間でもう締切になっていたということが現

実でございます。あと、国でもです。これは補助事業があるので、実際、私がいつでも言って

いる道徳、マナー、ルールなんていうのは体験実習から生み出してくるものだと私は思ってお
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ります。こういうものをなぜ利用しないか。今度はサマースクールで一応アルバイト的な代金

15万くらい見ておるというようなことですけれども、大いに１週間くらいずつ、私は体験研修

に子供たちを出して、そういうものを利用したらどうかなというふうに思っております。この

辺は、今度の一般質問で強くまた言いたいと私はあるんですが、その辺を、支出面、何かご当

局のお考えがあれば、ちょっとお答えいただきたいと思います。 

○佐藤（英）委員長 福田産業部次長。 

○福田産業部次長兼水産課長 まず、水産業関係の経費、落ちているということでお話がござい

ました。先ほどもと言いますか、午前中もお答えいたしましたが、この減額になっている原因

は桂島で整備された事業が終わりまして、そこで9,300万、ことしについては使わなくなって

いる状況といいますか、事業が終了していますので落ちている状況です。 

  それから、松くい虫について、若干事業費で800万ほどしておりますので、それが落ちた原

因でございます。それで、水産業の振興策、では今何をしているのというようなお話かと思い

ますけれども、施政方針に対する答弁でも市長の方から述べさせていただきましたが、市長、

石巻、気仙沼と一緒に、議長ともども関係省庁にセーフティーネット保証に水産関係の団体を

入れてほしいということで動いていただきました。この間といいますか、１月になってから、

自己破産申請しました企業につきましても、原因は資金繰りでございます。どれだけ資金を提

供するかというのは、非常に現在のところ重要だと考えてございます。セーフティーネット保

証、現在、かかわりあると考えられる会社20社ほどございます。ぜひ、このセーフティーネッ

ト対象に水産関連の企業を入れてほしいというふうな動きをしてございます。これは実現でき

ることを我々期待してございます。 

  それから、先ほどもちょっと財団とかの有利な資金云々というお話ございました。昨年、補

正でこれ対応させていただきましたけれども、1,000万円の補助金を補正させていただきまし

た。これは、上限1,000万で３分の２の補助率でございます。カツオを使った新商品が、これ

が軌道に乗りまして、新しい工場をつくると、そういうような形になりますと水揚げ増なり、

それから雇用機会にもつながっていきますので、このような新たな取り組みを大事にしまして、

強力に推し進めていくといいますか、そういう形で考えてございます。既定の予算ではござい

ますけれども、それを何とか有効活用しまして、業界として、今一番何が必要かというのにピ

ンポイントになるかもしれませんが、補助なり光を当てて伸ばしていきたいと考えてございま

す。以上です。 
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○佐藤（英）委員長 伊賀教育部長。 

○伊賀教育部長 それでは、２点ほど伊藤委員の方からご質問がありました。１点に関しては、

教育予算の総括的な視点からということと、あと体験学習というような、まず１点目の、教育

予算の総括的な視点の方から説明申し上げますと、例年教育予算は一般会計の約10％ぐらい占

めております。本年度当初予算では、10款の教育費は15億1,656万円と、全体の約8.4％であり

ます。先に議決をいただきました２月の補正予算の、前倒しして月見ケ丘小学校、あるいは第

三中学校の耐震補強工事の予算、これが２億5,627万円加えますと、17億7,282万円と、全体の

約9.9％、これを占めることになりまして、9.9％ですね、これまでの、大体教育費の水準であ

ります約10％を維持したものと、まずは感じております。 

  それから、２点目の委員おっしゃる体験学習につきましては、各学校で総合的学習を一生懸

命取り組んでおります。その中で、この体験学習について、各学校で取り組むようにお願いし

てまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○佐藤（英）委員長 伊藤栄一委員。 

○伊藤（栄）委員 わかりました。しかし、今度の浦戸に行った大手旅行代理店で募集したのは、

子供とか大人の人数わかりますか。 

○佐藤（英）委員長 佐藤浦戸交通課長。 

○佐藤浦戸交通課長 今回実施しました、ノリすき、カキむきに挑戦ということで実施しまして、

11月と１月、それから２月の都合３回実施しております。その参加者の内訳でございますけれ

ども、11月に行ったときは市内を中心として53名の方、それから１月に行ったときの参加者は、

仙台周辺の方々が中心になりまして41名、それから２月に行いました浦戸暮らし体験ツアー、

これは遠くは東京都、それから神奈川県からの方も参加しまして、あわせて19名、合計で113

名の方かと思いますが、参加いただいております。以上です。 

○佐藤（英）委員長 伊藤栄一委員。 

○伊藤（栄）委員 今回、前の方、私、ちょっと存じなかったんですが、今度、子供15人の大人

が25名ということで、１時間以内に満杯になったと。それで、体験についても、浦戸で聞いた

ら大変好評を得たということを聞いております。そんな関係で、私は今まで一般質問では、と

にかく体験の研修で子供たちの教育、そして、まして浦戸なんかは土地なんかも随分あいてい

るので、何度も言っているんですが、やはり、自分の手で土に触れて、そして物見、収穫、そ

ういうものを子供たちに味あわせたいということが、私のいつも質問している中ではございま
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すが、そんなことで、やはり、１年に１回とかではなく、夏なんかを利用して何度でも学校の

生徒たちを研修に連れていく方法を、ひとつ、学校、当局でカリキュラムに組み入れるとか何

かで考えてほしいというふうなのが、私の実情でございます。そして、塩竈でそういうものを

体験した人らは、子供らは、本当に大きく成長するのではないかなと、私はこのように思って

おります。 

  それと同時に、浦戸の島民も、今度、子供だとかそういうお父さんたち来たので、本当に、

コミュニケーション、皆さん方の本当に対話、いろいろとうれしくなったということで、相当

好評を得たということを聞いております。先ほどちょっと下水のことを言ったんですが、浦戸

でも下水なんかも整備され、残された年寄りの方々の負担金大変だということも聞いておりま

す。しかしながら、今後、そういう生徒さんたち来るのには、そんな大変だと語っておられな

いということで、頑張るというふうなことも聞いておりますので、ぜひひとつ、そういう実施

を年に数回を実施していただければというふうに思っております。 

  それらと、また財政の方に言うんですが、こういう支出面で職員の方一緒なんですが、みん

な予算をとると、全部デスクワークだけで、結局数字を書いて、それが支出となってあらわれ

てくるんですが、お金の重みを大体感じないのではないかなと。だから、一人に何億でも何千

万でも持たせて、これで予算をやれと言われれば、みんなやはりけちってきて残す人がいっぱ

い出てくるのではないかなというふうにも思うんですが、まさかそのようなことできないので、

その数字の重みを、やはり現金の重みと考えて、職員の方々が一生懸命になって頑張れば、年

度末には本当に黒字の数字が大きく出てくるのではないかなというふうに、私は思っておりま

す。 

  うちらの家庭もそうなんですが、一生懸命数字書いても、現金の重みというのは余りわから

ない、実感しないというのが現状だと思います。そんな関係で、幾らの工事を発注すれば、こ

れだけ浮いたと。そうなれば、それだけの工事で自分の財布に残ったなどというふうな判断し

ていくように、物を買えば同じそういう方法、そして学校でも、教育に指導に行って何人分か

浮かせば、それだけ浮いてくるというようなことを、本当にみんな親身になって、お金の重み

を感じていれば、支出面の抑制というのが大きく浮上してくるのではないかなというふうに思

います。そんなことを、支出については、ひとつ、お考えいただければと。 

  それから、もう一度前に戻りますが、収入で、やはり塩竈で塩漬けになって本当にどうしよ

うもないという土地が、今、何カ所くらい残っているか、おわかりならちょっと教えていただ
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きます。 

○佐藤（英）委員長 三浦総務部長。 

○三浦総務部長 まず、浦戸の振興の方からお答えをさせていただきます。 

  東京から３時間で来れる離島、そしてまた行ってみますと道端にはお地蔵様があったり、渡

し船は旗を上げて大声で呼ぶというふうな、本当に都会人であればあるほど、あそこに流れる

時のゆったりしたもの、その素朴な魅力というものは実感できるかと思います。私たち、ただ

いまちょうだいしましたご意見をもとにいたしまして、できるだけ多くの方にこの魅力を知っ

ていただき、そしてさらなるイベント等によりまして、交流人口をふやして、そして地元の人

口減少にも歯どめをかける、そして魅力ある島づくりを努めさせていただきたいと、そんなふ

うに考えております。 

  それから、予算の執行に当たりましてご意見を賜りました。職員も、給与の独自削減等の強

力をしてもらっておる状況でございます。身を切る思いで取り組んでおる部分ございます。私

たち、ただいまちょうだいいたしましたご意見を踏まえまして、職員一同、さらなる努力をさ

せていただきたいと、そんなふうな決意で臨んでまいりたいと思います。 

  それから、ただいま遊休地につきましてのお問い合わせがございました。私たち、現在、売

却可能な遊休地のリストアップを既にしておるところでございます。現時点でリストアップし

ております土地につきましては、およそ20カ所というふうなことでございます。これらにつき

ましては、さらに整理をいたしまして、できる限り今後も売却に積極的に取り組みたいという

ふうに考えております。以上でございます。 

○佐藤（英）委員長 菅原財政課長。 

○菅原財政課長 私から、財政的な仕組みの上で職員のやる気といいますか、そういったものを

引き出すようなことについて、ちょっとご紹介といいますか、ご報告をさせていただきます。 

  平成17年度からでございますけれども、予算のメリットシステムというのを実施しておりま

す。それは、執行の過程で予算が計上されますけれども、そういった中でも必要な業務量を見

直しをしたり、また果たすべき目的は確保しながら、新たな仕組みをもって経費を節減したり

というような工夫をしているところがあるわけでございまして、そういったものについて一定

の評価をして予算上も配分しようというふうなことを、議員の皆様からの提案もあったわけで

ございますけれども、そういったものを17年度から続けております。そういった中で、そうい

った経費の節減等ができた場合には、非常に厳しい枠配分等を行っているんですけれども、そ
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の中に一部配分額の方に考慮するというふうな、そんな仕組みをしておりますので、ご報告を

させていただきます。 

○佐藤（英）委員長 伊藤栄一委員。 

○伊藤（栄）委員 よくわかりました。今後、この予算を見て、苦しいながらも塩竈は元気です

ということの発想であると私は見ておりますので、今度の広報などでも市民によく理解できる

ように、ひとつ、毎年そういう表示をして出しておるようでございますが、ぜひ今回も、市民

がそんなような心配もしております。これは見ている方とか、あと予算の見方、知らない人も

いるからいろいろな評語が出るのでないかなと思いますが、たまたま、予算が少なくなってき

たから塩竈危ないのでないかなというような、夕張の二の舞ではないかなということも言って

いるんですけれども、実際のところ、本当に我々議会としましてもいろいろなところ、市民の

要望にこたえようとして一生懸命なんですが、やはり、限られた予算なんですから、やはり私

たちも一番その予算については心苦しく思っております。今後、そういう面で、ひとつ、市民

との対話をしながら、元気で塩竈まだ大丈夫だということで、私らも一生懸命頑張ってくつも

りでございますので、予算の平成20年の予算の一般的なことを申し上げて私の質問を終わりま

す。ありがとうございました。 

○佐藤（英）委員長 お諮りいたします。本日はこれで会議を閉じ、３月５日午前10時より再開

し、一般会計についての質疑を続行したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○佐藤（英）委員長 ご異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

  本日の会議はこれで終了いたします。 

  ご苦労さまでございました。 

   午後４時２０分  終了 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

  平成２０年３月４日 

 

                 平成２０年度予算特別委員会委員長  佐 藤 英 治 
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  午前１０時００分  開会 

○佐藤（英）委員長 おはようございます。 

ただいまから、平成20年度予算特別委員会３日目の会議を開きます。 

傍聴人の方に申し上げます。携帯電話等持参されている方は、電源を切るようにお願いいた

します。 

これより、３月４日の会議に引き続き審査区分１・一般会計の質疑を続行いたします。なお、

質疑の際には資料番号、該当ページ等をお示しの上、ご発言くださるようお願いいたします。 

浅野敏江委員。 

○浅野委員 おはようございます。 

平成20年度の予算について、きのうの小野幸男委員に続きまして私の方からも質問させてい

ただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、資料№９から主に質問させていただきます。 

まず、８ぺージ、９ページをお願いいたします。今回当初予算におきましては、市税も減少

しいろいろな交付税も削減されている中ですけれども、この８ページにあります10款の地方交

付税が前年度より２億円ふえて、50億9,600万円という数字が計上されていますけれども、こ

れは地方と都市の税収の格差を是正するのを目的とした地方再生対策費が盛り込まれていると

思うんですが、その点いかがでしょうか。お聞かせください。 

○佐藤（英）委員長 菅原財政課長。 

○菅原財政課長 お答えいたします。 

20年度の予算で交付税を増額してございますけれども、この増額の大きな要因の一つが地方

再生対策費の創設ということでございまして、地方地域間の税収入にかなりの開きが出てきて

いるということから、その状況を是正するために設けられた地方再生対策費というのが交付税

の中で一定の需要額としてカウントするというふうなことが20年度から行われたわけでござい

ます。本市分といたしましては、試算値でございますけれども8,000万円というふうに試算し

ておりまして、この増額分のうち8,000万円については地方再生対策費の創設によるものとい

うふうに積算しているものでございます。 

○佐藤（英）委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。 

私たち公明党の方でも、この地方との格差につきましてかねてからいろいろ要望してまいり
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まして、やっとこの地方再生対策費ということが計上されるようになったと伺っておりますけ

れども、この8,000万円という予測は今まだ国会の方が審議が続いておりますけれども、間違

いなくというのも変ですけれども、本当にそれが「ふたを開けてみたら実は」ということにな

らない根拠はちょっとどの辺にあるのか、それもちょっとあわせてお聞かせください。 

○佐藤（英）委員長 菅原財政課長。 

○菅原財政課長 地方再生対策費の方の算出の方でございますけれども、総務省の方で一定の積

算の方法を示してございます。そういったことがございまして積算しているわけでございます

けれども、地方再生対策費は人口分とそれから面積分というような形で、おのおの積算がござ

います。それで、本市の場合面積分についてはかなり金額が少ないんですけれども、主に人口

分ということで、その人口分につきましても産業構造、第一次産業就業者数が主なものなんで

すが、今回の地方再生対策費では都市と地方の格差を是正するということで、第一次就業者数

の人口が多いところに配分が多いというふうな仕組みになっております。そういったことで、

第一次就業者数の人口数、それから高齢者割合の程度、そういったもので積算するというよう

な積算方法が示されましたので、それに応じて積算いたしますと8,000万円ということでござ

いまして、まずおおむねこの金額になるんじゃないかなというふうに見ております。 

○佐藤（英）委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。よくわかりました。 

それで、地方交付税というのは主に補助金と違いまして何に使われても市の裁量によると伺

っていますけれども、主に今回交付税がこれだけ２億円ふえまして、50億円という部分でどの

ような事業、またどのような配分を考えていられるのか、その辺ちょっとお伺いしたいと思い

ます。 

○佐藤（英）委員長 菅原財政課長。 

○菅原財政課長 お答えいたします。 

地方交付税の方は、その地方団体の一定の標準的な支出と標準的に入るだろうとされる収入

を計算して、その差額分について交付税を交付するというふうな仕組みでございまして、それ

が地方交付税は地方に固有の一般財源であるというふうに言われるわけでございますけれども、

一定のそのような算式のもとに行われますが、そのように確保された交付税、それから先ほど

の支出と収入の対比でいいますと収入の方に当然市税が入ってくるわけで、市税であるとか譲

与税であるとか、そういったものを加えた一般財源、その自治体で必要とされる一般財源の標

-129- 



準的なものを計算して、その一般財源を確保しようということでございますので、その一般財

源についての支出の方とリンクした使い方というのは制度上は想定していないわけでございま

して、そういうことで本市におきましても一般財源の市税と並ぶ柱としてとらえてございまし

て、種々さまざまな施策を行っておりますので、その中で一般財源は当然必要になってまいり

ますので、その中で施策の選択、周知を行いながら、その中に充当されていくという形でござ

いますので、ちょっとある一定の支出とリンクしているということではございませんので、そ

のようなことでございます。 

それからあと、そうすると支出との関係はどうなるかということなんですけれども、交付税

のこの間の大変大きな削減というのは、交付税は市税が減る場合にはふえてくるというような

そんな関係もありますので、なかなか表面上はとらえにくいんですけれども、交付税の方が三

位一体改革以降減ってきたというのがかなり大きな影響を与えているわけでございまして、そ

れが20年度に地方再生対策費が創設されたということで、これまでの一本調子の右肩下がりの

状況に幾分の変化が生じたというふうにもとらえてございまして、ぜひそのような方向に今後

もいけばより一般財源の減り方についての影響が抑えられてくるんじゃないかなというふうに

考えてございます。それが支出面でもいい方にあらわれれば、よりいいのではないかというふ

うに考えているものでございます。 

○佐藤（英）委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございました。 

じゃあ次に、市債についてお聞きしたいと思います。ページは29ページです。 

21款市債につきましても、将来における市民に対する負担ということで、極力抑えると。今

回につきましては、どうしても土地開発公社の貸付事業があるために幾分ふえるんだという説

明は、前に伺いました。そこでお聞きしたいんですが、この説明の部分で３目ですか土木債と

あるんですが、その説明の中で市営住宅の火災警報器は今年度まで設置というふうに法的に義

務づけられていますので理解するところですが、その下にあります地上デジタル放送対応共同

受信施設改修費というがあります。これは、国庫補助金の方でも150万円手当されているんで

すが、その残りの部分はすべて市債に充てているんですね。このことにつきまして、私も主婦

感覚ですのでどうしてもこれはことしやらなきゃならない事業なのかと、その辺からちょっと

お聞きしたいと思いますが、よろしくお願いします。 

○佐藤（英）委員長 千葉建築課長。 
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○千葉建築課長 地上デジタルの共同受信施設の改修の件ですけれども、今現在アナログ放送で

放送されておりますけれども、それが2011年にアナログが停波されまして地上デジタル放送に

変わると。そうした意味で、現在10団地29棟ございますけれども、そうしたものを一度にやっ

ていくにはちょっと大変な費用もかかってしまうので、そうした意味で段階的にやっていこう

ということで、20年度から部分的に順次やっていこうという形で今回初めて地上放送の改修事

業として今回載せさせていただいたということでございます。 

○佐藤（英）委員長 浅野委員。 

○浅野委員 わかりました。 

そうすると、全部一遍に直すというわけでなくて、何棟くらいやるんでしょうか。 

○佐藤（英）委員長 千葉建築課長。 

○千葉建築課長 現在アンテナで共同受信している部分に関していえば、ＶＨＦとＵＨＦがござ

いますけれども、それを一緒に合わせましてＶＨＦで各部屋の方に配信しているわけですけれ

ども、その方式でいきますとデジタル波になった場合に電波が届かないということで、ＵＨと

ＶＨと合わせた部分をＵの方で配信し直さなくちゃいけないということですので、全棟が対象

になるということです。家庭の要するにテレビの接続、アンテナ接続の部分までの改修という

ことでございますので、全棟が対象になります。 

○佐藤（英）委員長 浅野委員。 

○浅野委員 わかりました。 

そうすると、段階的にというご説明があったものですから、何棟かやってまたその残りをや

るのかなと思ったものですから。これは、何年かにわたって事業をなさっていくんでしょうか。 

○佐藤（英）委員長 千葉建築課長。 

○千葉建築課長 単年度の対象棟数とかという部分も絡んでくるかと思いますけれども、現在３

カ年で計画してございます。そして、今回の対象が……。資料がちょっと、後でお答えしたい

と思います。 

○佐藤（英）委員長 浅野委員。 

○浅野委員 じゃあ、よろしくお願いします。 

次に、39ページの財政調整基金についてお聞きいたします。 

本市の財政調整基金は、私たちの家庭で言えば預貯金と思っていますが、それがだんだん切

り崩されているということは私も伺っております。それで、平成20年度は約150万円の積立金
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となっていますけれども、現在この基金の残高はどれくらいあるんでしょうか。 

○佐藤（英）委員長 菅原財政課長。 

○菅原財政課長 18年度末現在の財調残高が１億6,000万円ほどでございまして、これが平成19

年度末でどのようになるかですが、現在の見込みでは３億円台くらいまでは回復するんじゃな

いか、３億円台程度になるんじゃないかというふうに見ております。 

○佐藤（英）委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ほかにも、いろいろな基金があると思っていますけれども、それはそれぞれの目的

での基金と聞いております。それで、そこからほかの目的には使われないんですけれども、長

期の貸し付けの金額があるというふうに聞いているんですけれども、それは今後どのような見

通しというか、返還とかそういった部分での財調の部分という意味で、どのようなことを考え

られているのか。その辺ちょっとお聞きしたいんですが。 

○佐藤（英）委員長 菅原財政課長。 

○菅原財政課長 特定の目的につきましては、基金条例の方に目的が定められておりまして、例

えば庁舎基金であれば庁舎の整備のために使うために設ける基金ですよというふうなことがあ

るわけでございまして、それ以外の取り崩しができないということになるわけでございます。 

それで、ただ近年の財政状況からしますと、基金からのさまざまな補てんをしないととても

やっていけないという中で、基金も現金について活用できないかということで、これまで行っ

てきましたのは特定目的基金からは長期で一般会計なりが借り入れるという形をとれば補てん

財源に使えるということがございましたので、そのようなやり方をしたわけでございます。 

一番初めに行いましたのが、マリンゲートを取得した平成13年度だったんですけれども、そ

の際に庁舎基金の方から６億4,000万円ほど借り入れたのが一番近年では最初の年度だったん

ですけれども、それ以降につきましてもミナト基金であるとかそういった基金からも借り入れ

をしたということで、補てん財源として活用しているわけでございます。 

これらの基金から借り入れたものにつきましては、基金等の間で一定の基金への返還計画を

つくりまして、それでちょっと長期にわたらざるを得ないんですけれども、それで返していく

というふうなことを想定しております。現在は、まだ基金への返済が行えない状態でございま

すので、ただ基金との一定の秩序を保ちながら基金に返済を行っていかなきゃないと考えてご

ざいますので、現在ですと20年度には計上してございませんけれども、21年度以降くらいから

基金への返済金も出てくるというふうに考えております。それを、ちょっと期間長くかかりま
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すけれども、20年とかそういった長期になりますけれども、返済をしていくということで考え

てございます。ただ、これは財政状況次第でございますので、財政状況が今後どのようなもの

になるか、そういったものを踏まえながら、その基金の返済計画については随時見直していく

というふうなことになろうかと思います。 

○佐藤（英）委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。 

多分、ここにいらっしゃる皆さん、また市民の方も一番心配されているのは、例えば大きな

災害また地震、そういった場合にいざというときに出すものがないという状況が、一番恐れて

いる状況でないかなと思います。 

それでちょっと関連してお聞きしたいんですが、168ページの方の11款災害復旧費というの

は、これは予算の枠組みはされているんですけれども、予算の計上はされていないように思わ

れるんですが、その辺もちょっとあわせてどのようなお考えなのかお聞きしたいと思います。 

○佐藤（英）委員長 菅原財政課長。 

○菅原財政課長 11款の災害復旧費の計上でございますけれども、この款におきましては災害が

発生した場合、その場合の対応するための公共施設等の復旧費を計上する款でありますので、

通常ですと災害が生じた場合に、その後に計上していくというふうな款でございます。 

○佐藤（英）委員長 浅野委員。 

○浅野委員 そのときのお金は、どこから持ってくるのか、そこまで聞いてよろしいでしょうか。 

○佐藤（英）委員長 菅原財政課長。 

○菅原財政課長 災害復旧費の財源ということでございますけれども、これまでの災害が起こっ

た場合の対応でございますけれども、まず公共施設が被害を受けた場合その復旧に工事費等の

お金がかかるわけでございますけれども、それにつきましては大規模な災害であれば国の方で

制度の活用の枠組みをつくっておりまして、その中で災害復旧費の補助金、それから災害復旧

費のための起債、そういったものが制度化されておりますので、それを最大限活用するという

ふうな対応をしております。 

それで、一定程度の規模以上の復旧工事費であれば、その年度の市の持ち出し分、起債もも

ちろん市の持ち出しなんですけれども、その年度に係る一般財源というのを極力小さくすると

いうことでしておりますので、それで数億円かかるとかというようなことは近年ではない状況

でございますが、ただ財政調整基金というのはそういった災害対応のためにも必要とされると
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いう趣旨で設けられている基金でございまして、やはり一定程度の財政調整基金は必要でござ

いまして、標準財政規模の５％程度が目安じゃないかなと考えているんですけれども、そうす

ると本市ですと５億円くらいになるんですが、やはりその目安となる金額まで何とか確保して

まいりたいというのが、一つの目標と考えてございます。 

○佐藤（英）委員長 浅野委員。 

○浅野委員 よくわかりました。ありがとうございます。 

次に、40ページの２款総務費についてお尋ねいたします。41ページの事業内訳の一番下に、

市民活動支援費として385万1,000円が計上されておりますけれども、この経費の内訳について

まずお聞きしたいと思います。 

○佐藤（英）委員長 澤田市民課長。 

○澤田市民課長 それでは、お答えをさせていただきます。 

内訳の一番主なもの、恐れ入りますが43ページの方をお開き願いたいんですが、節区分でご

ざいますけれども14節の使用料及び賃借料の中で、まず建物賃借料203万7,000円がこれが一番

大きい金額でございますが、これは現在本町にある市民活動推進室、これは空き店舗利用とい

う方針のもとに今使っているわけですけれども、その家賃が151万2,000円と。それから、今回

の施政方針の方でも述べさせていただいておりますけれども、マリンプラザを改めて機能を付

加するという形で、あそこも市民活動推進室という機能を付加するということで、マリンプラ

ザにつきましては共益費のみの計上ですが52万5,000円、これが一番大きい部分でございます。 

あとは、いろいろな共益費、あるいは警備料、保険料、そういったものになっております。

以上です。 

○佐藤（英）委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。 

そうしますと、今まで本町にあった市民活動支援室もそのまま置いておく、そしてもう１カ

所場所をふやすということなんでしょうか。 

○佐藤（英）委員長 澤田市民課長。 

○澤田市民課長 本町にある市民活動推進室につきましては、いろいろなパソコン、印刷機、そ

ういったかなり町内会さんからも好評をいただいて利用されておりますので、それはこのまま

継続というふうに考えております。ただ、会議とかあるいはいろいろな掲示とかそういった形

も市民活動の方々から要望が結構ございますので、今回マックスバリューの方で今までマリン
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プラザとして活用はいただいておりましたが、さらにもっと利用を高めようということで市民

活動推進の方にも利用していくと、そういった考えでございます。 

○佐藤（英）委員長 浅野委員。 

○浅野委員 そうしますと、二つ２カ所に市民活動支援室があると考えていいと思うんですけれ

ども、人数的な配分とかその部分はどのようになっているんでしょうか。 

○佐藤（英）委員長 澤田市民課長。 

○澤田市民課長 定数につきましては、まだ組織の見直し等で、今回の資料にも出ておりますが、

市民活動推進室が協働推進室という形でさらに男女共同なども取り込んだ方で、発展的な対応

をしようと考えておりますけれども、あとマリンプラザにつきましては臨時職員の方を配置し

ておりまして、いつでも利用できるよう、例えば打ち合わせ等でも使えるような、そういった

対応にしていきたいということで考えております。 

○佐藤（英）委員長 浅野委員。 

○浅野委員 わかりました。いわば、本町の方はこれまでどおり使っていただいて、そして会議

とかそういった部分において別な箇所をというようなことで理解してろよろしいんでしょうか。

わかりました、ありがとうございます。 

もう１点ちょっとお聞きしたいんですが、本町の方の空き対策というか、そういった空き店

舗対策の一つとしての推進室を設けたというのも理由だと思いますし、また交流人口を図ると

いう意味もあったと思うんですが、そこにおいての波及効果というのはあったのかどうか、ち

ょっとその辺だけお聞きしたいと思います。 

○佐藤（英）委員長 澤田市民課長。 

○澤田市民課長 市民活動推進室の利用者につきましては、利用票というものをできるだけつく

っていただいて統計はとっておりますけれども、18年度の実績で1,500名の方が延べでご利用

いただいております。主な利用の方はもちろんミーティング等でお使い、あるいは印刷機等を

活用していただくということで、そういった利用が一番多い活用をしていただいている状況で

す。 

○佐藤（英）委員長 浅野委員。 

○浅野委員 わかりました。 

じゃあ続きまして、69ページの３款民生費についてお聞きいたします。69ページの３款の民

生費の方に、中国残留邦人等生活支援給付費として1,180万円支給されるということで載って
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おりますけれども、これまで私たち中国残留邦人の生活支援給付というのは余り目にしてなか

った中身なんですけれども、これはちょっと公明党の方でも国で今回さまざま中国の残留孤児

の方たちが日本に帰られて、その後生活保護等のことで支給されていたと。しかし、なかなか

同じ日本人なのにという思いがあったということを受けて、今度このような国の対策になった

ということを聞いていますが、これにつきましてまず本市に在住されている中国残留邦人とい

うのはどれくらい、何家族くらいいらっしゃって何人くらいいらっしゃるのか、ちょっとわか

ったらお願いいたします。 

○佐藤（英）委員長 会澤社会福祉事務所長。 

○会澤社会福祉事務所長 中国残留邦人等というのは、中国に残留していた方とあとそれに樺太

に残留していた方と両方入ります。中国の方には２家族、そして樺太から帰還された方は１家

族という形になっております。 

○佐藤（英）委員長 浅野委員。 

○浅野委員 思ったより人数が少なかったなと思いましたけれども、それで樺太の方はそうでは

ないと思いますけれども、中国の方、特に長い期間約戦後60年過ぎていますので長いこと日本

語を使われていなくて、その部分でもいろいろ言葉なんかで隣人とトラブルになったりという

ことも私も一、二で聞いておりますけれども、そういった方たちが相談する窓口とか、また今

回このように改めまして支援給付費ということが支給されるとなれば、その取り扱いの窓口と

いうのはどのようになっているのかお知らせください。 

○佐藤（英）委員長 会澤所長。 

○会澤社会福祉事務所長 まず取り扱い窓口でございますけれども、これまでどおり生活保護担

当の保護係という形になっております。今のところ、特別言葉に困っている方というのは聞い

ていませんけれども、なお中国人とは限らず言葉に不自由な方、なかなか中国語を訳せる方と

いう人材が少ない状況でございますけれども、こういった方たちは宮城県の国際課の方でそう

いった方たちの取り次ぎをするような機関も設けられております。以上でございます。 

○佐藤（英）委員長 浅野委員。 

○浅野委員 それで、ここにもう１点あるんですけれども、この自立支援員雇用委託料というの

は、これは中身はどのようなことでしょうか。 

○佐藤（英）委員長 会澤所長。 

○会澤社会福祉事務所長 こちらは、こういった方たちを専門に就業活動に促進指導したり、そ
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ういう方たちのために人を雇うというようなお金でございます。 

あと20年度、そういったことを目的に専門の指導員を置く予定でございます。 

○佐藤（英）委員長 浅野委員。 

○浅野委員 やはり、自立していくための就労、この支援が大変必要かと思っております。ただ、

残留孤児として帰ってこられたご本人はかなりの高齢の方でもありますので、その辺の就労と

いうのもなかなか難しいかとは思いますけれども、その辺丁寧な扱いをしていただければと思

っております。 

○佐藤（英）委員長 会澤所長。 

○会澤社会福祉事務所長 20年の４月から、こういった中国等に残留邦人の方々の老後の生活の

安定を図るために新たな支援策がスタートします。それは、老齢基礎年金ですね、無年金の方

が多いわけですが、今回国の方ですべて保険料を負うというような形で、満額基礎年金が支給

されることになります。こういった方たちは、そういった基礎年金のほかにまた生活保護程度

の保護が受けられるということですので、一般の生活保護の方よりは優遇された措置がなされ

る予定でございます。 

○佐藤（英）委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。 

時間もありませんので、107ページの６款浅海漁業振興費についてお聞きしたいと思います。

これは、今年度減額されている中身はきのうもお聞きいたしました。それで、この支援事業補

助金というのは具体的にどのように使われているのか、中身をお聞きしたいと思います。 

○佐藤（英）委員長 福田産業部次長。 

○福田産業部次長兼水産課長 この支援事業補助金243万円でございますけれども、これは各漁

協が取り組みますそれぞれの事業に対して補助金を出しております。現在我々が出している事

業につきましては、アワビの中間育成事業、それからアカモクの養殖事業、それからアサリの

稚貝の放流事業、それからウニの放流事業ですね、そのようなものを中心に補助しておりまし

て、それを今後も継続していきたいと考えてございます。以上です。 

○佐藤（英）委員長 建築課長から、先ほどのお答えありますので。千葉建築課長。 

○千葉建築課長 先ほどの地上デジタル放送の改修工事の件数についてお答えいたします。20年

度に実施します団地数が４団地、８棟、戸数にしまして254戸が該当してございます。以上で

ございます。 
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○佐藤（英）委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございました。 

そうしますと、今福田課長がおっしゃったように４事業、アワビ、アカモク、それからアサ

リ、ウニなど。それで243万円って、金額にするとそのような余り大きな金額ではないと思う

んですけれども、この事業の報告といいますか中間報告とか一定の効果とかっていうのは当然

上がってきていると思いますけれども、その辺についてはどのような考えでしょうか。 

○佐藤（英）委員長 福田産業部次長。 

○福田産業部次長兼水産課長 まず、補助金の金額が少ないんじゃないかということなんですけ

れども、我々としましてはとにかく新たな取り組みをしていただくということに対しまして気

持ちみたいな形になるというのも変ですけれども、２分の１とかにはならないわけですけれど

も、とにかく補助金を出していこうということで考えておりまして。当然、出す場合におきま

しては成果がどうだったかということは確認させていただいております。 

それで、現在我々注目しているのはアワビなんですけれども、これは遺伝的にといいますか

発育状況が非常によいアワビを選別しまして、それを中心に養殖していく。そうすると、ほか

の一般のアワビに比べると発育状況が非常にいいという結果が出ております。当然何年かかか

るわけなんですけれども、今２年目ですけれども、３年、今後も状況を見ながら出荷できるよ

うな状況で考えております。 

それからウニなんですけれども、ウニについてもかなり松島湾で育つウニは品質がいいとい

うふうな評価を得ております。それについても、ウニは食べるものがないと結局大きくなりま

せんので、ですから漁場を選びまして余り集中してしまうと今度は育たないという形になりま

すので、適当なところに育ててそして品質のいいウニを育てていくという形で考えています。 

それからアカモクにつきましては、いろいろな新商品開発等の動きが出ておりまして、ただ

心配なのは乱獲されることによって資源が枯渇することが心配でございますので、島の方とそ

れから本土に近い方の海でアカモクの養殖をして、なおかつ乱獲については規制していくとい

うような形で今動いております。そのようなところが、浅海の今新たな試みといいますか、結

果が出ているところかなと考えてございます。以上です。 

○佐藤（英）委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。 

最後にもう１点。各漁業組合の方に幾らぐらいずつ、一律なのかそれともその漁業組合によ
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って違うのか、その辺配分をちょっとお知らせください。 

○佐藤（英）委員長 福田次長。 

○福田産業部次長兼水産課長 それぞれの組合で違います。一律配布はしてございません。取り

組みに応じて配布しておりますので。ですから、取り組みの行われない漁協につきましては、

残念ながら補助金は支給されないという形になります。 

○佐藤（英）委員長 浅野委員。 

○浅野委員 わかりました。 

じゃあ続きまして、139ページの10款教育費についてお聞きします。この教育費の中に、事

業内容の一番下に、問題を抱える子どもたちの自立支援事業とありまして、103万1,000円計上

されておりますけれども、その事業の内容をお聞かせください。 

○佐藤（英）委員長 佐藤学校教育課長。 

○佐藤学校教育課長 それではお答え申し上げます。 

この事業につきましては、平成19年度本年度から２カ年の事業でございます。それで、玉川

中学校を拠点校にいたしまして、専門指導員を配置いたしまして、不登校の児童生徒の早期発

見とその対応に対してさらに実践的な取り組みを行うものでございます。今現在玉川中学校に

校長職を退職した方を１名配置いたしまして、保護者に対するアポイントであるとかあるいは

子どもたちの相談であるとか、そういうことで不登校の早期発見・早期対応ということがメイ

ンでございます。以上です。 

○佐藤（英）委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。玉川中学校を拠点となされているというお話だったんです

けれども、各学校とももちろん連絡は密にされていると思うんですが、ちょっと昨年の夏にや

はり不登校が原因といいますか、ちょっと家庭内であばれた男の子もいたんですけれども、今

年度になってその子がどうやら発達障害の原因が見られるということもありまして、ちょっと

問題がだんだん変わってきたようなんですけれども、今一口に不登校と言いましてもいろいろ

な要因があると思うんですね。その部分まで、どのような対応をされていくのか、ちょっとそ

の辺簡単で結構ですのでお聞きします。 

○佐藤（英）委員長 佐藤学校教育課長。 

○佐藤学校教育課長 今委員がおっしゃられたとおり、不登校の原因となる部分で一般質問でも

ご質問あったとおり、軽度発達障害の子どもがやはりうまく理解されないためにいじめにあっ
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たり不登校というような原因もあります。それで、できるだけ学校といたしましてはその子ど

もたち、あるいは保護者の方と時間を十分取り合いながら、そういうところを発見しながらや

っていきたいということでございます。 

○佐藤（英）委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。 

じゃあ最後に、157ページの図書館費についてお聞きいたします。この図書館費の中の11節

備品購入費としまして1,323万6,000円、これはちょっと備品というにはかなりの高額だと思っ

ていますが、どのような中身になっているのかお聞かせください。 

○佐藤（英）委員長 渡辺教育委員会教育部次長。 

○渡辺教育委員会教育部次長兼生涯学習センター館長兼市民交流センター館長兼図書館長 図書

館の備品購入費ですけれども、基本的には図書館用の備品ということです。中身的には、図書

の購入がほとんどを占めます。一般書、児童書、あるいは中高校生向けの図書、それからＡＶ

関係のＣＤ等、そういうものです。それから、ＢＭ車、配本車ですね。13カ所のステーション

を回っておりますけれども、学校等を回っておりますが、そういう図書を中心とした備品から

なっております。以上です。 

○浅野委員 ありがとうございました。結構です。 

○佐藤（英）委員長 中川邦彦委員。 

○中川委員 私の方から幾つか伺いますが、最初に資料№９の商工費の方から伺いたいというふ

うに思っています。110ページです。よろしくお願いします。商工費が４億5,500万円強であり

ますけれども、昨年度からみれば2,300万円ほど減っておりますが、この件について全体の中

から一つずつテーマごとに伺いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

最初にですが、中小企業の対策融資制度、111ページの事業内訳のちょうど中間より下の方

にありますけれども、３億2,500万円。前回の商工費の予算が３億4,500万円ですから、この対

策に３億2,500万円とこれだけのものを与えているわけですけれども、ひとつ伺いますが、今

度昨年度から新たに融資制度が変わってきたということも聞いておりますので、まずその点に

ついてどんなふうに前年度から変わってきているのか、まずその点伺いたいというふうに思い

ます。 

○佐藤（英）委員長 荒川産業部長。 

○荒川産業部長兼商工観光課長 昨年の18年度から信用保証率が0.5から2.2の９段階に設定され
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ました。その中で、宮城県においては0.5から1.6までというふうな形で割り引きされておるよ

うな制度であります。制度が改正になった中で、企業努力が保証料率の増減に影響する制度に

改められたことにより、一定の保証率の負担を企業に求める一方、上限額のアップ、1,500万

円から2,000万円にアップさせていだきました。それから、要件の緩和により多くのニーズに

対応した制度にするために制度を改正させていただきました。緩和によるというふうな中身に

ついても、保証人が２人以上とかというふうなことになっていましたけれども、本人のみとか

そういうふうな形で緩和させて、利用を拡大したいというふうな形で改正させていただきまし

た。以上です。 

○佐藤（英）委員長 中川委員。 

○中川委員 今のがあれですよね、中小企業の振興資金だと思うんですけれども、あと小企業に

対する小口資金の融資制度もあると思うんですけれども、これについてもひとつお願いします。 

○佐藤（英）委員長 荒川産業部長。 

○荒川産業部長兼商工観光課長 小口についても緩和をしております。限度額については350万

円、そのままであります。なぜかというふうな形で検討していましたけれども、理由の範囲に

ついて今年度についても小口については３件、小口をお借りしている場合返済しないと2,000

万円の枠は借りられないというふうな形になっておりますので、多くの方々については2,000

万円の振興資金の方をご利用させていただいているというのが現状です。 

○佐藤（英）委員長 中川委員。 

○中川委員 結局、最初から狭めているという部分も出てきているというふうに思うんですけれ

ども、問題なのはどんなふうにして借りやすい方向があるのかということだというふうに思う

んですね。それで、狭めるというんではなくて、もう少し大きく広げていくとかそういうこと

というのは、まず考えられないんですか。 

○佐藤（英）委員長 荒川部長。 

○荒川産業部長兼商工観光課長 要件を緩和したことによりまして、借りやすくなったというふ

うな形には私たちは思っております。もう一つ申し上げますと、昨日もいろいろな形でお話し

ありましたけれども、原油価格の上昇によってセーフティーネットの要望等も行いつつ、この

振興資金についてはいち早く今経営環境が厳しいというふうなことで、最大６カ月間の貸し付

けについての据置期間を設けるような制度改正をしております。２月１日から、それも行って

おります。それについても、宮城県仙台市を除いて県内ではいち早く塩竈市がそういう形で実
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施しております。だから、利用については拡大していると、私たちは思っております。 

○佐藤（英）委員長 中川委員。 

○中川委員 きのうの皆さんの議論の中でも、加工屋さんが５億円の負債で倒産するとか、そう

いう事態も実際起きてきているわけですし、事業をやりたくても資金のめどが立たなくて廃業

しているという、そういうところも実際起きてきているということを聞いておりますので、や

っぱり何といっても一番借りるからには大変な努力をしなきゃならないというのは当然だとい

うふうには思うんですけれども、どういう枠を広げていくのか。何と言っても塩竈の地場産業

を守り育てていく上でもこういう融資制度というのをやっぱりきちっと理解していただくと同

時に、資金の面でも緩和できるものは緩和する、借りられるものは借りられる方向をきちっと

とっていけば、何とか営業を続けていけると、そういう努力をしている方もいるわけですから、

何とかそういう点について一つでも二つでも枠を広げていくという努力が必要でないかなと思

っております。 

それで、小口も含めてそうですけれども、さっきも言ったように企業の中には借りる力もな

くなってきているというのもあると同時に、今まで借りている分もあってそういう面も柔軟に

できないかと、そういう声も聞かれました。それと同時に、返済期間をやっぱり長くしてほし

いんだと、そういうことも言われております。何と言っても、先ほど部長が言ったように今の

経済状況は原油の高騰で大変な状況に陥っているということも聞いていますし、原料もなかな

か入らないと。そういう状況の中で、やっぱりこういう経済状況に見合った制度、そのことを

やっぱり見直すことができるんならば見直していくべきではないかなというふうに思いますの

で、その点についてもう少し柔軟に考えるということはできないのかどうか。答弁お願いした

いというふうに思います。 

○佐藤（英）委員長 荒川産業部長。 

○荒川産業部長兼商工観光課長 制度融資の改正の内容をもう一度ちょっとお話ししますと、ま

ず融資の上限額を拡大しました。あともう２点目については、先ほど申し上げたように連帯保

証人が原則的に本人だけでもいいですよというふうな形になりました。それから、営業年数が

１年未満、小口においては６カ月未満でも融資を可能にしますというふうな形で拡大をしまし

た。 

あともう一つは、貸付期間についても２月１日から据置期間を最大６カ月設けてスタートさ

せておりますので、今後もこういった制度改正についても中小企業に対してＰＲを拡大してい
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きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○佐藤（英）委員長 中川委員。 

○中川委員 中小企業の振興資金とそれから小口資金のそういうものも、今部長がＰＲをきちっ

としていきたいということだと思いますから、ぜひその点お願いしたいというふうに思います。

今こそ手を差し伸べる時期をどうしても逃してしまうと、結果的には不幸な状況になるという

こともありますので、ぜひそういう点での振興を図る意味でお願いしたいというふうに思いま

す。 

次に１点伺いますけれども、同じところですけれども、企業誘致活動の推進事業で19年度は

５万円だったんですけれども、20年度は13万6,000円とふえてはおりますけれども、私も全体

の、先ほど何で商工費の全体の額を言ったかということなんですが、やっぱり市長さんがよく

言う企業誘致活動、そういう点を考えてみても誘致活動をこれからどんなふうに進めていくの

か、そういう点をまず市長さんの決意といいますか、これだけの予算でいいのかどうか。私は

もっと必要な部分もあるんではないかなと思いますので、その点伺いたいというふうに思って

います。 

○佐藤（英）委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 企業誘致活動についてご質問いただきました。 

今、みなとまちづくり課を中心に本市内にあります遊休地等を最大限活用させていただきな

がら、企業誘致活動を行っているところであります。今金額のお話をいただきましたが、私を

初めやはり汗を流すということが一番大切なのかなと思っております。それぞれターゲットと

いたします企業にやっぱり数多く足を運びながら、本市の例えば交通の結節点としての利便性

の優位さ、あるいは人口要件、さらにはさまざまな制度的なものをＰＲをさせていただき、ま

ずは関心を持っていただき、現地に足を運んでいただくというようなことが企業誘致のスター

トになるのではないかなというふうに考えているところであります。決して金額の多寡という

ことではなくて、職員全体が企業誘致活動に従事するという気持ちで取り組んでまいりたいと

思っておりますので、議員の皆様方にもぜひさまざまな情報がございましたらご提供いただけ

れば大変ありがたいというふうに考えているところであります。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○佐藤（英）委員長 中川委員。 

○中川委員 次に、新たに予算化されたというふうに思うんですけれども、まちづくりの交流施
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設事業85万円について、これを伺いたいというふうに思います。 

○佐藤（英）委員長 神谷みなとまちづくり課長。 

○神谷みなとまちづくり課長 まちづくり交流施設事業85万円につきましては、宮町にございま

す旧亀井邸、これに関する必要な経費ということでございます。ちょっと内訳を申しますと、

建物維持管理に必要な光熱水費９万6,000円、修繕料40万2,000円、それから警備を入れており

ますのでそれにかかる通信運搬費４万8,000円、保険料１万9,000円、警備業務委託料10万円、

建物賃借料18万5,000円、合計で85万円という内容でございます。 

○佐藤（英）委員長 中川委員。 

○中川委員 よく人から聞くことなんですけれども、亀井邸の全室を全部開放しているわけです

か。 

○佐藤（英）委員長 神谷課長。 

○神谷みなとまちづくり課長 亀井邸の使用につきましては、一応私どもの課が窓口となりまし

たのは一定の取り扱い要領みたいなものを定めてございます。それで、亀井邸を使いましてい

ろいろな仕掛け、イベント、展覧会等をしたいというようなことに関しましては、これを開放

するということで、基本的に全室お使いいただけるという内容になってございます。 

○佐藤（英）委員長 中川委員。 

○中川委員 わかりました。手を入れるのもなかなか大変だとか、いろいろ聞いたものですから

伺ったわけですけれども、やっぱり安心して使えるようなものをぜひ進めていっていただきた

いなと思っていました。 

次に、消費者対策事業で伺いたいんですが、次のページになります。４項の消費者対策費に

ついて伺います。これは、昨年の曽我さんの一般質問でありましたし、私も12月で多重債務の

問題を取り上げたこともありますし、それでその後20年度で127万円という予算をつけていた

だいたわけですけれども、今社会問題になっているサラ金、多重債務の問題、今本市でもいろ

いろチラシをつくり始めたり相談の窓口を設けてきているというふうには思うんですが、もっ

ともっとＰＲといいますか、啓蒙活動といいますか、そういうところをしていくと大分変わっ

てくるのかなというふうに思いますので、困難な状況の中で努力している方々が結構いると思

うんですが、やっぱり何と言ってもこの多重債務問題とかそういうのは全庁的に取り組んでい

かねばならないというのは当然だというふうに思いますので、そういう点で議会の一般質問の

中でも答弁されておりますけれども、それ以後新しい年度に向かってどんなふうに取り組もう
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としているのか、その点伺いたいというふうに思います。 

○佐藤（英）委員長 荒川産業部長。 

○荒川産業部長兼商工観光課長 昨年から多重債務プログラムを踏まえまして、担当課だけじゃ

なくて関係各課と協議をしまして、今お話ししたとおりチラシ等を作成して周知しているとこ

ろです。20年度においては、施政方針の中にもありますけれども、相談強化月間を設けて時間

を延長して相談業務を拡大したいというふうにちょっと考えております。 

○佐藤（英）委員長 中川委員。 

○中川委員 拡大して取り組んでいただけるということで、安心しているわけですけれども、私

も交流集会とか東北集会なんかに行ってきたんですけれども、その中でやっぱり出てくるのは

なかなか入りにくいとかそういうこともあるものですから、安心して相談に行けるような場所、

少しなかなか運命を持っているとかそういう方たちが結構いるものですから、何としてもそう

いう人たちを救済できるといいますか、そういうことが必要だというふうに思いますし、私も

いろいろ聞いている中でお金の問題というのは命の問題と引きかえなんだということをよく言

われるものですから、そういう点で安心して相談に行ける場所、そういうもののある程度玄関

の正面がいいのかどうかはまた別にして、本当に相談しやすいようなそういう場所をきちっと

設けるということが市にとっても、税収上の問題にとっても未納されている問題にとってもプ

ラスに転じる部分というのが結構あるものですから、そういう点も含めて本当に親身になって

相談に乗ってくれるそういう窓口を設けてもらうといいますか、そういうことの考え方がない

のかどうか伺いたいというふうに思います。 

○佐藤（英）委員長 荒川部長。 

○荒川産業部長兼商工観光課長 先ほども申し上げましたけれども、20年度については強化月間

を設けて、利用時間、相談時間を拡大していきますというふうな形で考えております。場所等

についても、関係各課と協議しまして決定していきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

○佐藤（英）委員長 中川委員。 

○中川委員 わかりました。ひとつよろしくどうぞお願いしたいと思います。 

次に、143ページの小学校の給食費、学校の給食費全体についてまず伺いますが、ひとつ担

当の方に伺いますけれども、小学校と中学校の生徒数と学校の調理師、給食室といいますか調

理師さんを初め栄養士さん、そのうちパートの方が何人いるのか、お願いしたいというふうに
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思います。 

○佐藤（英）委員長 小山教育委員会総務課長。 

○小山教育委員会総務課長 それでは、まず市内の小中学校の児童・生徒数からお答えいたしま

す。小学校につきましては全体で約3,060名、中学校につきましては1,710名、合計で4,770名、

小中学校の児童・生徒数になります。 

次に、調理員の数でございますけれども、全体で48名おりまして、そのうち正規職員が29名、

非常勤嘱託職員が７名、パートの職員数が12名というふうになっております。以上です。 

○佐藤（英）委員長 中川委員。 

○中川委員 今全体の数を出していただいたんですけれども、栄養士というのは各学校に１名ず

ついるんですか。 

○佐藤（英）委員長 小山総務課長。 

○小山教育委員会総務課長 小学校７校のうち７名、中学校５校のうち５名となるところなんで

すけれども、浦戸につきましては併設校になっておりますので、両校で１名ですので、全体で

11名おります。なお、そのうち県費の栄養士というものが５名、あと市費の栄養士が６名とい

う内訳になっております。以上です。 

○佐藤（英）委員長 中川委員。 

○中川委員 今、きのうの資料№16の32ページに教育委員会の嘱託も含めてパート職員、これで

全体で47名というふうにありますが、その下にあります⑵の賃金支給額の中に学校関係のパー

トの職員はどこの部分に入るのか、まず教えていただきたいと思います。 

○佐藤（英）委員長 小山総務課長。 

○小山教育委員会総務課長 調理職員の臨時職員の賃金につきましては、32ページの⑵の賃金支

給額で申しますと事務補助の１時間単価が690円、これと同額であります。以上です。 

○佐藤（英）委員長 中川委員。 

○中川委員 全体の47名という数を、これで多いのか少ないのかどうかということもそうですけ

れども、やっぱり何と言っても子どもたちに安心・安全な給食を提供する、それが食育という

一つの教育の方向だというふうに思うんですが、やっぱりこの人たちが責任を持てるとか持て

ないとかという議論ではなくて、子どもたちに対する安全面、そういうものを考えたときに、

やっぱりきちっと身分も保証されたそういう職員というのが必要ではないかなというふうに思

うんですよ。それで、47名が少ないか多いかというんじゃなくて、本当に子どもたちのことを
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思うそういう一つの教育の場なんだということで、改めて時間給とすれば690円で本当に最低

賃金からいっても県内からいえば低い方に入るというふうに思うんですね。ですから、安上が

りの労働力でやればいいんだという問題ではなくて、やっぱり職員というのは削減するばかり

ではなくて、きちっと責任を持つ、それから安心して与えられるもの、そういうものについて

はきちっと確保するというそういうことが大切だというふうに思うんですね。 

それからもう１点伺いますが、玉川小学校と第二小学校の親子給食関係をやっていると思う

んですが、その当時玉川小学校がまだ独立して給食をやっているときの職員とパートの数と、

第二小学校のその当時の職員とパートの数と、親子給食が始まってからの職員の数を教えてい

ただきたいと思います。 

○佐藤（英）委員長 小山総務課長。 

○小山教育委員会総務課長 第二小学校につきましては、当時職員が４名、非常勤嘱託職員が１

名の全体で５名で行っておりました。玉川小学校につきましては、職員２名、非常勤１名、パ

ート職員１名の４人で行っておりました。19年４月から親子方式ということで、第二小学校の

方で玉川小学校の調理をつくることになりまして、その段階からは全体で８名ということにな

りますので、当時は二小、玉小、もともとは９名だったところを１名減らして８名という姿で

現在行っております。以上です。 

○佐藤（英）委員長 中川委員。 

○中川委員 始める前に、二小では職員１名とパート５名、それで６名ですよね。それでいいん

ですか。 

○佐藤（英）委員長 小山総務課長。 

○小山教育委員会総務課長 済みません。二小が職員が４人、非常勤が１名の５名で、以前はや

っておったということです。 

○佐藤（英）委員長 中川委員。 

○中川委員 そうすると、職員と非常勤、パートを入れて今は８名で二小でやっていると。そう

すると玉川小学校の生徒数というのは、今でもいいですが、どのくらいおりますか。二小と。 

○佐藤（英）委員長 小山総務課長。 

○小山教育委員会総務課長 玉川小学校が19年度が410名、第二小学校が690名でございますので、

全体では1,100名になります。 

○佐藤（英）委員長 中川委員。 
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○中川委員 そうすると、当然今私は当時の学校の状況と親子給食方式に変わってから相当な過

密になってきているというふうに思うんですね。やっぱり今度1,100名の、よく聞くと第二小

学校は1,000人以上の給食をつくるのに対応できるような設備があるというのは聞いておりま

したけれども、やっぱり何と言っても職員の数で安心してできるのかどうか、相当の過密にな

ってきているということも聞いていますので、その点について人員の確保とかそういうことが

考えられないのか。 

それから、よく懸念されているのは今第二小学校から玉小に運んでいくのに、一つのものが

３段階を経るわけですから、そういう点でつくる、運ぶ、また向こうに行って配るというそう

いう段階を経るわけですから、やっぱり安心して与えられるのかどうか。 

それから今いろいろお店に、大型店でもそうですけれども、ハエが混入したとか学校給食に

異物があったとか、そういうものが今社会問題にどんどんなってきていますよね。そういう安

全の面からいってもう少し配慮しなければならない部分があるのかなということもあるもので

すから、その点についてどんなふうに考えているのか、まず伺います。 

○佐藤（英）委員長 小山総務課長。 

○小山教育委員会総務課長 塩竈市の学校給食の調理を担当する職員の配置基準というものを定

めておりまして、もともと501名を超えた場合には５人配置しましょうと。そして、1,100名の

場合、先ほどの二小と玉小の合計児童数の場合、従来６人の配置基準で足りるという形でやっ

ておりました。ただし、今回経過措置的にその中で行うのはなかなか大変だろうということで

今現在８名にしているというような状況だというふうに私どもの方では考えております。 

また、先ほどちょっと申し上げませんでしたけれども、玉小の方では現在二小から運ばれて

きた給食を配膳するためのスタッフということで、１名のパート職員を配置して受け入れをし

ているというような状況でございますので、つくる、運ぶ、配るというときの配る部分につい

ては特別アレルギー食の必要なお子さんもいらっしゃいますので、間違って配るなんてことが

ありますと大変なことになりますので、そういったところ特に意を置いてそこに１名配置して

行っているというふうな状況がございます。以上です。 

○佐藤（英）委員長 中川委員。 

○中川委員 ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

それから資料№９、96ページに戻りますが、96、97ページの中段より下にあります休日急患

の診療、この問題について若干触れたいと思いますが、それと同時に資料№16の15、16ページ
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の、これは救急概要ということで資料を出していただきましたので、この点について若干触れ

たいと思いますが。 

その前にきょうの新聞とかニュースで、宮城県で休日急患の実態調査をした結果が新聞でも

出されておりますけれども、記事の中から紹介したいと思うんですけれども、07年度救急搬送

ということで照会、これは救急車から病院の照会ですね、５回以上が303件あったというのが

県内のやつは報告されております。救急車が呼ばれて、患者を乗せてから病院に行くまでの現

場の滞在時間が１時間を超えたのが59件あるということですね。それで、私は消防議会に行っ

ているものですから、去年の10月の議会のときに塩竈の実態を聞きました。そのときに、５カ

月だったんですけれども、19年度５カ月間で１回救急車が出るときに病院に行くまでの件数、

１回が1,908件、１回から３回が2,424件、４回以上９回までが196件、10以上が５件、それで

最高で管内で12件あるということが消防議会で質問のときに明らかになりました。これで、今

安心して救急車をお願いして病院に行けるのかどうかというときに、大きな問題になってくる

んだというふうに思うんです。 

それで、私の近くの方だったんですけれども、やっぱり50分かかったんですね。それも、市

内がだめで仙台まで搬送されたと。そういうこともあって、そういうのが現実に私も自分の近

所でそういう経験をしております。ここで記事を紹介するのはちょっとはばかるんですけれど

も、県が４日、2007年の緊急搬送受入状況の実態調査結果をまとめたと。その中で、手術や入

院が必要な重症患者が受け入れを断られ、医療機関への照会が５回以上となったのが、さっき

言った303件に上がったと。最多の照会回数は12件と。それで、県の消防課によると07年の緊

急救急搬送件数は７万9,831件、そのうち医療機関への受入照会をした重症患者の搬送件数は

8,235件だという結果が出たんですよね。 

それで、受入拒否の理由として最も多いのは処置困難で938件、ベッドの満床、いっぱいで

すね905件、手術中、患者対応中が682件、これが続いているわけですね。それで、そこで一番

問題だ、特異だというふうに思うんですけれども、照会されたのが22回は２件、これは仙台の

方だったんですけれども、６月８日に糖尿病と何かで足がむくんで動けなくなったと。それで

処置困難やベッド満床を理由に受け入れを拒否されたと。この方は、病院の収容まで約３時間

20分かかったんですよ。こういうこともあるものですから、前日までの議論で市長さんもいろ

いろ答弁されているんですけれども、管内でも6,045人が救急搬送されたんですが。管内、管

外、管内が4,238名、管外が1,807件と、全体の３分の２がやっぱり管内で受け入れているんで
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すね。 

ですから、今度二次医療圏から仙台医療圏に変わったときに救急車の搬送がどんなふうに変

わっていくのか。それから、救急医療についてどのように考えているのか。それと同時に、も

う１点は夜間の救急体制を管内でどうしていくのか。それから、緊急医療機関への財政的支援

も含めて市長さんが幾つかの点に答えていただければと思いますので、よろしくお願いしたい

というように思います。 

○佐藤（英）委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 救急医療についてご質問いただきました。搬送関係につきましては、私も当然のこ

とながら塩釜地区消防事務組合の管理者ではありますが、今塩竈市議会でありますので、市長

の立場でお答えをさせていただきたいと思います。 

地域の救急医療については我々も大変憂慮をいたしておりまして、消防事務組合等には「で

きるだけ早く患者さんを搬送できるような体制づくり」という要請をさせていただいておりま

す。そういった中で、地域におきましては二次医療につきましては塩釜二次医療圏内の６病院

で輪番制といいますか、そういった形で対応させていただいているということが実態ではない

かなと思っております。一次医療につきましては、休日、日曜につきましては医師会様が整理

されております休日急患センターで対応していただいている。また夜間につきましては、よう

やく小児科につきまして土曜日の７時から９時までの準夜帯について対応させていただいてお

りまして、一定程度の方々がご利用いただいているという状況であります。 

そういった地域内の実情を考えますときに、やはり我々は再三申し上げておりますとおり、

市立病院につきましても一定程度の救急医療の役割を果たさせていただきたいというふうな考

えでありますし、18年度、19年度の違いにつきましては後ほど市立病院の中の説明で実態等に

ついてはご説明をさせていだきたいと思っておりますが、18年度に比較しましてかなり救急患

者数の受け入れが増加をいたしている状況にあります。当面、今県の方におきましては医療圏

の見直しが進められているようではありますが、こういった実態等を考え、また先ほど委員の

方からもお話をいただきましたが、やはり７割近い方々が塩釜医療圏の病院を活用していただ

いているという実態を考えますときに、例えば医療圏が再統合されましても直接患者様は７割

近い方々が圏域内の病院を引き続きご活用いただけるのかなというふうに考えております。 

そういったことから、やはり塩釜地区二次医療圏での、くり返しになりますが、連携の強化

といったようなことが大変大きな課題になってくるんだろうというふうに考えているところで
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ございます。よろしくお願いいたします。 

○佐藤（英）委員長 中川委員。 

○中川委員 ありがとうございます。 

やっぱり、何と言ってもそういう面で問題なのは、二次医療から今度仙台医療圏に変わった

ときに、どんなふうにいくのかというそういう難しさはあると思うんですけれども、そういう

中で消防の救急隊員の苦労というのが相当大変だというふうに思うんですね。多分気の毒なく

らい２時間も３時間もですか、一番長い方で。そんなふうに待たされるか、１時間を超えるの

か59件とか、それから管内でもやっぱり10回も12回もそういうふうに電話を何回もかけながら

やっていくと。そういう中で、大変苦労されて救急隊員もいるというふうに思うんですね。 

家族にとっては、一刻も早く病院に搬送していってほしいというそういう願いと同時に、や

っぱりもどかしさというのも感じているということもよく聞くものですから、それでも１回か

ら３回というのが2,424件もあるというこの現実をぜひとらえていただいて、市長さんも今言

いましたけれども。 

もう一つは、何といっても救急の医療機関への財政的支援というものも必要だというふうに

思うんです。そうでなければ、医師の確保の問題、職員の増員の問題とか解決しないわけです

から、そういう点で答弁がなかったものですから、その点をひとつお願いしたいというふうに

思います。 

○佐藤（英）委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 財政的な支援について、お答えをいたしませんでした。 

やはり、こういった問題につきましては、単に一市一町という範囲を超えるのではないかな

というふうに考えております。旧来県の方におきましては一定程度の支援措置があったわけで

ありますが、大変厳しい県の財政状況等もあるのかと思いますが、そういったものが縮小され

ているわけであります。我々も大変厳しい行財政の運営の中で、どのような対応ができるかと

いうことにつきましては、今申し上げましたように一市一町ということではなくて、塩釜医療

圏二市三町でさまざまな課題に取り組んでおりますので、また首長の打ち合わせ等、会議等の

際にもぜひそういったことも課題として提案をさせていただきたいと考えております。以上で

ございます。 

○佐藤（英）委員長 中川委員。 

○中川委員 時間もないようですから、ひとつ先程私説明の中で足りなかった部分があったんで
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すけれども、今度二次医療圏から変わって仙台医療圏になったときに、今でも仙台からの救急

車での受け入れというのが相当数あるわけですけれども、やっぱりそういう面で変われば相当

数ふえてくるのかどうか、その点もしもつかんでいれば、もしもあればお願いしたいというふ

うに思います。 

○佐藤（英）委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 二次医療圏の再編の方向性については、我々も一定程度情報をちょうだいをいたし

ております。ただ、このことにつきましてはまだ決定というような内容でもございませんし、

恐らくさまざまな地域医療が抱える課題について今どういった形であるべきかということにつ

いての一つの提案ではないかなというふうに思っております。くり返しのご答弁になりますが、

我々としてはやはり二市三町でこういった問題にまずどのように対応していくべきかというこ

とについてしっかりとした議論を重ねていくべきだというふうに考えているところでございま

す。よろしくお願いいたします。 

○佐藤（英）委員長 佐藤貞夫委員。 

○佐藤（貞）委員 私からもいろいろ質問申し上げたいと、こう思います。 

まず、この財政的な再生といいますか再起といいますか、厳しい財政を少しでも緩和するた

めに何か市長は体育館の命名権といいますか広告といいますか、何か500万円という形で意思

表明があったというような気がしますが、予算的にどこに計上するんでしょう、歳入で。 

○佐藤（英）委員長 菊地生涯スポーツ課長。 

○菊地生涯スポーツ課長 ２月から募集を行っておりますが、まだ実際決定しておりませんので、

決定され次第補正という形になると思います。それは、雑入の方で予算を組むような形になる

と思います。以上です。 

○佐藤（英）委員長 佐藤委員。 

○佐藤（貞）委員 私も、実は雑入だろうと思っていろいろ見たんですがどこにも出てこないん

ですね。広告料というのがここにあるんですが、これかなと思って探したんでけれども金額が

表示されていない。したがって、どういう形で募集しているかわかりませんが、恐らく地元は

難しいかなと、大手企業に働きかけているのかなとこう思いますけれども、そういう取り組み

の状況、見通しといいますか取り組みの状況をひとつお聞かせいただきたいと、こう思います。 

○佐藤（英）委員長 菊地生涯スポーツ課長。 

○菊地生涯スポーツ課長 金額が500万円ということで、なかなか厳しいところでございますが、
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現在50社ほどの企業にご案内を申し上げているところでございます。市外の企業も半分以上と

いうことで、スポーツ関係、それから飲料、製造業、各業界にまたがってご案内を差し上げて

いるところでございます。以上です。 

○佐藤（英）委員長 佐藤委員。 

○佐藤（貞）委員 なかなか、やっぱりアドバルーンを上げたものの難しいんだろうなと。した

がって地方都市の、県レベルでは宮城スタジアムとかいろいろありますけれども、何千万円と

か何億とかってありますけれども、地方都市の体育館としてはなかなか新しいケースであろう

と思いますけれども、なかなか難しい。でも、それだけアドバルーンを上げたわけですから、

積極的に取り組んでいただいて、ここにきちんと補正予算としてできるようにひとつ努力をお

願いしたいと思います。 

予算ですから、私はいつも思うんですが、いわゆる各課で予算要求をしてどういう形で、財

政課長が査定するのかあるいは部長が査定するのか、あるいは市長が査定するのかわかりませ

んけれども、最終的にかなり積み上がって自信と確信を持ってこういう形になったんだろうと

思うんです。ところが19年度の補正予算、あの実態は何ですか、一体。大変な時間外、当初予

算よりもはるかに多い時間外を組んでいる。我々は認めましたけれども、こんなことは普通あ

ってはならないと思うんです。私はそういう意味では、やはり「年間これだけの事業をやりま

すよ。これだけの行事をやりますよ。そして予算はこれですよ」という形を認めたわけですよ。

ところが、教育委員会はひどすぎる。当初予算より以上に補正予算を組んでいるところが随分

ある。こんなことがあってはならない。私はそういう意味では、「一体予算の査定は何だ」と

こう言いたくなるんですよ。もう少しきちんとした積算に基づいて、財政課長が説明して「こ

れだけ必要なんだ」という形で認めたならば、それに従うというのが常識なんですよ。 

防災費も250万円くらい組んでいるでしょう、２月議会で。こういうことは、普通は考えら

れない。やっぱり、やるとすれば12月あたりにきちんとやって、そういう手続を踏むべきなの。

３月土壇場これをやるというのは、私はやり方としてはまずい。十分検討して、今後直すべき

は直してほしいなと、こう思います。あと９月で決算ありますからやりますけれどもね、予算

の持ち方あるいは立て方、これを十分検討していただいて、誤りのない、偏らない、そういう

市政運営をぜひお願いしたいなと思いますので、市長の見解をまず伺っておきたいと思います。 

○佐藤（英）委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 ことしの話については、後ほど担当からご答弁をいたさせますが、政策的な予算に
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ついては12月であるべきだろうということで、19年度につきましても例えば市立病院への累積

債務の解消の１億円でありますとか、あるいは魚市場会計、さらには駐車場会計等々の累積債

務に代表されますような政策的なものについては、19年度につきましては12月定例会で計上さ

せていただいたところであります。 

その後、今２月定例会で最終補正という形の中でご説明をさせていただきましたが、例えば

でありますが第三中学校、それから月見ケ丘小学校の耐震補強工事であります。これらにつき

ましては、国の方で文部科学省が学校建築物の耐震補強工事の促進ということで補正予算を組

まれ、それが１月に認められたということで、塩竈市におきましても２月定例会でたしか２億

円前後の大変大きなものを計上させていただいた。さらには、借換債あるいはそういった制度

的なものについて一定程度の制度が認められた後に自治体として計上せざるを得ないといった

ようなものにつきましては、大変恐縮でありましたが２月定例会に計上というようなことでご

理解をいただいたところでありますが、その他の部分につきましてはそれぞれ担当より内情に

つきましてご説明をいたさせます。よろしくお願いいたします。 

○佐藤（英）委員長 佐藤委員。 

○佐藤（貞）委員 今耐震検査のためにいろいろ補正予算を組んだとき、それは１月とか言って

いますからそれはわかる。でも、図書館とかあるいはエスプとか、当初予算より多い時間外手

当を計上すること、これは普通あり得ないことなんです。いかに計画行政でないかと、私は３

カ年のローリングをやって、そしていろいろな計画行政を認めているわけでしょう。それに従

って、やっぱりきちんとした行政をやってほしい。だから、常にやっぱり誤らないような、偏

らないような、行政はきちんとしなきゃならないなと。 

今まで、ずっと私は桜井市長も見てきました。川瀬市長も見てきました。内海さんも、三升

さんもずっと見ていまして、やっぱり直すところは直していかなくちゃないんですね。そうい

う面では、まだまだ改革する余地があるなと私は思いますから。特に、私きのう何か伊勢君が

開発公社のことをやったという話ですけれども、これは普通では考えられないんですね。開発

公社の土地、いわゆる市が開発公社に求めて、このことをやるからと買い取ったわけでしょう。

大体理事が市長を初め７人ですか、今。これはみんな、水協法に基づくと同じようにみんな連

帯責任なんですよ。同じ責任を持たなくてないんです。ですから、理事長だけの責任じゃない

んですよ。 

ですから、そういう面ではやっぱり認識の欠如がこういう形になってきた。歴代の市長が引
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き継いできていますので、なかなか解決しなかった問題が今になって大変だなとこう思います

けれども、例えば6,000万円で買った漁港背後地が３億何ぼになっているでしょう。６倍も７

倍もなっているわけだ。こういう実態を放置してきた、やっぱり歴代の首長にも問題がある。

そういう面では、今回いろいろな制度活用についていろいろ取り組みをして、何とか解決に努

力しようという形でありますけれども、いずれにしても最終的に見れば大変なんです、これね。

私は、現職の理事さんがそれだけの認識を持っているかどうか。これは全部連帯責任なんです。

だから、仮に理事会を開いた場合、議事録があるのかどうか。ちゃんとした理事が全部判こを

ついているのかどうか。この辺の議事録がきちんとしないと、問題が起きるんですよ、これは。 

かつて、東北では米沢が大変だった。大問題になったんだ。市長が責任取って、市長選で焦

点になって敗れてしまったんですね。そういう形であった経過もありますから、そういう面で

は議事録をきちんとつくって、そしてやるという形がやっているのかどうかわかりませんけれ

ども、それをぜひやっぱり事務的な手続をきちんとやってほしいなとこう思っていますので、

その辺の見解をひとつお聞かせください。 

○佐藤（英）委員長 内形副市長。 

○内形副市長 それでは、私は２月22日から公社の理事長ということで市長より拝命しておると

ころでございます。今委員のおっしゃるとおり、公社につきましてはきちっと各理事登記を行

いながら経営の責任を持って今取り組んでおるところでございます。今お話ありますとおり、

定期的に理事会を開催し、議事録をきちんとまとめて、そして次に引き継いでいるというとこ

ろでございます。現在今定例会で予算提案をしてございますが、我々公社運営といたしまして

は健全化に向けて一般会計からの協力を求めながら健全化に向けて取り組んでおりますので、

ひとつ今後ともよろしくご指導をお願いいたしたいと思います。以上であります。 

○佐藤（英）委員長 佐藤貞夫委員。 

○佐藤（貞）委員 今、公社の理事長ですか、新しく理事長になったわけですね。登記もされた。

法人格を有するわけですから、そういう意味で別物ですね。首長は、公社の監督責任があるわ

けですよ。ですから、かつて市長が理事長兼ねたことがあって当時の市長も法律詳しいですか

ら、すぐやっぱり反省をして、すぐ辞任したわけですね。そして、助役を当時理事長にして、

やっぱり運営を改革を図ったと。そういういろいろなやつがあるわけですよ。ですから、監督

責任がある立場から、同じ理事長をやって改革できないんですよ。そういう面では、民法上に

抵触するようなことがいろいろありますから、今後きちんとした事務改善をして、そしていろ
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いろ問題を起こさないように手続をちゃんとやってほしいなという形で。 

これは実は、全国的にやっぱりいろいろな問題が起きているんです。住民訴訟起こしたら、

大変なんですよ、これは。当時の理事者も責任あるんです。だって、必要だって買ったのに全

然あれでしょう。当時坪あたり6,000円くらいで買ったのが、今何万円ですからね。そういう

意味では、やっぱり住民訴訟が起きないように十分配慮をして、今後手続に万全を期していた

だきたい、このことを申し上げて、あと具体的に質問に入ってまいりたいと思います。 

まず、ことし選管ですか、ここに海区調整委員と農業委員会の選挙がありますが、農業委員

は３年に一度ですよね。ずっと無競争できたんですけれども、選挙は前提として予算組むのが

当たり前なんですが、それと関連をして現実に農業委員会、今塩竈は農協もないわけだ。多賀

城に合併されたわけだ。 

農業委員会法をみますと、毎月１回定例会を開くと。開くのはわかりますけれども、農業振

興策についてどういう話をするのか。恐らく昔から全然やっていないんですよ。農地転用が中

心だったんです。私も昭和40年代農業委員をやったんだ。あのとき六、七人議員さんがいたん

です。私は、一切「私も潔くやめるから、あんたたちも減らせ」という形で、当時農業委員会

はミニ議会なんです。議員同士の発言で、農業委員はほとんど発言しなかったんですよ。問題

は、農業振興についての議論が一つもないんですよ。今でもそうだと思います。ですから、や

はりそういう面では農業振興費を組んでいますけれども、実態ばどうなのか。やっぱり十分検

討する、改革する必要があると思うんですが、この辺のご見解をひとつ聞きたいと思います。 

○佐藤（英）委員長 福田産業部次長。 

○福田産業部次長兼水産課長 まず、農業委員会の現在の状況なんですけれども現在12人の委員

さんで農業委員会は構成されてございます。それで、確かに定例的に月１回開催されてござい

ます。現在農業委員会では議論されておりますのは、農地法上の所有権移転なり農地転用関係

の届出の事務処理をしてございます。ただ、以前は農地転用とかについては農業委員会の承認

事項だったんですけれども、現在市街化区域の農地につきましては届出事項だけで足りるとい

う形になってございます。ただ、農業委員会としましてはその農地が転用されることによって、

付近の農地なりあるいは土地等の排水関係に影響を与えるかどうかということについて現地確

認させていただきますので、そのような動きはしてございます。ただ、届出件数そのものは月

一、二件というような状況でございます。 

委員おっしゃるように、農業振興について議論されているかということでございますけれど
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も、残念ながら農業委員会の中で議論されておりません。ただ、農業委員さんたちの中でも農

業委員会はこのままでいいのかということで、みずからももう少し活性化、農業振興策を話し

合うべきでないかというお話がされてございます。 

それから、実は以前は農業委員会の選挙の定数は10名の最低数があったわけですけれども、

それもなくなりました。現在下限がなくなっている状況もありまして、あるいは報酬の額等に

つきましてもこれでいいのかということが議論されてございます。 

しかし、農政はじゃあどうやっているのということなんですけれども、委員おっしゃったよ

うに実は塩釜農協は多賀城農協に合併されたのち、今仙台農協に合併されてございます。そう

言いますと、仙台農協を基準とした農政を塩竈にも求められてございます。そういう意味では、

言ってみれば宮城県の農業全体の動きの中で塩竈市の農政どうあるべきかという対応策を我々

事務方としてはいろいろ行っている状況でございます。今、そのような状況でございます。以

上です。 

○佐藤（英）委員長 佐藤委員。 

○佐藤（貞）委員 いろいろ、農業委員会の実態が明らかになってきたと思うんですが、選管、

こいつ農業委員の選挙が仮にあったとすれば、投票者は何人くらい入れるんですか。 

○佐藤（英）委員長 橘内選挙管理委員会事務局長。 

○橘内選挙管理委員会事務局長 お答えいたします。 

現在384人います、被選挙権者ですね。384名ですね。以上です。 

○佐藤（英）委員長 佐藤貞夫委員。 

○佐藤（貞）委員 ずっと歴史を見ますと、昭和の代に１回くらい何か選挙をやったような気が

しますけれども、ここ何十年選挙がないんですね。ですから、もう有名無実になっているわけ

ですね。ですから、農業委員になる人も少なくなってきているし、高齢化してしまってなかな

か活動ができない状態にありますから、そういう面では一つの限界かなと私は思うんですよ。

ですから、そういう面ではいつまでも惰性でやるんじゃなくして、本当に改革する意思がある

のかなと。そういう意味で、私はまだまだ改革する余地は残されていると思いますから、徹底

的にいろいろメスを入れてほしいな、こう思っているんで、やはり実態の伴わないことについ

ては改革のなたを振るってほしい、こう思うんです。 

やっぱり私も、先ほど時間外のことを言いました。かつて昭和の時代でしょうか、若い職員

がこういうことを言ったんです。「いや、私たち一生懸命働いても、おれの給料以上に時間外
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かせぐ人がいるんだ」と。こういう実態を、ぜひ直してほしい。今、ノー残業デーとかいろい

ろしりますけれども、実態はやっぱりその辺を改革しないと、これは本当に人事管理の問題を

私この間やりましたけれども、職員管理、人事管理をやらないといろいろな問題が出てくると

思うんですよ。そういう面ではやっぱり人事管理の担当、これが果たす役割は私は大きいと思

いますから、そういう面での人事管理をきちんとやらないといろいろな内部的に問題が起きて

くる。少しでも、私は内部問題が起きないようにするにはどうしたらいいか、英知を結集して

いろいろな面での努力をこれからお願いしたいなと思いますので、そのような担当のひとつお

考えを。 

○佐藤（英）委員長 郷古総務課長。 

○郷古総務課長 ただいま、佐藤委員からは２月補正での時間外勤務手当、そういったものも含

めてその縮減というような改革、職員の意識というところでのご発言だったと思います。 

10月時点での時間外手当の執行状況を見ますと、昨年度と同等の執行見込みでありました。

そういった中では、大きな補正がないということで期待しておったわけでございます。そうい

った中で、２月でああいったお願いという形になったわけなんですけれども、その内容といた

しましてはやはり10月、11月ですか、ああいった時期におきましていろいろな形での産業部関

係の行事等がございました。そういったところが、一番大きな内容でのものだったのかなとい

うことであります。あともう一つが、災害関係での時間外というようなところでございました。

そういった意味での補正ということであります。 

時間外につきましては、日ごろから先ほど委員がおっしゃいましたようにノー残業デーとか、

あともう一つは昨年度から導入いたしました時差勤務ということで、いろいろな会議等が夜に

開催される場合に、出勤時間をおくらせましてなるべく時間外を減らすというようなそういっ

た対応をとりまして、一定の効果も出ているところであります。そういった中で、なお２月補

正での内容でございましたので、なおその辺につきましてはいろいろな形で時間外が発生しな

いような形での対応ということで定例連絡会議等を含めまして周知してまいりたいというよう

に考えてございます。 

○佐藤（英）委員長 佐藤貞夫委員。 

○佐藤（貞）委員 大体、それなりの努力をするということでございますから、それは理解しま

す。 

そこで、先ほどいろいろな浅海漁業問題で、アワビの問題がいろいろ指摘をされました。私

-158- 



は、海区調整委員とことし選挙あるという話がありましたよね。ことしの海区調整、塩竈出身

の海区調整委員いるんだろうと思いますが、塩竈で私も海区のいろいろなどこの漁業共同組合

がどこの海区を持っているのか、これはいろいろ中身が難しいんですね。県の権限だからさ、

海区調整というのはね。 

そういう面では、いろいろ資料をとって見ても、かつてマグロ漁師ができないかどうかいろ

いろなこの間浅野さんですか何か串本の話をしていましたけれども、私も串本に行っていろい

ろ近畿大のクロマグロの実態を見て来たんですよ。そのとき、やっぱり水温の関係なんですね。

それから、漁業権の問題が非常に難しいと思いますから、何とか努力したいなと思ったんです

けれども、やっぱり暖かい海の方が成長率が早いんですね。だから、近畿大学では一番進んで

いるんですね。私は東海大学だと思ったら、近畿大学が一番栽培技術が進んでいる。そうした

ら、やっぱり東北では無理ですよ。やっぱり大島とかあっちの方でないと、成長率がとても遅

くて、あっちは早いんだ。今度オーストラリアですか、何か南マグロが完全養殖ができるとい

う話で、日本が相当注目しているということでありますが。 

そういう面では浅海漁業の問題、先ほどウニ、アワビですかあれについて、あれは雑コンブ

で十分育つんですよね。ですから、そういう面ではやっぱり浅海漁業の振興策のためにも、積

極的にアカモクとかいろいろな問題はありますけれども、取り組んでほしいなと。そして、少

しでもやっぱり海を生かす努力をしてほしいなと。というのは、やっぱり塩竈市を見ますと光

の部分ですよね、産業振興というのは。産業振興を伸ばさなければ、塩竈はやっていけないん

です。影の部分は大都市の近くで商業が難しいとかいろいろなあれはありますけれども、光の

部分をやっぱり産業施策できちんと伸ばしてやって、そして少しでも漁民を初め多くの関係者

を潤す、その努力をやってほしいなと、こういう立場でいろいろ取り上げているわけなんです。

そういう意味で、ぜひひとつ今後に向けて努力をご期待を申し上げたいと思います。 

そこで次は、統計調査についてお尋ねをしますが……。（「何ページになりますか」の声あ

り）56ページですね。ことしは、国委託の統計調査六百何万円組んでありますが、毎年工業統

計とかいろいろありますけれども、ことしはどんな統計があるんですか。漁業政策とかいろい

ろあると思いますが。 

○佐藤（英）委員長 田中総務部次長。 

○田中総務部次長兼行財政改革推進専門監兼政策課長 今年度の国委託の統計調査につきまして

は、まず10月１日を基準といたしました住宅土地統計調査、それから11月１日基準の漁業セン
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サス、それから12月31日基準の工業統計調査と、大きな調査については以上３件になってござ

います。 

○佐藤（英）委員長 佐藤貞夫委員。 

○佐藤（貞）委員 そこで、この調査員の内訳、市の職員が大体半分くらいやっているという批

判もあるんですよね。民間の人が理想だと思うんですが、なかなか民間の人は難しいと思いま

すけれども、市の職員が日中やっているというやつもあるんで、その辺の実態はどうなんでし

ょう。 

○佐藤（英）委員長 田中総務部次長。 

○田中総務部次長兼行財政改革推進専門監兼政策課長 今回の三つの調査につきましては、ほぼ

民間の方々に調査員をお願いしてございます。先ほど委員ご指摘の、市の職員等につきまして

は、国勢調査の際にかなり大規模になりますし調査の精度、それからプライバシー等の問題が

あるということで、市の職員の協力をいただいているという実態にございます。以上です。 

○佐藤（英）委員長 佐藤委員。 

○佐藤（貞）委員 実態調査をする場合に、なかなかうちでは調査に協力できませんという方が

あると思うんですね。あった部分も、いろいろ聞いているんですよ。したがって、回答率とい

いますかそれは何％くらいなんですか。 

○佐藤（英）委員長 田中総務部次長。 

○田中総務部次長兼行財政改革推進専門監兼政策課長 申しわけございません。今回答率全体の

数値ということについては、ちょっと手元資料でないんですが、かなり近年調査環境が厳しく

なっていることは事実でございます。それぞれの統計調査の内容におきまして、例えば所得で

あったり営業内容であったりそういうものも求めるということがございますので、厳しくなっ

てございますが私どもの方としては調査員のほかに指導員という仕組みを設けまして、そうい

った方々の指導を行いながらさらにはそういった個々のいわゆる調査客体の方にご連絡等を差

し上げながら協力を調整してできるだけ回答いただくということで、ほぼ全数回答いただくよ

うな形での努力をしているところでございます。 

○佐藤（英）委員長 佐藤貞夫委員。 

○佐藤（貞）委員 去年、地方財政の健全化に関する法律ができまして、平成20年４月から適用

されるということなんですね、この法律が。したがって、今までの財政再建準用団体との関係

で、相当緩和されたんだと思うんですが、どの点がどう変わったんでしょう。 
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○佐藤（英）委員長 菅原財政課長。 

○菅原財政課長 お答えいたします。健全化法の関係でございますが、平成20年度決算から適用

ということになってまいりますが、従来の法制度との違いで申し上げますと、まず１点目は従

来は普通会計、一般会計とほぼ同様の意味でございますが、普通会計の財政状況で判断してい

たというのがこれまでの法制度でございましたが、それについて普通会計だけではなくて公営

企業や公社なども含めて財政状況で判断するというのが一つ大きな違いでございます。 

もう一つが、これまで１段階実質収支の赤字が20％というのが一線でございまして、それに

達するか達しないかだけだったんですけれども、今回の法制度ではより早い段階から仮に財政

悪化している団体については早い段階から自主的に財政改善を進めなさいというような趣旨の

もとに、早期健全化基準というのを設けまして、その基準までに達した団体については健全化

の促進に努めなさいというふうなことが設けられております。違いとして大きなところは、そ

の２点ではないかなというふうに思います。 

○佐藤（英）委員長 佐藤貞夫委員。 

○佐藤（貞）委員 この法律は、いわゆる地方自治体も全国的に相当悪化していますから、何と

か健全化をさせようという形でこの法律ができたと思うんですよ。したがって、これは監査の

問題も出てきたんですね。いわゆる特例が定められて、監査の特例が認められたということで

ありますから、これは法律第１条から29条まであるわけですね。したがって、監査委員に対し

て監査の請求もしなくてならないというので、複雑なところもあったわけなんで、この辺の考

え方といいますか、非常に難しい問題がまた出てきたなと私は思いますが、実質的に制度がや

っぱり厳密になってきて、そして少しでも議会との関係を、「健全化の計画を議会に示しなさ

い」と、こういうことも出ていますから、そういう問題は市長の取り組む姿勢は非常に問われ

る問題なんです、これは。そういう面では、やはりこの健全化を違わないようにひとつ努力を

していただきたい、こう思いますので、考え方をひとつお尋ねをしたいと思います。 

○佐藤（英）委員長 佐藤 昭市長。 

○佐藤市長 総務省から新たなそれぞれの地方自治体の、財政健全化法の内容については今議員

の方からもお話しいただきましたし、財政課長からもご答弁を申し上げたとおりであります。

我々が用意しなければならないのは、今までは普通会計、一般会計と言ってもよろしいのかと

思いますが、ということに特化してきたものが、今後は連結であります。 

そういたしますと、今までは10の特別会計、今回は11になるわけであります。そういったも
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のの健全性、さらには今議会でもいろいろご審議いただいております病院会計、あるいは水道

会計等の企業会計、すべて連結で赤字がどの程度かということが大変重要な課題になるわけで

ありますし、さらにその先を見据えますと土地開発公社等の今までの累積債務等も当然視野に

入ってくるものかなというふうに考えておりまして、そういったことを総括的に判断をさせて

いただきながら例えば19年度の12月定例会、さらには２月定例会で本市のおかれました財政状

況をできるだけ明らかにさせていただく。当然、見通しでありますのでかなりの幅があること

はご理解をいただきながら、そういったものをできるだけ早い時期にお示しをさせていただく

とともに、そういったものに対する取り組みの基本的な考え方、あるいは具体的なものにつき

まして今定例会でも提案をさせていただき、できるだけそういった財政の健全化が早い時期に

図られますようなお一層努力をしてまいりたいという決意であります。よろしくお願いいたし

ます。 

○佐藤（英）委員長 佐藤貞夫委員。 

○佐藤（貞）委員 何か二、三日前に夕張の問題で、あれはかつて十何万人あった市なんですね。

今１万何千人しかありませんけれども。それに、赤平も相当大変な状態と報道されていました。

かつて東北では釜石が10万人近くあった、今４万二、三千でしょう。４万人を割るとまで言わ

れているんですよね。そういう意味では、私は若干の人口減はあるものの、やっぱり斜陽都市

と言われないように頑張っていかなくちゃならないと思うんですよ。ああいうふうになれば、

本当に斜陽都市なんです。塩竈は、やっぱりさっき言いましたように光の部分を最大限生かし

て、伸ばしていこうと。影の部分を薄めていこうと、こういう努力をしなければ、この町は私

は立っていかないだろうとそう思いますから、そういう面ではいいものを伸ばしていく。それ

は産業政策でありますから、ぜひひとつお願いしたいなと思いますから。 

国の施策も、やっぱりそういう面で歩み歩みになるような方向づけをしていたり、指針を示

しているわけですから、十分活用していただき、健全財政を十分保てるような最善の努力をお

願いしたいと、このように思います。いっぱいありますけれども、これで終わります。 

○佐藤（英）委員長 暫時休憩いたします。 

再開は13時といたします。お疲れさまでした。 

  午前１１時５５分  休憩 

 

  午後 １時００分  再開 
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○中川副委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 質疑を続行いたします。曽我委員。 

○曽我委員 午前中に引き続いて、私からも20年度の予算について質疑をしてまいりたいと思い

ます。 

私は、施政方針の中で水産業の振興と少子高齢化の問題について質問してまいりました。特

に、少子高齢化の課題についてというか問題について、平成20年度は具体的にどういう予算を

組んでいくのか、これは予算委員会の中で深めてまいりたいと言ってまいりましたので、その

点について伺いたいというふうに思います。 

それで、資料№９の61ページについて伺いたいと思います。鎌田委員からも質疑がございま

したけれども、３款の老人福祉費これが本年度は３億1,000万円、前年度は６億6,000万円だっ

たと。今年度は３億4,000何がしのマイナスになった老人福祉費だと。財政課長の方から、こ

の点については「今年度は取りわけこの３億円減った部分については、老人保険医療とそれか

ら新しく始まります後期高齢者医療制度の関係があって、こういった減額になっている」とい

う説明もございました。それはそれとして、同時に私は具体的に塩竈で25％を超える高齢化率

の中でお一人お一人が暮らしている高齢者に、具体的な支援策はどうなっているのかという点

を深めていきたいわけですが、この事業の内訳のわきに16の事業がございます。高齢社会対策

費、敬老祝金、ひとりぐらし老人関係費、緊急通報体制整備事業、老人ホームヘルプサービス

事業、老人日常生活用具給付、老人保護措置費、老人クラブ、塩竈市のシルバー人材センター、

それから敬老乗車券、介護用ベッド貸出、外出支援サービス・いきいきシルバー号運行事業、

軽度生活援助事業、家族介護支援・レスパイト事業費とございますが、つまり16事業の中で３

事業については昨年と同額か、若干ふえたものが３事業あります。11事業が、前年度の予算と

比較してみますとほとんど1,000円単位から始まって数十万の予算が、ほとんど減額されてお

ります。そういったことから見まして、これらの予算はどういう点で組まれたのか、まずお伺

いします。 

○中川副委員長 高橋介護福祉課長。 

○高橋介護福祉課長 高齢化率が25％を超える状況でございます。私どもといたしましては、従

来に引き続きまして介護予防事業をメインといたしましてそのほか生きがい健康づくり事業で

すとか、あるいはひとりぐらし高齢者、あるいは要援護高齢者の方の支援サービス、それから

家族介護支援等の事業を継続してやってまいりたいと考えているところでございます。事業費
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全体としましては、私どもとしましては昨年度の実施状況等を踏まえまして所要の見直しを行

わせていただいておりまして、こういった予算措置になっておるところでございます。 

○中川副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 つまり、今年度の予算は昨年度の実績を踏まえた予算だと、19年度の当初予算を見

込んでつくったものではなくて、結局実績に基づいて減額した予算だということでありますか。 

○中川副委員長 高橋介護福祉課長。 

○高橋介護福祉課長 平成19年度の決算見込みと、それから直近の状況を踏まえまして、所要の

予算措置をさせていただいているところでございます。 

○中川副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 全体では、やっぱり高齢化が全国的にも広がっていて、当然老人福祉費についても

自然増を見込んで普通は組むわけです。そういう社会背景を見込んで予算を組むものだと思う

のですが、そういう点で佐藤市長のもとではそういった高齢化率が25％といって大変な事態、

そういう状況だと踏まえて政策予算を組むのに、そういった社会条件を背景にした予算ではな

くて、本当にびちびちと切っていくというこういう予算で、市長が言われる塩釜で本当に安心

して住めるまちづくり、一燈照隅と本当に隅々まで大変なときだけれども、全体を照らして安

心して住める町にするんだということと、この予算からしてとても安心して暮らせるどころか、

大変な状況ではないかと思うんですが、市長は一体こういう予算を踏まえてあなたがつくった

施政方針と比べてどう考えればいいのか、お伺いしたいと思います。 

○中川副委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 ことしの事業内容につきましては、今担当の方からご説明をさせていただいたとお

りであります。特に、平成20年度からはいよいよ後期高齢者医療制度が開始をされるわけであ

ります。どちらかといいますと、我々自治体は高齢者対応につきましては65歳、74歳、75歳未

満という方々と75歳を超える方々の、例えばここに挙げておりますひとりぐらし対策、あるい

は健康増進、市内を回遊いただきますような敬老タクシー事業等々を相対的に活用させていた

だきながら、できますれば健康でこの地域でお暮らしをいただきたいというような思いを込め

て、予算編成をさせていただいてございます。よろしくお願いいたします。 

○中川副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 非常に私、言葉というのは本当にわかりにくいなと改めて思うんですが、後期高齢

者医療制度はそのとおりだと、多分国がつくったことでそうなってくるのかもしれませんが、
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市長が言われるとおり「安心して自立して生活ができるような市政を目指す」というんでしょ

う。そうなれば、当然ひとりぐらしに対する老人対策費だったり、それから日常生活用具だっ

たり、そういったことがあって初めて自立して暮らせるという市政になるんではないですか。

それなのに、それでもこの予算でもまた減額されるかもしれません。だけれども、塩竈市が高

齢化率が25％だという状況を踏まえて、前年度よりしかも私は18年度、17年度の予算を見まし

たけれども、そのときよりもずっとこれらは減額されております。ですから、非常に窓口でこ

ういった老人福祉費を、今述べられている事業を活用する上でも一定の窓口での指導というか、

そういったことがされているんではないかというふうに思うんですが、その点についてはない

のかどうか伺います。 

○中川副委員長 高橋課長。 

○高橋介護福祉課長 私どもで、一般会計の方で老人福祉費がございまして、またあした審議さ

れます介護保険事業特別会計で、両方で介護予防事業ですとか先ほど申しました各事業を展開

させていただいておりまして、一般会計につきましては議員ご指摘のとおり若干ずつ実績を踏

まえまして減になっておりますけれども、介護保険事業特別会計におきましては地域支援事業

の増ですとかあるいは給付費の増ということで、私どもで高齢者福祉全般を通じましては増額

予算となっておりますので、その点ご理解いただきたいと考えております。よろしくお願いし

ます。 

○中川副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 私は理解はできないというふうに思っているんですね。つまり、介護保険事業に移

した分は、それはそれできちんとルールに基づいてそれが活用されると。唯一、それに基づか

ない塩竈市独自の福祉施策としてこれがあるんだと。ところが、例えば具体的にお話しされま

せんけれども、緊急通報システムこれを活用したいといった場合、私も職員の方にいろいろお

願いすることがございます。だけれども、なかなか台数が決まっているから、そう必要だから

といってすぐに回せないと、こういうふうに言われます。同時に、そういう人はどういう暮ら

し方をしているんですかといろいろ聞いた上でやるわけですから、実際には本当に自立して電

話一本あったら息子のところに何かあっても電話できるという人たちは結構いるわけですけれ

ども、実際そういう台数だって具体的にやっぱり窓際でのなかなか予算がないから職員の方も

苦労されていると思いますよ。 

だけれども、そういった一つ一つを見ても、私は非常に使いづらいもの、活用しにくいもの、
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そういうふうになっているんではないかと。そういう点では、ぜひこうした予算はやっぱり減

額ではなくて、今の状況を反映してきちんと安心して見られるようにすべきだと、そういった

努力を求めるものですが、前も私言いましたけれども、介護保険に移ってしまったことで紙お

むつから何から多賀城と比べてもものすごく使いづらいものになっているし、利用者も減って

いるということも申し上げてまいりました。もうこれ以上の後退は、許されないと私は思うん

ですよ。そういう点でもう一度、担当課長さんは市の財政は厳しいと言われれば1,000円の果

てからみんな削るのかもしれませんけれども、ぜひ安心して暮らせる市政というのであれば、

ぜひこの辺はきちんと予算をとっていただきたいと思いますが、その点についてもう一度お伺

いします。 

○中川副委員長 棟形部長。 

○棟形健康福祉部長 私の方からお答えをいたします。 

高齢者の福祉関係のサービスにつきましては、今一般会計の方につきましては担当の方から

お答えしたとおりでございますし、基本的には私の方で高齢者福祉を考える場合につきまして

は介護保険、こういったものと密接不可分な部分も基本的にはございます。そういった中で、

全体で高齢者の福祉サービスというものを考えていく必要があるという視点にまず立っている

ということが、まず第１点でございます。それから、今一般会計でお話しをしている部分につ

きましては、かなり細かい事業についてお話しを申し上げているところでありますが、窓口の

対応につきましては基本的に申請に来られた方、あるいは電話で相談に来られる方、いっぱい

いらしゃいます。そういった方々の状況を十分お聞きして、これまでも対応してきたつもりで

ありますし、これからもそういった実態を、利用者の声を十分お聞きしながら対応したいとい

うふうに思っているところであります。 

○中川副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 職員の方は懇切丁寧に一生懸命対応されていることは、私はそれは大変評価したい

と思うんです。ただ、やっぱり行政を担う上で本当にその言葉のとおり、市長が言われるとお

り安心して住んでいただくと、自立して住んでいただくということであれば、それを何で見る

かと。やっぱり、予算で見るんですよ。どういう予算なのかと、多賀城市が100万円のとき塩

竈市が60万円で、それで本当に高齢者が安心して住める町かという、その数字で見るわけです

から。これが前年度と減額されていれば、当然やっぱり市民にとっては安心して暮らせるよう

な状況の予算ではないと言わざるを得ないと。それから、介護保険と密接不可分の問題だと。
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そういうふうに移行しているんですね、全体として。 

だから、今までは割と塩竈市の高齢者の福祉で言えば、それなりにやっぱり低所得者だとか

そういった人たちにもきちんと対応していただきました。ところが、最近の窓口というのは介

護の認定とかそういう基準がやっぱりベースになっていくと。それから見て、市独自の福祉施

策に活用できるのか、あるいは介護なのかと。だから、そういう点では非常に介護と高齢者福

祉が密接不可分と言われますけれども、そういう状況になって私はますます、緊急通報システ

ムもそうですけれども、大変利用しづらくなっているというふうに指摘をしておきたいと思い

ます。そういう点で、ぜひ今後とも予算の拡充を求めておきたいと思います。 

続きまして、同じ老人福祉にかかわってですが、62ページ、63ページにここに老人憩の家の

管理費がございますけれども、これは前年度より若干予算がふえております。これは新しい事

業なのか、管理費は一体どういう増額の予算になっているのか、まずお伺いします。 

○中川副委員長 高橋課長。 

○高橋介護福祉課長 今年度、老人福祉費施設費につきましては４万4,000円の増額で計上して

おりますけれども、中に和室がございまして畳等がちょっと古くなっているというような状況

もございまして、畳がえの予算を計上させていただいているところでございます。 

○中川副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 ご苦労さまです。老人憩の家も大変毎日デイサービスで使っていますし、大変な活

用をされております。それはそれで、畳を早くきれいにして、安心して使えるようにしていた

だきたいと思うんですが、もう一つ私は20年度の予算にかかわって思うのは、老人福祉センタ

ーがあのとおりなくなってしまいました。お年寄りの方々が地域でやっぱりよりどころとなる

そういったセンターがなくなってしまったということについては、やっぱり行政として新たな

そういったセンターなりあるいは地域地域での拠点、よりどころとなるそういうところが非常

に求められていると私は思うんですが、市長は老人福祉センターについて今年度の予算にはつ

いておりませんけれども、今後どのような見通しや考え方を持っていらっしゃるのか、お伺い

したいと思います。 

○中川副委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 旧来の老人福祉センターにつきましては、今市民活動センターの２階を借りてさま

ざまな活動をいただいております。ぜひ、議員にも足を運んでその状況をごらんいただければ、

よくおわかりいただけるかと思いますし、送迎用のバスの運行でありますとか、あるいは指導
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員の方々の配置でありますとか、さまざまな活動をされておりますので、ぜひごらんいただけ

ればと思います。 

○中川副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 つまり、老人福祉のよりどころとなるのは、市民活動センターの中で一角でとり行

われているというふうに受けてとめていいわけですね。そうしますと、それはそれとしても実

は錦町だとか花立だとか、その地域地域でお年寄りの方が独自にお茶代を出しながらカラオケ

をやったり、小組活動みたいなことをやっておったんですが、そういう人たちはやっぱり高齢

化になりとてもまわりの面倒まで見られないということで、去年とことし続けて断念してしま

いました。結局、介護保険ではなかなか活用しにくい人たちがたくさんおります。考えるに、

包括支援事業が今度また新たにふえますけれども、そういった介護についてくる悩みなどもあ

りますけれども、できれば拠点拠点にお年寄りがサンダル履きで寄れるような、そういった集

会所でもいいと思いますけれども、そういった活動が今後どうしても必要なんではないかと。

でなければ、家の中に閉じこもりになってしまう。そういう状況がありますので、引き続きそ

ういった、ある町ではお互いさまというのをつくって若い人たちがそういったお年寄りを面倒

見ながらボランティア活動をするということもあちこちにつくってやっているようであります

が、そういった工夫が今後必要だと思いますので、これはぜひ今後の検討にしていただきたい

というふうに思います。 

続きまして、今度は児童福祉の方に移らせていただきますが、これは予算では70ページから

71ページ、それから72ページ、73ページになります。それで、一つは資料で求めておきました

が、14年から15年の臨時職員の推移と就労年数と金額など、これは№16の31ページにございま

す。パートの部分だけちょっと見ますと、パートが一番多いものですから伺うわけですが、平

成19年度のパート職員数が239名、18年度と比べてもふえています。それで、これは市長部局

のところで156名になっておりますが、その裏側32ページを見ますと市長部局のパートの職員

のところでは１年未満が53名、１年以上３年未満が38名、３年以上５年未満が28名、５年以上

がなんと37名と、これをあわせて156名になりますが、この市長部局での156名のそれぞれの担

当課、課ごとというかそれについてお伺いしたいと思います。配置ですね。 

○中川副委員長 郷古総務課長。 

○郷古総務課長 バート職員の職場ということでありますけれども、市長部局におきましてはや

はり多いのが保育所関係のパートというところが多くなっております。あと、これは前にもお

-168- 



話しいたしましたように、やはり法的に資格があるというところでの中でのパートということ

で、保育士のパートが多くなっております。次に放課後児童クラブ、あと健康課で予防接種、

保健普及指導業務、そういったものもこれは通年で８時間とかそういった勤務ではないんです

けれども、そういった中では年間の中でこの人数を確保しておいて、そういった業務があった

ときに勤務してもらうということで、今言いました予防接種とかあと保健普及指導業務という

ところでも人数が多くなっております。（「何名くらい」の声あり） 

保育士の関係では53人、放課後児童クラブ27人、あと予防接種のところでは19人、あとその

他の調理とか用務員とかあと一般の事務補助とか、そういった内容になっております。 

○中川副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 今ご回答いただきましたように、保育所で53名、放課後クラブで27名、予防接種な

どの指導員で19名と、そのほか用務員とかいろいろあると言いましたけれども、やっぱり依然

として保育士のパート保育士さんが多いと。それで、前段でも伊勢委員も言われましたけれど

も、厚生労働大臣もこの間の国会では、やっぱり保育所についてはきちんと安定して保母さん

をパート労働じゃなく正規雇用で行うべきだという答弁をしております。それで、私は思うの

ですが、保育所というのは最低基準に基づいて保育士を配置していると。最低基準を保証する

保育所なのに、なぜ保育士は53名も、今何％かわかりませんけれども、これだけの保育士をこ

の５年、３年、１年未満というところでは振り分けて聞いておりませんけれども、こういった

異常な事態の雇用をなぜ続けるのか。この点についてお伺いします。 

○中川副委員長 郷古課長。 

○郷古総務課長 パート職員の雇用の長期化というところでは、やはり私どもも今基準づくり、

そういったものに取り組んでいるところなんですけれども、やはり長期雇用にあたりましては

第１点が資格というところであります。あともう一つが、業務の習熟というところでの内容に

なっております。そういったところで、やはり支部の間でどういった内容になっているのかと

いうところも調査しております。そういった中では、任用期間としての基準はあるんですけれ

ども、継続可能期間ということでやはり３年なり５年というところでのものにはなっているん

ですけれども、一方ではやはりそういった中での基準をもとにそういった長期化にならないよ

うな形での対応もしているというようなことでございますので、本市においても市長からも指

示を受けておりますので、そういった基準づくりといったものに今取り組んでいるところであ

ります。 
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また、保育所関係におきまして人数が多いというところにおきましては、前のページを見て

いただきますと31ページの一番下のところになりますが、市長部局において15年度なり16年度

でかなりの人数がふえていますけれども、そういった内容のところではやはり延長保育なり土

曜日の保育というところ、そういったものの保護者からのニーズにこたえるような形での対応

のために、雇用しているというような状況がございます。 

○中川副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 前も予算か決算で、朝夕の時間帯とかそういったことで一定のパートを入れなきゃ

ならないという、それは十分承知しております。そういう対応も必要でしょう。ただ、やっぱ

り毎日毎日子どもさんを受けとめる保育士さんは、１年ごとに顔が変わるんでは不安定な状況

をつくり出しますし、最低基準でクラスに応じた、年齢に応じた正規の保育士はきちんと配置

するのが、それがやっぱり自治体の、行政の役割だと。それからしても、保育所はこのとおり

ほかの部局と比べて最も高い資格を持ちながら、営々こういう状況におかれていると。これは

やっぱり、異常な事態だと。最低基準を守るというのであれば、やっぱりその辺のところをき

ちんと対応すべきではないかと。そういったことについて、なぜパートなのですかと、原因は

何なんですかということをお伺いしているわけであります。 

○中川副委員長 会澤所長。 

○会澤社会福祉事務所長 保育所ですので、命をお預かりするという大切な業務でございます。

委員がご心配なさっていることも当然と思いますけれども、各クラス担任は全部正規職員でま

かなっております。そのほかに、一時保育、それから障害児保育、特別手のかかるお子さんが

いらっしゃるとか、それから先ほど総務課長から申しました延長のお子さんとか、そういった

方たちが本当に多種多様な要望にこたえて臨時保育士が必要な状況になっております。以上で

ございます。 

○中川副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 そういえば、そういうもろもろのことを例に挙げますけれども、今回は求めており

ませんでしたけれども、通常の年齢クラスで正規の必要とされる保育士さんがいるんではない

かと。だけれども、そこら辺のところにも残念ながらパート保母で対応せざるを得ないという

状況になっているんではないかと。そういうことを心配しているわけで、そういうことはない

のかということであります。その点についてもう一度伺っておきます。 

○中川副委員長 会澤事務所長。 
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○会澤社会福祉事務所長 先ほど申し上げましたように、クラス担任というのは正規職員でまか

なってまいりました。そこで副担、正規職員が休んだり何かかわりに入る方も必要ですので、

そういったところはパートの方にお願いしているという状況にございます。 

○中川副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 じゃあ、これは後日もう一回きちんと資料を見ながら今後にまた論議を移していき

たいと思います。 

それでもう一つは、今までの私立保育所で、資料で言えば私立保育所、同じところですね。

時間がないから言ってしまいますが、民間の保育所でも公立保育所でも子育て支援についてさ

まざまな事業をやってきたと思うんですが、20年度になってそういった子育て支援や地域の保

育のところで開放してきた点について、なくなった事業というか予算が組まれなかったところ

はないのですか、伺います。 

○中川副委員長 71ページ。答弁、会澤事務所長。 

○会澤社会福祉事務所長 子育て関係で、施設を提供しているということですと公立保育所でい

えば藤倉保育所で子育て支援センターを実施しております。そのほか、特に予算が組まれなか

ったというのはちょっとないんですけれども。 

○中川副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 例えば予算で、20ページ、21ページなんですが、地域子育て支援事業費というのが

ございます。19年度は公立では777万円の３分の２、私立では251万円の３分の２だったと思う

んですが、実はあゆみ保育園の方から新年度については県から予算が来なくなってしまうと。

実際に、あゆみ保育園は建てかえましたから、そのための建設費も塩竈市さんからも応分な負

担をいただきましたし県からもいただいたわけですが、そういうスペースをちゃんとつくって

保育士もそのための対応をしていると。ところが、去年とことしは全く県からは来なくなるん

だという話を聞いているんですが、そういうことはないのですか。 

○中川副委員長 会澤事務所長。 

○会澤社会福祉事務所長 次世代育成支援対策交付金のことだと思いました。これは、国の方で

こういった子育て支援センターをつくりなさいということでどんどん進めてまいりました。そ

れに伴い、あゆみ保育園さんも新園舎建設の際に子育て支援センターをつくっていただきまし

た。それで、18年度は本当に２カ所分申請しましたけれども、非常に少なく交付されたという

ことで、大変不満に思っていらっしゃるということをこちらでも存じております。 
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また、19年度この交付金が補助金制度になりまして、県の方針としまして各市町村で１カ所

だけの補助になるということで通知がまいりました。そういった中で、私どもあゆみ保育園さ

んは私立ながら一生懸命頑張ってやっていただいているということで、私と子育て支援室長と

で県の方にお願いにまいりました。子育て関係の課を全部回りまして、何とか私立保育園でも

一生懸命やっているので「補助していただけないか」ということで、本当にお願いしてまいり

ました。そういった中で、県の方ではまず「１市町村に１カ所だけのみの補助金であるが、一

通り分配し終わった後残額があれば考えましょう」ということで、今回358万9,000円交付して

いただいた結果になりました。 

ただ、そのときに「19年度については本当に異例中の異例であるので、20年度は期待しない

でください」ということをちょっと念押しされていましたので、今回予算には計上しておりま

せん。以上でございます。 

○中川副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 このように、本当にどなたかも言っておりましたけれども、「今の国や県の行政と

いうのはつくるときは一生懸命はしごをつくるけれども、すぐ１年、２年、３年でそれを取り

外してしまう」と。これで、本当に民間も公立も安定した保育を運営することはもうできない

と、こういったことをぜひ市長さんは、やっぱり県にも国にも安定して子育て支援というので

あれば、こういったことをぜひきちんとしてほしいということを、機会あるごとに求めていた

だきたいということを申しておきます。 

時間がもうなくなってしまいましたが、124、125ページのこれは北浜沢乙線整備事業がいよ

いよ終わって、塩竈市での景観事業も始まるわけであります。始まるというか、もう間もなく

どんどん整備していくんだと思いますが、実は土地開発公社で持っていた西町の土地について、

塩竈市で昨年度買い上げていただきましたが、今いろいろデスティネーションキャンペーンだ

とかやっぱり塩竈に昔のように人が流れる状況だとか、いろいろなことを言葉では言われてお

ります。せっかくあれだけの投資をしてきたわけですから、あそこの西町の土地を今後、今は

移行した今の状況で使われると思うんですけれども、できればちょっと一休みができたりとか

塩竈市のさまざまなパンフレットが手に入ったり、いろいろな施策があると思うんですよね。

そういったたことの活用も含めてもうちょっと町に人を呼び寄せるイベントもどんどんやって

いくというのであれば、そういったことも含めての活用を検討できないものかどうか、その点

について伺いたいと思います。 

-172- 



○中川副委員長 田中総務部次長。 

○田中総務部次長兼行財政改革推進専門監兼政策課長 西町の用地ということで、開発公社で所

有していた土地でございますので、私の方からちょっとお答えさせていただきたいと思います。

こちらの西町地区の方につきましては、下馬春日線、北浜沢乙線等の代替用地として取得をし

ていた経過がございます。ほぼ、北浜沢乙線も今年度末で整備が終わるということで、代替用

地としての目的がなくなりました。こちらにつきましては、これまでも隣にあります郵便局の

駐車場として賃貸契約を結んでおりました。先日来出ておりますが、開発公社の経営健全化計

画の中で有効活用ができる場合につきまして、財政支援措置がございまして、そちらで今回買

い取りをしたものでございますので、引き続き駐車場としてのいわゆる賃貸契約として有効活

用を図ってまいりたいというふうに考えてございます。以上です。 

○中川副委員長 嶺岸委員。 

○嶺岸委員 済みません。委員長の方からご指名をいただきまして、ありがとうございます。 

それでは、私の方からも何点かにわたって質疑させていただきたいなと思います。 

それで、午前中ちょっとうちの方の浅野委員の方から全体に立った内容で、特に交付金の問

題についてお尋ねしたところ、いろいろなことがわかったんですけれども、今健全化法におい

て国は、2011年度に向けてプライマリーバランスを黒字にしたい方向で考えていると。それに

基づいて、今国はそこに目標等を立てながら、組み立てながら進んでいるわけでございますけ

れども、本市においてはどういったバランスでいかれるのか、もう少し具体的に教えていただ

ければありがたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○佐藤（英）委員長 菅原財政課長。 

○菅原財政課長 お答えいたします。 

国におきましては、2011年度のプライマリーバランス、基礎的財政収支の均衡ということを

目標に進めているわけでございますけれども、プライマリーバランスにつきましてはちょっと

国の場合と自治体の場合と若干性格が異なっている側面もございます。それで、何を目指して

いるかということでございますが、まずは安定的な市民サービスを安定的に維持向上させてい

く、そのためにはやはり収支の均衡というのがありませんと、ある単年度で見て収支が均衡し

て充実させても、それが長続きしないということになりますので、ある一定期間の収支の均衡、

これをぜひ目指したいということがまずは当面の課題じゃないかなというふうに考えておりま

す。 
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昨年末11月に議会の方にもお示しいたしましたけれども、今後５年間ほどで多額の収入が、

収支バランスがとれないというふうな状況でございますので、まずはそのような収支のアンバ

ランスな状態を、ぜひ歳入歳出見直しを進めながら整えていくというところを目指してまいり

たいというふうに考えております。 

○中川副委員長 嶺岸委員。 

○嶺岸委員 わかりました。しかしながら、先ほど佐藤委員の方からも言われたとおり、いわゆ

る当初の予算あるいは補正してくる予算と、何か見ていると最近ちぐはぐな感じがしますので、

ぜひ自信と確信を持ってぶれない予算を組んでいただきたい、このことを要望して質問させて

いただきます。 

まず、37ページ。まず顧問弁護士委託料75万6,000円、この契約の中身、どういった契約を

なさっているのか。ちょっと具体的に教えていただきたいと思います。 

○中川副委員長 郷古総務課長。 

○郷古総務課長 今のご質問にありました13節の顧問弁護士委託料の75万6,000円の内訳という

ことでよろしいでしょうか。 

これは、顧問弁護士との契約の中で、年間の委託の中では法律相談、あともう一つが簡易な

文書作成と調査というような、そういった内容で54万6,000円を組んでございます。あとその

ほかなんですけれども、控訴とか調停、そういったものへの着手金といたしまして21万円ほど

ということで組んでおります。以上であります。 

○中川副委員長 嶺岸委員。 

○嶺岸委員 そうしますと、35ページの弁護士の謝金というのはどういうことなんですか。そこ

からいうと。ちょっと、今の話を聞くとこの謝金がここに入ってくるんじゃないんですか、６

万3,000円。違いますか。 

○中川副委員長 郷古総務課長。 

○郷古総務課長 こちらの弁護士謝金６万3,000円につきましては、裁判に当たりまして証拠の

作成、そういったものの謝金ということで２回ほどの謝金ということで組んでおります。 

○中川副委員長 嶺岸委員。 

○嶺岸委員 そうしましたら、133ページ市営住宅入居者明け渡し請求訴訟委託金がございます

ね、117万円。これとリンクすると、どういうふうになっているのかなと。今のお答えを聞く

と、ちょっとつじつまが合わないのかなと、こう思うんですね。その辺、ちょっともう少し詳
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しく教えていただきたいと思います。その顧問弁護士料の関係と。 

○中川副委員長 郷古課長。 

○郷古総務課長 こちらの総務費で組んでいるのは、全体の中のいろいろな弁護士への相談、こ

ちらにつきましては住宅以外に年間約二十数件のそういった形でのこれまで弁護士に対する相

談等があります。そういった内容も含めた形での年間の弁護士顧問料ということでお支払いし

ております。それで住宅につきましては、近年いろいろな明け渡し、そういった中での訴訟が

ありますので、そちらの特化した中で住宅の中で支払っていただいている。また、そのほかに

も19年度におきましてはいろいろ玉川中学校とかその他病院関係でも訴訟がございました。そ

ういったものについても、教育費で組んだり病院事業会計で組んだりというような中での支出

という形になっております。 

○中川副委員長 嶺岸委員。 

○嶺岸委員 わかりました。それで39ページの法律相談は、これは産業部の関係で無料相談教室

を42万円計上して、毎月やっているわけですね。今課長がおっしゃるとおり、相当数の訴訟の

問題があると、こういうお話ですけれども、じゃあ１回ごとにこの部分の相談については、謝

金として計上今しているような話がありましたよね。それでよろしいんですか。 

○中川副委員長 郷古課長。 

○郷古総務課長 私どもの先ほどお答えした内容につきましては、行政関係でのものに対しての

顧問弁護料ということでございます。また、今委員がおっしゃられました法律相談委託料、そ

ちらにつきましては政策課の方でちょっとお答えいたしますので、済みません。 

○中川副委員長 田中総務部次長。 

○田中総務部次長兼行財政改革推進専門監兼政策課長 39ページの法律相談委託料42万円でござ

いますが、こちらは市民の方々のための無料法律相談ということでございまして、月1回１日

５人だったと思うんですが、行っている内容のそちらの方の委託料ということになってござい

まして、こちらは仙台弁護士会の方と委託契約をさせていただいている内容でございます。 

○中川副委員長 嶺岸委員。 

○嶺岸委員 あと先ほど言ったように、この39ページは産業部所管の、１階で消費者の相談とか

法律相談をやっているわけですよね。そのほかに、今なぜこのことを聞いているかというと、

今この顧問弁護士料というのが必要なのかということを、私は言いたいんですね、契約して。

というのは、謝金が今項目を聞くと１回ごとに謝金は出しているわけですよ。それが現実と今
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の私たちちょっと社会に出たときの時代背景と違うんではないのかなと、この意味合いが、そ

う思いませんか。 

というのは、１回ごとに今国の法律の中で弁護士料の相談は30分5,000円ですよ。これは、

各委員さん知っていますよ。これはどなたでも大体。そうすると、その顧問弁護士料が発生し

た時期というのは、弁護士さんが少ないためにどうしても早く急いで相談したいということで、

各企業がこぞって顧問弁護士を契約をしているわけですよ。今、私どもの予算案を見ると非常

に厳しい予算案の中で、今この56万円にしてもその全体から見れば小さな額ではございますけ

れども、今必要なのかと私は問いたいわけですよ。そのお考えを、まず聞かせてください。 

○中川副委員長 郷古課長。 

○郷古総務課長 私どもの顧問弁護士の採用に当たりましては、現在の顧問弁護士については平

成10年から顧問弁護士の契約を結んでおります。その顧問弁護士との契約につきましては、も

うかなり前の顧問弁護士、さらに前の顧問弁護士からの中での契約になっています。そういっ

た中で、近年のこういったいろいろな、前は余り訴訟までいかなかった行政の問題があったわ

けなんですけれども、近年やはり病院での違法公金支出とか、あと玉川中学校でのスタート時

のピストルの関係とか、あと今係争中であります二中での損害賠償事件、あと藤倉地区での贈

与受託等の請求事件とか、そういったものでかなり行政にかかわる法律的な専門的な問題が出

てきております。 

そういった中で、今ほかの市ではどうなのかというところもちょっと調べてみました。そう

いった中で、やはり多賀城では75万6,000円で顧問弁護士契約を結んでいますし、石巻・気仙

沼においてもやはり80万円ということで委託契約を結んでいる。こういった状況につきまして、

やはり他の市においてもかなりそういった法律問題については複雑化している、あと一方では

多くなってきているというところで、我々の中でも解決できるのはやはり専門的なところでの

力を貸していただいているというふうに思っております。 

○中川副委員長 三浦総務部長。 

○三浦総務部長 私からも、若干補足してご説明を申し上げたいと思います。 

昨今の行政事務を通じまして感じておりますのは、やはり個別の具体的な法律にあたって考

えなくちゃいけない業務がふえておるというような実態がございます。それらの業務を相談を

申し上げる、それが総括的な顧問料というふうな形でございます。この業務も、最近は大変ふ

えてございまして、私たちといたしましてはこの契約金額、これは大分サービスしていただい
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た金額というふうに受けとめさせていただいているような実態でございます。そういった業務

を通じまして、個別の案件として訴訟等の問題になってくるものがございます。そういったも

のにつきましては、先ほどご指摘いただきましたように個別の訴訟と、それに対する支援費と

いうふうな形で契約を結ばさせていただく、その金額を計上させていただいているというふう

な実態でございますので、ご理解を賜りたいと思います。 

○中川副委員長 嶺岸委員。 

○嶺岸委員 今お話を聞くと、確かに課長さんは各自治体調べたと、こういうお話ですね。私ち

ょっと腑に落ちない点が１点ありまして、塩竈は６万人弱の都市でございます。仙台市は100

万人以上でございます。仙台市は顧問弁護士は雇っておりません。これをどういうふうに、そ

れではお答えするんですか。仙台市のやり方は、個別においてその専門の弁護士、いわゆる強

い弁護士、それからキャリアの例えば商法に強い弁護士は商法に強い弁護士に１回ごと相談申

し上げている。 

今、弁護士はたくさんおります。他から、私は今の状況の中で必要ではないんじゃないかと、

仙台市がはずしておいて、塩竈が必要なのかと、これはぜひ考えていくべきではないのかなと

思うんですけれども。そのお考えができないんであればしょうがないですけれども、検討して

いただけるように、これは多分答えがないと思いますので、要望にしておきます。 

時間がないので、申しわけないですけれども。次に85ページ、なるべく重複しないようにし

たいなと思っていましたので、この防疫の完成事業費１万8,000円しか、多分これは科目だけ

計上しているんだろうと。私が思うには、これは疫病、コレラとか赤痢とかあるいはインフル

エンザ、あるいは鳥インフルエンザ、そういうものの防疫関係費で、万が一の場合に計上され

るんだろうと思うんですけれども、その辺いかがでしょうか。まずそこから確認させてくださ

い。 

○中川副委員長 阿部健康課長。 

○阿部健康課長 委員ご指摘のとおりでございます。 

○中川副委員長 嶺岸委員。 

○嶺岸委員 また、これに関連して防疫の体制ですけれども、今国際化の社会になって、検疫で

は仙台の空港が国際化、あるいは仙台塩釜港が国際化になっております。外国から多数の来客

者が多くみえていますし、例えば黄熱病とかそういった、あるいはアフリカのエボラ出血熱と

か、そういうものの患者さんが検疫をすり抜けて本市に入った場合の基本的な考え、それが確
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立されているのかどうか。まずお伺いしたいと思います。 

○中川副委員長 阿部健康課長。 

○阿部健康課長 私どもの役割とまた県・国等の役割、またそれぞれあろうかと思いますが、私

どもにつきましてはそういった感染症等の危険があった場合に、主に最近の役割分担の中では

県の保健所が果たす役割が大きいというふうに思っておりますが、その際の情報収集、そうい

った部分については県保健所等と連携を密にしながら対応していきたいというふうな考え方で

臨んでいる状況でございます。以上でございます。 

○中川副委員長 嶺岸委員。 

○嶺岸委員 例えば、塩釜港で船員さんというか乗組員さんがそういうものを発症したといった

ときに、例えばコレラ菌でも何でもいいんですが、その場合どこの病院で隔離されるんですか、

塩竈市の対応としては。県の指導を仰ぐというんですけれども、その辺は例えば塩竈市民の健

康と安全を守る課ですので、結局感染症にならないようにすぐ対応しなきゃならない。その場

合の隔離先の移送する病院は指定さているんでしょうか。その辺ちょっとお伺いしたいと思い

ます。 

○中川副委員長 阿部課長。 

○阿部健康課長 まず、そういった特定の感染症、そういったものが発生したときに、まず第一

報として入るのは、残念ながら塩竈市という形にはならない状況に、今の体系にはなってござ

います。そういった形での医療機関等からの通報義務、そういったものについては、保健所の

方で集約されるという形になっておりまして、そういった形の中での隔離政策、そういった形

での対応ということになりまして、大変申しわけないんですが、そういった意味での事実関係

は実は後になってしまうというのが実態になっているというふうにご報告せざる得ない状況に

ございます。 

○中川副委員長 嶺岸委員。 

○嶺岸委員 これも、やっぱり市民の方からちょっと質問されて、私も正直な話答えられなかっ

たんです。非常に申しわけない、そういう思いをした。それはなぜかというと、今問題になっ

ている冷凍ギョウザの問題から端を発して聞かれたんですよね。じゃあ、その食品の検疫の問

題については、じゃあわかる範囲で情報を出してほしいと思ったんですけれども、なかなか本

市の状況の中では扱っている大手スーパーさんが塩竈にありますよね。その中で不安を感じた

市民はたくさんいるんですよ。聞かれてもわからなくて、私どもは仙台の保健所に電話したり、
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「どうなんですか。塩竈では扱っているんですか」と聞いてもわからないし、当然お店の方に

電話しても「いや、わかりません」とたらい回しされる。こういうような話も、現実に私はあ

りました。 

そういったときに、じゃあ関連して聞けば、食品の方のその安全に対する計画はどのように

今考えているのか。これは待ったなしで来るわけですよね、購入したとき。県の指導を待って

やったんでは、とてもじゃないけれども間に合わない。発症したときに、私が言うのは県より

先に発症するのは地元ですぐわかるわけですから、その部分がわかった時点でどういうような

基本計画というか骨子というか、そういう流れがあるのかあるいはこれからつくろうとしてい

るのか。その辺のお考えをお聞きします。 

○中川副委員長 阿部健康課長。 

○阿部健康課長 まさに昨今の食品をめぐる安全性の問題、本当に非常に危機を感じるものでご

ざいます。この件に関しましても、やはり食品の安心・安全の部分については保健所が管轄と

いうことでございます。ただ、私どもとしても塩竈市の実態がどうなのか、その辺については

非常に心配しているところで、県の保健所の方にそういった部分の相談がどのくらいあったか

とか、そういった分については随時ご連絡申し上げる中で確認すると。また、市民からそうい

った部分でのご相談とかそういった場合は、受けまして保健所の方に伝えると、そういった形

で対応したいということで考えて、担当課としてはこれまで対応してまいりました。 

ただ、今のところ私どもの課の方にそういった問い合わせはなかったという状況にはござい

ます。以上でございます。 

○中川副委員長 嶺岸委員。 

○嶺岸委員 どこに問い合わせしたらいいかわからないという情報と、それからマスコミが早い

ものですからそこを信用していると。だから、どういうふうな形なのか、その辺の指示決定と

いうんですか、その連絡方法というのがわからない。法律的に申しますと、食品安全基本法が

あるというのはご存じだと思いますけれども、一つには、まず輸出国における安全の対策をし

なきゃないと。二つには、水際の対策ですね。いわゆる物をあげるとき。三つ目としては、国

内の流通の段階で対策をとると。こいうふうな基本法の考え方ですね。これを、これからそれ

を踏まえて自治体ではどうしていくかという考え方になってくると思うんです。 

今度、新しい法律がどんどんどんどん変わってくると思いますけれども、早くその経路とい

うか行程というか、指示系統というか命令というか、ちょっとその辺はよくわからないんです
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けれども、ぜひ早く立ち上げてほしいと思います。 

そこでもう１点お聞きしたいのは、この食品にかかわることでパイオネットというのという

のをご存じですか、パイオネット。まず、情報として入っていますか。その辺から、ちょっと

お聞きしたいなと思います。 

○中川副委員長 阿部課長。 

○阿部健康課長 大変申しわけございません。情報としてつかんでいない状況にございます。 

○中川副委員長 嶺岸委員。 

○嶺岸委員 これは、国民生活センターの全国消費生活情報ネットワークシステムのことをこう

言って、今２月の中旬からそれがネットで直接こういうような状況がありますよということで、

自治体の方に配信するような仕組みになっております。これを申し込むか申し込まないかとい

うようなお話がございますので、２月の13日から通達来ているはずですけれども、ぜひそうい

うようなネットワークをしてほしいと。これは、消費者相談センターから直接にパソコンネッ

トで通信義務がなっています。これは、政府所管の新しい法で食品による薬物中毒治安の再発

防止策ということで、これは私の方に情報として入っていますで、ぜひそういうことも必ず早

く立ち上げていっていただきたいと思います。このことをお願い申し上げます。 

次に移りたいと思います。41ページの施設管理等業務委託料及び施設整備点検委託料、これ

をあわせて聞きたいなと。この辺は、庁舎管理のシステムだと思うんですけれども、防犯の関

係の安全対策もこの予算の中に入っているのかどうか、まずここからお聞きしたいなと思いま

す。 

○中川副委員長 菅原財政課長。 

○菅原財政課長 施設管理業務委託料とそれから施設設備点検委託料、この２点についてでござ

います。 

まず、施設管理等業務委託料で計上している内容ですが、これは本庁舎の方の駐車場整理が

２月の申告期間等かなり駐車場が手狭に感じるような時期がございますが、その期間の駐車場

の整理の委託料を組んでおります。 

それから、施設設備点検の方の委託でございますけれども、これも庁舎関係の設備の保守点

検等でございまして、本庁舎で使用しております空調設備でありますとかそれから自動ドア、

消防設備、そういったものの点検など、そういったものを計上してございます。 

○中川副委員長 嶺岸委員。 
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○嶺岸委員 わかりました。 

この問題をなぜ聞いたかというと、今この間も壱番館の方でちょっと市民相談を受けて相談

にいったらば、ちょっと一杯召し上がった方が大声で騒いでいた場面にもぶつかりましたし、

そこで銃刀の問題もあったと。これは防犯上のセキュリティー、これも確立もしなきゃない、

うちの庁舎も。私ども視察先にいろいろな箇所を回って勉強してきたんですけれども、そうい

うようなところで大体皆防犯カメラがついているんですね。うちの方は、どこの箇所にもつい

ていないというような状況でございます。 

また、日本一の歓楽街と言われる渋谷区、ちょっと用があって行ったんですけれども、そこ

にはスーパー防犯カメラがついていました、表に。これは非常に反対が多いということで、道

路につけたそうです。この間行ったときには、去年の暮れですけれども、ほとんどそういった

不審者がいなかったんですね。なぜかと聞いたらば、24時間で本当にはっきり写るカメラが四

隅、角角というところにあって、死角ないような状況になっている。そうすると、そういった

不労就労している方々とかいろいろなそういう人がいなくなった。 

当然、私どもの庁舎を預かる人たちも、あるいは市民の安全対策を講じる上からも、そうい

った施設に対して防犯カメラの設置していただきたいと。これは、市民の方が言っているんで

すね。いつどこでどういう形であるかわからないので、そういったものを設置してほしいとい

う要望がありますので、そういったお考えがあるのかどうかお聞きしたいなと思います。 

○中川副委員長 菅原財政課長。 

○菅原財政課長 現在のところ、庁舎関連と本庁舎につきましては当直制をとっておりますので、

職員当直ではございませんけれども、人的な配置をしているような、土日も含めてしているよ

うな状況にございまして、今現在のところでは防犯カメラの設置等は考えてございませんでし

た。それで、他市町の状況等も調べながら、なお検討させていただきたいなと思います。 

○中川副委員長 嶺岸委員。 

○嶺岸委員 わかりました。ぜひ、検討していただきたいと思います。 

次に、簡単にお聞きしたいなと思うんですけれども、139ページけやき教室、おかげさまで

相当時間がたって成果が上がっていただいて、本当に私はうれしく思っております。それで、

今現在いろいろな指導をされて一生懸命頑張っているというのはわかるんですね。ところが、

あの場所ができた当初から不登校の人たちが学校のそばに行かれるのかと、行かれる人は軽症

なんですね、まだ。重症の方は、やっぱりこの少子高齢化の中で特に一人の子どもさんしかい
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ない方がたまたまそういったような状況にはまったときに、その家庭は崩壊しますよと。この

壇上からずっと訴えてきました。おかげさまで、不登校の方がそこで勉強されてそして学校に

復帰していく、その姿を見たときに本当に涙が出てくるような思いをしながら、そのお母さん

から感謝されたりそれからおばあちゃんから感謝されたりしていました。 

でも残念ながら、できた当初からずっとこの状況なんですね。ところが、今回藻塩の里がさ

くら学園の方に移るようになりました。ぜひ、この二市三町あるいは今まで仙台市からも通っ

てきた人がおりますし、大崎地方からも通ってきました。名取からも来ました。そっちこっち

から受け入れてきたわけですから、県あるいは二市三町の広域、あるいは宮黒管内の各自治体

の方としっかりとお話し合いを持ちながら、その不適応のための指導教室、これを立派なもの

に立ち上げていただいて、一人でも多くの人材を育てていただきながら社会貢献できるような

人材にしていただきたいと、こう思っておるんですけれども、ぜひ市長そして教育長にはその

辺ご尽力を賜りたいとこういうふうに思っているんですけれども、ご意見ちょっとお伺いした

いなと思います。 

○中川副委員長 小倉教育長。 

○小倉教育長 現在、けやき教室については二市三町が中心となって運営しておるわけですけれ

ども、管内においても黒川郡にもありますし、それから南の地区においては柴田のけやき教室

と連携しながら県の指導等を受けながらやっていますけれども、これまでは県が当初やってい

たわけですけれども、県の方からはずれて先ほどお話しのように塩竈は二市三町を中心にお願

いしていますけれども、それは施設等の問題についても今後二市三町の関係者とも検討しなが

ら考えていきたいと思っております。以上です。 

○中川副委員長 嶺岸委員。 

○嶺岸委員 教育長も県の方の要職におられた方ですので、ぜひリーダーシップを発揮していた

だきながらお願いしたいなと思います。 

それで、145ページの関連してお聞きしますけれども、中学校の管理費及び施設の維持管理

についてですけれども、これは校内それから校庭の環境整備というかそういうものの予算にあ

たっているわけですね。それで間違いございませんか。 

○中川副委員長 小山総務課長。 

○小山教育委員会総務課長 予算説明書145ページの一番下にあります中学校施設維持管理費

4,436万5,000円につきましては、建物あるいは校庭内のいろいろな遊具とかも含めた工事、あ
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るいは修繕費にあたっているということでございます。以上です。 

○中川副委員長 嶺岸委員。 

○嶺岸委員 わかりました。それで一つの例を挙げてお聞きしたいなと思います。 

一生懸命、今先生方が子どもの教育のために、部活とかあるいは課外授業とかというんです

かね、ちょっとその辺よくわからないんですけれども、万が一その学校の校庭の敷地以外で何

らかのトラブルが生じるといったときに、その学校の保険がきくのか。あるいは、学校の校舎

内というか敷地内からの物、例えば物が飛んでいって壊れたとか、そういう場合の補償とかそ

ういったものの不可抗力の負担行為というんですかね。そういうものについては、どういうふ

うなお考えをお持ちなのかちょっとお聞きしたなと思います。 

○中川副委員長 佐藤学校教育課長。 

○佐藤学校教育課長 それでは、お答え申し上げます。 

児童生徒１人年間960円、日本スポーツ振興センターというところに負担金納めまして、学

校管理下内の事故というふうに認められた場合には、医療費関係ですと健康保険並みの要する

費用の10分の４ということで、5,000円以上の場合にはそれくらいの支給がされます。支給期

間については10年でございます。それから、例えば学校の敷地のところで強風で物が飛んでい

って民家を壊した、そういう場合には損害賠償ということで日本スポーツセンターの方の上乗

せした保険の方で賄えます。以上でございます。 

○中川副委員長 嶺岸委員。 

○嶺岸委員 例えば、部活を教えている方が不可抗力で例えばボールが飛んでいって、上から走

ってきた車にぶつかったと。その損害賠償を求められたときに、じゃあだれが払うのかという

ような問題が生じた場合、これは今の保険機構の中ではちょっと厳しい判断がされているんだ

なとこう思っているんですね。そうすると、学校の先生が払うべきなのか、その生徒が払うべ

きなのかという問題があって、まだその辺がよくわかりません。多分、学校側についてもわか

らないんだろうという事例がありました。 

それで、一番私が危険だなと思うのは、玉川中学校のあのフェンスです。あのフェンスが、

今の子どもはすごく力があってボールが飛んでくるんですね。私も軟式のボールが飛んできた

ことがあるものですから、「ああ、すごいな」と思ってびっくりしたんですけれども、そうい

ったものの整備ももう少し考えていただきたいなと、こう思っておりますのでよろしくお願い

したいなと思います。 
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それから、もう一つこれに関連してお聞きしますけれども、今学校のいろいろな相談が父兄

さんの方から学校の方に直接お伺いするような風景がたまたま見られます。担当する学校の先

生は授業をしておりますし、本当に相談が大変なんだ、電話、それから苦情で来る方、それか

ら地域の方、あるいは登下校中での問題の提起とか、そういうものの苦情処理については学校

の先生が教えているときにストップして、そして走ってくるような状況なんですね。私はそう

いうことじゃなくて、学校の中にも苦情処理を受け付けるような学校のボランティア制度、こ

ういうものを時間がないからかいつまんで言いますけれども、創設していただきたいなと。こ

れも父兄の方々からの意見でございました。本当に相談していくんだけれども、学校の先生あ

るいは教頭先生に申しわけないと。もう生徒にも申しわけないし、できればそういった気軽に

相談される方を配置してほしいというような要請がありましたので、ぜひこのことについては

ご要望申し上げておきたいと思います。 

それからもう１点。これは夏これからのシーズンですけれども、プールの使用についてちょ

っとお伺いしたいと思います。今、慶應大学の眼科医の研究グループが、プールに今水道水が

入って塩素がきていると。その塩素が、角膜を破って被害を生じる例が事例として確認されて、

今月の初めにアメリカの眼科学会の紙上でもって発表されておりました。それで、必ずプール

から上がったらば水道水で目を洗ってはだめですよという指導がありました、今回。それで、

水泳はゴーグルをつけているのが一番安全なんだそうです。そういうことも、ぜひ取り上げて

いただきながら、それが100％いいかちょっとわかりませんですけれども、研究なさるように

なさっていただけるようにご意見申し上げまして、時間がまいりましたので私の質問を終わり

ます。ありがとうございました。 

○中川副委員長 伊藤委員。 

○伊藤（博）委員 それでは、私の方からも平成20年度予算審査に当たりまして、ご質疑をさせ

ていただきたいと思います。 

今定例会の初めの方に、施政方針に対する質疑等もありまして、市長の施政方針もあったわ

けです。その中で、現長期総合計画がそろそろ総括の時期になり、新しい総合計画策定に向け

た準備が始まると。具体的に予算も20年度で組まれているようでございます。そうすると、私

も現計画を10年前見直しになって計画をつくる段階で、所管委員会等にいさせていただいて議

論したのがもう10年たつのかなということで、施政方針等を承っておりました。 

その際、よく問題になるのが人口予測でございます。当時、たしか三つの人口予測がありま

-184- 



した。その中で、本市はさまざまな議論があった中で、ちょうど真ん中の現状維持を選択した

かと思います。残念ながらあの当時最も厳しい人口予測をしたたしか現厚生労働省か何かのデ

ータかと思いますが、５万8,000人あまりの塩竈市の人口予測がありました。現在そのように

人口が推移したということで、残念な結果になっているということはございますが、ぜひ今回

の長期総合計画の総括に当たりましては、そういったところの科学的データ、これは別に目標

ではあるんですが、「データ上はやっぱりこれくらいになる。だけど、こういうことをしてい

くことによって、こういう目標値を設定できる。達成していきたい」というふうなちょっと含

みのある人口目標でもいいのかなというふうな気もいたしますので、そういったところをちょ

っと後で10年前のことに振り返ってちょっと私の反省と申しますか思い出をお話ししながら、

ちょっと参考にしていただければと思ったものですから、お話をさせていただいたところでご

ざいます。 

そういった中で、この予算審査、私も何年間かずっとやってまいりましたが、先日山形県の

齋藤知事とお会いした際におっしゃられたことがいまだに印象にあるんですけれども、２月の

段階でこのような形で全国どこでも、新年度予算という形で議会の方に出して議論されるとい

うことになると思うんですが、当局にしてみればその段階で出されたときには、もう全額通し

ていただくことを前提とする。議論の余地はないというふうな、これは当局側の考えですよ。

だけれども、そういう時期なんだと思うんですよ、私も話を聞けば。ですから、齋藤知事は12

月の段階で骨格的な予算をまず議会に示すと、それで議会の方にもそのあたりから予算委員会

的なものをつくっていただいて、議会の要望等についてもそういうところで議論をする中で新

年度予算に反映できるものは反映するというふうな努力をなさるんだそうです。それが市町村

でできるかどうかわかりませんけれども、そういうことをすることによって、大体夏ころ必死

になって今度、残念ながらまだ地方分権とはいえ国に対してさまざまな要望活動はしなきゃい

けませんから、そうするときに新年度になってすぐに大体要望の取りまとめをして、今度は国

に対する来年度事業実施のための要望活動に向けて動きというような、スタンスがとれてくる

だそうです。 

そういったことがあるようでございますので、ぜひ20年度できれば12月あたりからでも、予

算の骨格等を議会に具体的にお示しいただきながら、議会もそういう対応がとれるんであれば、

より議会の方の意向も予算に反映できるようにご参考にしていただければと思いますので、ち

ょっとお話をさせていただきたいと思います。 
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そういうことをお話ししながら、予算審査を行いたいと思いますが、当局のおはからいでこ

の予算審査の日に必ず実施計画というものが出されるわけですが、こういったことも参考にし

ながらやらせていただきたいと思います。 

それでこの実施計画の、ページ数でいきますと26ページになるかと思います。26ページにな

りますが、健康に暮らせるまちづくりという項目がございます。そしてその下の第２節として、

医療体制の充実ということがございます。その中に、これはさっき今回の予算委員会の副委員

長でもあります中川さんからの方からもご質問あったと思いますが、地域医療体制の充実とい

う項目が実はあるんですが、平成20年度の予算の部分を見ますと、残念ながら具体的な予算項

目というのはないんですよね。こういったところ、実施計画を作成するにあたってどのような

検討があったのかどうか、ちょっとその辺からお話をお伺いしたいと思うんですが。 

○中川副委員長 田中総務部次長。 

○田中総務部次長兼行財政改革推進専門監兼政策課長 私どもの方、実施計画の担当課というこ

とでお話しをさせていただきたいというふうに思っております。 

実施計画につきましては、長期総合計画がございましてそれを10カ年計画をいかに達成する

かということで、３カ年計画を毎年度ローリングしながら行っているということでございます。

そういった中で、改めまして実施計画の段階では、長期総合計画にございます基本目標なりそ

ういったものを掲げながら検討しているところでございますが、ただいまご質問がございまし

た地域医療体制の充実ということにつきましては、全体的に申しませば今県の方で地域医療計

画が見直しをされている、それから地域医療の中心の一、二次医療のさらなる充実なり三次医

療との連携を図り良質な地域医療の体制を確保しますということになりますと、行政が単独に

助成をするというよりは、さまざまな関係機関との連携というソフト事業ということになろう

かというふうに思いますので、今回予算を伴う事業としての掲載はございませんが、そういっ

た中での地域医療体制の充実ということに努めていくということになろうかと思っております。

以上でございます。 

○中川副委員長 伊藤委員。 

○伊藤（博）委員 じゃあ、関連しまして予算説明書の９番の97ページにあります、これは休日

急患診療費の部分の、報償費の二次診療病院協力謝金について、中身のご説明をいただければ

と思います。 

○中川副委員長 阿部健康課長。 
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○阿部健康課長 二次診療病院協力謝金ということで、1,232万円を計上させていただいており

ます。これにつきましては、休日、祝日の昼間、日中の二次病院につきましては輪番制で救急

医療の部分を対応していただいております。これについて、２病院体制ということで内科、外

科、二つの科の体制ということで、６病院でそれぞれ担っていただいているということで、１

病院当たり８万8,000円の謝金をお支払いしているという状況にございます。以上です。 

○中川副委員長 伊藤委員。 

○伊藤（博）委員 こういった形で、今地域医療ということでこれは一般会計側の方からお伺い

をしているわけなんですけれども、それで№９の98から99ページにこれも施政方針等では非常

に問題になっておりますが、繰出金の中に病院事業会計繰出金の改革プラン策定事業費として

2,000万円、これは繰り出すということで一般会計の方で組まれているわけですが、一つはさ

っき地域医療の部分で聞いた実施計画の分で確認した点というのは、今地域医療をどうするか、

これが大変重要な視点なんですね。ということは、そこではソフトの面を含めてハード面もこ

れは入ってくるわけですね。そういったことでの具体的な、やっぱり動くためには予算組みが

必要だと私は思っております。 

そういった中で、もう一つ参考的に資料を見させていただくのが、予算特別委員会資料の16

番の塩竈市組織図というのが、今回資料要求としてとられた方がいらっしゃるんで、これを参

考にさせていただきたいと思いますが、私はこの2,000万円については繰り出すのではなくて、

当事者にお金を渡して改革プランをつくらせるのではなくて、やっぱり今回この改革プランの

最終的な責任者、これは塩竈市長になったはずです、開設者である。やっぱり、その市長部局

の中にこの改革のための組織、それがぼくはここで見ると行財政改革推進専門監とかって組織

実態があるわけですから、そういうところで具体的に予算を本来使われる方がいいんじゃない

かという、私の考えがありますものですから、考えを今述べさせていただいたところでござい

ます。 

ですから、その辺なぜこのように繰り出しという形で他会計の方へ繰り出しを決断なさった

のか、そのお考えをお伺いしたいと思います。 

○中川副委員長 三浦総務部長。 

○三浦総務部長 ガイドプランの作成にあたっての繰出金でございます。総務省の方からは、こ

のガイドプランにつきましては公立病院を設置している全国の自治体で策定をするようにとい

うふうに、ただいまお話をいただいたとおりでございます。それを踏まえまして、私ども20年
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度にこの公立病院の改革プランを策定するという取り組みをさせていただくということで予算

化を図ったわけでございます。その具体的なやり方、どこでやるのかというふうなことについ

ても町内では大分議論を重ねました。 

その結果といたしまして、やはり現場に密着した形で進めるのが一番望ましいだろうと、一

番ふさわしい答えを引き出せるんではないかというふうなことになりまして、このような繰り

出し金という形にさせていただいたような状況でございます。 

なお、具体的に進めるにあたりましては、やはり専門的知見を有する方々にもご参画をいた

だきまして、ただいまご指摘ありますようなことも踏まえましたそういった計画とさせていた

だきたいと、そんなふうに考えておるところでございます。 

○中川副委員長 伊藤委員。 

○伊藤（博）委員 ありがとうございます。では、私の視点についてはご指摘を申し上げました

ので、今後の20年度での実績の部分はあと確認をさせていただくようにしたいと思いますので、

よろしくお願いをしたいと思います。 

続きまして、これも実施計画の方から見た方がわかりやすかったんで、実施計画の方から見

させていただきます。ページの79ページと80ページに、土地開発公社の件が載っていますね。

79ページ、80ページということで、土地開発公社の件、これにつきましては私の一般質問のと

おりやらせていただいて、土地開発公社の経営健全化計画、これがどうも５カ年計画でたしか

進んだと思いますが、それの第５次だったと思いますけれども、どうも国としてはこれを最後

にするような再建計画という思いで今般、たしか計画の再公募というか、その基準値を示して

そこに塩竈市の土地開発公社の基準値が合致したものですから、再建企業ということで国の制

度を受けながら再建計画を立てるという話になっていったと思うんですけれども。 

確認でございます。３カ年度の取得計画が約９億3,000万円。それから無利子貸付けを約15

億円、３か年で見込んでいるような実施計画になっておりますが、そのようでよろしいんでし

ょうか。 

○中川副委員長 田中総務部次長。 

○田中総務部次長兼行財政改革推進専門監兼政策課長 実施計画の資料の79ページのところに、

土地開発公社経営健全化事業の用地取得費ということでございます。土地開発公社の経営健全

化につきましては、平成16年の国の通知に基づきまして一定の財政支援措置があるということ

で、18年からの経営健全化計画は22年度を最終年度とする計画をつくりまして、進めておった
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ところでございます。当初、最終年度に購入の予定でございましたが、金融機関の取り巻く情

勢、それから開発公社への厳しい状況がございまして前倒しで取り組むこととしてございまし

て、20年度につきましては買い取りの部分が３億1,189万7,000円ということでございまして、

20年度の買い取り部分が漁港背後地の部分、21年度の買い取りの部分は特別養護老人ホーム施

設の事業用地の部分、22年度の買い取りの部分が勤労者スポーツ用地と駅前広場の部分という

ことで、それぞれここに記載のとおりの金額で、購入を予定しているところでございます。 

この21、22年度の購入予定の約６億円に対しまして、次ページの80ページでございますが、

土地開発公社で所有しておりますと簿価の増嵩ということになってございますので、簿価の抑

制ということから、市から公社への無利子融資という制度を活用いたしまして融資を行おうと

するものでございます。21、22年度に購入する部分でございますので、20年度と21年度につき

ましては６億1,513万2,000円の貸し付けを行い、22年度につきましては最終年度の部分という

ことで、勤労者スポーツの部分と駅前広場の部分ということで、２億9,843万5,000円という形

になるものでございます。以上でございます。 

○中川副委員長 伊藤委員。 

○伊藤（博）委員 ご説明、ありがとうございます。 

それで、行政を判断する判断基準みたいなものというか、総務省が出されるものが多く、今

まで行政というのは一つの判断資料ということでやられていたかと思います。そういった中で、

やっぱり民間の金融機関も一定程度企業に融資する際なんかに融資基準というものの厳格とい

うものを随分お持ちになられているんですね、やっぱり。そういうことでお金を運用するわけ

ですから、そういった意味ではこれまでのように行政といえども、行政の関連した100％出資

の企業といえども、銀行の厳しい目で見て判断をされるような時代になってきつつあるんだと

思います。 

ですから、これは行政改革の一つの目標でしょうが、金融機関から低利でお金をぜひ借りて

くださいと言われるような役所を目指すというのも、一つの多分行財政改革の大きな目標でも

あるかと思いますので、そういったところも一つの視点。逆に今度は高くなったときは、どこ

をどう直さなきゃいけないのかということも、やっぱり素直に行政側も受け入れながら、それ

も判断指標としてやはり受け入れていただきながら厳しい行財政改革だとは思いますが、やは

りそういったところでの指標を一つ一つわかりやすい、やっぱりそういう指標でありますから

そういうものというのは、そういったことを「ことしは３％だったけれども、来年は２％で何
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とかなりそうです」とか、そういうふうな明るいご報告が聞かれることを期待して、20年度の

行革の進捗を見ていきたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

続きまして、次は条例関係をちょっとお伺いをしたいと思います。次は、議案第23号になり

ますか、塩竈市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例でございます。これは、予算審査

の中でも何人かの委員さんがお伺いをしていますので、重複しないようにお伺いをしたいと思

います。 

１点確認をしたいと思います。今回の条例改正で、要は規則を設けるということになります

よね。要は、現行行われている部分の条例が不足した部分を補いながら、あわせて規則によっ

てもっと運用しやすくするというのが目的の一つかと思いますが、そこの確認をしたいと思い

ます。 

○中川副委員長 会澤社会福祉事務所長。 

○会澤社会福祉事務所長 放課後児童クラブは、少子化の中でも年々利用希望者が増加傾向にご

ざいまして、これまで急な定員枠の拡大または実施場所の変更などを行ってまいりました。放

課後児童クラブは条例であるんですけれども、そちらの方には実施場所まで指定してある。そ

れから、定員も30名という形で指定してございます。これまでやってきたことと、条例との間

に乖離が生じてまいりました。今後、少子化の中で利用がふえ続けるのか、それともここ二、

三年で減るのか、ちょっと今予測のつかない状況にございます。 

なお本市としては、利用があれば、本当に保育に欠けるお子さんがいるのであれば、できる

限り受け入れる方向で進めるために、今回条例を一部簡素化しまして、クラブ名だけ、そして

例えば実施場所、それから定数とかは規則の方に定めてまいりたいと思います。どうしても、

条例ですと１回の議会を経ないと変更はできないという部分がありますので、規則を今作成し

ている最中でございます。新しい規則は、資料番号の12、12ページにございますけれども、下

段の方にもございますけれども、こんな感じで４月１日から施行するような形で、今作成中で

ございますので、ご協力をお願いいたします。以上でございます。 

○中川副委員長 伊藤委員。 

○伊藤（博）委員 この条例と規則の関係というのは、なかなか議会と市長の問題でございまし

て、これは多くの地方議員の方々もその辺がうんと悩みの種なんですね。規則の方に重きを置

かれますと、条例の意味がなくなるということもございます。ただ、運用の部分で確かに市長

の単行決裁で済む部分があれば、それはいい部分もあるんでしょうから。 
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ただ、そこで市長の方にお願いがあります。今度施行規則が今そういう条例になっているん

ですが、その中で職員の配置、これはパートさんになるかと思いますが、まず多分定数に対し

て何名というクラブごとの決め方になっているかと思いますが、できれば１名ずつでも多くし

ていただけますと、クラブの運営上大変ありだかいというお話も議会の方でも何回か多くの

方々、議員の方々からもご指摘があったかと思いますが、そういったところ20年度に向けまし

て改善されるような規則ができてからでございますが、お考えがあるかどうかその辺のところ

をお伺いできればありがたいんですが。よろしくお願いいたします。 

○中川副委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 議案第23号の塩竈市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例の至った経過につ

ましては、一般質問の際にもお答えをさせていただいておりますが、旧来この中でまいります

と一緒の仲良しクラブがエスプの方で実施をされておったと。そういったことに関連しまして

場所等が変わる際にその都度わざわざ議会をお開きいただくというようなことになりかねない

ので、大変恐縮ではないかということで、まずは基本的な事項をこの23号の方で定めさせてい

ただきまして、その他については要綱、細則等で定めさせていただきたいというお願いであり

ます。 

次に、今職員数の配置についてというご質問をいただきました。今年度につきましては既に

この７つの仲良しクラブを運用するための所要額を予算計上させていただいておりますので、

そういった実態を十分精査しながら今後の課題とさせていただきたいというふうに考えており

ます。よろしくお願いいたします。 

○中川副委員長 伊藤委員。 

○伊藤（博）委員 ありがとうございます。もう市長からは実態ということでしたので、クラブ

に実際新年度になって子どもたちの顔ぶれがそろってきたときに、やはり必要なところには必

要な手をつけねばいけないという思いがあるんだと思いますので、そういったところ予算が幾

らでもできればいいなと思いますので、その辺は市長のご判断にお任せをしたいと思いますの

で、よろしくお願いをしたいと思います。 

続きまして、資料要求いたしました16番の資料でいきますと、23ページにあります工事請負

契約に係る増額工事の一覧表についてお伺いをしたいと思います。これにつきまして、私はち

ょっと中身がイマイチわからなかったものですから、ちょっと教えていただこうと思いまして

この資料を要求させていただいたんですが、要はこの議会にかけるべき工事の金額というのが
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ありますね。それを超える部分の案件について、よく議会なんかの市内の視察なんかでも藤倉

のところを見せていただいて、「こういうわけで、そこのところはちょっと増額しなきゃいけ

ないんだ」とかって説明があったりもして、大体そんなのはわかるんですけれども、こういう

ふうに500万円以上で出していただいたわけですけれども、これは大きい小さいにかかわらず

そういうことでさっき言ったとおり仕事をしている途中に何かが起きて増額しなきゃいけない

ことが出てくるものなのか、それとも最初から小さい工事だと「これはわかっていたんだけれ

ども」という話なのか、その辺がちょっとわからなかったものですから、その辺はどういうこ

とで増額工事というのが行われるものなのか、ちょっと教えていただければと思いまして、よ

ろしくお願いいたします。 

○中川副委員長 菅原財政課長。 

○菅原財政課長 契約変更ということで、私の方からお答えいたします。 

工事を発注するにあたっては、設計組みをしながら発注するということで事前の計画調査等

を行いながら発注するわけでございますけれども、工事現場の状況によりましては変更が必要

になることがあるということで、この資料で提出させていただいたような件数が変更している

わけでございますが、内容的に見ますと一つは管の更生工事関係で下水道管の管内部が破損し

ていたところを直していくというふうな工事関係が一つは変更の事業として挙がっております。

これは内部の調査の結果工事の施工内容に変更が生じたというふうなことでございます。 

そのほか、下水関係ですと地下の土質の状況等が工事施工中に判明してというふうなことも

ございますし、またあと現場に入っていく中で関係者との協議などが行われたりする中でまた

施工内容が変わってきたりというようなところがございますので、全体的に申し上げますとそ

のようなことがあって変更が必要になっているというふうなことでございます。 

○中川副委員長 伊藤委員。 

○伊藤（博）委員 大体何かわかったようなわからないような、済みません。私もちょっとこの

辺しろうとなものですから、なかなか理解するのが難しいんですが。今こういう厳しい時代な

んでどうしても落札率とかそういうもので一つの判断基準ということにはなるんでしょうが、

そういったところで企業間の適正な競争を進めながら妥当な金額ということを出すということ

を今努力をしているんだと思います。そういった中で、ぜひ追加工事の部分がお手盛り的な工

事だったんじゃないかと見られないようにだけ、こればかりはわからないことなので、という

ことはできればそういうのがあれば説明をしていただければわかりやすいんですよね。ですか

-192- 



ら、そういったことにもぜひご努力をいただければと思いますので、ひとつ今後の課題でござ

いますのでよろしくお願いを……。いいですか、ではどうぞご回答いただきます。 

○中川副委員長 内形副市長。 

○内形副市長 本市の契約につきましては、透明性、公明性、そして競争性を働かせるべく今

我々各担当の方には指導しておるところでございます。今お手元に配布しております資料でお

わかりのとおり、17年、18年、そして19年度この変更の数は減ってきているかと思います。と

いうのは、指名委員会の中できちっと設計についてはさらなる精査をして、そして積算をして

くるようにというような指導をして、やっと定着してきているのかなと。過去の例を見ながら

きちっとそういったような岩盤線とか、そういったものを推測しながら精度の高い積算をして

いるかと思いますので、今後またこういったような推移を見ていただければと思います。以上

であります。 

○中川副委員長 伊藤委員。 

○伊藤（博）委員 ぜひ、そうおっしゃられたとおりになりますように、またそういうふうな資

料を出していただけますように、お願いをしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

それでは次に、今度は収入の方でちょっとお伺いをしたいんで、№９の６ページ、７ページ

２款３項１目特別とん譲与税、この中身についてお知らせをいただきたいと思いますが。 

○中川副委員長 菅原財政課長。 

○菅原財政課長 特別とん譲与税についてのお尋ねでございます。この特別とん譲与税につきま

しては、港の方に入港してまいります船舶のトンに応じましてその港湾等を設置する市町村が

ある一定の需用があるだろうということを想定されて設けられている税でございまして、その

うち一定割合が地元の市町村に譲与されるというふうな税でございます。 

○中川副委員長 伊藤委員。 

○伊藤（博）委員 そうですね。たしか私が聞いたのでは、外国船が入港した場合にそのトン数

に応じて何か市町村に配分される税収だと聞いていたんですけれども、多分市長はこの辺一番

詳しい方だと思います。できれば、この辺のところの税金が港の活性化ということになってい

くと、やっぱりこういうところがふえていくということだと思うんですが、今後ともそういう

ところを見ながら、推移を見ながらどう活性化が図られたかということで判断したいと思って

私は考えているんですけれども、市長のお考えをお伺いできればありがたいかと思います。 

○中川副委員長 佐藤市長。 

-193- 



○佐藤市長 委員ご質問のとおりであります。港を利用する船舶から一定程度料金を徴収するわ

けでありますが、そういったものが港湾管理者であります県、さらには一部分が塩竈市にとい

う内容であります。残念ながら、昨今塩釜港区取り扱いの貨物量が減少いたしております。特

に最近では、代ケ崎にございました仙台火力発電所が石炭を使った発電をいたしておりました

が、ＬＮＧに切りかえたことによりまして外国から輸入しておりました四、五十万トンの石炭

が結果的にゼロというような状況になっておりますので、昨今残念ながら特別とん譲与税につ

いても減少の一途をたどっておりますが、やはり港の貨物がふえるということが本市の発展に

も間違いなくつながるというふうに確信をいたしておりますので、県という立場だけではなく

て、私も時々東京の方にまいります際にそれぞれの荷主の方々を訪問させていただいておりま

すが、なお特に外貿貨物の増加というようなことにつながるようなことに努力をさせていただ

きたいと考えています。よろしくお願いします。 

○中川副委員長 伊藤委員。 

○伊藤（博）委員 塩竈の港湾事業者の方々も、よくここのところをおっしゃっていられるんで

す。やっぱり、こういったところをふえるようにするためには、塩竈市も受けるべき利益はあ

るんだから手伝えやということをよく言われてはきたんですけれども、今後こういったところ

がふえるような港湾計画の見直しも何か新聞の方にも載っていたりしたわけで、見直しも載っ

たりしますものですから、ぜひ塩釜港区の部分もきちっとそういう対応できるような港になる

ように見直しが図られればいいなと思うわけですが。 

それと関連いたしまして、№９の110から111ページになります商工振興費の中の企業誘致活

動推進事業についてお伺いをしたいと思います。これはやっぱり、ポートセールスということ

で今企業誘致活動を塩竈市は積極的にここ２年くらい進めているわけですが、大衡に進出いた

しますトヨタ系列のセントラル自動車の関係で今よく言われていますのが、本体そのものはそ

んなに採用人員というのはないんだそうです。いわゆる関連のこれから子会社の企業が、今宮

城県内大衡を中心にして用地をいろいろ探しているようです。引き合いがきます、「300坪ど

こかにないか」とか、いろいろな引き合いが最近建設業者の方含めて。やはりそういった下町

的になってくるんですね、一つの大きな企業が来ると。それが地域の活性化ということになる

んだと思うんですが。 

そういったところで、また子会社というか下請会社のところというのは、人手がかかる部分

の作業が多いんだということで、東北というところの就労人口が今後確保できるんじゃないか
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というところでは、今東北に企業が目を向けているわけですが。逆に今度愛知県の方では何と

か働く人が欲しくて、愛知県の市町村の議員さんにまで頼んでどこか働く人がいないか、若い

人がいないかと、もう必死になって今働く人を探しているというのが、今そういうふうな状況

になっております。 

そういった中で、今また大衡を中心に企業立地する場所を探しているということが多く言わ

れているんですが、そういったところ宮城県のこのセントラル絡みの仙台北部工業団地整備が

あるんだと思いますが、そういったところから子会社等の企業立地に関する何か情報等とかと

いうのはあるものなんですかね。その辺、ちょっと教えていただければと思いますが。 

○中川副委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 本市にとりましても、新たな本市の活性化につながるような企業誘致というのは大

変重要な課題であります。先ほど来申し上げておりますとおり、私も上京した際には本市に紹

介のありました企業等にご訪問させていただくようにいたしておりますが、そういった中でセ

ントラル自動車につきましても県の方にまいりまして、今議員の方からお話等ありましたそれ

ぞれの部局におじゃまをさせていただきました。その際に、県の方から申しつかりましたのは、

今相模原にありますセントラル自動車の方が宮城県の関係者がもう随時訪問されて、企業活動

に大変な支障を来しているそうであります。まさか対応しないというわけにはいかないので、

その都度対応していただいているようでありますが、非常に大変だと。なおかつ、つい先日初

めて立地協定書を結んだような状況にありまして、具体的にどういった規模のものをどのよう

にというようなことについては、これからの作業だそうであります。 

そういったこともございまして、県の方からはできれば各ブロック単位で改めて、例えば塩

釜地区二市三町とか、そういった形でセントラル自動車の方には時間をとっていただくので、

そういった形で対応してほしいという大変強い要請がございましたので、塩竈についてもぜひ

関連するものがありましたら、港町としての企業の蓄積がありますので、ぜひそういったこと

をＰＲさせていただきたいというような申し入れはさせていただいているところであります。 

なお、今後ともそういった情報の収集には的確に対応させていただきたいとた思います。よ

しくお願いします。 

○中川副委員長 伊藤委員。 

○伊藤（博）委員 ありがとうございます。ぜひ、なかなか大変なことですが、そういう対策室

を設けてでもいろいろな情報を仕入れて、やっぱり先に先にとやられることが必要な部分もあ
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りますので、協定は協定として守りながらやっていただければと思いますので、お願いをした

いと思います。 

もう１点お伺いをいたします。ページ数が多分27ページになるかと思いますが、これは諸収

入の中に派遣職員負担金3,895万8,000円というのがあるんですが、この内訳を教えていただけ

ればと思いまして。 

○中川副委員長 郷古課長。 

○郷古総務課長 ここの派遣職員の負担金につきましては、三つほどの内容が含まれております。

一つは環境組合の派遣職員、あともう一つが斎場関係での派遣職員、あと消防事務組合への派

遣職員、その三つの要素での各派遣先からの負担金というようなことでございます。 

○中川副委員長 伊藤委員。 

○伊藤（博）委員 わかりました。 

それでは最後になるかと思いますが、№９の165ページになるかと思います。米飯給食経費

負担金、これは14万7,000円についてお伺いをします。時間もありませんので、質問の趣旨か

ら申し上げます。本年４月から小麦の政府売渡価格が３割値上げされるんだそうです。今もう、

全国で大変なことになっておりますが、そういった中で秋田市では既に学校給食費の値上げを

決定しているところもあります。残念ながら、４月以降そういうもろもろの値上げが進むと、

本市でも学校給食費のあり方については考えなきゃいけない時期もあるかもしれません。ただ、

その際にお願いをしたいのは、何もパンばかりじゃなくていいと思うんですね。やはり、米ど

ころ宮城でございますので、ぜひお米、米飯給食を望む声というのは大変強うございます。た

だ、製造する場所が少ないというのもあるようでございますので、ここで一つ考えていただき

たいのは、今製造なさっているところ、それから米卸業の業者の方々とか、市とかが何セクか、

３セクでも２セクでもわかりませんが、そういった形で米飯センター的なものをつくっていた

だけると、今宮城県内でそんなに多く業者があるわけではないようでございます。そういった

ところで、ぜひ米のごはんの供給が安定してできるような体制づくりということも考えていた

だきたいと思うんですが、その辺のお考えだけを承りたいと思います。 

○中川副委員長 佐藤学校教育課長。 

○佐藤学校教育課長 それでは、お答え申し上げます。もろもろの燃料費等の高騰に伴う学校給

食費の値上げにつきましては、あす、学校長それからＰＴＡの方の代表と学校給食連絡協議会

がございますので、そこでいろいろご議論していきたいなというふうに思っております。 
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それから、米飯給食の回数でございますが、本市につきましては年間70回、他近隣の市町に

つきましては週３回程度実施しておりますが、米飯給食につきましては学校給食会を介してい

ろいろお願いしている部分がございます。各学校、特に中学校の校長などからは部活動等でお

腹がすいているので、米飯をふやしてほしいというような要望もございますので、その辺もあ

すの会議等に諮りながら進めていきたいと思います。以上でございます。 

○中川副委員長 暫時休憩いたします。 

再開は３時15分といたします。 

  午後２時５９分  休憩 

 

  午後３時１５分  再開 

○佐藤（英）委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  質疑を続行いたします。菊地 進委員。 

○菊地委員 ニュー市民クラブの菊地です。 

我が会派の鎌田委員、そして木村吉雄委員、そして阿部かほる委員、そして伊藤栄一委員に

引き続き、平成20年度の予算案について若干質問させていただきます。 

私は常々、市民の方に何かあるたびに減予算を表明しております。今回市長さんは、179億

6,500万円の予算を提示しました。このお金は、市民の方に私はいつも言うんですが、この今

の予算、今回は179億6,500万円が市民一人一人の皆さんが本当にそのお金が使われて、「塩竈

市に住んでいてよかったな」というふうな思いを持っていただけるように、この予算審議を本

当に市民のために予算が使われるか、そして市民が満足できる予算になるのかということを、

我々議員は一生懸命頑張っていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。ちなみに、

市民が納める税金一人当たり10万1,700円です。それで、一般会計の恩恵を受けるのが30万

5,000円です。その差が大きくなればなるほどいいのかなと思っていますし、その一人当たり

30万円5,000円が市民のために使われるんですよということで、市民がどのように満足するか、

それが一番問題でないかなと思っております。そんな意味で、行財政改革というのがもう喫緊

の課題だとなっていますが、私はいろいろな角度からちょっと質問させていただきます。 

まず初めに、議案第17号についてであります。定数条例の件ですが、どうでしょうか。全体

的にいろいろ東海林さんとか「何で定数削減するんだ」というような意見ですが、私は逆に言

うと水道部関係、何でこんなに少ないんですかというのが疑問であります。57人を54人にする
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と、ちょっとおかしいんじゃないですか。本気で行政改革をするんであれば、類似都市の水道

事業の二十五、六人くらいに削減するくらいの数字が出るんだったら、私は大いに賛成したい

なと思っていますが、ちょっと納得できないというのが１点であります。まず、その件につい

て簡単に説明願います。 

○佐藤（英）委員長 田中総務部次長。 

○田中総務部次長兼行財政改革推進専門監兼政策課長 定数条例に関してですので、私の方から

お答えさせていただきます。 

水道部の定数条例につきまして、今回57人を54人に改正しようとするものでございます。そ

れで、54人では削減の部分が足りないのではないかというお話でございます。実は、多賀城と

の比較とかそういったところがございますが、確かに私どもの方の水道部の部員については人

数が多いという実態にはございます。しかし、その水道事業のいわゆる事業の実施手法が違う

ということでございますので、現段階ではこのような形の人数ということにさせていただいて

おりまして、今後例えば浄水場の民間委託等を検討しながら、さらなる削減ということを計画

的に進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。以上です。 

○佐藤（英）委員長 菊地委員。 

○菊地委員 さらなる努力をしていただければなと思っています。いっぱい質問したいんで、あ

と振り返ってまた質問すると思うんで、お願いします。 

私は正直なところ、やっぱり塩竈市民の健康が第一であろうと思っています。それで、ペー

ジ数言わないとだめだというんで、健康に関しては83ページ、№９の。それで、私は逆に今回

健康課について感謝申し上げるような、いわゆる大腸がん検診とかいろいろな公民館やら体育

館やら保健センターを利用して、本当に朝早くから準備して、今まで８時あたりとか８時半と

かって役所の時間に合わせてやっていたのが、もう７時あたりから受け付けするようになって、

本当にすばらしいなと。やはり、市民のためを思って市民の健康を思って職員さんは早出して

頑張っているかなと思って、まず感謝を申し上げます。さらなる検診を、市民の皆さんにいっ

ぱいしていただいて、市民の健康を守っていただきたいと思っていますので、これは御礼と。 

あともう一つ、成人病の検診が主で、その中でも今がんというものが非常に大きな位置を占

めているのかなと思っています。そこで、いろいろ大腸がんだ、胃がんだ、肺がんだ、あと前

立腺がんだって、あと女性の方の乳がん検診とか進んでいます。せっかくするんであれば、私

は今テレビ等、そして昨日ＮＨＫの番組でやっていましたけれども、ＰＥＴ診断というんです
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か、それも東北大学の先生が「寝ているだけで、どこの小さいがんでも早期発見できますよ」

と。そういうものをぜひとも塩竈市、全国でトップを切って市でやっていただければなって、

そういう思いがありますので、そういうやる気持ちはあるかないかというのをお聞きしたいん

ですが。ああ、「ある」と言ったんですね。わかりました。 

○佐藤（英）委員長 阿部健康課長。 

○阿部健康課長 ＰＥＴ検診というのは、大変精度が高いということで今大変注目さされている

検診だと思います。ただ、私どもが取り扱っております住民検診としてなじむかどうかという

のはまたちょっと別な問題でありまして、やはり多くの方にまず受けてもらうと、そういった

視点の中でどういった検診方法をとっていくかという一定の厚生労働省からのがん検診に関す

る指針がございます。そういった中で、私どもも住民検診として効果のある検診ということで

実施しておりますので、ちょっと今のところＰＥＴ検診自体できる施設というのが大変限られ

ている状況にもございますので、今後の整備状況とかまた検診料自体も非常に高額なものでご

ざいますので、その辺も注目してまいりながら今すぐ導入とかそういった状況には残念ながら

できるというようなお答えはできないというふうに考えてございます。以上です。 

○佐藤（英）委員長 菊地委員。 

○菊地委員 高額というのはわかるんです。どっちみち、乳がん検診にしたって大腸がん検診に

したって肺がん検診にしたって、引っかかればもう集中的に検査しなくてだめなんですね。が

んは早期発見でなれば、生存率がグーンと伸びるんですよ。そういうことを市長が常に言って

いる、塩竈が日本で一番住みやすい町、住みたくなる町にするには、そういった「塩竈に来れ

ば、もういつでも健康でいられるんだ」という、それだってＰＲの一つじゃないかなと思うん

です。ですから、そういった意味でとにかく塩竈に来ればがんなんかもう早期発見してすぐ治

してもらえるし、いつまでも健康で暮らせるんだよと、そういうふうな思いやりのある塩竈市

だよというふうになれるように、とにかく知恵を絞って頑張って、なぜできないのか、できる

ように厚生労働省あたりに行って要望をばんばんしていただいて、そういったまちづくりとい

うのも必要でないかなと思いますので、これは課長さんにだけ言ったってだめなんで、健康福

祉部長さん、よろしくお願いしておきます。よろしく。 

あと、いろいろ飛びますけれども、資料のことでちょっとお伺いしたいと思っています。と

いうのは、今回資料要求してこんなすばらしい資料が出てきて本当に感謝申し上げます。うち

らの方で資料要求したのが、ほかの会派の方がうちらの方の資料を何度もやってもらって、
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「ああ、よかったな。役に立ってよかったな」と思っていまして、20項目要求した人はさっぱ

り使わなかったのかななんてちょっと心配していますので、小野さん今度やると思いますので

期待しています。 

それで、補助金の資料を出していただきまして、ありがとうございます。それで、補助金１

割カットだということなんですが、この１割カットするのに各部長さんだの課長さんだの、い

ろいろありますよね。建設部やら教育委員会やらその他やらあと健康福祉部、市民生活部、総

務部、その１割カットするにあたって、皆さん市長から「１割カットだっちゃ」「はい」と言

って１割カットしたのか、それともそこでどういう話し合いがされたのか、ちょっと教えてく

ださい。 

○佐藤（英）委員長 田中総務部次長。 

○田中総務部次長兼行財政改革推進専門監兼政策課長 補助金のことについてでございます。補

助金につきましては、これまでも見直しをしてきた経緯がございます。見直しの指針なり基準

をつくりまして、見直しをしてきた経緯がございますが、昨年11月にお示しした財政見通しの

中で非常に厳しい財政状況ということでございます。一方におきましては、下水道の使用料の

改訂ということもお願いをしているような状況、そういったことを踏まえながら、補助金につ

きまして今回につきましては大変心苦しいんですが、これまでさまざまな削減の努力をしてい

ただいた経緯はあるわけでございますが、今回につきましては一律10％削減という形でお願い

をさせていただいたところでございます。 

そういった中で、庁議等にこういったものをお諮りしながら協議をさせていただいておりま

すが、各部の方からは「一律削減ではなくて、いろいろな事業の選択と集中を含めて考え方も

あるのではないか」とか、「これまでの努力の経過の分について、どのように見るのか」とか、

さまざまな意見が出されたところでございます。ただ、一方におきましては開始してから長年

にわたるという補助金もありまして、ある意味で全体的な補助金の見直しというものがさらな

る見直しというのが必要なんではないかというふうに感じておったところでございますが、今

回そこまで踏み込むことがなかなか困難ということもございまして、まずは10％削減という形

にさせていただき、次年度以降につきましては今後補助金のあり方、総体についてどうなんだ

ろうということでゼロベースから考え直すことも必要なのかなというふうに感じているところ

でございます。以上です。 

○佐藤（英）委員長 菊地委員。 
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○菊地委員 そういった答弁、ちょっと私的には不満です。というのは、この今塩竈市が置かれ

ている現状、税収を伸ばすものと考えれば、ちょっと不満だというのは、例えば資料の16の30

ページの産業部の43番、塩釜たばこ販売協同組合販売促進費補助金、これは１割カットされま

した。しかしながら、この組合はたばこを販売すれば税収が幾ら入るんですか。私は、こうい

うことがちょっと塩竈に欠けているんでないかなと思うんですよ。何で、税金が上がる、上げ

ようとしているところまで補助金をカットしなくちゃだめなのか。税金上げなくていいという

ことなんですか。そういうふうに取れますよ。ですから、産業部と企画がそういった面で話し

合いをしたのかされないのか、私はおかしいと思いますよ。税収が禁煙権などなんだのってあ

っていろいろたばこも大変ですけれども、でも実際問題たばこの税金は入っているんですよ。

それを促進するところの補助金をカットしてどうするのかと。いろいろなところで税金が上が

っている補助団体何件あるんですか。それを言ってください。 

○佐藤（英）委員長 三浦総務部長。 

○三浦総務部長 補助金についてお答えを申し上げます。 

今回の１割一律削減につきましては、先ほど来ご説明を申し上げておりますように本当に心

苦しいお願いだと思っております。それで、私たちもこの一律カットというふうなことに至る

までの経過といたしましては、大変な議論をしておるところでございます。具体的には、ただ

いまご指摘がございましたような例えば税収に直接つながるような組織というふうなこともあ

るかと思います。それからまた、市民福祉の向上につながる組織、それから市の活力をつくり

出していただけるような組織、一つ一つ分析していきますとどうしてもこれは削れないという

のが、私たちの結論でございました。 

そういった中で、財政の状況を考えましたときに、この補助金につきましても一定程度の削

減をせざるを得ないということで、苦渋の選択といたしましての一律カットというふうなこと

をさせていただいたと。各団体の地域に対する、本市に対する貢献というふうなことにつきま

しては、私たちとしましても本当に大変感謝を申し上げておるところで、これからこういった

内容につきましては詳しくそれぞれの団体にご説明をさせていただきたいと、そんなふうに考

えておるところでございます。 

○佐藤（英）委員長 菊地委員。 

○菊地委員 詳しくって、財政って、だから収入の上がるようなところ、税収の上がるようなと

ころは、私は頑張ってもらって、塩竈の市税、税金がいっぱい上がるように、そういうのが何
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でお願いして、補助金だのカットしなくてないの。そういった発想がちょっと理解できないで

すね。普通の企業だと、いわゆる売り上げを伸ばして収入を伸ばすというのには、ある程度経

費をかけますよ。それと同じなんですよ。経費もかけないで、税収だけ上げようとする、それ

はちょっと無理じゃないですか。それは、塩竈市このままずっといって、今副議長さん「じり

貧になる」って言っているんですけれども、ギネスブックに挑戦するんですか。３度目の破綻、

そういうふうにさせたくないから、そういった税収の上がるところを何とかというふうに思っ

ているのに一律。あと、やっと下げた分は業者、団体に補助金を支給している団体に行って説

明してくるって、それじゃあ塩竈の先は真っ暗じゃないかなって私は思います。そういう感じ

で塩竈の財政云々と言われるんだったら、我々議員が幾ら塩竈をよくしたいって言っても、な

かなか話にならないなと、私は思います。そんな意味で、ちょっとがっかりしたというのが事

実であります。 

気分を変えて、№９の93ページいきましょう。よろしくお願いします。これはちょっと教え

ていただきたいんですが、93とあと95ページ、ごめんなさい。施設管理等業務委託料とあと施

設運転管理業務委託料、これは中倉と清掃工場の委託料だと思います。この委託をお願いする

にあたり、条件はあるんでしょうか。というのは、いろいろこっちはただ聞くといろいろ何だ

かんだと言われるんですが、単刀直入に言うといろいろな条件があったと思います。しかしな

がら、業者の方はしたいんだけれども、あなたところにはこういう検査技師がいないからだめ

だ何だというのはあるんですけれども、そういうのも指導していく、それも行政の役割でない

かなと思うんです。それが「どうですか」とやっていて、後で「いや、あんたのところはそう

いう人がいないから」とやられれば、全然指導もないし同じところにだけ委託になるのかなと

思います。その辺が、業者からの不平不満があります。ちょっとその辺のことを、説明願いま

す。 

○佐藤（英）委員長 綿市民生活部次長。 

○綿市民生活部次長兼環境課長 まず、95ページの委託料の部分ですね。清掃業務委託料につき

ましては、管理等の委託とかそれから清掃工場の点検清掃ですから、そういった部分について

は清掃工場の部分は700万円ちょっとで管理等は80万円くらいです。 

それから、お尋ねの施設管理業務委託料につきましては1,506万4,000円がありますのは、こ

れは中倉埋立処分場の管理業務です。 

もう一つお尋ねの下から３段目にあります施設運転管理業務委託料につきましては、4,500
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万円計上されております。これは、平成17年から18年、19年と清掃工場の運転業務が今まで４

班体制を１班を民間委託しておりましたが、今度20年度から運転管理の２班体制にしまして、

運転手８名、それから技術管理者１名ということで、９名体制に、２班・２班の体制に持って

いくための予算の計上です。お尋ねの中で、なぜ今１社で委託契約しているのかということに

つきましては、先ほどもありましたけれども技術管理者がおられる会社ということで、その委

託をしております。以上です。 

○佐藤（英）委員長 菊地委員。 

○菊地委員 その技術管理者、いろいろ企業は大きいところもあると思いますけれども、やっぱ

りそういうものも事前に指導していって、いわゆる今環境問題大変重要視されている問題でも

ありますし、特に清掃関係、ごみ問題、重要な問題なんで、ある程度本当に塩竈の環境をよく

するんであれば、そういった常日頃技術管理者等の設置とかそういうものの指導をしていって、

塩竈の全体的なレベルを上げてもらわないと、ただこの時期にきて「こうです。技術者いませ

ん、あなたのところだめです」でばっと切られたらどうなのかなと思いますし、その辺のとこ

ろの思いやりがある行政をぜひしてほしいというのが、私の念願であります。 

ですから、今回またちょっとあちこち行って済みませんが、資料要求されました伊藤委員、

先ほど質問されていました。しかしながら、私はある意味では行政側は本当に正直なのかなと

思っています。言われた物しか出さなかったといえばそれまで、正直です。しかしながら、前

回、前々回あたりの決算とか予算委員会でこういった資料のとき、事業名、事業者名出ていま

した。今回出ていません。ですから、多分議員さんと当局の意思疎通が全然なっていないし、

逆を言えばそういうものかなと思っていますし、思いやりがないのかなと思っています。そん

な意味で、全体的な今ちょっと横道にそれたんですが、ぜひともその思いやりのある市政、行

政運営をしてほしいなというのが、私の念願であります。 

そんな意味で、同じくちょっと聞いていきたいんですが、№９の69ページ。済みません、あ

ちこち行って。ここの中の旧法施設支援２億7,700万2,000円、これについてちょっと教えてい

ただきたいんですが、今いわゆる障害者自立だ、自立支援法だなんだってなってきまして、い

わゆる地域でノーマライゼーションの理念のもと、生まれ育った地域でということなんですが、

ではここの旧法の施設支援の２億7,700万2,000円の利用者の人数、そしてどういうわけなのか

説明願います。 

○佐藤（英）委員長 会澤社会福祉事務所長。 
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○会澤社会福祉事務所長 平成18年から障害者自立支援法が施行されました。そういった中で、

旧来の施設運営については５年間の猶予が設けられました。いまだに、まだ新法にのった施設

運営でないところということで、旧法施設支援という形で予算を計上しております。利用者で

ございますけれども、まず知的障害者。非常に細かくたくさんあります。（「何人」の声あ

り）知的障害者の入所部分は49名、通所につきましては31名、授産施設につきましては11名、

身体障害者の厚生施設入所につきましては２名ですね。それから療護施設入所こちらについて

は12名、授産施設につきましては入所が１名、通所につきましては５名、それから精神障害者

こちらの方の通所については２名、こういった内容になっております。 

○佐藤（英）委員長 菊地委員。 

○菊地委員 生まれ育ったこのすばらしい塩竈で生活したいんですが、どうしても訳あって他所

に行っていると思うですけれども、この方たちに塩竈市内で生活していただくためには、やっ

ぱりもっともっと施設の整備やらが私は必要と考えています。やはり、親御さんたちにすれば、

自分たちが健康でいられる間はいいんだけれども、万が一我々親が亡くなった場合この子たち

をどうしようか、それが親御さんたちの最大の悩みでございます。そんな同じ塩竈市民であり

ながら、そういう悩みを持って生活している人たちのことを我々市民はちょっとでも取り除い

てやるというのが、我々塩竈市民の責務でないかなと思っていますので、塩竈市長さんの思い

やりのあるお考えをちょっとお披露目していただければと思っています。よろしくお願いいた

します。 

○佐藤（英）委員長 佐藤 昭市長。 

○佐藤市長 このことにつきましては、菊地議員から一般質問の際にもご質問いただいていまし

た。私の思いは説明させていただいたかと思いますが、やはり地域のノーマライゼーションを

実現していくためには、単に行政というだけではなくて地域ぐるみでお支えをするということ

も大切ではないのかなというようなことを申し上げさせていただきましたし、また私もつい先

日手をつなぐ育成会の50周年にも出席をさせていただきながら、そういった皆様方が今日まで

いかにご苦労されてきたかという声も数多くお伺いをいたしてまいりました。この２億7,700

万2,000円については、旧法施設支援ということで経過措置の中での話でありまして、今新た

な施設対応につきましてはつい先日も授産施設の整備でありますとかその他についても順次着

手をいたしておりますというご説明をさせていただいておりますが、なお一層そういったこと

について努力をさせていただきたいと考えております。以上でございます。 
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○佐藤（英）委員長 菊地委員。 

○菊地委員 市長さんから、一応前向きなご回答というか発言をいただき、心の中では少し「あ

あ、頑張ってほしいな。応援したいな」という気持ちでおります。しかしながら、授産施設と

かという以前にやはりどうしても施設での生活を余儀なくされるという方々がおります。先ほ

ども申しましたとおり親なき後の対応、そんな意味でもというノーマライゼーションの理念の

もとに塩竈で生活していただくというんであれば、塩竈市独自でというとお金の問題とかって

すぐなりますけれども、ぜひそういった二市三町の広域ででも、ぜひともそういった施設をつ

くっていただいて、より身近なところ、塩竈市にできれば塩竈市でいいと思いますけれども、

そういった方々の福祉の向上というのをぜひ実現できますよう、行政側として最大限の努力を

していただきたいなと思っておりますので、これは強く要望しておきます。 

続きまして、また95ページにお戻りいただきたいんですが、今度は浦戸の問題でございます。

浦戸の診療関係で、ずっと浦戸全体のことを考えますと、やっぱり高齢化率50％になっている

と。そうすると、それはそれで前回も言ったんですが、限界集落といういわゆる行政運営やら

地域社会活動がなかなか困難な状況になってきていると思います。特に昼間人口の高齢化率、

たしか70％を超えるんでないかなと思うんですよ。そうすると、もう例えば浦戸の人口が650

人くらいとすると、昼間島に残っている方ほとんどの方がなかなか動けない方、動いてもそん

なに無理できない方が多いのではないかなと思っています。その方々が、あのすばらしい浦戸

を守っているわけですよ。それで、ずっと守っていただきたいと思うんですが、それにはやっ

ぱり健康で本当に普通の生活をしていただきながら、浦戸のすばらしい地域を守り抜いてほし

いと思っていますので、何かそういった浦戸に関する振興策、何だかんだっていろいろな発言、

説明は受けますけれども、じゃあ本当に浦戸の島民、住民はそれで本当に満足なのかしらって

いうのが、私の一番の疑問でございます。ですから、私は浦戸の昼間人口の中に占める高齢化

率の問題と、今現に50％を超えている高齢化率の問題をどう行政側は見て、そして浦戸をどう

考えていくのかという、産業の発展を願いますだの、観光をしますだのというより、現在住ん

でいる住民の幸せをどう考えるのかというのを、明快に説明していただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

○佐藤（英）委員長 三浦総務部長。 

○三浦総務部長 浦戸振興を担当する立場でご説明をさせていただきたいと思います。 

浦戸振興につきましては、ただいまご指摘をいただきましたように大変厳しい状況に推移し
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てきているというふうに認識をしてございます。 

そういった中、行政としてはやはりいろいろな意味での生活基盤というふうなものの整備に

努めさせてきていただいたわけであります。例えば、現時点におきましても野々島におきまし

ては漁業集落環境を整えるというふうな事業に取り組んできてございますし、また一方では健

康維持というふうなことにつきましての診療所、こういったことにつきましても精一杯努力を

させていただいておるわけでございます。 

そういった中で、ただいまお話しいただきましたように、ますます厳しさが増してくるとい

うことで、この地域が今後どのような形で進んでいくべきかと、単純にここで一気にお答えで

きるようなお答えというのはなかなか、ちょっと申しわけございませんが持ち合わせてござい

ませんが、ただいま申し上げましたような諸施策を、誠実に、着実に実行させていただきたい

というふうに考えておるところでございます。 

○佐藤（英）委員長 菊地委員。 

○菊地委員 同じ塩竈市民ですので、できるだけ不便なことのないように、行政側の最大限のご

努力を期待したいと思います。 

それで、あともう時間が七、八分なんで、２点ほど質問してまいります。まず、資料16の26

から27ページとあと31ページに関してでございます。生活保護費関係で、いろいろ年代別に出

していただきましてありがとうございます。本当に、大変な団塊の世代の人が結構生活保護関

係を受けているんだなと思って、我々の同世代が苦しんでいるんだなと、こう思っております。 

しかしながら、簡単にお伺いします。この後30代から40代だっけかが多かったんですけれど

も、この方たち、例えば全然働けない状況なのか、幾らかは働ける状況下にある人たちが多い

のか、そのことだけちょっと説明していただけませんか。 

○佐藤（英）委員長 会澤所長。 

○会澤社会福祉事務所長 きのう、木村委員さんにお答えしたときに、この20代、30代、40代の

中で女性の割合が６割を占めているというたことも申し上げました。主に母子家庭の方が多い

ということも、理由でございます。それから、この年代で多いのは疾病でございます。疾病と

いいましても、例えばがんとかあと糖尿病とかいろいろありますけれども、さらに精神障害も

合併した、そういった障害の方が結構多い状況にございます。そういった中で、なかなか就労

指導というのはそういった方たちには難しい状況でございます。ただ、母子家庭の方には特に

お子さんが育つ段階で働く親の姿を見せて育つということも大事でございますので、特に健康
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なお母様方には、20年度就労指導を重点的に行っていきたいと思っております。以上でござい

ます。 

○佐藤（英）委員長 菊地委員。 

○菊地委員 今の所長さんから、就労支援をしていきたいというようなすばらしい、やっぱり働

いている姿というのは人間すばらしいと思いますね。それで提案なんですが、さっきこの質問

に入る前にあと31ページといいました。というのは、どうでしょうか、これは考え方なんです

けれども、生活保護をもらっている方パートとか何かで市で半日とかそういうので雇ってやれ

ないんですか。お子さまがいれば保育園に入れたり何なりして、ぜひともそういった健康で、

塩竈で働いている方みんな健康だと思うんですけれども、そういった方を優先的にパートとか

臨時職員に雇って働く意欲と、あと働いている姿をやっばり子どもに見せたり、気持ちを切り

かえてもらう、そういった生活保護費だけが生活じゃなく、ある程度子どもの世話もしますよ、

預かりますよという意味で、何とかならないのかなというふうに私は思うんですよ。生活保護

費12億円、簡単に言います。しかしながら、そのお母さん方とかにぜひとも働いてもらいたい

というのが、働かさせてやれば職場を提供すれば私はいいかなと思うんですが、そういった考

えあるかないかだけでいいです。いろいろな説明すると、逆にしない方向に説明しますので。

するかしないかだけ言ってください。 

○佐藤（英）委員長 郷古総務課長。 

○郷古総務課長 現在、パート職員については市のパートの登録というものもありますけれども、

一方ハローワークを通じて募集といいますかをしているという内容もございます。そういった

中では、ハローワークにこちらから、そういった意味でいろいろな業種でこれまでもしており

ますので、そこの中で募集していただければ、面接等をいたしまして雇用という形になるかと

思います。 

○佐藤（英）委員長 菊地委員。 

○菊地委員 済みません。ぜひ応募して、市の臨時職員として雇ってください。そうすれば、生

活保護費も減ると思いますし、働く意欲も出ると思います。 

あともう１点、全体的な予算なんですけれども、これだけ言っておきます。今年度の予算ど

うなるか、予算が示されたんですが、経常収支比率が91.7％に改善した。しかしながら、財調

とか基金類は枯渇状況だと。しかしながら、２点だけ聞きます。実質収支で今年度は大丈夫な

んですね。赤字にならないですね。もしあと昨年の収益が上がっているんであれば、形式的収
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支プラスになりましたと言っているんですが、そうならばぜひとも市民の要望にこたえるため

にも、いわゆる赤字の補てんだけでなく市民の要望にこたえるだけ、１点簡単なことがありま

す。公民館に、エレベーターをぜひとも設置していただきたい。そして、そういった市民の要

望にこたえて、それで魚市場に赤字を出すとかと言うんだったらわかるんですが、もう全然負

の遺産だけにばんばん出して、住民の要望がなかなか通じないというのが現状だと思いますの

で、これは強く要望しておきますので、ぜひ実現に向けて頑張ってください。終わります。 

○佐藤（英）委員長 小野絹子委員。 

○小野（絹）委員 私の方からも質疑させていただきます。きょうの部の最後のようでございま

すので、簡単にしたいと思います。私どもの４人の議員がそれぞれの問題点を指摘しましたし、

そういう点でダブらないところでやっておきたいというふうに思います。 

私が、常々いつも市の財政のかかわりのところで今でも思い出しますが、「なかなか市の財

政見通しが出てこない。何で出ないんだ」ということで、総教などでもいろいろ意見を言った

時期があったわけですが、出てきた23年までの財政見通しの収支差が51億円もあるというのが

出されて、びっくりしたのが11月ですね。以来、この問題をはっきりさせておかなくちゃない

というふうに思ってきているわけですが、最近のそれぞれの下水道の料金の値上げの問題とあ

わせて、塩竈市の行財政でこのパンフレットを使って説明している中にも、平成23年度までの

４カ年で51億円の収支不足というのが出ているわけですね。これを見て市民は、私前にも言い

ましたけれども、「本当に塩竈市は何もできないんじゃないか」というふうに考えてしまう、

そういう状況になってしまうのではないか。希望が持てなくなってしまうんではないかという

ふうに思うわけです。私は、なぜ51億円の収支不足が出るようなこの財政見通し、これは数字

だけが提起されているわけですね。 

例えば、今度の資料の中でも出していただきました№16の５ページの中に出ております。市

税一つとっても、例えば減るとなれば人口をどういうふうに見ていて、どういうふうになるの

か。経済状況をどう見ながらやっていくのか。ただ、計数というかそういうので計算するとい

うんじゃなくて、その辺のところが必要ではないかと。市債についてだって、23年になればぐ

っと８億円くらいに減っちゃうわけですけれども、それはいろいろ公共事業を減らすんだとい

うふうなことで言っているわけですが、実際に実施計画もあるからそれを見ればわかるという

のもあるかもしれませんが、いずれにしてもどういうものがどういうふうにやられていって、

これが実際にこういう財政見通しになるのかというのが、議会には示されていませんね。数字
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だけです、これは。そういう点で、歳出も同じです。 

私はそういう点でお聞きしたいのは、この51億円が今市民の中では一人歩きしている状態で

すから、そういう点でこれは本当に皆さんが確信を持って出した資料なのか。その根拠といい

ますか、この資料が出た根拠といいますか、それをまず明確にお答え願いたいと思います。 

○佐藤（英）委員長 菅原財政課長。 

○菅原財政課長 お答えいたします。昨年11月にお示し申し上げました収支見通しでございます

けれども、例年財政課の方では予算編成に先立ちまして、秋くらいに収支見通しを作成するわ

けでございます。翌年度の見通しだけではなくて、その後数年間の見通しを持つことによりま

して、その上で翌年度の予算編成に臨むというやり方をしているわけでございまして、収支見

通しが昨年初めてつくったということではなくて、例年つくっているものをお示しをしたとい

うことでございます。収支見通しを作成いたしますと、ここ数年はいずれも四、五年程度見通

しますと収入不足というのは大きいわけでございまして、18年度の予算編成を除きましては17

年度の秋くらいにつくった収支見通しも、大変大きな収入不足が見込まれております。 

そういうことではあるんですけれども、改めて今回の収支見通しにつきまして申し上げます

と、まずかいつまんで主な項目を申し上げますと、まず市税収入ですけれども、市税収入はこ

れまで地価の下落が続いておりまして、昨年の地価公示の状況を見ましても下落幅がまだ縮ま

っていないような状況でございますが、地価の下落、そして個人におきます所得の減少、そう

いったものを見込みますとやはりこれからも減少が続くのではないかということで、23年度に

は62億5,000万円ほどを見ているんですけれども。お示ししています資料のとおりの数字にな

るわけでございますが。 

それから地方交付税の方は、この間の財政状況が悪化している一つの大きな要因が、三位一

体改革の中で交付税が減少したということでありまして、ここ三、四年くらい見ましても、交

付税、臨財債を加えまして３年間くらいで５億円くらい減っているというような、そういった

厳しい状況、これは人口の減少というのも含めているんですけれども、影響も出ているわけで

すけれども。そういった傾向が今後も続くというふうに見た場合には、お示ししたような数字

になるだろうというふうに見たわけでございます。 

それから、歳出の方で申し上げますと人件費については大幅な減でございますが、これは職

員定数計画の現在整っている計画に基づいて職員数の減少を進めていくと、このような人件費

になるということでございます。それから、繰出金につきましては各会計の担当課が今後23年
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度までの会計ごとの収支見通しをつくりまして、それに必要な繰入金の金額、一般会計でいい

ます繰出金の金額でありますが、そういったものを作成いたしましてそれを見積もった結果が

このような状況である。この中に、連結赤字額の縮小のための一定の繰り出しもせざるを得な

いという状況下でありますので、一定の繰出金もこの中に見込んでいるわけでございますが、

そういったことでこの表でいいますとその他の欄になりますけれども、繰出金の増加なども見

ていると。そういったことの積み上げでいきますと、このような収支見通しだったということ

になるということでございます。 

それで、今申し上げましたのは、まずは現在の制度を前提としておりますので、新たに制度

をつくるとか20年度から新たに制度化されるとか、例えば地方再生対策費とかいうようなもの

は当然収支見通し作成時点でわかりませんので、見込んでいないわけでございまして、そうい

った要素が入ってくる。もしくは、逆に歳出の増加要因も出てくるということがあるわけでし

て、今回の例えば後期医療制度の移行がどのように市町村の方の財政に影響を与えていくのか、

これは１年間見ないとわかりませんけれども、そういったものが生じればまたそれも修正が必

要なわけでございまして、要するにこの収支見通しにつきましては現在の制度を前提として、

それからもう一つはここ四、五年くらいの税なり交付税なり扶助費なり、そういったものの動

向を踏まえてということでありますので、ここ四、五年くらいの動向というのは市町村にとっ

て大変厳しいものでございますので、そういったことを踏まえながらの見通しですのでこのよ

うなものになっているというふうなことが言えるんじゃないかなと思います。 

○佐藤（英）委員長 小野絹子委員。 

○小野（絹）委員 財政課長から説明はいただきましたけれども、例えば20年の予算書と合わせ

てちょっと比べてみました。平成20年の、前に出された財政資料とこの資料と合わせて、今度

の20年の予算書の中で、そうしますとトータルで歳入合計がこの財政見通しでは177億9,700万

円になっていますが、今20年に示されているのは179億円ですね。179億6,500万円１億6,800万

円の差がそこで出てきているということです。 

これは、先ほど言われていますように見通しなので、いろいろ変わってくるということは当

然あるだろうと思うんですね。それで、歳出の方にいけば今後期高齢者の問題とかいろいろ出

ていましたけれども、今予算書の中で似ている分について、ちょっとその他のところが計算し

かねたからですけれども、そうすると大体トントンくらいになると、収支が。そういうような

今の予算書との関係ですよ、当初予算との。 
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それは，これから補正が組まれたり何なりするかもしれません。プラマイの。そういうのは

あるかもしれませんけれども、私が言いたいのはだから、この財政見通しが23年度まで51億円

の収支不足になるよということで、市民にいろいろ伝えて歩いているようですけれども、そう

いうものではないのではないかと。実際に20年の状況を見たときに変わり得るんではないかと

いうことを、私はますます強くそういう気持ちを持ったわけですけれども。この財政見通しに

ついて、40億何がしの圧縮の問題とかいろいろ出ていますが、これは吉川議員がやりましたか

ら私はきょうあえてしませんけれども、そういう点でやっぱり51億円の見通しが本当に何を根

拠にしているんだというのが、依然として私はわからないというふうに思いますので、もう一

度ありましたらお答え願えればと思います。 

○佐藤（英）委員長 菅原財政課長。 

○菅原財政課長 今小野委員さん、20年度の状況に触れておられました。20年度の方についてち

ょっと申し上げますと、20年度の今回お出しいたしました資料の方では見通し額、これが昨年

11月にお示しした数字で、それから20年度の決算見込み、これは20年度の決算見込みを入れて

おります。これは、20年度の当初予算はお示ししているとおりの金額でございますが、各課の

方からは今後基本的には当初予算は通年予算で組んでいるわけでございますけれども、今年度

内に補正が必要な金額というのもありますので、それがかなりの金額になります。 

内容としては、まずは連結の赤字縮小のための繰り出しというのも一定カウントしておりま

すし、そのほかに県事業の負担金であるとか、それから前年度の国庫補助関係の精算金である

とか、そういったものが２月補正予算に組んでいるような内容でございますけれども、そうい

ったものが年度内に額の確定を待って計上するというものもございますので、そういったもの

を含めますとここに示しているような182億円というふうなことが、現時点では予想されると

いうことの決算見込みの数字を資料の中ではお示ししているわけでございます。 

その中で見ますと、いわゆる現時点の状況で見ますと、歳入で言いますとその他の欄になる

んですけれども、その他の欄に決算見込み51億4,800万円、増減で２億3,500万円というふうに

ございますが、その中で見ているのが財政調整基金の繰入金でございまして、当初予算では二

千数百万円の取り崩し額で済んでいるんですけれども、通年ベースで見ますとやはり財調から

の繰り入れを今のところ２億5,000万円程度せざるを得ないというふうな見通しではございま

す。そういったこと、それから財政見通しでは臨時的な収入ということで、例えば土地売払収

入等は見込んでいないわけです。確たるものではないということですね。そういったものの中
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で、予算組み3,000万円落ちているとか、そういった財政見通しには見込めないような要素が

歳入の中に組んでございますので、そういったことからいたしますと20年度の本来の歳入と歳

出だけではやはりまだ収支は整っていないというふうに見ているわけでございます。 

○佐藤（英）委員長 小野絹子委員。 

○小野（絹）委員 この財政の問題は、やっぱり塩竈市のこれからの市政をどういうふうにして

いくのかという点で重要なところであります。例えば、歳出の人件費が23年までの間に９億円

減っているという、数字的には減っても51億円の収支不足だ。市役所は、どういう仕事をする

んですか、こうなってしまうと。そういう問題が出てくるんですね。ですから、そういう点で

私は、ぜひ必要なものは議会の中でも、当局はそういう形で財政見通しを出してきています。

では、本当にこれでいいのかと。 

じゃあ、市長はよく触れたくないと私は思いましたけれども、「40億円の圧縮については決

まったことじゃない。それは、そういう考え方があるんだということをお示ししているんであ

って、これからいろいろ決まることだ」というふうに言いながら、例えば下水道料金の値上げ

を出してくるというのがあるわけですね。そういう点で、非常に大事なのは、やっぱり議会も

そういう点では私は特別委員会をつくってやる必要があるんでないかというふうに思っている

わけですよ。この問題を含めて「財政をどうするんだ」ということで、きちん議会もと精査を

するというふうに、私は予算委員会の中で強く要望しておきたいというふうに思います。それ

は、当局が答えることじゃないんでしょうから、ありますか。 

○佐藤（英）委員長 佐藤 昭市長。 

○佐藤市長 今、塩竈市の財政がまことに健全であるというふうに言ったら、議員の皆様方はど

うお感じになるかということであります。我々も、もちろんこういう厳しい状況というのは、

市民の方々には本当に大変心苦しい。しかしながら残念ながら、今塩竈市の財政が健全ですと

いう方が、じゃあこの議場に何人おられるかということですよ。ぜひ、それはお考えいただき

たい。これは、もちろん市長としての最大の責任であります。しかしながら、このことについ

て例えばここ１年、２年を切り出しての話じゃないわけじゃないですか。今まで、塩竈市とい

うのは継続しているわけであります。 

そういった中で、今こういった大変厳しい状況になる、それはだれの責任ということではな

いわけであります。今、我々こういった行政に身を置いているものが、率先して取り組むべき

課題だろうということで、今考えられるさまざまなものを正直にお示ししているわけなんです。
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出せば、それがおかしいじゃないかと、皆出さなくなりますよ。そうじゃないわけであります。

大変厳しいということをまずご理解いただきながら、しかし総力戦で取り組めばこういったこ

とが可能ではないかということを我々申し上げてきているわけであります。 

それは、それぞれの評価があるでしょう。ただ、ぜひご理解をいただきたいのは、例えば先

ほど来179億円の予算を組んでおります。市税収入、63億円であります。その他のことについ

ては、例えば交付税をあてにしなきゃない、あるいは補助金をあてにしなきゃない、その他の

ものをあてにしての予算編成であります。大変、そういう厳しい中での行財政運営を、何とか

今建て直そうということで頑張っているわけであります。出せば、それはおかしいと言われた

ら、恐らく職員は出せなくなるということに、私はもちろん心配しておりまして、我々はそう

じゃないと。やはり繰り返し申し上げておりますが、議会とそれから我々が情報を共有するこ

とによって、初めて将来の方向性というのがきちっと見えてくるのではないかということであ

ります。 

よくご理解いただきたいんですが、つい10年前であります。平成９年度は77億円の市税収入

がありました。それが、わずか10年で63億円と言っておりましたが、それは所得税からの付け

かえ部分があるわけであります。実質的には、もう60億円を割り込んでいるという状況であり

ます。今委員から経済の長期的見通しというお話でありました。確かにこれは、長期的な見通

しに基づく財政運営でなければならないと思っております。しかしながら、我々末端自治体は

国の経済あるいは仕組み、社会動向、そういったものに振り回されながらも、必死でそういっ

たものをはね返しながら何とか自主自立の塩竈市の行財政を確立したいということで、今努力

をさせていただいているわけであります。今後とも、さまざまな情報につきましてはいち早く

議会の皆様方にご報告をさせていただきながら、課題の解決の方策等についてもできるだけ早

くそういったものをお示しをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひご理解をよろし

くお願い申し上げます。 

○佐藤（英）委員長 小野絹子委員。 

○小野（絹）委員 私は、塩竈市の財政が云々と言っているわけじゃないです。安心していると

言っているわけじゃないです。収支不足を51億円を見るような大きなものを出してきて、そう

であるならもっとなぜこういうふうな数字になるのか、数字だけですよ、示されているのは。

それで議論はしていません。だから、そこのところが問題なんです。私は、こういう資料を出

すのは当局は当然ですよ、議会の方に。開き直って出さなくなるなんて、とんでもないことで
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す。そういう点で、私はやっぱり議会から問題を提起しているのは何かと言ったら、本当にこ

の収支不足が51億円も出るんだろうかと。ところが、いろいろあらゆる点で圧縮するなら40億

円くらいは圧縮できるんですよと、そのかわりそこにはもう市民の生活が一体どうなるのかと

か、職員がどうなるのとか、いろいろあるわけですよ。 

だから、そういう問題もいろいろある、そういう中で実際にはどういう方向性がいいのかと

いうのを、私は本来なら市当局が提案する前に議会の中にこういうような方法があるんだけれ

ども、どうなんだろうというような提起があってしかるべきだと思うんですよ。そのことを私

は言っておりますので、そういう点では塩竈市民が本当に安心して暮らせるような取り組みを

どうしていくのかという点では、私は当局も私らも同じだと思っています。 

そういう点で大事なのが、やっぱりそういう点では塩竈市に本当に住んでいたい、この中で

今回もいっぱい意見が出ました。とにかく塩竈に住み続けてほしい、そして塩竈に移ってきて

住んでほしい、そういうふうな気持ちがかなり反映されたわけですよ。だけれども、今のこう

いう状況の中で、住んでそしてまたしっかり営業をやって、そして税収が上がるような取り組

みにやっぱり市政が回っているのかということが今問われてくるんだと思うんです。そういう

中で、やっぱり大事なのが市民が離れていくことじゃない、市民がつぶれることじゃなくて、

やっぱり市のいろいろな特殊性とかいろいろ市のもともと持っていたものがありますから、そ

ういうものを生かしたりしながら塩竈のまちづくり、住みやすい状態をどうつくるかというこ

とを含めた考え方をしながら、こういうふうな考えのもとで施策を進めるような財政の状況を

つくっていくべきじゃないかということで申し上げていますので、そこのところはそういうこ

とでしておきたいというふうに思います。 

時間もありませんので、次の分野に移ります。扶助費の関係でちょっとお聞きしたいんです

が、№９の78ページ生活保護の扶助費の分が12億何がし出ております。よく市の説明の中でも、

市税が落ち込む、税が市の歳入分が落ち込む中で、扶助費がふくらんでそれで圧迫するという

のが一つの原因として出されております。それをそういうふうな見方をしていいのかというこ

とがあります。そういう点で、私は扶助費の中に簡単でいいですから、主な項目で、何々が入

っているか、それと金額とがわかればありがたいんですが。お聞きします。 

○佐藤（英）委員長 田中総務部次長。 

○田中総務部次長兼行財政改革推進専門監兼政策課長 今小野委員から、市民に説明会に回って

おりました資料をもとにご質問いただいているというふうに思いましたので、その辺の詳細の
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部分ちょっとわかりかねる分ありますが、若干お答えさせていただきます。扶助費の部分でご

ざいますが、こちらにつきましては生活保護、それから児童扶養手当、児童手当、それから私

立保育園の措置費的なものが入っているのではないかというふうに思ってございます。その中

でも、生保の部分が約18年度で12億6,000万円という状況になってございます。 

○佐藤（英）委員長 小野委員。 

○小野（絹）委員 扶助費というと、すぐ生活保護などという言葉で出てくるんですけれども、

今紹介ありましたように、生活保護や児童手当、扶養手当、私立保育園、それから障害者の

方々の支援費、そういうのがいろいろ入っています。そういうのを合わせて三十何億円ですね。

ですから、12億円というのは３分の１という状況だと思います。 

そこで私は、塩竈市が扶助費が多いというのは、やっぱりいろいろ言われました。そういう

点では、当然対応しなければならないことだというふうに思っております。きのう、会澤所長

の答弁の回答の中でも、厚生労働省が大変適切に塩竈市はやっているというふうなお話があっ

たようですけれども、なお実は最近３日の日です、厚生労働省が生活保護の行政について是正

をしたということが出されております。ちょっと読み上げさせていただきます。 

都道府県の担当者を集めて、社会・援護局関係主管課長会議を開いて、厚生労働省の方で

2008年度の生活保護行政などの基本方針について説明した。基本方針は、生活保護行政をめぐ

って餓死、孤独死事件が頻発し、是正を求める全国的な運動を反映し、申請権の尊重や一方的

な生活保護からの排除を戒めるものとなっています。生活保護の申請権について、生活保護法

が保障するべき権利だとして、相談で申請権を侵害しないこと、扶養義務者と相談してからで

ないと申請を受け付けないなどの対応は申請権の侵害にあたる恐れがあり、申請費が確認され

た人には速やかに申請書を交付することが必要だとしています。生活保護の辞退届の取り扱い

をめぐって、本人の真摯な意思に基づくものでなくてはならないとし、辞退届が出されたとし

ても窮迫状態に陥らないよう十分留意することが必要だとしております。自動車関係のことに

ついても、自動車の保有の要件について公共交通機関がほとんどない地域で自動車を処分され

てしまうと就労による自立を図ることが困難になったり、仕事を辞めざるを得ない場合など、

保有要件を満たすことも明らかにしたと報道されております。 

そういう点で、私ども何度も前からも申請書を窓口に置いてくださいというふうに言ってい

ました。一時置いていたようですけれども、今も置いてあるかどうかだけ確認して、厚生労働

省でこういう通達を出していますから、そういう指導をしていますので、ぜひ頑張ってやって
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いただきたいというふうに思います。 

○佐藤（英）委員長 会澤所長。 

○会澤社会福祉事務所長 まず、申請書が置いてあるかということですが、置いてございます。

ただ、ご存じのように他方他施策優先の施策でございますので、そういった他方他施策が適用

できるのに生活保護を申請してしまうと、かえってその方の救済がおくれてしまうという場合

がありますので、きちんと聞き取ってから申請をしていただくような形になっております。 

また、きのう申し上げました厚生労働省の監査でございますけれども、そういった中では一

番見られたのが辞退届について見られました。辞退届が北九州で餓死問題とかってありました

ので、そういった部分でうちの方も大分検査を受けました。そういった中で、そちらの方もき

ちんと適切に行われているという評価でございましたので、よろしくお願い申し上げます。 

○佐藤（英）委員長 小野絹子委員。 

○小野（絹）委員 次のところに移ります。教育関係で、№９の149ページから入りますが、サ

マースクール12万円、これも相当いろいろな方から出されていました。お聞きしたいのは、こ

れをやるにあたって学校関係の方と話し合いがされているのか。これからいろいろやるという

ことなのかもしれませんけれども、その前に県が塩釜高校を活用してサマースクールをやって

いたというのは聞いていますので、その実態をつかんでいるのかどうか。それから、やっぱり

学校でやるということになれば、２学期の始まる前の１週間、休みの最後の１週間ということ

ですから、そうなると学校の方にとっていろいろ２学期の準備をしたりとか、そういう点で支

障がないのかどうか、それらを含めてお答えいただきたいと思います。 

時間の関係上、ちょっと質問を続けさせていただきます。それから、№16の資料として請求

しました学校の施設関係ですね。12、13ページのところなんですが、修繕費関係と工事予定関

係が入っております。ここでお聞きしたいのは、修繕関係それから工事予定関係のところは、

今予算で組まれている分、その分でそれぞれができるのかどうかということが１点。それから、

トイレの改修の関係でお願いしたいのは、例えば二中のトイレの外壁改修工事、これはちょっ

と今回外壁だというふうなお話がありました。時間の関係ではしょります。実は、二中は大規

模トイレの改修をやって間もないわけですね。だけれども、実際には排水にも問題があるとい

うことが聞かれております。したがって、このトイレの外壁改修とトイレの改修をどうするの

か。 

それからもう一つは、ここに出ていませんが、さっきトイレの一小の関係は阿部議員もお話
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ししていましたので、月見とそれから三中、ここのトイレの悪臭がひどいそうです。実は杉の

入小学校も悪臭が大変だったんですが、非常に頑張っていただきまして今６年生が間もなく終

わろうとしているようであります。これも大体４年くらいかかったと思います、全体的にやり

終えるのに。それで、さっき言った月見とそれから三中のトイレの悪臭対策をどうするのか、

当然改修しなくちゃないと思います。 

それから、もう一つ。ごめんなさい、学校の地震の対策ですね。耐震検査を含めて４校が残

っているわけです。杉の入小学校や二中を含めて４校が残っているということです。これに対

して全然予算がついていません。一体どういう考えでそうしているのか、お聞きしたい。 

教育関係で、一応そのことをお願いしたいと思います。 

○佐藤（英）委員長 佐藤学校教育課長。 

○佐藤学校教育課長 それでは、サマースクール関係につきましてご回答申し上げます。時期的

なものにつきましては、夏休みの後半１週間程度を予定しております。前半につきましては、

中体連の県大会あるいは８月上旬になりますと先ほど委員からもご指摘いただきました県立高

校を使っての学習支援事業がございます。小倉教育長が県の委員になりまして、いろいろ調整

を図っているところでございます。その辺については承知しているところでございますし、本

市の小中学校の児童生徒も数多く参加しているところでございます。 

それで、後半の部分で教職員の負担云々ということでございますが、各学校やはり学力向上

というのは非常に大きい課題というふうにとらえておりますので、その辺に向けまして詳しい

ことにつきましては今後学校関係者といろいろ話し合いを進めて、協議しながら実際に実施を

していきたいというふうに思っております。以上でございます。 

○佐藤（英）委員長 小山総務課長。 

○小山教育委員会総務課長 順次質問にお答えさせていただきたいと思います。 

まず、資料の12、13ページの修繕工事箇所が今年度の予算でできるのかということにつきま

しては、当然そういった予定で予算を組んでいるところでございます。ただ、毎年度のことで

ございますけれども、学校の方で特に危険な状況ですとかあるいはライフラインで漏水とか漏

電とかが特に発生して、優先順位がどうしても入れかえなければならないような場合には、多

少入れかえるということもあると思いますので、その辺はあらかじめご了解いただければと思

います。 

それと、次の第二中学校の工事の中でトイレの外壁改修工事ということで今年度予算の予定
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をしておりまして、これはトイレそのものの改修というよりは、トイレ付近が雨漏りをしてい

るので外壁の塗装等をして雨漏りを直すというようなことの工事の内容でございます。それと、

平成14年度に第二中学校ではトイレの大規模改修工事を行いまして、一定程度整備をしたとこ

ろでございます。しかしながら、トイレの方の詰まりとかが起こっているというようなことで、

最近ちょっと修繕等をしておりますが、その原因の一部としましては生徒の方でトイレに詰ま

るような物が落とされていたりとかそういったこともあってのことでございまして、それ以外

の原因も業者の方と今調査しているような状況はございます。 

また、ほかの学校の月見ケ丘小学校、第三中学校のトイレの悪臭等のことをご指摘いただき

ました。これもいろいろたびたびトイレの方については議会等で取り上げていただいておりま

したので、昨年末から特に学校の方の洋式トイレの状況ですとか、あるいは詰まりとかの方を

調査させていただきました。確かに、トイレのパーテーションとかドアが壊れていたり、悪臭

がするとか詰まりがあってちょっと使えないというようなことがありまして、学校なども多少

ちょっと遠慮して言わなかったような部分なんかもありましたので、そういったもので簡単に

直せるものについては順次昨年からことしにかけて直しはしております。ただ、抜本的に直さ

なければならないものにつきましては、ご指摘の学校等も含めて従来は先ほどの二中も含めま

して、13年度に第三小学校、あるいは15年度に玉川中学校の大規模のトイレの改修なんかをし

ておりますので、そういったものは引き続きタイミングを見ながらやっていければなというふ

うには思っておりますが、今のところは特に第一小学校優先で今年度予算をつけてやっていき

たいというふうに思っております。 

最後に、耐震診断について４校まだ手がついてないんじゃないかというようなことかと思い

ます。これも、施政方針の方の回答の方でもさせていただいておるところでございますけれど

も、20年度につきましては２億5,000万円程度の予算をちょうだいしまして、月見ケ丘小学校

と第三中学校の耐震補強工事の方をまずさせていただくと。そして、21年度以降順次耐震診断

の方をしていきたいというふうに考えているところでございます。以上です。 

○佐藤（英）委員長 小野絹子委員。 

○小野（絹）委員 ありがとうございます。 

学校のトイレ関係は、生活の基本的なところですよね。非常に環境が悪ければ落ち着いても

いられないし、そういう点でかつては13年から大規模改修というのをやった経過があったわけ

です。しかし、地震の関係が出てきたので、それができなくなったというのも十分承知してい
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ます。 

それで、二中のは大規模改修をやったのがもう今こういう状態では困りますね。ぜひ調査し

てほしいと思います。それから、一中の改修が終わったら、やっぱりさっき言った月見とかそ

れからさらに三中について、今回大規模改修じゃなくて地震の補修工事はやるわけですけれど

も、トイレの方までは手がついていないようですが、そういったことは考えられないのかどう

か。ぜひお考え願いたいということを申し上げておきたいというふうに思います。 

それから、耐震関係も21年にやるって、20年で地震が出たらどうするんだというふうになっ

ちゃうんだけれども、そういう点ではやっぱりこれは予算がないからできないんだ、お金がな

いからということになるかもしれないけれども、ぜひそこは考えてほしいということだけ申し

上げておきます。 

最後になりますが、曽我委員が保育行政の問題で職員とパートのかかわりのところで質問し

ました。今基準づくりをしているというご回答を、どなたかやっていましたね。それで、要す

るにこの基準づくりの内容というのは、どういうものを中心にしながらやろうとしているのか、

ただ基準づくりをするだけではちょっとわからないので、中身についてお聞かせ願いたいとい

うふうに思います。以上です。 

○佐藤（英）委員長 郷古総務課長。 

○郷古総務課長 先ほど、曽我委員の質問にお答えした内容の中での基準づくりというところな

んですけれども、曽我委員の質問の中ではパートの方が勤務年数的に１年未満、１年以上３年

未満、そういった形で５年以上というそういう長期化しているところが見受けられるという中

で、そういったところについてそうならないような形での基準づくりというものを今手をかけ

ているというところでございます。 

○佐藤（英）委員長 お諮りいたします。 

ただいままで審査を行ってまいりました審査区分１・一般会計については、これで一応の質疑

を終了したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○佐藤（英）委員長 ご異議なしと認め、審査区分１・一般会計については一応の質疑を終了い

たしました。 

 さらにお諮りいたします。 

 本日はこれで会議を閉じ、明６日午前10時より再開し、審査区分２・特別企業会計について
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の質疑を行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○佐藤（英）委員長 ご異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

 本日の会議はこれで終了いたします。 

 お疲れさまでした。 

  午後４時３５分  終了 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

  平成２０年３月５日 

 

                 平成２０年度予算特別委員会委員長  佐 藤 英 治 
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  午前１０時００分  開会 

○佐藤（英）委員長 おはようございます。 

  ただいまから、平成20年度予算特別委員会４日目の会議を開きます。 

  傍聴人の方に申し上げます。携帯電話等を持参されている方は電源を切るようにお願いいた

します。 

  これより審査区分２、特別会計・企業会計の審査を行います。 

  発言のお一人の持ち時間は、申し合わせにより答弁を含めておおむね30分以内となっており

ますので、ご協力お願いいたします。 

  質疑に入ります。 

  中川邦彦委員。 

○中川委員 おはようございます。 

  トップバッターなので緊張しておりますので、当局の明瞭なご回答をひとつよろしくお願い

したいと思います。 

  まず、特別会計なんですけれども、特別企業会計で水道会計についてまず伺いたいというふ

うに思います。 

  資料№16の３ページと31ページについてまず伺っていきたいというふうに思いますが、一つ

は水道部の組織についてでありますが、今度の資料によりますと、平成19年度と平成20年度の

見直し案との比較ということで出ておりますが、ここで水道部の中で、浄水課を工務課に再編

するというものでありますが、どうしてこういうふうに進めていくのか、その点のまずそこか

ら伺いたいというふうに思います。 

○佐藤（英）委員長 尾形水道部総務課長。 

○尾形水道部総務課長兼経営企画室長 浄水課廃止の基本的な考え方としましては、１課１係体

制をなくしまして、効率的な組織体制に組織統合する考えでもって今回浄水課を廃止し、新た

に工務課へ浄水係として編入しようというものでございます。 

○佐藤（英）委員長 中川委員。 

○中川委員 聞けばね、簡単に統合と。一つの課を減らしていくということでありますけれども、

問題なのは、私は何であえて取り上げていくかということをこれから伺いたいというふうに思

いますが、まず一つは、団塊の世代の退職者がこれから予想されるわけですけれども、今、平

成19年度で56人の体制でということでありますけれども、それでは今後、退職者が予想される
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というふうに思うんですが、ここ二、三年の間が相当数の、本庁もそうだと思いますけれども、

全体で退職者がふえてくると思いますが、水道部ではどのくらいの方が予定されるのか、まず

伺います。 

○佐藤（英）委員長 尾形総務課長。 

○尾形水道部総務課長兼経営企画室長 今後における定年退職者予定数の推移でございますが、

今後10年間における退職予定者数は、平成20年度から28年度まで23名ということになっており

ます。 

○佐藤（英）委員長 中川委員。 

○中川委員 23名が28年度までの間に予定されるんですけれども、当局にも伺いますが、何とい

っても数が減ればいいのかというだけの問題ではなくて、やっぱりこういう一つの現場、一つ

の状況の中で、若い人たちをどう育てていくのかということになってくると思うんですが、そ

ういう面で、退職者の不補充を今後どういうふうにしていくのか。そういう若い人たちを育て

ていくということであれば、やっぱり一定の職員を入れていかなければ、いつまでたっても、

年齢が上がっていくわけですから、若い人を育てていくということにならないと思いますので、

そういう点では見通しといいますか、対策をどういうふうにとるかとかそういうことを考えて

いるのか伺います。 

○佐藤（英）委員長 佐々木水道部長。 

○佐々木水道部長 退職者不補充という方針については、今後とも当面の間、継続をしていくわ

けでございますけれども、そういった中での若い職員の育て方というご質問でございますが、

やはり水道部独自で今職員採用はいたしておりませんので、一般との人事交流の中で、そうい

った部分では調整を図るというのを基本に考えております。よろしくお願いします。 

○佐藤（英）委員長 中川委員。 

○中川委員 やっぱり何といってもライフラインですから、災害のとき市民に安心して水の供給

をすると、そういうことは言葉では簡単だというふうに思うんですが、何といっても近い将来、

宮城沖地震が予想されるわけですから、そういうときこそ、どういうふうに人を育てていくの

かということあると思うんですね。きょう、あす起きるわけでもないですし、10年ないのかど

うかということもありますが、それでもやっぱり一定の人の確保、そういう面での行政として

の役割というのが大きいと思うんですね。 

  そういう中で、今度の災害とか、塩竈だけの問題でなくて、近隣でそういうときに、今まで
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新潟のときもそうですし、登米の断水ですか、そういうときもやっぱり塩竈市の職員の方が応

援に行くとか、そういうことも実際あるわけですから、なおさら塩竈でもほかとの姉妹都市を

結んでいるとかそういうのがあって、やっぱりお互い助け合うということもこれから必要だと

思うんですね。そういうときこそ技術者を派遣していくということが求められていくというふ

うに思うんですね。そういうときこそどういうふうに育てていくのかということもこれから大

切ですし、やっぱり不補充の場合で、ほかとのやりとりということで言っておりますけれども、

専門職だと思うんですね。そういう意味で、どういうふうに技術者を育てていくのかというの

が今後の課題だと思いますので、そういう点においての考え方あれば伺いたいというふうに思

います。 

○佐藤（英）委員長 佐々木水道部長。 

○佐々木水道部長 確かに年々、職員数の減少というのは事業運営上どうしてもやむを得ない部

分があるというふうに私ども考えております。一方では、今委員おっしゃるように、職員の専

門性、あるいは技術力の確保という部分で、我々も非常に深刻な問題になっておりますが、や

はりこれからは定数が少なくなる分、一人一人にスキルアップというのが非常に重要な部分だ

というふうに思いまして、私どもそういった部分での研修活動を非常に時間的に確保しながら、

そういった部分での技術力の確保に今後とも努めていくという姿勢で臨んでおります。よろし

くお願いします。 

○佐藤（英）委員長 中川委員。 

○中川委員 ありがとうございます。 

  次に、再編のことで伺いたいんですが、浄水場の業務というのは何ですかね。その点につい

て、まずそこから伺います。 

○佐藤（英）委員長 黒須水道部浄水課長。 

○黒須浄水課長 一つは飲み水、これを安全につくるという部分でありますし、逆にそれを処理

するための施設全般的にこれを保守管理していくというのが使命だと思います。 

○佐藤（英）委員長 中川委員。 

○中川委員 やっぱり今、浄水課長が言ったように、飲み水を安全にどう処理してつくっていく

か、どう市民に提供していくかということだと思うんですが、そういう面で、やっぱり浄水課

の果たす役割というのはうんと大きいと思うんですね。先ほどは、災害とかなんかのときとい

うのは工務の問題だというふうに思うんですけれども、やっぱり浄水というのは課長も言うと
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おり、市民にいかに安全なものを提供していくかというところにかかってくると思うんで、そ

ういう面では浄水場の果たす役割というのが私は大きいと思うんです。 

  それで、次に伺いますが、浄水場も含めてですが、他の施設の安全管理、それはどのように

やられているのか。まず、いろいろ施設からでいいんですが、その点も含めて述べていただき

たいと思います。 

○佐藤（英）委員長 黒須水道部浄水課長。 

○黒須浄水課長 まず、浄水場からの場合でありますと、常時昼間、夜問わず定時的にテロ対策

も含めまして施設内を巡回していると。その中で施設の異常を、もしくは貯蔵物の保存状況、

これを随時確認している状況であります。 

○佐藤（英）委員長 鈴木水道部工務課長。 

○鈴木工務課長 給水区域の配水施設の安全管理なんですが、通常は月１回の点検を行っており

ます。これは書面で「義務」というふうになっておりますし、ほかにも暴風雨あるいは地震の

際に、そのたびに安全管理というか安全点検巡回を行っております。さらにですね、裏手の配

水池におきましては休日を除いた毎日、点検を行っておりますし、それから各配水施設に機械

設備が附属しておりますので、緊急用の発電機、緊急用の遮断弁については月２回、巡回点検

を行っておりますし、それから市民清掃日の前日には施設の周囲を清掃しております。さらに

隔週ごとに市内の配水池を巡回点検を行っております。以上でございます。 

○佐藤（英）委員長 中川委員。 

○中川委員 塩竈は独自に水源を持っているわけですから、その点についてはどうですか。 

○佐藤（英）委員長 黒須課長。 

○黒須浄水課長 まず、水源なんですけれども、一つは水源のうちの３分の１ほどの距離を仙台

市と共同導水路という部分で、ここに関しては仙台市さんの方に管理をお願いしていると。ま

た、単独の導水管部分に関しましては、ある一定時期で巡回した形で漏水等、もしくは途中に

あるバルブとか空気弁、この辺の異常、それがあるかどうかの確認をしております。 

○佐藤（英）委員長 中川委員。 

○中川委員 わかりました。それで何といっても安全管理、そういうことが重んじられると思う

んですけれども、もう１点伺いますが、浄水場でいろいろ薬品なんかを使っていると思うんで

すけれども、そういう管理はどういうふうになっているのか、その点伺います。 

○佐藤（英）委員長 黒須課長。 
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○黒須浄水課長 浄水場で使っている薬品としては３種類あります。一つが、原水、水源から送

られてきた水の中の目に見えないようなごみを除去するためのポリ塩化ナトリウムです。あと

もう一つ……、申しわけございません。ポリ塩化アルミニウムです。それとあともう一つが、

浄水した水、これを消毒する、昔は塩素を使っておりましたけれども、今現在は次亜塩素酸ナ

トリウムという薬品。それともう一つがｐＨ調整、これは最後にできた水のｐＨを調整したり、

もしくは原水の中で季節的に若干水質の変化があったときに浄水処理をしやすいように使用す

る苛性ソーダ、この３種類が使われております。これの保管管理という部分では、先ほどお話

しした中で、巡回時の中でこの保存状態というものを確認している状況であります。以上です。 

○佐藤（英）委員長 中川委員。 

○中川委員 今、いろいろな施設に対する安全管理というのが重んじられてきているわけですけ

れども、今言われた３種類の薬品といいますか、そういうものは常時かぎをかけているとか、

そういう徹底といいますか、月に１回とか点検しているかですね、そういうものはどんなふう

にしているのか、その点はどうですか。 

○佐藤（英）委員長 黒須課長。 

○黒須浄水課長 これらの薬品に関しましては、薬品貯蔵室ということで、それぞれ常時ほかの

人というか外部の方々が入室できない形で施錠をしている状況です。 

  それとあと、管理という部分では、先ほどお話しした内容で、巡回によって状況確認という

ことであります。以上です。 

○佐藤（英）委員長 中川委員。 

○中川委員 何といっても先ほどから言われているように、安全な水をどうつくるかということ

と、市民に不安を与えないということが一番だと思うんですね。そういう面で、改めて私は何

でこの組織の問題を考えていくかということで、浄水場のこととか他の施設のことを聞いたわ

けですけれども、そういう面では専門職というものは大事にし、育てていくということがなけ

れば市民は安心して暮らせない部分も出てくるのではないかなと思いますので、伺いましたの

で、この点についてもきちっと状況を見て考えて判断していくということが、ただ数の合わせ

方ではなくて、やっぱりそういう目的があるわけですから、そういう面での市としての重責も

あるわけですし、その点を考えていただければというふうに思います。 

  それからもう１点、水道のことで伺いますが、水道施設の耐震化について伺おうと思うんで

すけれども、事前には耐震調査はしたというふうに聞いておりましたので、まず今年度は耐震
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化工事はどこから始めるかですね、まず伺いたいというふうに思います。 

○佐藤（英）委員長 鈴木水道部工務課長。 

○鈴木工務課長 それでは、資料の11番の水道事業会計予算書の21ページの上の方に委託料がご

ざいます。委託料の一番下の１行目、２行目に今年度の耐震事業の予算を計上しております。 

  平成７年１月の阪神・淡路大震災の翌年に水道施設全般の第１次診断を行っております。そ

の際にこの施設に関しては耐震性が低いというふうに診断されておりますことから、今後予想

される地震事業ですね、軀体のクラック、あるいは軀体の管路の取りつけ部の漏水ということ

が想定されておりますので、今回委託を発注するということでございます。中身につきまして

は構造計算あるいは地質調査、ボーリング３カ所ほどですが、そのほか破壊試験、そのほか費

用対効果評価業務を行うものでございます。 

  さらに、その結果、データに基づきまして、補強工事に要する具体的な補強箇所の数量及び

工事費用の算出のため、一番下に書いてあります天の山配水池耐震実施設計業務委託を計上し

てございます。平成21年度分の国庫補助申請につきましては、概算要望が本年７月と本要望が

11月ですので、新年度早々に発注を予定してございます。以上でございます。 

○佐藤（英）委員長 中川委員。 

○中川委員 わかりました。そうすると今後、次の来年度以降といいますか、その点はどこを予

定しているんですか。 

○佐藤（英）委員長 鈴木工務課長。 

○鈴木水道部工務課長 先ほどお話ししたようにですね、総合的に判断しますと、２番目として

は梅の宮配水池、１万トンを予定しております。計画では２番目ということでございます。以

上です。 

○佐藤（英）委員長 中川委員。 

○中川委員 ひとつよろしくお願いしたいというふうに思いますが、やっぱり早急にできるよう

に、何とか処置をとっていただいて、他の施設も随時やれるようにひとつしていただければと

いうふうに思います。 

  それで、次に伺いますが、土地区画整理事業、資料№９の391ページと資料№16の６ページ

から７、８ページまでについて伺います。主に資料№16で伺いたいというふうに思いますが。 

○佐藤（英）委員長 三百何ページですか。 

○中川委員 資料№16の主に６、７、８ページにかけて伺います。 
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  全体の計画のことなんですけれども、問題なのは、今の土地区画整理事業における財政見通

しについて伺いたいと思うんですが、この下段にあります平成19年度から平成23年度までの財

政見通しということで、平成19年から23年までの財源の内訳は載っているんですけれども、こ

の事業が始まったのが平成14年から18年なんですね。それでここの部分で国庫補助、地方債、

一般財源も含めてですけれども、公共管理者負担の部分も含めて、全体で18年度までどのくら

いかかっているのかまず伺います。 

○佐藤（英）委員長 茂庭建設部次長。 

○茂庭建設部次長兼都市計画課長 14年度から18年度までの財源についてのお尋ねであります。

この資料番号16の７ページの表の形に従って口頭でご報告させていただきます。 

  国庫補助金が８億3,495万円であります。それから地方債が12億7,180万円。公共管理者負担

金は全くございません。それから一般財源5,879万7,000円で、合計21億6,554万7,000円となっ

てございます。 

○佐藤（英）委員長 中川委員。 

○中川委員 それから、これ以降、平成19年度から23年度までですけれども、そうすると、これ

を合わせると19年から23年までが23億9,400万円ですので、その前段が21億6,000万円ぐらいで

すか。そうすると44億円ぐらいになるんですけれども、この部分で市の持ち出しがそうすると

28億円ぐらいになると思うんですが、大体そのぐらいで見ていていいんですか。きちんと出て

いるんですね、一般財源で。 

○佐藤（英）委員長 茂庭建設部次長。 

○茂庭建設部次長兼都市計画課長 この国庫補助金と公共管理者負担金、これ以外がすべて市の

負担ということになってございますので、おおむね合計しますと、大体66％ぐらいが市費負担

ということになります。 

○佐藤（英）委員長 中川委員。 

○中川委員 そうするとですね、今、問題なのは起債としてどうなのかということなんですけれ

ども、相当市の部分で持ち出しの部分と含めて、これに全体で利子の分も含まれた部分がこの

合計で見ていいんですか。 

○佐藤（英）委員長 茂庭次長。 

○茂庭建設部次長兼都市計画課長 16番の７ページの資料でいきますと、合計欄というのはあく

まで計画事業費の合計でございまして、発行しました地方債の償還費等はこの45億6,000万円
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の中には含まれてはおりません。その一つ下の段ですね。公債費と書きました欄、これがこれ

まで発行しました起債とこれから発行予定の部分に関する償還予定額ということでごらんをい

ただきたいと思います。 

○佐藤（英）委員長 中川委員。 

○中川委員 時間も５分しかないので、６ページのこの図面なんですけれども、黒の部分といい

ますか、黒っぽいのが平成21年から23年度までの事業だというふうに見ているんですけれども、

ここの道路の上の部分、海側といいますか、これは7.4ヘクタールの中に含まれているんです

か。 

○佐藤（英）委員長 茂庭次長。 

○茂庭建設部次長兼都市計画課長 ここに記載しましたものがすべて7.4ヘクタールの中でござ

いまして、道路の上部の部分につきましては、これまでこの地域内あちこちに点在しておりま

した旧漁港施設でありますとか県の港湾道路ですね、こういったものを整理統合しましてまと

めたものがこの部分ということであります。 

○佐藤（英）委員長 中川委員。 

○中川委員 ８ページの地図に今度かわりますが、ここのマリンゲート塩釜に行くマリンロード

ですね。マリンロードの接続と、ここの信号機が多分つく予定だったというふうに聞いており

ますので、まずこの信号機がどういうふうになっていくのか。それからマリンロードの接続で、

安心して渡れる状況をどうつくるのかというのがありますので、その点まず伺いたいというふ

うに思います。 

○佐藤（英）委員長 茂庭次長。 

○茂庭建設部次長兼都市計画課長 一番最初の計画では、この部分に信号機がつく予定となって

ございましたが、道路の一部供用時点では信号機が見送りになっておりました。防災安全課等

のご協力いただきまして、塩釜警察署さんの方から強烈に要求をしていただきまして、ことし

の３月、ですから今月末までに信号設置の予定となっておりまして、一部工事に入っている段

階であります。 

  それから、このマリンロードしおかぜを真っ直ぐ抜けたところに信号機がつく予定となって

ありますので、このまま歩行者動線としましては直接向かい側に渡れるという状況になるかと

思います。 

○佐藤（英）委員長 中川委員。 
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○中川委員 そうすると、歩行者専用の信号機という意味ですか。 

○佐藤（英）委員長 茂庭次長。 

○茂庭建設部次長兼都市計画課長 歩行者専用ではありませんで、普通の車両も含めた一般的な

信号機となっております。 

○佐藤（英）委員長 中川委員。 

○中川委員 わかりました。 

  それで、問題なのは、仮換地の予定箇所と、今までの仮換地指定の斜線と淡い色であります

けれども、ここで残っている部分の仮換地、あと何件なのか。それから面積がどうなのか、そ

して金額ですね、その３点伺いたいというふうに思います。 

○佐藤（英）委員長 茂庭次長。 

○茂庭建設部次長兼都市計画課長 金額につきましては、あくまで計画上の合計事業費でお答え

をさせていただきたいと思います。 

  まず、残っております仮換地未了となっております面積は合計で5,125平方メートルという

ことで、全体の宅地面積が４万3,348平方メートルでありましたので、これまでに88.2％が仮

換地指定が終わっているということとなります。 

  それから、筆数でお答えをしたいと思うんですが、全体としては104筆ありまして、それで

これまでに80筆の仮換地指定が終わっております。残り24筆という状況となってございます。 

○佐藤（英）委員長 中川委員。 

○中川委員 ここですけれども、それではこの地区に今たしかマンションを建設するとかという

話聞いているんですけれども、全体でどのくらいのものが今決まっているのか一つ伺いたいと

いうふうに思います。 

○佐藤（英）委員長 茂庭次長。 

○茂庭建設部次長兼都市計画課長 新築物件といたしましては、現在お住まいの住宅やなんかが

そのまま新築に移行しますので、棟数としましてはこれから23棟ほど。これまでに仮換地指定

をしております建物としては36棟ありますので、36棟が補償の都度建ってまいります。これま

でに３棟ほどもう建築終わっておりますので、これから先、一応建主の方のご都合もあります

ので、計画的に進んでいくとは考えております。それからあと、空き地だったところに建った

建物としましては、進出事業者の建物とそれから今回のマンションと、それから今後さらに１

件を予定しております。 
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○佐藤（英）委員長 浅野敏江委員。 

○浅野委員 おはようございます。 

  それでは、私の方からも特別会計についてご質問いたします。 

  まず、資料№９からご質問いたしますが、ページ数で言いますと244ページ、魚市場事業特

別会計についてまずお伺いしたいと思っております。244ページの歳入の件でお尋ねいたしま

す。 

  今回、係船岸壁給水施設使用料ということで、125万5,000円の計上されておりますけれども、

この根拠についてまずお尋ねいたします。 

○佐藤（英）委員長 福田産業部次長。 

○福田産業部次長兼水産課長 この係船岸壁給水施設使用料につきましては、12月議会で条例改

正させていただいた一番北側の係船岸壁で給水する船からいただく給水料でございます。昨年

はかなり少ない金額だったんですけれども、今回は125万5,000円計上させていただいておりま

す。というか、若干予算説明のときにも申しましたけれども、今までここら辺の経費が諸収入

という形で処理されておりまして、ただ、条例上は使用料という形になっていますので、今回

組み替えさせていただきましてこのような計上をさせていただいておりますので、よろしくお

願いしたいと思います。以上です。 

○佐藤（英）委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。そうすると今までも諸収入という形で歳入はあったという

ことで、これまでの多分実績を見積もっての金額だと思いますけれども、それでよろしいでし

ょうか。 

○佐藤（英）委員長 福田次長。 

○福田産業部次長兼水産課長 実績に基づいて計上してございます。そしてあと改定部分も考慮

して計上してございます。 

○佐藤（英）委員長 浅野委員。 

○浅野委員 わかりました。ありがとうございます。 

  じゃ、次に歳出についてお尋ねしたいと思っております。 

  同じ中身ですけれども、248ページをお開き願いまして、歳出の分で計上されていますのは

管理費が１億3,058万円で、市場費のすべての金額が１億3,256万円ということで、そのほぼ全

体といっていいくらいの金額が管理費に投入されている状況がこの予算書から見てとれるんで
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すけれども、そこでお尋ねしたいのですが、管理費という総務管理費ですね、この使い道につ

いて状況を教えていただきたいと思っております。 

○佐藤（英）委員長 福田次長。 

○福田産業部次長兼水産課長 総体的にここに計上されておりますのは、市場の施設を管理運営

していくための経費でございます。その中には人件費、それから清掃等委託しておりますので

委託料、それから電気・水道代等の光熱水費がかなり大きなものになってございます。さらに、

施設、かなり老朽化しておりますので修繕料等、それから修理の工事の経費を計上してござい

ます。そのほかに、実はあそこの土地は県の漁港用地でございますので、県から借りておりま

すので、県に使用料という形で借りている土地分の経費を支払っております。 

  それから、出ていく経費としましては、県の岸壁使用料という形で、水揚げに応じて支出し

ている経費等が入ってございます。それからあと漁船対策費ということで、漁船誘致にかかわ

る経費は別目にしていますけれども、それも計上してございます。以上です。 

○佐藤（英）委員長 浅野委員。 

○浅野委員 はい、わかりました。 

  今課長の方から、漁船誘致は別枠にしていますということで、漁船対策費の方も250ページ

に計上されていますが、198万円と。この金額の落差、今るるご説明がありましたけれども、

人件費それから委託料。その委託料もおよそ3,000万円あるんですね。いろいろあると思いま

すけれども、私考えますと、漁船誘致ということはいわば営業、広めていくという意味で攻め

の部分というか、事業の部分というふうに理解しているんですけれども、逆に言えば、管理と

いうのは維持管理の部分だと思うんですが、そちらの方に１億円相当つぎ込まれて、岸壁の修

理とかいろいろあると思いますけれども、また、借りているという部分もあると思うんですが、

この落差といいますか、ちょっと驚いたんですね。その部分のバランス的なものは、もちろん

多くの議員の方もこれまで見てこられたと思うんですけれども、それでいいのかどうか、ちょ

っと私素人なのでよくわからないので、そこら辺のお考えを教えていただきたいと思います。 

○佐藤（英）委員長 福田次長。 

○福田産業部次長兼水産課長 まず、市場の施設でございますけれども、かなり広うございます。

かなり老朽化しておりますので、経費がかかる状況になってございます。当然我々管理する側

としましては経費の削減に努力しているわけですけれども、じゃ具体的にどういうことをやっ

てきたかといいますと、まず職員の削減をしてございます。それから電気料がかなり大きいわ
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けでございますので、電気料につきましては、東北電力と交渉しまして、深夜利用の新たな料

金体系で数百万の減額をしてございます。それから老朽化しておりますので、当然いろいろな

ところを修繕しなければいけないんですけれども、できるだけ職員でできることは職員みずか

らがやるというような取り組みをしてございます。１億3,000万円という金額になるわけです

けれども、何とかこれを下げて、損益分岐点の水揚げも下げて黒字が続くような形で取り組ん

でいっている状況でございます。 

○佐藤（英）委員長 浅野委員。 

○浅野委員 このことについてはまた後ほどお伺いします。 

  それでもう１点、先ほど触れさせてもらったんですが、漁船対策費198万円、これは主にど

のようなことに使われているんでしょうか。 

○佐藤（英）委員長 福田次長。 

○福田産業部次長兼水産課長 まず、優良水揚げ漁船ということで、年１回、水揚げの優良だっ

た漁船を表彰してございます。その表彰に係る経費、それは報償費等に計上してございます。

それから旅費につきましては、漁船誘致活動するときの旅費を22万円計上してございます。そ

れから漁船員の方々におふろに入ってもらうということで、実は浴場を設けておりますので、

そこのボイラー代とかそういうような経費。それから外国人船員の方の休憩施設を借りていま

すので、その賃借料、そこら辺の経費がここに計上されてございます。以上です。 

○佐藤（英）委員長 浅野委員。 

○浅野委員 わかりました。 

  それでですね、２年、単年度黒字ということで、それは今回、市長の施政方針にも載ってお

りますし、私たちも喜んでいるわけですけれども、これまでさまざま市長なり歴代議長さんが

各漁船誘致先に赴いて、ぜひ塩竈にということで漁船誘致されたというお話は伺っております。

それで、その誘致先ですね。さまざまなご要望なども塩竈市に寄せられていると伺っておりま

すが、その主なものはどのようなことで、そしてこれまでどのような結果を出して、また積み

残しといいますか、まだ向こうの要望にこたえられない部分をこれからどのようにしていこう

とお考えなのか、その辺についてお伺いしたいと思っております。 

○佐藤（英）委員長 福田産業部次長。 

○福田産業部次長兼水産課長 まず、基本的に漁業者の考えておりますといいますか、求めてい

らっしゃるのは、できるだけ高く魚を買ってほしいということでございます。例えば燃料費含
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めて高騰した場合に、それをペイできるぐらい魚を高く買ってくれるんであれば塩竈に入れた

いという話になります。そのために我々としましては、付加価値を高めるためにブランド化、

それによって言ってみれば競争力が増しますので、高値で引き取ることができる状況になりま

す。そのような動きをしました。 

  それから、当然安全・安心のお話が出てきていますので、市場についてできれば改築してほ

しいという話はあります。ただ、それはなかなかできない話ですので、できるだけ安全・安心

のための取り組みをしてございます。それは防鳥ネットを設置したり、一番人気がありました

のは市場のせり場といいますか、そこのところに常時水が流れるような施設を整備しました。

これは非常に好評でありまして、できれば水が流れているところで水揚げさせてほしいという

ような要望が出ております。 

  それから、もう一つの柱としまして、船員さんの休養施設といいますか、休憩関係について

要望が出ております。廃止しましたけれども、海員会館を新しくしてきちんと休憩できるよう

な整備をしてほしいというところがありましたけれども、それはもうかなわない話でございま

したので、外国人船員さんの休憩室、それからふろ場についても少し改装させていただいて、

それからあと売店があったところがあきましたので、そこを皆さんの休憩室にして利用してい

ただく、そのような取り組みをしてございます。我々としましては、できることはできるだけ

やるという姿勢が船主さんたちといいますか、その方々に好感を持たれておりまして、現在の

はえ縄船の水揚げ増につながっているのかなと思っていますけれども、そのほかにもいろいろ

取り組まなければいけないと思いますので、やっていきたいと思います。以上です。 

○佐藤（英）委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。本当にるる涙ぐましい努力をなさっていただいて、単年度

黒字という結果に結びついたということがよくわかりました。 

  それで、今、課長の方からの船員さんの休憩室というようなお話がありまして、私たちも昨

年、テレビ報道なんかで、主に外国の漁船員さん、本当に苦労なさっていろいろ水揚げやって

いただいたことに感謝しておりますが、塩釜が日本で一番外国の漁船員さんが逃亡してしまう

という、余りうれしくない記事を去年年末にかけて報道されていましたけれども、それらの対

策というか、そういったことはどのようになっているんでしょうか。 

○佐藤（英）委員長 福田次長。 

○福田産業部次長兼水産課長 確かに塩釜港に入港した船舶から外国人の船員の方が逃亡といい
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ますか、いなくなるという数が多いのは実態でございます。 

  いろいろ原因を調べてみますと、どうしても仙台に近いと。仙台に手軽に行けて、それから

首都圏にも新幹線で本当に短時間で行けてしまうと。ほかの港、例えば気仙沼とかですと、新

幹線の経路に乗るまでかなりの時間がかかってしまうということもあって、どうやら塩釜の方

が逃げやすいというのも変ですけれども、そういうような形でいなくなる外国人船員の方が多

いと聞いております。 

  ゆゆしき事態ということでございまして、船主さんたちの組織の方で、実は年明けから監視

の方を置きました。そうすることによって、いなくなる方が少なくなるのではないかと思った

んですけれども、どうやらそういうのが原因ではないらしいようでございます。つまり市場か

ら逃げるというか、そういう形になるんじゃなくて、一たん外に出てからどうやら逃げるとい

うことなので、市場の問題ではない形のようです。そうはいきましても、我々受け入れ港とし

ましては、少なくとも市場の中だけは監視したいということで、実は市場の中にはビデオカメ

ラが結構置いてあるんですけれども、それの台数をふやしまして、場内もかなり見ることがで

きるような状態になっています。少なくとも市場から直に逃亡するようなことがないような状

況にはしています。ただ、先ほど言いましたように基本的な原因はそこになさそうですので、

ちょっと我々の努力だけではこの状況は変わらないかと考えております。以上です。 

○佐藤（英）委員長 浅野委員。 

○浅野委員 市民の方も大変不安に思っておりますし、私が住んでおります新浜町でも時々その

ような状況とか、あと今パトロールがかなり頻繁に行われているということもそういったこと

が原因になっているのかなとも思っておりますので、ぜひ警察の方とか情報を交換しながら対

策を考えていただきたいと思っております。 

  それで、魚市場関係の単年度黒字があったというふうなお話もあったんですけれども、それ

ではこれまで累積赤字、平成18年度の決算は終わっていますので、それまでの累積赤字はどの

ぐらいあって、単年度黒字の効果というのはどのぐらい及ぼしているのか、その辺、おわかり

でしたら教えてください。 

○佐藤（英）委員長 福田次長。 

○福田産業部次長兼水産課長 18年度末で３億6,800万円ほどの累積赤字になってございます。

それで、18年度は100万弱の黒字でございましたけれども、今年度につきましては126億の水揚

げでございますので、黙って500万円以上の黒字が出るのかなと考えてございます。それで、
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12月補正で市場の累積赤字を７年間で解消するということで4,950万円の特別な繰入金を計上

させていただいていますので、それは７年間でございますけれども、できれば500万円といっ

た黒字を1,000万円なりにふやしていくことによって、できるだけ早く累積赤字は解消してい

きたいと考えてございます。この累積赤字、昭和63年から積み上がってきた赤字でございます

ので、なかなか一朝一夕には解消できないのかなと考えていますので、そうはいいましても、

できるだけ黒字幅を広げて、早期に累積赤字解消できるように努力していきたいと考えてござ

います。以上です。 

○佐藤（英）委員長 浅野委員。 

○浅野委員 塩竈市を取り巻く、水産都市塩竈という私たち金看板を持っておりますので、本当

に水産業が振興していただくのは、市民を含め皆さんの、私たちの願いなんですが、そこで、

どうなんでしょうか。年間１億3,000万円の経費をかけながら何とか水揚げをという部分で、

市当局もいろいろご努力していただていることはよくわかったのですが、今現在ですね、この

まま公設民営ということで市場を塩竈市が持っていく必要があるのかということを私も疑問に

感じております。といいますのは、私たち公明党で一昨年以来ずっと各地を回っておりますけ

れども、たしか和歌山県の白浜漁港の方も組合方式になっていますが、中身は株式になってい

ます。それでさまざまな民間の手法を使いまして、本当に潤っているというのが目に見えて実

感しております。さまざまなところがそういったような状況、見ておりますので、どうしても

公設でなければならないかということにちょっと私も疑問を感じておりますけれども、今現在、

日本におきまして市が単独公設でという部分はあるのか。その辺、どのぐらいあるのかお聞か

せ願いたいと思いますが。 

○佐藤（英）委員長 福田産業部次長。 

○福田産業部次長兼水産課長 まず、市場の仕組みなんですけれども、実は開設者と実際管理運

営する人ということに分けて考えていただければと思います。開設者が、市が開設していると

いうところが日本全国かなり多い形になってございます。ただ、管理運営形態につきましては、

例えば漁協が管理運営しているとか、おっしゃるように民間が管理運営しているところとか、

管理運営についてはいろいろ形態があるようでございます。我々としましても、市場をそのま

ま市が直営で管理運営していくのがいいのかどうかについては検討するべき課題だと考えてお

ります。例えば銚子の市場は、開設者は市でございますけれども、漁業協同組合が管理運営し

てございます。我々的には、やはりみずから使う方々がみずから管理運営していただくという
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のが理想形かなと考えてございますので、そこら辺につきましては十分に検討させていただい

て、方向性決めていきたいと考えております。以上です。 

○佐藤（英）委員長 浅野委員。 

○浅野委員 はい、わかりました。皆さんから「いいぞ」という声が上がって、それで魚市場の

問題につきましては今後の検討事項としていただきまして、次に地域支援事業についてお聞き

したいと思います。 

  資料№９の356、357ページをお開き願いたいと思います。 

  この地域支援事業といいますのは、介護予防の一環として始まって間もない事業ですけれど

も、今現在、３カ所ですかね、そのような支援体制も広がっているというふうにお聞きしてい

ますので、理解を深める意味で、簡単で結構ですので、主な事業の内容と経過についてちょっ

と教えていただければと思います。 

○佐藤（英）委員長 高橋介護福祉課長。 

○高橋介護福祉課長 今回、予算特別委員会の資料要求ございまして、資料№16の方で33ページ

お開きいただきたいんですけれども、地域包括支援センター、西部地区と北部地区に２カ所増

設いたしまして、平成19年９月から３カ所体制で対応させていただいております。大きな内容

としましては、一番左側にございます包括的支援事業ということでございまして、地域の方々

のさまざまなご相談に応じまして、こちらでできるだけの支援をしていくというような内容で

相談支援、それからひとり暮らし・二人暮らしの実態調査ですとか、あるいは最近、高齢者の

認知症の方もいらっしゃいまして、経済的な意味の権利擁護事業ですとか、虐待関係の、こう

いったご相談、それからいろいろのご家族の方のさまざまな介護のお悩みということで、ケア

マネジャーさんに対しましてもいろいろな指導をしていると。そういった包括的な支援事業。 

  それから、介護予防でございますけれども、これは要介護になる前の状態の、なるおそれの

ある方に対する介護予防活動事業、こういった方々を把握いたしまして、その方々に通所型の

サービスですとか、あるいは訪問しての指導、そういった対応をとらせていただいておるとこ

ろでございます。おかげさまをもちまして、昨年９月から３カ所体制になることによりまして、

身近な地域でお気軽に相談できる体制が整ったものと考えておりまして、利用者の方にも喜ば

れていると考えております。以上です。 

○佐藤（英）委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。本当によくわかりました。 
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  これですね、今課長おっしゃったように権利擁護事業とか、それから認知症高齢者見守り事

業費、この認知症高齢者見守り事業というのは、具体的に教えてください。 

○佐藤（英）委員長 高橋課長。 

○高橋介護福祉課長 私の方で認知症のＳＯＳネットワークシステムというのを構築しておりま

して、ご家族の方が、徘回、場所の見当識障害に至った高齢者の方がいらっしゃる場合に、こ

ちらの方にあらかじめ登録していただきまして、万一行方がわからないというような場合に私

どもにご連絡いただきますと、私どもの方でネットワークに参加しておりますタクシー会社、

警察、消防、それから放送関係機関、報道関係機関等にファクスで、こういった方が今行方が

わかりませんと、そういうのを一斉送信することにしておりまして、いち早く早期に発見でき

るような体制を整備しているというような内容でございます。以上です。 

○佐藤（英）委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。 

  それでですね、これもそうですし、あともう一個、虐待問題なんかで私もかかわったことが

あったんですけれども、これが土曜日だったり日曜日だったり夜だったりという、いつ、どう

いった状況になるかわからないんですけれども、そのときはどのような連絡方法があるのか。

直で連絡できるシステムがあるのかどうか、その辺ちょっとお聞きしたいと思います。 

○佐藤（英）委員長 高橋課長。 

○高橋介護福祉課長 ただいま申し上げました地域包括支援センターの方が中心になってそうい

った場合の対応をすることになっておりますけれども、365日、24時間一応連絡できるような

体制はとっております。一般的に申しますと、市の包括支援センターの方に連絡が参るシステ

ムになっておりまして、利用者の方は一般的には市の代表電話の方に、土曜日、日曜日、年末

年始もありますけれども、そういったときにも電話がありまして、私の方で連絡網を通じまし

て早期に支援できるような体制をとらせていただいております。実際問題としまして、夜間に

電話、数件ございまして、夜10時ごろとか、そういうケースはございます。実際に行って「大

丈夫ですか」というようなことも対応させてもらった場合もあります。以上です。 

○佐藤（英）委員長 浅野委員。 

○浅野委員 本当に私も、そのとき土曜日の夜だったんですけれども、遅い時間、本当に職員の

方が一生懸命対応していただきまして、今その方たちが安心して暮らせている事例が私も実際

見ておりまして、今でも感謝されております。本当に職員の方々には敬意を表する以外何物も
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ありませんけれども、塩竈市も今高齢化率が25％ということで、年々歳々、在宅で介護できる

かできないかと、それ以前の問題が山ほどございます。また、成年後見制度ということもうた

われておりますが、その使い方もよくわからない、そういったことがあるのもわからないとい

うことも聞いております。ぜひわかりやすい制度で、このようなことで困ったらすぐ対応でき

るんだということが市民の方々お一人お一人にわかっていただけるような、包括支援センター

で何をしているのか、どういった対応をしてくれるのかと、まだまだ市民の方たちに普及され

ていないというか知られていない中身であります。これだけすばらしい、目に見えない、そし

てご苦労の多い部門でありますので、ぜひこのことを市民の方によくわかっていただけるよう

お願いしたいと思います。何かありましたら、ひとつ、どうぞ。 

○佐藤（英）委員長 高橋課長。 

○高橋介護福祉課長 包括支援センターの方にさまざまなご相談寄せられるわけでございますけ

れども、利用者の方本人の場合、高齢者の方本人の場合、あるいはご家族の方、あるいはお近

くの地域の方から「あそこ大丈夫でしょうか」というようなご相談いただいたり、あるいは民

生委員さん、あるいは逆に警察の方にご相談に行かれまして、家族内の問題で警察が介入する

ほどではないというような場合には、その前段としましてすぐ包括センターあるいは私どもの

福祉部局の方で一度事情をお聞き取りしたりしながら、できるだけの対応させてもらっており

ます。今後もそういったさまざまな情報を吸収できるような体制をとりたいと思いますし、包

括支援センターの広報活動についても今後も充実してまいりたいと考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

○佐藤（英）委員長 浅野委員。 

○浅野委員 大変ありがとうございます。どうぞこれからも高齢者の方々も含めて安心して住み

続けられる塩竈ということを、今いろいろ財政の問題でも疲弊している、また、さまざまな経

済的にもこうだという部分が多く出ております。そういった意味でも、このように表には見え

ないけれども、しっかりと市民の安全・安心を守っている、それが塩竈にあるんだということ

を多くの市民の皆様に議会を通じてでも知っていただくことが大事かと思っておりますので、

ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。 

  これで私の質問は終わらせていただきます。 

○佐藤（英）委員長 吉川 弘委員。 

○吉川委員 私の方から、下水道会計について伺いたいというふうに思います。 
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  まず初めに、下水道料金の考え方について伺いたいというふうに思います。 

  この間、市当局においては各町内会などに対して説明会をやられて、そのときの冊子として

は財政と、それからもう一つとしては塩竈市の下水道使用料についてと、この２冊を使ってや

っているというふうに思っております。この使用料についてですね、一番最後のページに出て

きますけれども、その中では雨水公費ですね、税金と。それからあと汚水私費、これは使用料

金と。こういう負担原則のもと、一般会計から独立した下水道事業特別会計を設けていますと、

このように述べているんですね。そういう中で雨水公費ですね、それから汚水私費、こういう

考え方について問題はないのかどうかまず伺いたいというふうに思います。 

○佐藤（英）委員長 金子下水道事業所長。 

○金子下水道事業所長 お答えしたいと思います。 

  大変基本的なことで恐縮でございますが、まず、雨水事業につきましては自然現象が主なる

原因ということもありますし、それから市内に住む多くの方に恩恵を与えているということで、

これは税金で賄っていくということで「雨水公費」という表現をさせていただいています。 

  一方、汚水につきましては、今回の説明会の中でもお話をさせていただいているところでご

ざいますが、汚水は、汚水を発生させる方が限定されるという大きな、雨水と違うところがあ

るかと思います。そういった意味で、汚水につきましては一定程度浄化をして、きれいな状態

にして海に戻すという形で事業がなされているわけでございますので、汚水を発生される方が

限定されるということもございまして、汚水につきましては私費、いわゆる使用料をいただい

て賄っていくということでお話をさせていただいているところでございます。 

  なお、今回の汚水の経費に対する使用料の充当割合といいますか、それにつきましては汚水

にも公の海、あるいは地域の環境をきれいにする役割があるということで、その役割の割合を

公費で25％見ましょうと。残りの75％につきましては、４分の３に当たりますが、75％につい

ては実際使っていただける方に使用料として賄っていただきたいと、このような考え方でござ

います。 

○佐藤（英）委員長 吉川委員。 

○吉川委員 確かに汚水についても、特に松島湾とのかかわりで、やはり浄化するという公共的

な役割があるというふうに思うんですね。そういうことと、あと25％が公費で75％が使用料と、

そういうふうに言われましたけれども、ただ、そういう中で平成18年１月20日ですね、全国財

政課長とそれからあと市町村の課長合同会議、ここで下水道事業繰出金に係る財政措置の変更
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と、こういうふうに出ております。その中では背景として、これまでは下水道事業、これは言

われるとおり雨水と汚水事業がありますけれども、これに関して雨水を全体の７割の事業、そ

ういうふうに見立てて、それに対する７割の交付金措置をすると、そういう点で雨水に対して

交付税措置をしてきたと、そういう経過があるわけですけれども、しかしこれが本当にそうな

っているかといえば、やはり雨水分の事業の比率ですね、これは一貫して減少傾向にあると。

本市の場合も、やはり雨水と汚水からすれば汚水の方が逆転していますよね。事業費で６割、

あと返還でいけば７割、そういうふうに逆転しているという経過からして、国の方においては

これがやっぱり大きな問題にしてきているんですね。 

  その結果、こういう背景のもと、18年の改正としては、これまでの雨水分に対する一般会計

からの繰出金ですね、これを実態に見合った措置に見直すと。つまり、これまでの７割見て、

それに７割の交付税措置、これを見直すというのは減らすということですね。それが一つと。

あともう一つは汚水の方ですね。分流式下水道については、先ほど言われたとおり公共用水域

の水質保全など公的な役割が大きい反面と、これが一つと。あともう一つは建設費用、これを

建設する際にも大変な高額になっている、こういうことにかんがみて、新たに汚水公費分とし

て分流式建設費に対して地方財政措置、つまり交付税措置を新たに設けると、そういう内容が

18年１月20日付の合同の会議でやられて、その後３月ですね、これが徹底される、そういう条

件に変化しているんですよね。ですからやっぱり先ほどの町内会で説明されている雨水公費、

それから汚水は私費負担、これという考え方は、かつてはそういうことはあったかわかりませ

んけれども、やっぱり実際18年の国の新たな財政措置と考え方からすれば、現在これが的確で

はないんじゃないかと思いますけれども、それについてもう一度お願いしたいというふうに思

います。 

○佐藤（英）委員長 金子所長。 

○金子下水道事業所長 お答えをしたいと思います。 

  確かに、平成18年度下水道事業繰り出し基準の見直しということで通達がありまして、我々

もそれについては対応しているところでございます。例えば高資本費対策に要する経費につい

てということで、18年度から改正されておりますが、具体的なお話をさせていただきますと、

うちの方は高資本費の対策分といたしまして、18年度では１億4,107万円を対象となってござ

いまして、これについては交付税の中で見込まれているということで対応させていただいてお

るところでございますし、それから特別措置分というのが新たにありまして、それについても
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18年度といたしましては1,150万円ほどを対象として発行しているところでございます。 

  ただ、下水道事業の起債につきましては、いろいろな起債がありまして、そういった中で

我々は一番有利なものということでこれまでも起債を行ってきているところでございますが、

２点目に言いました特別措置分につきましては、供用開始から30年を超えると対象外になると

いうようなこともありまして、平成20年度以降につきましては該当しないというようなことも、

県の方とは協議をしながらそういう回答をいただいているところでございます。 

  今後も起債の発行あるいは償還の圧縮については、あらゆる制度を我々としては適用させな

がら今後も的確な運営をしていきたいと、このように考えているところでございます。 

○佐藤（英）委員長 吉川委員。 

○吉川委員 所長言われるとおり、汚水事業に対して交付税措置がされていると。かつては本市

の場合、雨水を基本にして交付税措置とは言われるものの、しかし雨水だけでなく汚水に対し

ても半分は交付税措置がされてきていますし、18年度の新たな見直しによっても、本市の場合、

雨水には交付税が１割と、あと汚水に対しては人口の比率割合ということで４割が見られます

から、合わせて５割で、これがこれまでと同じ、結局償還費に５割、半分が来るということだ

というふうに、そういうふうな認識だというふうに思います。 

  そういうことで、所長さんが言われるとおりいろいろな起債があって、それを本市の場合は

しっかりと活用して、特別措置というのは1,150万円だけで、そういう面でこれまでどおり５

割の枠を精いっぱい使っていると、そういう面では認識します。 

  ただ、私が今問題にしているのは、使用料金に対する考え方ですね。ですから雨水公費です

ね、税金。それから汚水、私費負担という、使用料金と。そうなったらそれは違うんじゃない

かと、そこのところを今一番問題にしているんですよ。ですから町内会の説明の資料としても、

汚水事業の健全化のための今後の方策として独立採算制の非常に強い事業だと、この下水道事

業。このことからも受益者負担の原則に立ち、段階的に応分の負担を下水道使用者に求めるべ

きを考えていると、このように述べているんですね。ですからそういう面で、考え方ですね。

一番大事なところですから、その辺でもう一度使用料金についての考え方、お願いしたいとい

うふうに思います。 

○佐藤（英）委員長 内形副市長。 

○内形副市長 それでは、18年度の改正概要につきまして、ここでご確認をさせていただきたい

と思っております。 
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  まず、改正の概要でございますが、建設改良費、いわゆる元利償還金に対する地方財政措置

として、合流式と分流式の整備手法の区分に応じて、分流式下水道について、公共用水域の水

質保全など公的な役割が大きいことにより、新たに汚水公費分として、処理区域内人口密度に

応じて、密度が高い場合に公費負担を小さくし、密度が小さい場合は公費負担を引き上げて、

分流式資本費に対して地方財政措置を講ずることとなっております。これは交付税で見ますと

いうことになります。現行では雨水７割、これが公費でございます。汚水が３割でしたが、今

回の改正で、分流式整備では雨水１割、いわゆる公費です、処理区域内人口密度により２割か

ら６割が適用されることになっております。本市では分流式下水道で整備しておりますので、

公共下水道処理区域内人口密度が51.2となっておりますので、元利償還金の４割が適用される

ことになっております。４割が交付税措置されるということになります。対象となる元利償還

金につきましては、雨水処理に要する費用、高資本費対策に要する費用、ただいま下水道所長

が申し上げたものでございます、それと下水道事業債、特例措置分の償還に要する経費等の対

象となる資本費を控除し、残りの資本費について算定されるわけであります。18年度の例で申

しますと、本市では1,858万3,000円が対象となり、その４割、743万3,000円が繰り出しの対象

経費となっております。これらにつきましては今ここで議論は深めたくございませんが、今提

案されております継続審議されております下水道の改定につきましては、これらについては使

用料対象経費から除いて、削除してそして提案申し上げておりますので、これら交付税で見ら

れている分、あるいは使用料基準内繰り入れ分につきましては使用料対象経費から削除して経

営健全化の改定案を提出させていただいておりますので、ここら辺はご理解をいただきたいと

思います。以上であります。 

○佐藤（英）委員長 吉川委員。 

○吉川委員 今、18年度の見直しについて言われましたけれども、その見直しについては確かに

そうですけれども、私が質問しているのはやっぱり考え方で、使用料金に対して雨水は公費、

それから汚水は私費負担という、そこのところは違うんじゃないかという、そこの一番の根っ

このところなんですね。ですからこれまで18年の改定前は雨水に対してはとにかく交付税ね、

やっぱり来るんだという考え方で、汚水に対してはそれが対象外と、そういう考え方だったと

思いますけれども、実際それもそうではないというのがありますけれどもね、それが雨水公費、

それから汚水私費という考え方、依然として町内会の説明会でやっていると。ところが実際は

言われたとおり、汚水に対しても国の方は交付税、がらっととにかく雨水・汚水、汚水を中心
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にして出してきているわけですから、そして汚水の公共性、役割というのを述べているわけな

ので、ですからそこのところもう一度回答をお願いしたいというふうに、お願いします。 

○佐藤（英）委員長 金子所長。 

○金子下水道事業所長 私も余り説明が上手じゃないのかもしれませんけれども、汚水経費につ

いては、公費を全然入れていないということはまずお話はしていないつもりでおります。なお

かつですね、先ほどからお話ししています対象経費についても、本来、使用料対象経費として

見込まない部分については、それは控除しているわけですよね。控除した残りの部分について

使用料対象経費として扱って、それの25％と75％の割合で負担をお願いしたいというお話をし

ておりますので、汚水の経費についてはすべて使用料で賄うという考え方は従前どおりだと思

います。ご理解いただきたいと思います。 

○佐藤（英）委員長 吉川委員。 

○吉川委員 汚水ね、すべて使用料で賄うというふうには言っていないと、それは確かにそのと

おりです。ただ、私がさっき言ったやっぱり雨水と汚水の考え方、そこのところが一番大きな

考え方の違いがあるんじゃないかというふうに思うんで、その辺を今後しっかり検討していた

だきたいというふうに思います。 

  使用料金の決め方においても、本市の場合は維持管理費全額と、それからあと償還費ですね、

これに対して25％は公共で見ますよと。残りの75％は使用料で見ますよと、そういう考え方で

やっているところもありますし、ただ、全国的には半分近い46％が維持管理費だけに使用料金

を充てているというところもありますので、それはいろいろ自治体、自治体によってそういう

違いはありますけれども、ただ、先ほど私言った雨水は公費、それから汚水は私費という考え

方については、それはやはり納得できないと、そういうふうに思います。 

  続いて、下水道料金の適正化について伺いますけれども、国でどういう適正化という考え方

を持っているのか、その辺について伺いたいというふうに思います。 

○佐藤（英）委員長 金子所長。 

○金子下水道事業所長 考え方といいますが、国の方で一定程度数字としてお示しをしているの

は、20トンで使用料金3,000円以上というのを一つの目安にしてございます。 

  塩竈市におきましては、そういった意味で先ほど委員お話しのとおり、各自治体において使

用料に算入する経費、ばらつきがございますが、塩竈市においては従前どおり維持管理費と償

還費について使用料で賄っていくという考え方が一つ。それから残念ながら、地形的な特性だ
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ったりがありまして、ほかの市町村と比べればかなり建設費に対する投資額が多いということ

で、そういったことで結果的に償還費もほかの市町村と比べればかなり多いというような状況

にもありますし、それからもう一つは、下水道事業そのものはいわゆる先行的に投資しなけれ

ばならない事業だということで、これまでは先行的に投資をしてきている内容も一つはあるか

と思います。 

  何度もお話をさせていただいていますが、汚水事業につきましては98.2％ほどの整備率とい

うことで、市内にお住まいの方のうち使っている方が大部分だという部分もあるかと思います。

そういった意味で、これまで使っている方が先行投資した規模に見合わない形で使っていただ

いておりましたので、それは使用料で賄っていただくというのがかなり高額になってしまうと

いう状況もあって、一般繰り入れ、一般会計からの繰り出し、うちの方から言えば、繰り入れ

をさせていただいて賄ってきて収支の均衡をとってきているということもございます。ただ、

ここに来て98.2％という方がお使いでございますので、これまで先行投資してきた分が今後も

そういった意味では続くかといえば、建設事業費そのものについてはほぼ完成の域に達してお

りますので、今後は維持管理に重点を置いた整備の仕方になってまいりますし、一定程度成熟

した汚水事業ということもありますので、本来の使っていただいている方に一定のご負担をい

ただいて汚水事業を運営していきたい、このような考え方でございます。 

○佐藤（英）委員長 吉川委員。 

○吉川委員 確かに地形的な問題というのはあります。それについても国の方での18年の見直し、

三つのうちの二つ目として、やはり3,000円以上とか、あと建設費の高いものについては交付

税をきちっと措置しますよということで、塩竈市の場合は平成19年度にそれを適用したという

ふうには聞いております。ただこれが30年でいって、それがもう切れるということで、20年度

からはできないというのはわかっています。 

  そういう中で、先ほど所長が言われたとおり、国の方では月20トン使った場合は3,000円以

上と、これについてその基本となるのが平成17年１月21日の全国のそういう担当者の会議でそ

れが出ているわけですけれども、その中ではやはり現在の使用料の単価ですね、これが汚水処

理原価を回収できない事業、つまり赤字になっていると言われる、そういうところになります

けれども、本市もそれに入りますけれども、そういうところについては飲み水ですね、水道料、

これが全国的に月20トンで3,119円になっていると。ですからそれとのかかわりからいっても、

汚水について、低いところは3,000円を目指しなさいというような指導というか、そういう考
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え方があるわけなんですよね。ですからそういう面でも、塩竈の場合は、これが示されたのは

3,119円というのは平成15年度決算時ですけれども、そして17年１月に担当者の合同会議がや

られたわけですけれども、本市の場合は平成14年の改定によってもう3,200円になっているわ

けですから、そういう面では国の示す基準ですね。この3,000円というのも特に建設というこ

とで、一つの交付税措置に見られる相当の額になっている、そういう料金だというふうに思い

ますけれども、ですから国の示す3,000円よりも上回っている3,200円になっているわけなんで、

ですからそういう面で本市の3,200円、国の考え方からしても高い、そういう3,200円について

の考え方というか、どういうふうに思っているのか、その辺で伺いたいというふうに思います。 

○佐藤（英）委員長 金子所長。 

○金子下水道事業所長 国の方の言っています20トンで3,000円以上という部分はですね、あく

まで私は全国平均のレベルのことなんだろうなというふうにまずは考えていますし、それから

あと、何といいますかね、今そういう意味では償還費の方も実はピークを迎えようとしていま

す。ですから例えば償還費が何年か後ということは、今この場ではお話はできませんが、ピー

クが下がっていけば当然使用料対象経費が下がっていくわけですので、そういった時点では当

然きちっとした算定方法に基づいて使用料もきちっと出していくべきなんだろうなというふう

に思っていますので、今後未来永劫ですね、今の単価が変わらないということは、そういった

意味ではありませんので、その辺も含めてご理解いただければと、このように考えています。 

○佐藤（英）委員長 吉川委員。 

○吉川委員 所長ですね、3,000円というのは全国平均ではと言われましたけれども、国の方で

は3,000円を目指しなさいということ。ですから下なんですよね。例えば全国的に下水道料金

がどういう額になっているのかと。そして処理面積ですね、区域内の人口、これが５万人以上

で10万人未満、これが全体として146の自治体ありますけれども、そこで月20トン使用した場

合ですね、平成17年度では平均2,093円、3,000円ではないんですよ。1,000円安いんですね、

1,000円近く。2,093円が平均額になっております。そういう中で、高い方がどうなっているか

というと、本市も含めた3,200円から3,400円未満、これが五つの自治体。それから3,400円以

上というのが五つの自治体、合わせて十の自治体ですね。ですからこの十の自治体というのが、

先ほどの全体の146の6.8％、わずか6.8％に入っている、相当高い金額の料金になっていると

いう、そういうことだというふうに思うんですね。ですからそういう点ではしっかりと3,200

円の料金というのは重いんじゃないかというふうには、その辺を一つ私は感じます。 
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  それからあと、町内会への説明ですね、そういう中でいろいろ言われておりますけれども、

一般会計からの繰り入れということですけれども、しかし交付税措置ね、先ほども出ましたけ

れども、これが実際に出ていると思いますけれども、19年度では一般会計からどのぐらいの償

還金に一般会計から充てているというその額と、それとあわせて交付税がどのぐらい見られて

いるのか、それをお願いしたいというふうに思います。 

○佐藤（英）委員長 菅原財政課長。 

○菅原財政課長 お答えいたします。 

  19年度の交付税ということでございますが、交付税の方は、まだ年度の決定を見ているとい

うことではございませんけれども、見ているわけではございませんので、ちょっと算出の方法

でお答えしたいと思いますけれども、償還につきましては、下水道の償還費の２分の１相当が

算入されると、基準財政需要額の方に算入されるということで、平準化債等を発行していれば

その分が差し引かれると、そのような内容で算出されるというふうなルールになってございま

す。 

○佐藤（英）委員長 吉川委員。 

○吉川委員 具体的な数字は出ませんでしたけれども、平成18年度を見ますと、一般会計からの

繰り入れは９億4,000万円と。それに対して交付税措置ですね、言われたとおりやはり２分の

１ということで、それを考えますと８億5,000万円来ているんですよね。ですから確かに交付

税というのは何に使ってもいいようなそういうお金ではありますけれども、しかし一般会計ね、

これが繰り出し、繰り出しということで言われて、交付税のことは一言も言われませんけれど

も、しかし繰り出しから差し引けばその差は9,000万円なんですよね。ですからほとんどが交

付税措置で一般会計には入っているということを指摘しておきたいというふうに思います。 

  あと、時間なもので、最後ですね、資料として№16に出していただきました起債償還の見直

し、借りかえによって、これについて23年度までで４年間でどのくらいの利子払いの軽減にな

るのか。あと、24年度以降はどのぐらいになるのか、その辺について伺いたいというふうに思

います。 

○佐藤（英）委員長 金子所長。 

○金子下水道事業所長 お答えいたします。 

  20年から23年までの４カ年で、下水道事業全体といたしましては３億5,470万強ほどの効果

額が発生いたします。うち、汚水につきましては３億5,060万強。あと、雨水につきましては
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4,900万円という形になります。24年度以降につきましては、借りかえの際の利率等がまだ決

定してございませんし、なかなか難しいところでございますが、33年までの間に利子的には相

当額が効果額として発生するというふうには試算してございます。 

○佐藤（英）委員長 阿部かほる委員。 

○阿部委員 それでは、私から二、三質問をさせていただきます。 

  先ほど浅野委員さんからいろいろ質問がございました。ダブる点もございますので、その部

分以外のところでお尋ねをしたいと思います。 

  資料９の242ページ、魚市場事業特別会計の点でお尋ねをしていきたいと思います。 

  皆さんごらんになっておりますとおり歳入歳出、何とか一生懸命頑張っていられると。魚市

場の状態も大分よくなってきているということも、大変な努力をされたその結果かなというふ

うに私も受けとめております。 

  また、魚市場関係の方は、昨年10月１日、三陸ひがしもの販売ということで、私も伺いまし

た。大変な熱気で、一生懸命頑張っておられます。また、１月の初せりのときも、ことしこそ

はと、もっともっと実績を上げて塩竈市魚市場を活性化させようという意気込みを大変感じま

した。本当にその努力、私たち市民も受けとめて、何とか港町塩竈再生のために私たちもでき

ることをしていきたいというふうに切に思いました。 

  しかし、この特別会計をちょっと拝見いたしまして、大変厳しい言い方かもしれませんけれ

ども、歳出の状況を見ますと、総務管理費のための歳入という感じを受けざるを得ない。そう

いった面で、魚市場管理事業と申し上げた方がよろしいんでしょうか。私たちは一般市民とし

ては、これは魚市場事業の経営であると。経営である以上、収入がなければなかなか経費も出

てこないと。じゃどうしたらいいのかと、こういう事態になるわけですけれども、なかなかそ

の辺が、今お話を伺っていましてもちょっと厳しいところがあるのかなというふうに思うんで

すが、今全国からのいろいろな問い合わせに対してですね、どんなことを船主さんたちが希望

しているか。価格を高く買ってほしい、これは100％どこの船主さんも思うと思うんですけれ

ども、そのほかにいろいろなことが出てまいりました。 

  さて、県内の魚市場で直営でやっているという、市が直接やっているというところは塩竈以

外にあるのでしょうか。すみません、お尋ねいたします。 

○佐藤（英）委員長 福田産業部次長。 

○福田産業部次長兼水産課長 県内の漁港、大きなもので四つございますけれども、気仙沼、石
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巻、女川、すべて直営でやってございます。 

○佐藤（英）委員長 阿部かほる委員。 

○阿部委員 ありがとうございます。市場の厳しい状況というのはどこも一緒かと思いますけれ

ども、県内の様子を見ても、先日来、志津川の魚市場も大変にぎわっているというようなこと

も新聞に出ておりました。本当に私たちももう一歩努力をしなければならないんだなというふ

うに思います。 

  それでですね、先ほど出ましたけれども、漁船の対策費、これが今ご説明をいただきました

けれども、入った船の方にいろいろな記念品を差し上げるとかいろいろなことを、本当にこれ

もまた温かいおもてなしの意味かなと思うんですが、大体塩竈の市場というものをよく考えて

みますと、物理的なものがあるんですね。それは今、非常に思いますけれども、入り口が狭い

というのは漁船は余り響かないということを私ちょっとお聞きいたしました。ですけれども、

今のように燃料が高騰しておりますと、入り口から市場までの距離というのは非常に塩竈の場

合奥深いわけですね。そういった燃料費がかかるという部分、それと時間のロスが多少あると

いうこと。反面、台風のときなんかは塩竈の市場は安全だということで、そういう安全・安心

の部分では大変売りになると思うんですけれども、価格の問題ですね。 

  実は収入の部の繰入金というお金が4,000万円近くあるんですけれども、これも一応市場の

総務管理費の方に充てられてしまうような状況に見受けられるんですが、気仙沼魚市場が、大

分前ですけれども、何とか日本一になりたい。塩竈はマグロの日本一だと。気仙沼は何かで日

本一になりたい、それを目指したのがサンマだったんですね。サンマ水揚げ日本一という気仙

沼はＰＲ一生懸命努力されて、そのときの話を私は船関係の方から伺っております。どういう

ことをしたのか。市長さん初め号令をかけて、長靴がけで、とにかく一円でも高く買いなさい、

それを号令したということを私は直接お聞きしました。そのときすごく感激したんです。私全

然素人でわからなかったんですが、その思いですね、港にかける思いというのがすごくそこに

あったなと。そして船が入ってきたら、家族の方が泊まるところ、それこそすべての面で対応

できるような窓口をつくって、ほとんど世話をしなさいということで本当に温かい気持ちで受

け入れた。 

  塩竈でも、今お話を伺いますと、本当にいろいろな部分で取り組みをされている。入ってき

た漁船員さんたちの休憩所なり、いろいろな手当をしているということで、私もすごくうれし

く思いましたけれども、水揚げ価格を引き上げてあげる、これは一番だと思うんですね。一円
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でも高くというのは本当に漁船員の方、あるいは船主さんの方にすれば当然のことであります。

繰入金、市の方で何とか市場の再生、水揚げの増を図りたいと思うんであれば、思い切った施

策としてそういったこともやってみてよろしいんじゃないか。どこからか予算が出ないでしょ

うか。何とかですね、船が１そう入りますと、まずもろもろの食糧、燃料、積み込んでいただ

ける。まちも活性化する、そういったことで１隻から300万円ぐらいの収入が上がるとさえ言

われております。本当に塩竈再生のためにはとにかく船が入ってほしい。そのために投資をす

る、そのぐらいの予算の編成であってほしい。この対策費を見ますと余りにも寂しい。もう本

当に、ちょっと気になりましたのが、ここにあります需用費なんですね。総務管理費の中にも

需用費があります。そして対策費の中にも需用費があります。この中で消耗品費とか印刷製本

費、これは対策費としては必要かなと思うんですが、そのほかの燃料費とか光熱費というのは

どういう部分で対策費に入っているのかなというふうに思いましたので、その辺伺いたいと思

います。 

○佐藤（英）委員長 福田次長。 

○福田産業部次長兼水産課長 まず、漁船誘致は非常に大事なことでございます。そのために市

長みずから横浜に出向いたりとかいろいろな取り組みをしていただいております。 

  我々としましても、できるだけ高く買っていただくということは、業界の方々中心に頑張っ

ていただいているところでございます。ただし、何といいますか、買い方の方がきちんと評価

して買っていただかないと、言ってみれば高値で落とした人が赤字ぶってしまうということに

なりますので、そこら辺は当然経済行為の中で頑張っていただければと思ってございます。 

  それから、そういう中で繰入金については実は管理運営費の30％、それから公債費の元金の

50％については繰り入れすることができると、これはできる規定でございまして、実は先ほど

累積赤字が出ましたよというお話の中では、繰入金を出さないで赤字のまま、言ってみればほ

ったらかしにしたみたいなところで赤字が発生し、それが累積していた結果の累積赤字でござ

います。少なくとも繰入金のルール分については何とかその中で運営していきまして黒字を出

して、できれば累積赤字がなかった場合は黒字を、実は漁港整備基金という基金がございます

ので、そこに積み込んでいろいろな改修事業に充当していきたいということを考えてございま

す。 

  それで、漁船対策費、漁船誘致の消耗品ということなんですけれども、これは当然水揚げ優

良漁船に表彰状等をお配りしますので、そこら辺の経費でございます。それから印刷製本費は
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表彰状等を印刷するためのお金、それから燃料費と光熱水費につきましては、先ほども申しま

したけれども、市場の中におふろ、浴場があるわけなんですよ。それはボイラーでたいており

ますので、そのための燃料費です。それから光熱水費は、浴場とか待合室、休憩室の電気料に

なってございますので、そのような内容になってございます。以上です。 

○佐藤（英）委員長 阿部委員。 

○阿部委員 ありがとうございました。それで別会計になっているんですね。承知いたしました。 

  ところでですね、今お話いろいろ伺いましたけれども、会計というのは、繰り入れとかそう

いうのをなくして、収支を見て初めて黒字とかあるいは赤字とかというふうに眺めているもの

なんですね。 

  それから、先ほど気仙沼市のことを例に出しましたけれども、市そのものが取り組んだ部分

というのは、高く買いなさいというのは業者さんたちが努力しなさいではなかったんですね。

高く買った部分の、それは市が努力して補てんしましょうという部分で応援したんですね、あ

る部分で。私はそういうことも必要だろうと。管理費の部分で、こうやって使っているんであ

れば、むしろそういうお金をもっと生かしてほしいと。そして本当に市民としては、再生のた

めにかけたお金はいいんですね。ですけれども、それが返ってくるかどうかです、はっきり申

し上げて。ただつぎ込むのでは、これは困ります、すべて。これは市場原理です。ですからつ

ぎ込んだものが例えば1.5倍になって、あるいはあるときは２倍になって返ってくるのであれ

ば、それは市民が納得するわけです。これからのいろいろな市の運営もですね、こういったこ

とが求められてきている時代になったということなんですね。今までのように、ただそれを繰

り返していけばいいということではなくて、こういう本当に厳しい、本当に危ないんじゃない

かと市民の皆さんが戦々恐々と、けさもちょっとテレビをつけましたら、夕張１年目というこ

とで出ていましたけれども、ああいうニュースを聞かされますと、本当に市民の皆さん、心配

しているわけですね。港を再生するための方策として、思い切ったそういう施策をとらなけれ

ばなかなか漁船が入ってきてくださるような部分が見えないということ。 

  それから、市長さん、本当にご苦労さまです。一生懸命いろいろなところに出向いていかれ

て漁船誘致というのをやっていらして、それもまた大事なことで、直接伺って熱意を示して、

何とか塩竈にという、そういうこともとても大事ですので、今後ともにそれはお願いしたいと

いうふうに思っております。 

  とにかく漁船の皆さんたちに委員の皆さんたちで聞きますと、やっぱり入ったときに楽しめ
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るところ、ゆっくり休めて、おふろはもちろんですね、大きなおふろ欲しいですね。それから

楽しめるところ。やっぱり陸に上がって楽しめる場所。それから大事なところは実は役所です

ね、海運局とかが塩竈はなくなってしまいました。しかしこういったことも本当は港において

は貴重な役所なんですね、いろいろな検査を受けるとか。それから病院ですね。掖済会もなく

なってしまったとか、海員会館もなくなってしまった。塩竈の場合は全部マイナス要因が重な

ってしまったという部分で、これはもう言ってもせんないことでございますので、まず私たち

は今、塩竈市はゼロからだと、ゼロから出発なんだと。マイナス部分もありますけれども、後

ろ向きになってはいけないというふうに私思いますので、前向きに、とにかく議会も、それか

ら行政の方も一緒に前向きな取り組みというのか必要かと思いますので、今後よろしくお願い

したいと思います。 

  では、次に介護保険事業のことでちょっとお尋ねをいたします。357ページですね。 

  介護地域支援事業というの、本当に塩竈は進んでいる、県内でも大変一生懸命やってくださ

っているということで、私も本当にその辺は思います。その中で介護予防事業費、それからそ

の中で、申しわけございません特定高齢者把握事業というのがありますが、これはどういう内

容なのでしょうか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○佐藤（英）委員長 高橋介護福祉課長。 

○高橋介護福祉課長 357ページの事業内訳欄の一番上の特定高齢者把握事業1,814万1,000円で

ございますけれども、これは昨年まで、住民健診時に合わせまして、65歳以上の方に生活機能

に関する機能評価を行っていただきまして、介護状態になるおそれのある方を事前に発見する

と。それでその後の予防活動につなげてまいるという事業でございまして、今年度から特定健

診という形に、住民健診が特定健診にかわりますが、65歳以上の方に関する生活機能評価につ

きましても本年度から介護事業の中の地域支援事業の中で行うということになりまして、今般、

新規で計上させていただいておるところでございます。以上です。 

○佐藤（英）委員長 阿部委員。 

○阿部委員 ありがとうございました。本当にこの部分で予防ができ、そして早い時期でのお手

当てができれば、本当に元気で一生懸命過ごしていただける塩竈でそういったまちづくりがな

されるかと思います。 

  次に、家族介護支援事業、360ページですね。ここに家族介護支援事業費として191万2,000

円という金額が出ておりますが、これはご家族に対してどのような支援を行っているのか、お
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聞きしたいと思います。 

○佐藤（英）委員長 高橋課長。 

○高橋介護福祉課長 介護なさっているご家族の方への支援といたしまして、一つは認知症のご

家族の方、やはり孤立しがちで、いろいろなお悩みがあると思いますので、そういった方々に

講師の方をお招きしまして、いろいろな悩みを相談していただいたり、介護家族間の交流を図

っていただくというような、そういった介護予防、家族介護の教室ですとか、あるいは先ほど

浅野委員さんにもお答えしましたけれども、認知症の方のＳＯＳのネットワーク、認知症高齢

者見守り事業も行っております。そのほか非課税の方に限定になりますけれども、紙おむつの

支給事業ですとか、あるいは……、失礼いたしました。そういった事業を行っているところで

す。失礼しました。 

○佐藤（英）委員長 阿部委員。 

○阿部委員 ありがとうございます。 

  なぜこの家族介護ということで今お聞きしたかと申しますと、大変な高齢化時代が間もなく

やってまいります。塩竈市内のあちこちにも、近隣にもたくさん介護施設ができておりますけ

れども、本当に限られた人数ですね、収容できるのは。そうしますと、将来的には絶対的に施

設が足りない。また、徐々に、住みなれた家で一生過ごしたいという思いの方も大分出てきて

いらっしゃる。一つの時代の流れで、いろいろなニーズがあると思いますけれども、将来的に

は絶対に家庭介護という方に移行するんじゃないかと、そういった状態にまた戻るんじゃない

かというふうに私は見ております。そういったときに、家族が介護する場合に、どのような形

にしろ、施設に入った方と同じようにですね、大切に家族の方を後方から支援していくような、

こういう施策というものがこれから非常に重要な部分を占めるのではないかというふうに思っ

ておりますので、ぜひこれからもこういったことを探っていただいて、そして安心して塩竈に

住める、生涯ここで住みたいというような、一生を送りたいという、そういうまちづくりにな

りますように。 

  以上、時間がちょっと早いですけれども、終わりにさせていただきます。ありがとうござい

ました。 

○佐藤（英）委員長 暫時休憩いたします。 

  再開は13時といたします。 

   午前１１時４８分  休憩 
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   午後 １時００分  再開 

○中川副委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  質疑を続行いたします。 

  鎌田委員。 

○鎌田委員 私は、今回の質問としましては、一般財源からの繰越金が多い、なおかつ会計の金

額が、予算金額の多い市立病院を中心に質問をさせていただきます。 

  まずは、資料№10番と16番、７番を使いまして進みたいと思います。７番は説明なんですけ

れども。 

  じゃ、６ページになりますが、ここで、一般会計の方でも質問をさせていただきましたが、

繰出金ですね、こちらで言えば繰入金という呼び名になるんでしょうか。４億4,000万円とっ

てあるわけですけれども、改革プランの作成として2,000万円入っているわけですが、その他

の部分といいますか、それを引いた部分として４億2,000万円が繰入金になっていると。市長

の施政方針にありますが、委員会を設置してこれを改革するということで取り組みますという

ことで力強く書かれているわけですが、繰越金も繰入金も含めてあるということ自体が、私は

この改革プランにかける意気込みですね、本物なのかと、確かなのかというふうに思うわけで

す。そんなわけで、これに対する市長の見解をちょっとお聞きしたいというふうに思います。 

○中川副委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 ４億2,000万円プラス今回は2,000万円でありますが、繰出金についてお答えします。 

  17年から19年の再生緊急プランに取り組む際に、基準内繰り出しが２億9,000万円でありま

す。それに対しまして、基準内といたしまして１億3,000万円をお認めいただきまして、４億

2,000万円の繰出金の中で病院の経営健全化を図るというような取り組みをさせていただいて

まいりました。内容等については後ほど担当部長から、その内訳等についてご説明をいたさせ

ますが、こういう形で何とか単年度の収支均衡を図らせていただきたいというような予算案に

なっているところであります。 

  担当部長から、詳細ご説明をいたさせます。 

○中川副委員長 佐藤事務部長。 

○佐藤市立病院事務部長 お答えいたします。 

  病院会計に対する繰入金につきましては、平成17年度に再生緊急プランを作成した時点で、
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いわゆる国で言っております総務省基準の繰入金分と、それから塩竈市として独自の医療政策

を展開するための基準外の繰り出しということで分けてお認めいただいているという内容でご

ざいます。具体的には、例えば総務省基準に基づきます繰入金といたしましては、救急医療の

確保に要する経費、それからリハビリテーション、高度医療に要する経費等々合わせまして先

ほど市長が申し上げましたような金額になってございます。 

  一方、塩竈市といたしまして独自に展開してございます政策医療というものとして、例えば

療養病棟の建築費用、それから在宅医療、訪問看護に対します市民の要望はかなり高いという

こともございまして、これらを含めて政策医療として推進すべき事業ということで位置づけら

れておりまして、この部分を基準外という形で繰り入れしていただいているという状況で、合

わせて４億2,000万円。今回はプラス2,000万円を病院改革プラン作成ということで、基準内の

繰入金というふうに位置づけられて予算措置されているという状況でございます。以上でござ

います。 

○中川副委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 はい、わかりました。でも、改革プランをつくって、今から審議して改革するとい

うその意気込みから考えると、繰出金をなしに進めるといいますか、そういう意気込みが私は

必要じゃないかなというふうに思っているわけですけれども、その辺は無理なんでしょうか。 

  それで、この改革プランについて、過日の質疑でも若干は回答あったわけですけれども、こ

れについてもうちょっと細かく知りたいというふうに思います。例えば構成人員とか開催時期、

それから方向性としてどういう方向で考えているのか。これについては少しでも緊急に早急に

招集をして開いて、めどをつけて、少しでもそれに向けて力を傾注して進めないといけないと

いうふうに私は思うわけですが、その辺のプランについてはいかがでしょうか。よろしくお願

いします。 

○中川副委員長 佐藤事務部長。 

○佐藤市立病院事務部長 まず、繰出金についての考え方でございます。国の方では、先ほど申

し上げましたように総務省の基準内繰り出し、これはどうしても民間病院として展開した場合

に不良、いわゆる収支が整わないであろうと、そういう事業に対しては税金を投入しても構わ

ないんですよというふうな基準が示されておりまして、その分につきまして、当初で予算計上

されているということで、この分につきましては改革プランとは特に直接は関係ないというふ

うに考えてございます。あくまでも今の救急事業等を病院事業として展開するために必要な繰
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入金というふうに認識しているところでございます。 

  それから、改革プランの具体的な内容につきましてと、それからスケジュール、今後の方向

性というふうなご質問でございました。 

  改革プランにつきましては、現在メンバーの選定を行っているところでございます。できれ

ば４月ぐらいに第１回の検討委員会を開催したいというふうに考えてございます。遅くても今

年いっぱいぐらいには答申を取りまとめて県と国の方に申請したいというふうに考えてござい

ます。 

  なお、メンバーにつきましては、施政方針に対する質問で市長からも申し上げましたように、

病院経営に知見を有する、例えば学識経験者として東北大学の教授とか、それから塩釜保健所

長とか、それから地域医療を代表いたしまして塩釜医師会、それから宮城県の関連部局、そし

て塩竈市、行政の方の代表、それから市民の代表の皆様といたしまして市会議員の皆様の方か

らもご参加をいただきたいというふうに考えているところでございます。以上でございます。 

○中川副委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 ありがとうございます。 

  改革プラン、やはり塩竈としては、市立病院を改革してお金を生むといいますか、今まで累

積赤字がありますので、それを返して、なおかつ市民に貢献するというような、そういう病院

になっていただきたいというふうに思いますし、この改革プランについては期待をしておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

  それからですね、病院経営にとっては、もちろん内容的なものもあるわけですが、お客さん

といいますか患者さんが来ないといけないと。患者さんが来るということは、不健康になれと

いうことではないわけですが、そういった患者さんが少しでも集まる方向性を出すことが一番

私は肝要だろうというふうに思うんですが、昨日ですね、同じ会派の先輩議員から話があった

んですが、がんの早期診断のＰＥＴがありますが、私、ちょっと知っている限りでは２カ所か

そんなものしか県内ではないのかなと思うんですが、今死亡率が一番高い要因としてがんがあ

りますし、その早期診断として例えば市立病院にＰＥＴを導入すれば、そういった診断の数が

かなり大幅にふえるんだろうというふうにも思ったりもしますが、県内でのＰＥＴの実態と、

なおかつ購入するのであればどのぐらいかかるものなのか、その辺。それからＰＥＴ導入に当

たっての見解といいますか、それは素人考えでおかしいよというのであっても構いません。そ

ういった見解をちょっとお聞かせ願いたいと思います。 
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○中川副委員長 伊藤市立病院長。 

○伊藤市立病院長 ただいまのご質問にありましたＰＥＴの件でございますが、ＰＥＴは今宮城

県内に、仙台市に大学病院が１カ所ございまして、それから仙台厚生病院、それから厚生仙台

クリニック、それからもう１カ所、最近できました仙台市立病院の向かいにあります、それ１

カ所。それから岩沼の南東北病院に１カ所ございます。現在、保険の適用も限られておるとい

うのもございまして、人間ドッグ等に組み合わせて行っている施設もございますが、十数万と

かかなり費用もかかって、ドッグ等をやっている施設もございます。 

  ＰＥＴの導入は確かに、ＰＥＴをやることによってある程度の大きさの悪性のものが見つか

るということはありますが、設備的なもの、億単位かかってくる。１億、２億じゃちょっとで

きない。具体的な数字は今把握していませんが、およそ聞いているところでは、やはりかなり

の費用を要しますし、あるいはランニングも非常にかかってきますので、簡単にＰＥＴすぐど

うのこうのというのは考えられませんが、もちろんそういうものがあれば望ましいとは思いま

すが。以上です。 

○中川副委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 ペットで犬やら猫を飼うわけにはいかないと。それとはちょっと違うわけですね。

わかりました。 

  私は、そういった導入で、二市三町ないしは石巻なんかも含めて、そういった人たちが訪れ

るような設備があれば、それが契機になって市立病院もかなり元気になるんじゃないかなと、

本当に素人考えであるわけですけれども、ＰＥＴに限らず何かいいものがあれば考えていただ

きたいというふうに思います。 

  それから、昨年７月９日だったと思うんですが、東京で「医師はなぜ去るのか」というセミ

ナーがありまして、私参加させていただきました。前半はそのタイトルのとおりでありました

が、後半については公立病院の再生についての話がほとんどでありまして、特に感激したのは、

香川県の坂出市の市立病院の再生について語られた話が興味深いんですが、やはり議会の方で

も病院をつぶそうというふうに、もう決まろうという瞬間に赴任した方が方向性を決めて、そ

して再生させたという話なんですが、その折には、もう働いている人たちやら何やら、みんな

賃金カットを受けて大変な事態であったわけですが、働いている人たち皆さんの意識革命で再

生させたということで、そういった話でありました。 

  そこだけじゃなくて、その方は請われて徳島やらどこか、３カ所か４カ所の公立病院を再生
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化しているわけですが、事務長さんもセミナーに参加されたということで、それについての感

想ないしは、あとはそれ以降の病院に何らかの形で生かしているんじゃないかなというふうに

私は思うわけですけれども、９月の議会でも質問させていただきましたし、その辺の経緯につ

いてちょっとお聞きしたいと思います。 

○中川副委員長 佐藤事務部長。 

○佐藤市立病院事務部長 私も東京で鎌田委員さん、それから今野副議長さんとお会いしまして、

本当にびっくりしたところでございますが、坂出市民病院の改革ということで、我々も研修会

を聞く前にいろいろ本なんかで坂出病院の取り組みを参考にさせていただきました。 

  一つは、非常に印象に残ったのが、病棟につきましてはやはり常勤の看護師でなくてはいけ

ないと。ただし外来については必ずしも常勤の看護師は必要ないのではないかということで、

非常勤看護師に全部切りかえまして、そこで人件費の圧縮を図ったというふうなケースもござ

いまして、それらを参考にしながら平成17年度、市立病院では看護師等を対象に早期退職の募

集を行いまして、一定程度の看護師が常勤から非常勤に切りかえているというふうな取り組み

をいたしております。 

  それから、坂出病院では、院長先生がいらしたときに、今までの大学からの派遣先を全部変

えまして、いろいろそういう関連がありまして、ほかの大学の方から改めてドクターを招聘し

たと。そのことによっての先生方の意識改革、そして改めて病院経営に対する意識の徹底を図

ったというふうな話も聞いてございます。 

  我々もなかなか、院長先生も含めて今東北大学の方から派遣いただいているんですが、大学

をかえてまでというふうな状況には至ってございませんが、その都度、市立病院の経営状況等

を教授の方にお話し申し上げ、結果といたしまして、ことしも第三内科の方からお一人、第一

外科の方からもう一人というふうな、市立病院の取り組みに対して一定程度の評価をいただき

まして、医師を派遣していただくことが内定してございます。 

  それから、やっぱり勤務医の勤務環境というふうなものは一定程度整えていかなくてはいけ

ないだろうという院長先生のお考えを踏まえまして、昨年の９月から、当直をした翌日の午後

からは、勤務に差し支えない限り、職専免として休めるような勤務体制をとってございまして、

極力先生方の勤務のご負担というふうなものを軽減してまいろうというふうに考えているとこ

ろでございます。そして今まで取り組んできているという実績もございます。以上でございま

す。 
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○中川副委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 どうもありがとうございます。セミナーの前半は「医師はなぜ去るのか」というこ

とで、宿直やら働きの関連の勤務の形態やらが主体でして、事務部長さんが言われたとおりで、

それは生かされているということですばらしいなというふうに思いますが、後半での坂出のあ

れについては、その件については全部、ほとんどの話が意識革命だというふうに私はとらえて

きました。それは何なのかというと、やはり私たち医師が、それから私たち看護師がやらない

といけないという、自分たちでやるんだという、自分たちのことは自分たちでやるんだと。自

分たちの収入といいますか稼ぎといいますか、それで賄うんだというような意識もありました

し、市の市立病院が周りの病院関係のあれをリードするんだというリーダー的な役割といいま

すか、そういった自覚、意識革命が主体だったんですね。ですからそれをどういうふうに生か

されているか、それを市立病院に当てはめた場合どうなのかということをちょっとお聞きした

かったんですね、一つは。次回それをお願いしたいと思います。 

  それからですね、資料の16番ですか、ついでにこちらの方にも話を移らせていただきますが

31ページ、職員の関係の内訳の資料です。平成19年度については143名と、市立病院について

は。その下に臨時職員、それから非常勤嘱託ですか、それからパート職員とありますが、これ

は合計すると大体60名ぐらいですよね。そうすると、これを合算しますと３人に１人ぐらいは

非常勤のパートやら嘱託やらという人たちだというふうになっているわけですが、この辺のす

み分けといいますか、使い分けといいますか、その辺はどうなっているのかお聞きしたいとい

うふうに思います。 

○中川副委員長 佐藤事務部長。 

○佐藤市立病院事務部長 病院の事業を展開する上におきまして、やはり常勤の職員につきまし

ては主要な部署、部署で責任を持って仕事をしていただくというふうなことで配置してござい

ます。 

  なお、パート・臨時職員につきましては、あくまでも非常勤的な仕事を中心に行ってもらう

ということで、できる限りコストの縮減を図っていくという方針のもとにそういう体制をとっ

てございます。先ほど申し上げましたように、１階の外来病棟につきましてはそういう方針の

もとに臨時の看護師ということで対応しているという状況にございます。以上です。 

○中川副委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 市立病院の意識改革といいますか、それについてはお聞きできなかったんですが、

-260- 



それは次回にお願いしたいと思います。 

  その他として、ちょっと細々したやつをお聞きしたいというふうに思います。 

  資料の10番の13ページ、この流動資産の中の未収金とありますけれども、結構な金額なんで

すが、この内容を教えていただきたいと思います。 

○中川副委員長 伊藤市立病院業務課長。 

○伊藤市立病院事務部次長兼業務課長 資料10番の13ページ、未収金として３億4,800万円ほど

が記載されてございます。これはいわゆる診療報酬でございまして、毎月診療したものについ

ては診療報酬として入ってくるわけでありますが、それの２月、３月分といいますと、これは

年度を超えて４月、５月に入ってまいります。その部分が年度で切りますと未収金という形で

こういうふうに計上されますけれども、これは当然４月、５月に入ってくるという内容になり

ます。 

○中川副委員長 佐藤事務部長。 

○佐藤市立病院事務部長 職員の意識改革というふうなことでご質問いただきました。 

  この前、あるドクターとお話をしたところですね、そのドクターの方から、やはり心を込め

て仕事をして、仕事で学んで、仕事で感動して、仕事で自信を深めていく、そんな医療を提供

したいというふうなことをおっしゃっておりました。すばらしいことで、我々もそれを見習っ

て頑張っていきたいと思います。以上です。 

○中川副委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 そうすると、未収金についてはわかりました。これは病院にかかって全然払ってい

ないというか、払うつもりもないという金額がこれだけたまっているのかな、たまるのかなと

いう、そういうことではないわけですね。わかりました。どうもありがとうございます。 

  それから意識革命については、やはりお金かかるわけでもないし、意識の問題ですから、こ

れはもう続けて、深めていただきたいなというふうに私は思います。 

  それから細々したもので、資料№10番ですけれども、19ページ、ここの勤勉手当ってあるん

ですが、この額から見ると結構この中では内訳的には多いわけですけれども、この勤勉手当に

ついてちょっとお聞きしたいと思います。これ、どういった、私、一般のサラリーマンをやっ

ていましたので、勤勉手当というのはないんですね。何か遅刻とか欠勤とかあれば給料からお

金を引かれちゃうということはあるわけですけれども、特別、会社のために一生懸命やったっ

て何もない、普通の給料だけなんですが、勤勉手当の内容ですね、これをちょっとお聞きした

-261- 



いと思います。よろしくお願いします。 

○佐藤（英）委員長 伊藤事務部次長。 

○伊藤市立病院事務部次長兼業務課長 手当の部分でございます。給与といたしましては、基本

的な毎月の給料とそれからいわゆる民間で言うボーナスという部分がございます。これが公務

員の制度で言いますと期末勤勉手当と言われるものでありまして、これは国家公務員と全く同

じものでございます。期末勤勉とか分かれてはおりますけれども、それぞれ率が決まっており

まして、勤勉手当については一定程度、勤務成績によるということになりますが、例えば欠勤

がひどいとか、そういったところには減額されますけれども、基本的には期末勤勉というふう

に一括で支給されております。 

○中川副委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 そうすると、一般の会社であればボーナスとして解釈をすればよろしいわけでしょ

うか。 

  それから、次のページ、ちょっとまた細々しているんですけれども、ここの右側の２番目で

すか、電話交換業務委託料。普通、最近、交換手って余り置かずに、ダイレクト的な電話が多

いんですけれども、これはどうして委託をしているのか。私は必要ないんじゃないかなという

ふうに思ったりもするわけですが、その辺をお聞きしたいと思います。 

  それから、ずっと来まして改革プラン業務委託とありますけれども、今回の病院の改革プラ

ンで2,000万円をとって今からやろうというこの改革プランの絡み、これはこれと何か一致す

るところがあるんでしょうか。ちょっとよくわからないので、お聞きしたいと思います。 

  それから、ずっと次の次に行きますと医療業務委託料。これは医療業務を委託しているって、

お医者さんが違うお医者さんに委託しているとか、私は全然中身はわからないんですけれども、

この医事ですか、医事業務ですか。これをちょっとお聞きしたいなというふうに思います。こ

れは結構な金額ですね。 

  それから、その次の段の給与計算業務委託料と。これは自分たちの給料をほかの業者やら何

ならに委託しているというのはまず私は考えられない話なんですけれども、例えば……、例え

ばを言っちゃうと長いので、お願いします。 

○中川副委員長 伊藤事務部次長。 

○伊藤市立病院事務部次長兼業務課長 まず、電話交換業務の委託料であります。これは病院の

代表電話にかけていただきますと最初に出てくるオペレーターでありますが、今、一般の民間
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の企業あるいは県などでもダイレクトインといいまして、直接かけたい人が直通でそれぞれの

場所に行くということがかなり普及してきているわけでありますが、ただ、市立病院に電話を

かけてこられる方は、どこの部署にかけたらいいかわからないということがかなり多くござい

ます。この電話交換業務というのは、その第一段階としてのいろいろな相談とか振り分け、そ

ういったものもお願いしているわけですので、なかなか全部を直通で処理するというわけには

いかないかと考えております。 

  二つ目の改革プラン業務委託、これは今お話ありました2,000万円の改革プラン策定費用の

うちの一部でございます。そして改革プランの中でも、特にどういった病院としてこれから経

営形態がいいのかなどの業務を委託で専門の業者の方の知恵もかりようという意味での500万

円の委託料を計上してございます。 

  このほかに2,000万円の内訳としましては、それに専任にかかっていただく職員の２名分の

人件費、これが1,400万円ほど、さらには専門的な知見を有する方のご意見をいただくための

委員会を設置しますので、そのための報酬として100万円ほどを考えてございます。 

  三つ目としまして、医事業務委託、これはいわゆる窓口業務でございます。これは本来の正

規職員がやってももちろん業務的にはよろしいんですが、これを全部委託をして人件費を引き

下げている。さらには医事のレセプトの請求業務も請け負ってもらっておりますので、そうい

った専門的なところは業者にお願いをするという形で、かなりの金額でありますが、相当の人

数が受付のところに入っております。あれが全部これでございます。 

  四つ目としまして給与計算業務、これは市立病院の職員の給与だけでありませんで、全体の

職員の給与計算、これを委託しております。その部分の市立病院分のいわゆる分担といいます

か、がこれでございます。ですから給与計算業務そのものは市職員全体としてお願いしている

という内容になります。 

○中川副委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 最後の給料については、ちょっとあれなんですが、そうすると市の職員も含めて病

院で働いている全員の計算をそこでやられているということですか。私、いや、まだ質問中な

んですけれども。 

○中川副委員長 郷古総務課長、ちょっと今ので。 

○鎌田委員 その内容をお聞きしたいと思います。 

  それからもう１点ですが、左のページの手当の方に戻らさせていただきますが、特殊勤務手
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当ってありますけれども、どういった人たちがこの特殊勤務に当たって、どういった人たちが

この手当をいただいているのか、その辺をお聞きしたいと思います。 

○中川副委員長 郷古総務課長。 

○郷古総務部総務課長 私の方から、給与の電算業務委託についてお答えさせていただきたいと

思います。 

  この委託につきましては、塩竈市全体で一本で委託をしております。それでその部分、あと

会計部分につきましては、例えば水道会計とかあと病院会計につきましてはその人数によって

負担金をいただいているというような形になっております。 

○中川副委員長 伊藤事務部次長。 

○伊藤市立病院事務部次長兼業務課長 特勤手当へのご質問でございます。特殊勤務手当、これ

は市立病院に勤務する各職員の中でも特に、国家公務員と同様でありまして、特殊な勤務に従

事した場合にその部分に応じて出されるというものでございまして、例えば看護師の中でも病

棟の夜勤に当たっている場合、これは夜勤手当というのがその部分の時間数に応じてつきます。

あるいは在宅などで待機に当たっている職員の看護待機手当などがこの特勤手当の内容になり

ます。これは国家公務員に全く準じた形で今整理しておりますので、国家公務員と同様の手当

を出しているということになります。 

○中川副委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 そうすると、給料計算については市全体で委託をしているということなんでしょう

か。そういうふうに私はとらえましたが、何ですか、普通であれば自分のところの給料の計算

をほかにはまず頼まないなというふうに私は思いました。 

  時間ですので質疑を終わらせていただきますけれども、この市立病院の改革プラン、期待を

しておりますので、ひとつ成果を上げられるようなものをつくり上げていただきたいというふ

うに思っています。よろしくお願いします。これで終わります。 

○中川副委員長 東海林委員。 

○東海林委員 私からも、同じく市立病院のことについてのみ質問したいというふうに思います。 

  大分鎌田さんの方からも詳しくいろいろご質問があったと思いますが、あとの方はほっと一

息と、お休みいただいてですね、お休みというか、気持ち的にです。 

  この予算書というのは文章、作文がないものですから、数字だけで、見ればわかるだろうと

いうふうになっちゃうかもしれませんけれども、何をどうするのかという作文がないので、非
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常に数字は明白になっているんですけれども、皆さんが頑張っている気持ちが伝わってこない

のが私は残念だなというふうに思います。数字の中でちゃんと示していると言われればそれま

でなんですけれども、昨年の決算のときに、院長先生からいただいたあのような、ここを頑張

りますよ、ここは絶対守りますよみたいな、そういうのが予算書の中でも述べられていると、

これは施政方針の中で市長が述べたと言われればそれまでなんですけれども、そういうのがあ

るとなお心が伝わってきて、私たちもうれしくなったり怒ってみたり、いろいろするんじゃな

いかなというふうに思います。 

  概要の思いは、この間、院長先生が決算のときに言われたあの思いは、ここの中に込められ

ての予算だろうというふうに私は解釈をしております。その中身の中で少し質問していきたい

と思います。 

  初めに、療養型病床のことについて、まず私も一番気になるところなんですけれども、これ

はことしの４月に計画が国としてははっきり出されるんだろうというふうに思いますけれども、

それについて、私はぜひ残してほしいというふうに思ってるわけですが、塩竈の方針について

どうなったのか、来年の４月に向けて計画をきちんと出しますみたいなこういうようなお答え

があったような記憶がするんですが、その辺についてですね。 

  私たちは、やっぱり自分の住んでいるところで安心の医療を受けたい。私たちも年をずっと

重ねていくわけですから、この塩竈で療養型があって、そしてうちと病院の中間のところのそ

ういうものがあって、その方がずっと安心だなというふうに思いますので、「日本一住みたい

まち塩竈」の確立のために大きな役割を果たすんではないかというふうに私は思いますので、

収支の度外視をしなさいとは言いませんけれども、ぜひとも残してほしいなという気持ちで、

ぜひお答えをいただきたいというふうに思います。 

○中川副委員長 伊藤市立病院長。 

○伊藤市立病院長 療養病床に関しましては、2012年度までに国の方針で20万床ぐらい減らされ

る計算になっておりますが、現実的に我々今、病院におりまして、非常に塩竈地区、高齢者も

多いということがございまして、療養を希望される方が非常に多うございます。それと同時に、

これから国の方針もございまして、いろいろ在宅にシフトしていくケースも多いと思うんです

ね。今病院で亡くなる方が８割ぐらい、うちが２割。宮城県の場合は在宅で亡くなられる方が

１割ぐらいと見ています。長野県で２割ぐらいだと思いますが、国の方針ではいずれ在宅にシ

フトしていくということもあります。そういうことを考えていきますと、今現在、うちの療養
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病棟と、ショートステイも行っております。いろいろな病院にかかっている方、在宅で見てい

ますと、どこかにお出かけになることもできないと、そういうときに病院で預って診るという

ケースが非常に最近ふえてきております。そういう役目も一つ持っています。 

  それから、療養に関しましても非常に長期療養で、介護施設が少ないというのもありまして、

胃瘻をやっていますと、なかなか移ることができません。大体老健ですと１割くらいでしょう

か、胃瘻の患者さんを制限している。全体の１割ぐらいしか胃瘻の方は診ないというような、

手がかかるものですから、そういうことも言われていまして、そうするとどうしてもうちでそ

ういう方は介護というか、医療をしながら診ていることもたくさんあります。そういうことで

ございまして、今私は療養のあれは必要と思っていますので、すぐに結論、なかなか難しい、

前にも議論になりまして、やはり国の方針でいきますと医療費が半分ぐらいになるんですね。

そういうこともありまして、経営的に考えるといろいろあるんですが、やはり医療の必要とい

うか、地域にとって必要であることは間違いないと私も認識しております。以上です。 

○中川副委員長 東海林委員。 

○東海林委員 ありがとうございました。まず院長先生の気持ちで、私は必要と思っていると。

やっぱり塩竈はですね、これまですべて金に換算し、金のところ、財政のところだけを見て、

削ってきた。削ってきたというより、切ってきたといった方がいいのかしらね、そのことが多

いんだというふうに思います。私はやはり命の問題ですから、そういう点ではぜひ、採算を度

外視してもやらなければならない問題はやってほしいなというのを基本的に持っていますので、

その点はぜひ、そういう気持ちでお続けいただきたいということを、院長先生ばかり思ってい

てもできないわけですから、市長にもぜひそういう気持ちでやっていただきたいということを

お願いしたいというふうに思います。 

  それで、よく中身を見ていきますと、療養型は療養型で、それでお進みいただきたいと思い

ますが、１ページですけれども、入院とか外来の部分で書いてありますけれども、入院が５万

4,378人というふうに見込んでいる。外来が７万6,720人、これで見ていきますと、18年度の決

算書の中身からすると、入院が約１万人ぐらい減るような形で、外来は大体同じような形で同

数ぐらいで見ているわけですけれども、この１万人が少なくなるというような見込みを出した

中身というのはどういうことなんでしょうか。 

○中川副委員長 佐藤事務部長。 

○佐藤市立病院事務部長 平成20年度の市立病院の医療収益を見込むに当たりまして、まずベー
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スとなるのは、平成19年度の決算見込みというふうなことを前提に予算を見積もってございま

す。そうしますと、やはり現状では内科の先生方が大体１日当たり平均８名前後、それから外

科の先生方が９名前後というふうなこともございまして、努力目標として最低限10名は診よう

ということで、そういうことで収益の改善を図っていこうというふうなことで平成20年度の病

院事業会計予算を計上してございます。その結果といたしまして、入院が５万4,000人、外来

が７万6,000人と。 

  それから、これは何回も協議会の方でも申し上げているんですが、市立病院の病室そのもの

が６人部屋ということもございまして、病室に６人も患者さんが入るとなりますと、かなり医

療環境も厳しいものがあるということで、現在は多くても５人、そういうふうなベッドの運用

の中で、老朽化はしてございますが、少しでも医療環境の改善に努めようということで、５人

を前提とした入院患者数を見積もっているところでございます。以上です。 

○中川副委員長 東海林委員。 

○東海林委員 ありがとうございます。 

  そうですね、前は８人でやっていたときもあって、やっと６人。本当はその当時にこのとこ

ろを改善しますと言っていたときはほとんど４人部屋にしますという中身だったと思うんです

よね。ところがやはり、まだ６人で多いなというふうには思いますので、そういう点でも環境

も整えてあげなければ、「あそこ、ぎゅうぎゅうで嫌だよね」ということになると思うんで、

そこは徐々にですね、４人部屋なりということで改善してほしいなというふうに思います。 

  あと、お医者さんの関係ですけれども、今医者の人数は、ここでは13人というふうになって

いたと思うんですけれども、９ページ、医師が13人となっていますね。実際には今、何人いら

っしゃるんですか。 

○中川副委員長 佐藤事務部長。 

○佐藤市立病院事務部長 常勤の医師も含めまして、またあと常勤的非常勤というドクターも含

めまして、現在17名でございます。 

○中川副委員長 東海林委員。 

○東海林委員 わかりました。私また、ごめんなさいね、どこかで落としてしまいましたけれど

も、急にまた13人になっちゃったのかなと思って大変心配したわけですけれども、じゃ17人の

中で回しているんだというふうに思いますけれども、例えば当直の先生とか、これは今、何人

で当たられているのか。例えば小児科なんかは、救急とかが多いんだと思いますけれども、こ
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の辺は当直の先生が専門にという先生はいらっしゃらないんだと思いますけれども、そういう

配置は考えられないんでしょうかね。 

○中川副委員長 伊藤市立病院長。 

○伊藤市立病院長 当直に関してでございますが、当直は今、私と検診の先生除きまして、あと

全員でやっております。それから小児科の先生も月２回の当直に入っております。今の状況で

なかなか毎日常勤の先生でいくのは厳しいものですから、今現在、週の水曜日と金曜日に関し

ましては大学から応援をいただいております。というのは、応援をいただかないと、職員だけ

でやりますと、次の日休んでいただくとなりますと診療に差し支えることもございますので、

先生たちになるべくいい状態で仕事をしていただくためにも、いろいろ応援いただきながらや

っております。ただ、小児科に関しましては、当直とかそういうことは今、大学の先生、小児

科に入る方も非常に少なくて、夜診ていただくということはなかなか難しいかと思っておりま

す。以上でございます。 

○中川副委員長 東海林委員。 

○東海林委員 やっぱり公立病院の小児科の先生というのが私は本当に大事ではないかというふ

うに思うんですね。ぜひそういう点では本当に。今は１人でいらっしゃいますか、小児科の先

生。（「はい、１人」の声あり）そうですか。なかなかきついんじゃないかと思います。そう

いう点で、ぜひ複数で配置していただければなというふうに思います。 

  あと、救急体制のことなんですけれども、最近、私のご近所でも亡くなった方がいらっしゃ

るんですけれども、救急で運ばれていく途中は話をしていたと。ところが病院に運ばれて、そ

してそこでお断りされて、今度また大きな病院に行ったんだけれども、市内のですよ、そこで

もだめで、それで結局、仙台の市立病院に行って亡くなってしまったということを言われたん

です。本当に大変お気の毒で、今この問題が大きくどこでも、たらい回しということで取りざ

たされているんだというふうに思いますけれども、特段、塩竈市立病院がそういうことに力を

入れていただかないと私は大変なんじゃないかというふうに思いますので、そういう点につい

て今どうお考えになっているのか。救急体制の問題を充実するという中身でどう考えていらっ

しゃるのか、どう対応しているのかお聞かせいただきたいと思います。 

○中川副委員長 伊藤市立病院長。 

○伊藤市立病院長 私、院長になりましたとき、まだ医師数も10人ちょっとぐらいしかございま

せんで、前の先生の時代はなるべく急患、なかなか救急に関しては難しいというような話があ
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りましたが、私、院長になりまして、積極的にやはり市立病院としては急患を診ていただくよ

うに先生たちにもお話ししまして、19年度は18年度より30％ぐらい救急患者受け入れも増加し

てきました。ことしに入りましても１月、２月もかなり急患を受け入れるようになってきまし

て、先生たちもそういう意識で診てもらっている。やっぱり急患を診ていかなければいけない

という、そういう意識がだんだん出てきているといいますか、ある程度それはしないと、我々

の使命だという気持ちで対応してもらっていると思っています。以上です。 

○中川副委員長 東海林委員。 

○東海林委員 そう聞くととても安心をいたします。よろしくお願いしたいと思います。 

  それから、医療体制が仙台医療圏になるというようなことですね。ここで何回か市長の口か

らも言われたと思いますけれども、仙台医療圏になった場合にどんなメリット・デメリットが

あるのかお聞かせいただきたいと思います。 

○中川副委員長 伊藤市立病院長。 

○伊藤市立病院長 これ、医療圏になったからといって特にすぐにそう変化するものはないと思

っております。現時点、二市三町なりでできるものは、やはりこの地域で解決していかなけれ

ばいけない。ただ、特殊な疾患に関しまして、難しいもの、スタッフの多い大学とかそういう

施設に行かなければいけない疾患もございますので、ですけれども医療圏がかわりましてもや

はり従来どおり、我々としてはそういう気持ちで、この地域でできるものはということでほか

の先生たちともそういう話はしております。以上です。 

○中川副委員長 佐藤事務部長。 

○佐藤市立病院事務部長 塩釜医療圏、仙台医療圏に統合されますけれども、今、院長先生申し

上げましたように、塩竈地区の果たす医療を担う役割というふうなものは今後も担っていく必

要があるんではないかというふうに考えてございます。 

  先ほどのこの前の方針に対する質問でも申し上げましたけれども、県の医療整備計画、医療

計画の中におきましては、市立病院が５点にわたって位置づけられてございます。ちょっと読

み上げさせていただきます。一つが、入院を必要とする重症・救急患者を担当する医療機関と

して位置づけられております。また、もう一つといたしましては、がん医療体制の標準的診療

の医療機関として位置づけられていると。三つ目といたしまして、脳卒中の回復期・維持期の

医療機関と。それから四つ目が、急性心筋梗塞の回復期の医療機関として。五つ目として、糖

尿病では初期から専門治療、急性増悪期の治療する医療機関として、そういうものを担う医療

-269- 



機関として位置づけられています。 

  塩釜地区の中でもとりわけこの役割と取り組みが今後とも求められてきているんではないの

かということで、病院職員一丸となって地域医療を担うというふうなことで頑張っていきたい

と思っております。以上です。 

○中川副委員長 東海林委員。 

○東海林委員 ありがとうございます。 

  あと、この間ちょっと広報で看護師の募集していたんじゃないかと思いますけれども、何人

ぐらい足りなくて、今その募集はどうなっているのか。 

○中川副委員長 佐藤事務部長。 

○佐藤市立病院事務部長 現在、２名を目標に採用試験を行っております。先月、１名の応募が

ございまして、４月１日採用ということで内定をとったところでございます。 

  今おっしゃられましたようになかなか看護師さんの採用というのが難しい状況にございます

が、今後、病院事業を展開するに当たりまして、どうしても法定の看護師数というふうなもの

は維持していかなくてはならないという現状がございますので、ここら辺につきましては、い

わゆる公募というふうなことで待っているだけではなくて、医師も含めた一定の職員の確保体

制というふうなものを改めていろいろなシステムを活用して確保できるような取り組みを現在

してございますので、具体的には直接ご本人にメールを送って、求職についての状況を確認す

るとか、市立病院の現状をお知らせしながら採用条件を理解していただくとか、そういうふう

な具体的な求職に対する事業展開をしているというところでございますので、なおよろしくお

願いいたします。 

○中川副委員長 東海林委員。 

○東海林委員 最近ちょっと聞いたんですけれども、例えば今までずっと病院でお仕事されてき

た、職員じゃないと思うんですけれども、非正規職員の方だと思いますが、突然解雇になると

いうお話を聞いたわけですけれども、そういうのは窓口の受付とかにもう人に置かないという

のか、それとも新しい人と更新するのかですね。例えば臨時職員でしたら、本庁の場合もあり

ますけれども、何年だからやめてくださいみたいなね、そういう感じがあるんだというふうに

思いますけれども、やめさせられる人にすると、生活の問題がかかっていますので大変だと思

うんですが、そういうのは定期的に行ってこれまでもきたのかどうなのか。ひとつお願いいた

します。 
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○中川副委員長 佐藤事務部長。 

○佐藤市立病院事務部長 平成20年度の予算編成するに当たりまして、すべての業務を一から見

直そうと。そして自分たちでできるものは自分たちでやろうと、そういうふうな形で少しでも

コストを縮減しようというふうな取り組みを各課に要求してまいりました。その中で業務を見

直しながら、それでは今まで臨時職員の方に頼っていた部分について、改めて仕事の手順等見

直しながら、自分たちでできるものは自分たちでしようというふうな方向性が見えましたので、

本当に長い間勤務していただいて感謝申し上げているところだったんですけれども、残念なが

ら病院のそういう経営状況も含めてご本人たちにお話を申し上げ、ご理解の上で３月いっぱい

で退職というふうな運びになったという経緯がございます。 

  なお、今おっしゃられましたように、改めておやめになった部署にパートを充てるとか、そ

ういうふうなことではなくて、今申し上げましたように、自分たちでやれるものは何とか自分

たちでやれるような工夫をしようということでの措置ということでご理解いただければと思い

ます。以上です。 

○中川副委員長 東海林委員。 

○東海林委員 本当にお気の毒だなというふうに思いますが、今ボランティアの方々が何人か入

っている。そのための押し出しになったのではないかなというふうに感じているわけですけれ

ども、そこはボランティアだから、お金を払う人よりはいいと思ってのやり方だったのかなと

いうふうに私は思ったわけですけれども、できるたけそういう悲しい思いをさせないようにや

っていただきたいなというふうに思います。 

  それから、突然、変わりますけれども、500万円の医療機器が出ていますけれども、何をお

買いになるんですかと聞いたら入札関係にかかわるのかなと思ったんですが、こういうのは例

えば消耗品的な使い方をされるんだったらあれですけれども、今の状況を考えればリースにす

ることができないのかとか、リースと買い上げた場合にどっちがいいのか、ひとつお聞かせい

ただきたいと思います。 

○中川副委員長 佐藤事務部長。 

○佐藤市立病院事務部長 先ほどのパートの方がおやめになっていたのは、決してボランティア

制度を導入したということとは直接関係ございませんので、そこの辺のところはひとつご理解

いただきたいと思います。 

  それから、500万円の医療機器につきましては、昨年度、経鼻内視鏡というふうなものを市
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立病院で導入しました。口から入れるんではなくて鼻から内視鏡を入れることによってかなり

の苦痛が軽減されるというふうなことで、患者の皆様から大変ご好評いただいておりますので、

そういうふうなものをもう少しそろえて、楽に、そして効率よく治療に当たっていただく必要

があるだろうというふうなことで今回予算措置をしたものでございます。 

  なお、リースにつきましては、今回債務負担行為をとってございますが、ＣＴとＤＲ、かな

り老朽化してございますので、それをリースで対応しようというふうなものでございます。た

だ、その経費につきましては、なかなか病院、こういうふうに大変厳しい状況もございますの

で、これまで保守点検料として充てていた費用をリース料に見合うような形で振りかえて、極

力経費がかからないような形で、経費が増加しないような形での医療機器の購入、リースとい

うふうなものを考えて取り組んでいるところでございます。以上でございます。 

○中川副委員長 東海林委員。 

○東海林委員 ありがとうございました。在宅介護のこともちょっとお聞きしたいんですけれど

も、入院されて、退院されたと。胃瘻をつけて……、胃瘻って言うんですか、のどの。あれを

つけて退院されるというようなことはないんですね。ありますか。 

○中川副委員長 伊藤市立病院長。 

○伊藤市立病院長 胃瘻で在宅の方もございます。在宅は家族の協力といいますか、支える方が

ないとなかなか大変なんですね。胃瘻をやる前に喀たんを吸引して、それから入れて、それを

３回やるわけですね。夜中にも喀たん吸引と、そういう作業がございます。うちではいろいろ

病院、療養に入院なさったりしながら、あるいはショートに来ていただいて、家族の方にそう

いうことを十分指導しまして、在宅可能な方は在宅に行っていただくようにしております。以

上です。 

○中川副委員長 東海林委員。 

○東海林委員 ありがとうございました。そういうものをつけて退院されると、本当に家族の方

は大変だなというふうに思います。喀たんは医療行為だと思うので、家族がやって、なれてく

れば大丈夫なんだろうけれども、本当に大丈夫なのかなとか、細菌が入らないのかとか、大変

心配な部分もありますので、できるだけそういうものをつけないような状況で退院させてほし

いなというふうに思いますので、その辺のご努力をひとつお願いしたいというふうに思います。 

  どうもありがとうございました。 

○中川副委員長 伊勢委員。 
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○伊勢委員 それでは、私も市立病院の件について何点かお尋ねをしたいと思います。 

  それで、資料№９の99ページのところに、病院関係の一般会計からの2,000万円の病院会計

繰出金、改革プランの策定事業費というのが予算説明書、当初予算のですね、一般会計の予算

の中に含まれて繰り出しがされております。そこで、先ほど若干触れて、重なる部分もござい

ますが、一つはその2,000万円の使い道、使い方、一体どのように使われるのか。当然2,000万

円という多額の出費を一般会計から行っているわけですから、この中身についてどういう内容

なのか、子細にお聞きをしたいと思います。 

○中川副委員長 伊藤事務部次長。 

○伊藤市立病院事務部次長兼業務課長 改革プラン策定のための2,000万円の繰り入れの内訳で

ございます。先ほどもちょっと触れましたが、資料番号10番の20ページにございます。一つは

委託料の中の改革プラン業務委託というものでございます。これで500万円。これが2,000万円

のうちの一部でございます。これは今回改革プランを策定するに当たって、病院の経営形態の

見直しなども当然やらなければならないと、この辺の一体どういったものが適切なのか、今後

適切であるかどうかといったような部分も含めて、外部委託をする際に見込んでいる500万円

でございます。また、残りの部分につきましては1,500万円ほどございますが、そのうちの

1,400万円、これにつきましては改革プラン策定に専任として当たっていただく職員の人件費

２名分を考えてございます。これが1,400万円ほどでございます。さらに残る100万円ほど、こ

れはいわゆる専門的な知見、識見を有する方のご意見もいただく必要があるということで、そ

ういった方々、あるいは県あるいは関係の医師会でありますとか、そういった委員会をつくっ

て検討いただく、そのための委員報酬として100万円ほどを見込んでございます。以上、合わ

せて2,000万円ということになります。 

○中川副委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 そこで、2,000万円のうち一つは1,400万円。専任の人件費ということですが、人件

費というからには当然このプラン策定にかかわる方々の人件費相当分だろうと思うんですが、

これはどこからの人材の関係になるんでしょうか。市立病院自身の今の職員の中でやるのか、

どうなんですか。 

○中川副委員長 佐藤事務部長。 

○佐藤市立病院事務部長 改革プランの策定に当たりましては、市長の方針ございまして、病院

自身が市民に対しまして医療提供上の責任を果たせるプランを作成するという方針が示されま
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したので、病院で作成しようということで決定しております。ただ、今の経営状況を踏まえま

すと、なかなか２名分の人件費を市立病院が負担するということにつきましては厳しいものが

あるということもございまして、市の職員２名分につきましては一般会計の方から繰り出して

いただくというふうなことでの今回の予算措置になったということでご理解いただければと思

います。以上です。 

○中川副委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 そうしますと、今の回答で、つまり病院としてプランはつくると。しかし市立病院

のこのプランづくりの関係で、こちらの本庁の方から職員を２名送り出すと、これでよろしい

んですね。 

  そこで、その方々の一つは人件費相当分、２名分だろうと思います。これは１年間というふ

うにとらえていいんですか。よろしいのかな。 

○中川副委員長 佐藤事務部長。 

○佐藤市立病院事務部長 まだ、期間につきましてははっきり申し上げられない部分があろうか

と思います。計画をつくってそれを実施すると、いわゆる経営形態の見直し、それから効率化

も含めて計画をつくって、それを実際に実施するまでの期間となりますと、１年ではいかがな

ものかなというふうなことは個人的には思ってございますが、まだ期間につきましてははっき

りしたものではございません。以上です。 

○中川副委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 先ほど改革プラン、１年をかけて４月１日からやっていくと、こういう回答がござ

いました。そこで、この方々２名については４月１日からの採用ということになるんでしょう

か。新年度からかな。 

○中川副委員長 佐藤事務部長。 

○佐藤市立病院事務部長 採用といいますか、４月１日の人事異動で、市立病院の再生や改革プ

ランというふうなことが喫緊の課題ということで、総務の方には塩竈市のエースを送り込んで

ほしいというお願いをしているところでございます。 

○中川副委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 塩竈市のエースを送ってほしいという要望でございます。そういう話が今ございま

した。 

  そこで、この改革プランをつくる上で、異例の人事配置なんだろうと思うんですね。こうい
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う点で非常に異例な人事配置。これは一つ確認なんですが、例えば１年間プランをつくってい

く上で、どの辺まで責任を果たすのか、この方々。その辺お聞きしたいと思います。 

○中川副委員長 佐藤事務部長。 

○佐藤市立病院事務部長 最終的には部長である私の責任だとは思いますけれども、基本的には

国のガイドラインで示してございます経営の効率化、それから病院の再編ネットワーク、そし

て経営形態の見直しというふうな市立病院各プランをつくって、これを市町村課と協議し、総

務省の方に提出して、それを認められて、累積不良債務解消のための８億円の起債をお借りす

るというところまでが一つの大きな仕事なのかなというふうに考えてございます。今、21億の

不良債務、これを８億円国の許可を得まして、13億円ぐらいまでに圧縮できればもう一踏ん張

りというところまで行けるのではないのかと。なお、８億円の不良債務解消のための起債だけ

ではなく、経営形態の見直し等によりまして、もしかすると一般会計の出資債というふうなこ

とまでも視野に入れられる可能性もございますので、そういうものも含めて、今後、病院改革

室と一緒になりまして市立病院改革プランを作成してまいりたいというふうに考えてございま

す。以上です。 

○中川副委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 今、大変重要な回答がございました。人事配置として、そういうことで２名を送り

出す。しかも改革プランは総務省、県の市町村課ですね、改革プランをつくり、そしてもちろ

ん部長の責務の一考にもなろうかと思いますが、市町村課の確認を得ながら総務省に提出をす

る。不良債務は８億円いわば削減すると、こういうことでの予算措置も行っていく。13億円に

圧縮すると、こういう中身のようでありますが、そうしますと、こうした取り組みを進めてい

く上でですね、非常に部署としては大変責任が重いところだというふうに思うところです。そ

こでもう一つ論を進めていきますと、先ほど職員の配置でこういうプランをつくっていくとい

うことは確認できましたので、不良債務、県の市町村課へのいわば届け出というのはいつごろ

の時期の想定なのか。それが一つ。 

  それから、当初、民生常任委員会の中で示されている国の改革プランの一定のフレームが報

告ございましたが、そのメニューで言いますとどれを想定しているのか確認したいと思います。 

○中川副委員長 佐藤事務部長。 

○佐藤市立病院事務部長 改革プランの提出時期でございますが、遅くとも年内中には市町村課

と協議を整えて総務省の方に提出してまいりたいというふうに考えてございます。 
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  それから、メニュー……（「財源措置ね。財源をどういうふうなことで」の声あり）財源。

（「はい」の声あり）今回のガイドラインで示されてございます財政措置の中の一環といたし

まして、市立病院改革プランをつくることによって、不良債務解消のための特例債というふう

なものを充当することができるということもございますので、公立病院、特例債というふうな

ものを活用して不良債務の圧縮に充てていきたいというふうに考えているところでございます。 

○中川副委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 特例債といいますと、これは民生常任委員会、協議会ですね、失礼しました。２月

18日付の中で示されておりますが、不良債務資金不足解消に係る措置。公立病院特例債の創出、

20年度に限りと。20年度に限り、15年以降の医師不足の深化により発生した不良債務を長期債

務に振りかえる公立病院特例債を発行できることとし、不良債務の計画的な解消を支援する。

つまり20年度に限るという、この項目でよろしいんですか。（「はい」の声あり）ああ、そう

ですか。そうすると、そういうことのいわばそのための改革プランを進めていくと、そのプラ

ンづくりだということですね。わかりました。 

  そこで、非常に大事な時期に来ているかなというふうに思うんですね。つまり市立病院の累

積赤字は累積赤字として、収支の不足の問題はそれとして、しかし特に県の例の最終報告の中

でも、病院の科のいわば立て直しの上でタスクフォースというんですか、現状と課題の中でも

触れられておりましたけれども、取り組みの中で、フレームの中で一番重視しているのは、ペ

ージ数で言うと19ページのところにあったんですね。三つの選択肢を示した上で、共通課題と

して不良債務22億円の回収が必要だと、あるいは長期貸付金による一括清算が必要だというこ

とでの、そして自主財源による返済額もここには示されておりました。そうすると、こういう

点で、つまり22億円解消のためのそれは８億円、いわば新たな特例債を起こして解消するとい

うふうなことでまず第１回目のシナリオは考えていきたいということでよろしいのでしょうか。 

○中川副委員長 佐藤事務部長。 

○佐藤市立病院事務部長 まさしく病院の不良債務そのものが塩竈市本体の経営を左右しかねな

い状況にございますので、まずは今おっしゃられたように平成20年度、何としても市立病院改

革プランをつくりまして、総務省の方に認めていただき、８億円の特例債を活用することによ

って13億円程度まで不良債務を圧縮していきたいというふうに考えているところでございます。 

  あと、先ほど申し上げましたが、そのほかの財源措置といたしまして、一般会計出資債の措

置というふうなものもございます。これは経営形態の見直しに伴いまして病院事業債、いわゆ
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る一般会計出資債を措置するというふうな規定もございます。 

  なお、詳細につきましては、今のところ具体的には把握してございませんので、今後宮城県

の説明会等踏まえまして、このような出資債の活用も図りまして、さらなる不良債務の圧縮を

図ってまいりたいというふうに考えているところでございます。 

  ただ、１点だけ、今回の国のそういう財政措置について申し上げたい点がございます。先ほ

ど伊勢委員さんもおっしゃいましたように、病院の医師不足によって生じた不良債務というも

のに対して、ある程度の特例債という財源措置をしようというふうな方針を国の方は示してい

ますが、果たして医師不足そのものが公立病院の責任としてもたらされた原因なのか、どこに

その責任があるのかということを考えたときに、本来であれば国の方では公立病院特例債の利

子については特別交付税措置をしますよというふうなお話をしていますが、医師不足の生じた

本来の原因をよくよく考えた場合には、この特例債の元金そのものを国がきちんと財源措置を

すべきではないのかというふうに一担当としては考えているところでございます。以上です。 

○中川副委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 確かにそのとおりでございます。そういう国の制度の、医師不足をもたらしたのは

国の責任でございます。そういう強い願いというのは、病院経営にとっても非常に大事な考え

どころだなというふうに思うところでございます。 

  そこで、そういうことも踏まえて、非常に大事な時期の中でのこういった人事配置になるか

と思いますが、そこで委員会の次に論を移すのは委員会の役割なんだろうと思うんですね。委

員会は何に基づいて設置するということになるんでしょうか。 

○中川副委員長 佐藤事務部長。 

○佐藤市立病院事務部長 委員会の設置の根拠でございますが、昭和45年３月に設置してござい

ます塩竈市立病院事業調査審議会条例、これに基づきまして、市立病院の経営管理の基本に関

することという条項に該当させましてこの委員会を立ち上げてまいりたいというふうに考えて

ございます。以上です。 

○中川副委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 定数やその検討委員会ですか、設置条例に基づくもの、その役割・使命というのは

どういうものか確認したいと思います。 

○中川副委員長 佐藤事務部長。 

○佐藤市立病院事務部長 今回の第５次の県の見直し、医療の整備計画、医療計画の見直しに当
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たりまして、塩釜地区が仙台医療圏に統合されるということで、改めて塩釜地区の医療体制の

あり方、それからその中での市立病院の果たすべき役割、そういうものをきちんと議論してい

ただいて、市長が市立病院の方針というふうなものを掲げてまいりたいというふうに考えてご

ざいます。 

  なお、そういうふうに今後も継続して安定した地域医療の提供ということを続ける上では今

の経営形態が適切なのか、それとも改めて今、国の方で示しておりますさまざまな経営形態の

方が本市にとっても必要なのかという内容も含めてこの委員会の中でご議論いただいて、方向

性を見出していきたいというふうに考えているところでございます。以上です。 

○中川副委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 そこでうんと大事なのは、この委員会、先ほどガイドラインですか、今度の再生プ

ランの中の示され方の中には選択肢が三つか四つぐらいありましたよね。ネットワーク化もあ

れば指定管理もする、民間譲渡もする、公設でやる上で、ベッド削減も視野と、いろいろな選

択が含まれているわけですが、そういう意味では、一つは経営形態のみのかかわりでこの再建

プランを考えていくのではまずいのではないか。もちろん経営は大事だと思います。経営をや

っぱりしっかりした足場をつくるというのが一つかと思いますが、もう一つは、この二市三町

の医療の供給体制というのは６割、７割です。二市三町の医療機関に地域住民の皆さんが外来

でも入院でもかかっているというのはさっきの最終報告の中に示されておりました。そういう

点で、検討委員会はいわば経営形態のみなのか、あるいは医療圏としての塩釜、仙台医療圏と

いうふうに県は位置づける方向になるようですが、その二つを視野に入れて検討の対象にして

いくのかどうか、その辺、確認したいと思います。 

○中川副委員長 佐藤事務部長。 

○佐藤市立病院事務部長 先ほども申し上げましたが、まず、県の方の第５次医療整備計画、そ

して地域医療圏の整理統合という動きを踏まえた塩釜地区の医療提供のあり方をまずは再検討

する必要があるというふうに考えてございます。具体的には各医療機関の機能分担、連携強化

のための方策、そしてそれを含めて今後の市立病院の果たすべき役割、効率というふうなもの

をいろいろご議論していただきたいなと考えてございます。そして今申し上げましたように、

公立病院といたしまして安定的な運営が可能な経営形態につきましても審議をしていただきた

いというふうなことで、委員会の中でいろいろご議論していただければと思います。 

  なお、経営形態につきましては、今、伊勢委員さんもおっしゃられたようにさまざまな経営
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形態がございます。そしてそれぞれのメリット・デメリットがございます。そういうものも含

めて委員会の中でご議論いただいて、塩竈市立病院の方向性というふうなものを明らかにして

まいりたいというふうに考えてございます。以上です。 

○中川副委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 そういうことも含めて二つの課題で検討していくということのようです。 

  そこで、先ほど伊藤課長からも一定の委員会の100万円の委員会の予算ということでしたが、

委員会構成としてはいかほど、何人ぐらいのメンバーが考えられているのかお聞きをしたいと

思います。そしてどういう方が、先ほどとちょっとダブるかもしれませんが、改めて委員会構

成について、市立病院として今の現段階ですね、考えられているのかお聞きしたいと思います。 

○中川副委員長 佐藤事務部長。 

○佐藤市立病院事務部長 先ほど説明申し上げました病院事業審議会条例に基づきますと、まず

メンバー、委員につきましては15人以内をもって組織するというふうな規定がございます。た

だ、余り15人というところでの議論というのもなかなか難しいものがあるのかなと。やはり10

人程度なのかなというふうなところで今のところ考えているところでございます。 

  なお、メンバーにつきましては、先ほども申し上げましたが、地域医療や公的病院経営に知

見を有する学識経験者、今のところ東北大学の教授を考えてございます。それから地元医師会、

それから塩釜保健所、それからどうしても病院の連携、ネットワーク化ということも踏まえま

すと宮城県の関連部局、そして市民の代表といたしまして市議会議員の皆様、それから行政代

表として塩竈市、それから市立病院の代表による委員の構成というふうなものを考えていると

ころでございます。以上です。 

○中川副委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 そこで、さっきの県の最終報告の中です。私もなるほどなと思いましたけれども、

こういうプランづくりの際に、ページ数の中でまとめられていく中で、これは一つの参考です

から、改革プランに当たっての検討すべき事項ということで、県の最終報告の中で、こういう

プランをつくる上で市民・議会・地域の医療機関を巻き込んだ議論が必要だというようなとこ

ろでの一つの提案になっております。地域あるいは公的な医療機関、大学も含む、あるいは医

師会も含む、保健所、それから県部局、議会、市、関係者、市立病院と、こういうことですが、

市民の参加が一つ代表の方々もそういう構成メンバーに加えるのかどうか、一つお聞きしたい

と思います。 
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  それから、当然この議論は市民に対する公開が必要ではないのか。透明性という問題がなけ

れば、委員会の中での内部議論で終わってしまったのでは、これは１年間の結論だけしか市民

に知らされないというのはやっぱり重大なわけでして、そういう点の考え方ですね、この委員

会構成の中でどういうふうにとらえていけばいいのかお聞きをしたいと思います。 

○中川副委員長 佐藤事務部長。 

○佐藤市立病院事務部長 委員会の開催に当たりましては、まず公開制とするというふうなもの

を原則として進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

  それから、市民の皆様につきましては広報等でお知らせしながら、最終案等につきましては

パブリックコメントを求めて、そういうふうなご意見が一定程度改革プランの中に反映できる

ような方策をとってまいりたいというふうに考えてございます。以上です。 

○中川副委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 前の施政方針、どなたかの質問に答えたようですが、６月ぐらいで中間というふう

なことなども言われていたような気がする、これは私の聞き漏らしか聞き間違いかどうかわか

りませんが、一つは、４月から年内ぐらいの取りまとめで総務省に申請をしたいというような

ことになりますと、相当テンポの早いご議論になるのかと思いますが、そういう点でどのぐら

いの委員会の開催数というか、そして当然、中間的なものも取りまとめて出すのが一番いいの

かなと。十分そういう点で市民にも知らせていく上で、その辺の取りまとめ方はどういうふう

に考えておられるんでしょうか。 

○中川副委員長 佐藤事務部長。 

○佐藤市立病院事務部長 委員会のスケジュールでございますが、あくまでも構成メンバーの方

のご都合ございますけれども、我々といたしましては４月から月に１回程度開催いたしまして、

例えば４月、５月、６月ぐらいまでにつきましては塩釜地区の医療体制のあり方とか、それか

ら市立病院の役割とか、そういうふうなものを議論していただきたいなというふうに考えてご

ざいます。そして７月、８月、９月というところにつきましては、それを継続して安定した病

院事業を進めるための経営形態というふうなところのご議論を進めていただければなと。秋口

あたりを一つ目安にして中間報告を取りまとめていきたいというふうに考えてございます。以

上です。 

○中川副委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 わかりました。そういうスケジュールだとすると、かなり詰めた議論といいますか、
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詰めた内容での取り組み方が必要ではないのかというふうに察するところでございます。 

  そこで、そういった点を含めながら、先ほど委託500万円ということでした。これはこうい

った議論を取りまとめていくということと、委託をするからには当然ある程度、こう言っては

なんでしょうが、コンサルにお願いするというか、そういうことも含めての話になるのかなと

思いますが、500万円、これはどういう使い道になっていくのか、その辺についてお聞きをし

たいと思います。 

○中川副委員長 佐藤事務部長。 

○佐藤市立病院事務部長 この委託費につきましては、経営形態の見直しとその導入の可能性に

ついて検討するための調査委託というものでございます。国の方では20年度以内に、先ほどか

ら申し上げていますように公立病院改革プランの策定を義務づけて、病院事業の改革を計画的

に取り組むようにというふうな内容になってございますが、中でも経営形態の見直しに当たり

ましては、平成20年度において具体的な計画を策定するということになってございますが、そ

れが困難な場合にあっては、検討の方向性とか検討体制、そのスケジュール、結論を明記して、

25年度までにその実現を目指しなさいという内容でございますが、今、市立病院、なかなかそ

んな時間的な余裕がございません。早急にその方向性をまとめて取り組んでいかなくてはいけ

ないということで、経営形態の見直しに当たっては、先ほども申し上げましたがさまざまな課

題がございます。具体的には地方公営企業法の全部適用、それから独法化の移行に当たっては、

資産継承を行うための不動産評価とか新たな人事給与制度の構築が不可欠でございます。さら

には、財政的な基礎の確立が大前提となってまいります。一方、指定管理者制度につきまして

は、ご承知のように民間である指定管理者が永続的に運営し続けいてくという保証はございま

せん。不採算部門の縮小・撤退を望んだ場合に、深刻な地域医療の事態となることが避けられ

ないケースもございます。それから民間譲渡となれば、不採算医療の継続は期待できなくなり

ますし、病院経営は経営者次第ということになる可能性が強いというふうなさまざまなメリッ

ト・デメリットがございますので、その課題を整理して今年度中に望ましい経営形態を抽出し

ていくための費用ということでございますので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 

○中川副委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 そういう内容で進めていかれるということでの確認をしておきたいと思います。 

  いずれにしても、宮城県全体の中で二次医療、つまり入院も含めて10から７割に転換すると

いう方向が今の医療供給体制の全体のシフトのようですし、医療機関の重点化というのも、進
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む方向を今度の第５次医療計画の中でも示しております。いずれにせよ市立病院の公的役割で

すね、どこで果たすのかというのが、私はこの問題での考えていく一つの隘路かなというふう

に思うところでございます。そういう点で非常に大事な再生プランの中身、そして先ほど言っ

た2,000万円の予算の中身というのはこういう点でもはっきりしたのかなというふうに思うと

ころでございます。 

  時間もありませんので、病院長にちょっとお聞きしたいんですが、宮城県がつくってきたこ

れまでの第４次医療計画の中で、これはあくまでも県の方々がつくった関係ですから、これは

病院長、専門家ですから、そうやって聞くしかないんですけれども、県の最終報告というもの

の中に次のような書き出しがあるんですね。第４次医療計画において云々とあって、医療圏ご

とに特定病院、特定機能病院、地域医療支援病院、地域の中核的な病院として位置づけられる

病院があるが、これによれば、塩釜医療圏においては特に位置づけがされていないというふう

な書き出しになっておって、改めて現状はそういうことなんだなというふうにとらえ、そうい

うふうな書き出しになっているんですが、市立病院のこれまでの果たしてきた機能、あるいは

今後の改革プランを含めた役割をどういうふうに踏まえていけばいいのか、医療の専門家とし

ての見解をお聞きしたいと思います。 

○中川副委員長 伊藤市立病院長。 

○伊藤市立病院長 市立病院は、仙台ととにかく近いという特色ございます。ほかの地域と違っ

てございまして、我々としましては、常々専門的な高度な医療といいますか、特に県からも今

度、肝疾患の専門施設にも指定されました。国の方からも肝疾患に関しましては医療費の扶助

といいますか、かなり個人に負担がかからないような制度を国も考えていまして、そういう面

でますます肝疾患含めた病気の方がうちの病院にも多く来られるんじゃないとか思っておりま

す。 

  そういうことを踏まえまして、地域で我々は、先ほど申しましたように専門的な医療、高度

な医療、それから救急、片や従来から話題になっております高齢者の医療、そういうことも果

たしていかなければいけないと思います。 

  それからもう一つ、先ほどの県の報告の中にはございましたが、地域支援病院と、今度この

近くの病院が指定されたところもございます。地域支援型病院というのはどういうものかとち

ょっとお話ししますと、これは地域の開業医の病院の支援ということになっています。入院だ

けですね。本来は救急病院として入院だけやると。外来はほとんどほかの病院に回さなければ
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いけないというのが本来の地域支援病院の役割だろうと思います。例えばみやぎ県南中核病院

ございますが、まさにあそこは救急車、全部診ておりますが、外来は350人程度でございます。

うちの病院よりちょっと多い程度でございまして、そういう名の地域支援病院というか、大き

な役目を持つわけでございまして、そういう病院がありましてもそれで医療がすべて完結する

わけではございません。それを助けながら、いろいろまた独自の専門性を生かしながらやって

いくのも我々の病院の役目だと思っております。以上です。 

○中川副委員長 伊藤博章委員。 

○伊藤（博）委員 それでは、特別・企業会計決算の方の質疑をさせていただきたいと思います。 

  まず、第１点目にお伺いしたいのが（「予算」の声あり）あっ予算、ごめんなさい。予算で

した。すみません。予算でございます。平成20年度の予算ですね。市立病院の話を聞いていて

あっけにとられておりました。申しわけございません。 

  これからは、市立病院を支えるために一生懸命行財政改革やられております部局の方の質問

をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

  まず、議案第34号の公共駐車場事業特別会計についてお伺いいたします。 

  おかげさまで、長年の懸案でございました長期の負債の部分については、償還を完了してい

るところだとは思いますけれども、会計見る限り本当にすっきりとした会計になったなと思っ

て見ているんですが、そういった中で、この会計を見ていて疑問に思うのが、歳出の部分で、

総務管理費的な発想ではなくて事業費としての歳出構成でしかないんですが、職員さんを一人

も配置をしていない、委託等でやっているんだと思うんですけれども、その辺の産業部の職員

さんが兼務、ほかのことをしながら実際は何らかの形でいろいろなアイデアを出したりしなが

ら収益の増を図るんだと思いますが、そういったところの人件費について圧縮をしながら会計

の健全化に向けて努力なさっているという姿なのかと思って見ているんですが、その辺のとこ

ろについてのご回答をいただければと思います。 

○中川副委員長 荒川産業部長。 

○荒川産業部長兼商工観光課長 歳出の面で人件費というようなことの話だと思いますけれども、

施設的には、平成16年からの繰入金400万円をいただきまして、それで数々のアイデアを出し

ましてサービス事業をやってきました。その中で委託、施設管理についても競争入札などをし

て経費の削減に取り組んできました。その中で人件費というのは、管理運営に関する事業費と

いうのは管理運営の委託料の方に全部組み入れておりまして、日常業務としてやっている部分
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については、例えば故障がありますよとかどこかが壊れましたよとか、そういった形で担当の

人間、それから係の人間が対応するような形でやっておりまして、通常の人件費というのはこ

の中には組み入れておりません。 

○中川副委員長 伊藤委員。 

○伊藤（博）委員 塩竈市の今11特別会計になった。11だね。結局、市の職員さんの人件費は全

く計上されないような会計を存続させておく理由があるのかどうかというのがわからないんで

す。それであえてお伺いをしたんです。あえてこういうふうに現金の出し入れがたくさんあっ

て、それを一般会計側から繰り出し、それから特別会計側での繰り入れとか税のお金の明確化

を図るための特別会計の会計としての存在という位置づけであれば、こういう別会計にすると

いう意味合いもあるのかもしれませんけれども、現状ではほとんど収支もとれてきているわけ

ですから、そういった意味ではこういうふうに別会計にしておくという意味が何かあるのかな

と。それともどこかの法律か何かでしなくてはいけないというふうになっているのかどうか、

その辺のところがわからないのですが、その辺のところについてお考えをお聞かせください。 

○中川副委員長 荒川産業部長。 

○荒川産業部長兼商工観光課長 先ほどもちょっとお話ししたとおり、通常の業務の中で職員が

対応するような形にしております。もう一つは、この駐車場できた時点のときの道路法とかそ

ういった法的な網もかかっていたものですから、今の現在に至っているような状態であります。 

  ただ、昨今というか、12月議会で累積赤字を解消いただきまして、ますますこれからも黒字

基調を努力していきたいというふうには思っておりますけれども、我々この業務をわたってい

る中でですね、長年この会計を今回これからどういうふうにしようかというふうな自主運営と

か、それからすべて管理委託をお任せしてやるとかというふうな検討も若干していました。今

年度どのぐらいの黒字基調が見られるかというふうなこともありますので、そういったことも

見まして、20年度中にどういうふうな形で進めたらいいのかというのを関係課とも協議してま

いりますので、よろしくお願いいたします。 

○中川副委員長 伊藤委員。 

○伊藤（博）委員 どうぞよろしくお願いをしたいと思います。苦労する方だけ苦労するような

形ではだめなんだと思うので、すっきりとその辺うまく業務の中に入るようにしていただけた

方がいいかと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

  続きまして、お伺いしたいのが、議案第33号の公共下水道特別会計の部分で若干お伺いをし
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たいと思います。 

  多分資料のページ数で言うと266ページあたりとかその辺になるんだと思うんですけれども、

一つお伺いしたいのが仙塩流域下水道維持管理負担金、これにつきまして２億2,800万円ほど

組んでおられますが、大まかで結構ですので内容をお知らせいただければと思います。 

○中川副委員長 金子下水道事業所長。 

○金子下水道事業所長 お答えをしたいと思います。 

  270ページ、19節ですね、仙塩流域下水道維持管理負担金２億2,836万8,000円。これは、塩

竈市では単独で、ご案内のように処理場を持ってございませんので、仙塩浄化センター、そち

らの方に汚水についてはすべて集約する形になります。そちらで処理していただいて、最終的

には海の方に流れていくわけですが、それの処理費用といたしまして１トン当たり現在は33円

ほどお支払いしているという中身でございます。以上でございます。 

○中川副委員長 伊藤委員。 

○伊藤（博）委員 下水道会計の方を見ていきますと、20年度で職員さんの数をマイナス４名と

いうことで、経営努力なのか。多分20年度の組織機構の中で計画係かなんかがなくなるという

こともあってそうなのかなと思っている。要は４係あったのを３係体制にするという形でこう

いうふうになったのかと思うんですが、経営上の努力ということでもそういう人員削減という

ことが行われるのか。その辺ちょっとお伺いしたいんですが。 

○中川副委員長 金子下水道事業所長。 

○金子下水道事業所長 一つは、係が統合されるという部分で、いわゆる技術系の職員の方を削

減したいというのが主な内容です。 

○中川副委員長 伊藤委員。 

○伊藤（博）委員 それから下水道系、いろいろ議論している中で、工事費のコスト、事業費に

なるんですかね、よく隣の多賀城市さんの倍、塩竈市はかかると言われていますけれども、工

事費がそのぐらいかかると言われる。キロ当たりなのか、メーター当たりなのかわかりません

けれども、単価が高いと言われる部分の理由についてお知らせをいただきたいんですが。 

○中川副委員長 金子下水道事業所長。 

○金子下水道事業所長 一般的には埋立地が多いというような形でございまして、ご案内のよう

に下水道につきましては自然流下といいまして、高いところから低いところに流すと。いわゆ

る勾配を確保するというのが施設をきちんと使っていくという分では大前提かなというふうに
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考えています。そういった意味で、埋め立ての部分につきましては、管の不等沈下等を防ぐた

めに基礎地盤まで深い部分については地盤改良等をしながら、将来にわたって管の不等沈下を

防いでいくというのがまず一つあるかと思います。 

  それから一方、丘陵地の方に行けばかなり地形が複雑になっていますので、要所、要所でポ

ンプ施設でもって高いところに一たん上げて、低いところにさらに流していくというようなこ

ともございまして、こういったところのポンプ施設の築造なんかにもかかりますし、さらには

維持管理費用にも、ほかと比べればそういうところでは多くかかっているという実態にあるか

と思います。 

○中川副委員長 伊藤委員。 

○伊藤（博）委員 先ほど流域下水道の件、お伺いをしたんですが、下水道はどのあたりで流域

下水道の本管とつなげるものなんですか。それと多賀城との違いなんか教えていただければあ

りがたいと。 

○中川副委員長 金子下水道事業所長。 

○金子下水道事業所長 実は塩竈の場合２カ所ありまして、１カ所は中の島にあります中央ポン

プ場、いわゆる雨水のポンプ場ですが、あの隣に流域下水道の中継ポンプ場がございます。あ

そこが一つの接合点となりまして、あれからポンプで圧送をかけて多賀城にありますセンター

までまず送ります。あともう１カ所は西南部といいますか、多賀城との境の方、これも勾配の

関係で多賀城市さんの方の管に流していただいて、最終的には仙塩流域の処理センターの方に

流れていくという、この２系統になってございます。 

○中川副委員長 伊藤委員。 

○伊藤（博）委員 それで、もう１点お伺いしたいのが、266ページにあります公共下水道相互

利用負担金、これについてお伺いしたいんですが。 

○中川副委員長 金子下水道事業所長。 

○金子下水道事業所長 これも先ほどのお話とちょっとつながりがあるんですが、一つは多賀城

市さんの市域の中でも塩竈に流入せざるを得ない部分がございまして、そういった部分につい

ては、多賀城市さんの方の使用料から塩竈の方に入れていただいているという部分が１点。そ

れから利府さんの部分については大部分が塩竈の方に入ってきますし、逆に、先ほど言いまし

たように塩竈の市域から多賀城に入っている部分もございまして、そういった部分がお互い相

互利用という形でやってございます。この料金につきましては同じように33円ということで取
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り扱いをさせていただいているところでございます。 

○中川副委員長 伊藤委員。 

○伊藤（博）委員 そうすると、これは本管というか流域に流すときに、各市町村がそれぞれ持

っている管のネットワークを使って流域下水道の末端に運ぶという考え方で、それはすべて市

町村が維持管理も全部やるということでいいんですか、考え方は。 

○中川副委員長 金子下水道事業所長。 

○金子下水道事業所長 先ほど申した接続点から先は流域下水道の幹線になりますので、そちら

の維持管理につきましては、先ほど言いました流域の方の維持管理負担金の中に含まれるもの

というぐあいに考えてございます。細い管で塩竈の方に流れてくる分については、そういった

意味では市域ごとにということで負担割合といいますか、市域ごとに負担してございます。 

○中川副委員長 伊藤委員。 

○伊藤（博）委員 そうしますと、流域の維持管理している管、それが塩竈の方に多く来てもら

えれば、維持管理する部分が少なくて済むということですよね、考え方は。その条件って何か

あるんですかね。 

○中川副委員長 金子下水道事業所長。 

○金子下水道事業所長 まず一つは、二市二町にまたがる場合は当然流域の管で受けるというの

が一つの考え方だと思います。ですから塩竈の場合は、系統的には中の島のところまでは１系

統になりますので、あそこから先については流域ということで取り扱ってございます。 

○中川副委員長 伊藤委員。 

○伊藤（博）委員 ここのところね、ぜひ考え方いろいろなんだと思うんですが、ただ、正直、

塩竈の場合ですと利府から来ている部分あるわけですよね。そうすると二市町以上ということ

は間違いなくクリアできるんだと思うんですよ。 

  それとあともう１点、二市三町を広域的に考えた場合に、多分松島は今単独処理という形に

なりますよね。そういう二市三町という広域の枠で考えれば、松島さんにもぜひこっちの流域

入っていただいて塩竈市を通ってくださいよと。そうすることによって塩竈市も協力を、松島

さんも負担も減るわけですから、そういうふうな努力というのは、広域の中でも下水道でいろ

いろ勉強会やっているんだと思うんですが、県に働きかけるようなことをすることによって、

塩竈市のように国の指導でいち早く普及率を促進させてきてほぼ100％終了させてきているよ

うな優秀な自治体ですね、下水道側から見れば、ですよね。それで言うと松島湾の水質浄化と
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いうのは相当図られているわけですよね。そういう目的が早期に達成されていて、借金の額が

今ピーク時を迎えている。やっぱりそういったものを軽減していくためには、ただ借金の議論、

多いだの少ないだの、国の基準でいけばこうだのああだのと言っていたって、理屈上はなかな

か減りませんよ、ですよね。だけれども、制度的なものを利用することによって、だって塩竈

市に残念ながら広域下水道以外、選択肢がないわけですから、そうであれば、そういったこと

を政治も含めてしっかりとやるべきだと思って、私も、たしかし尿処理場の広域化のときあた

りでしたかね、県の方にもお伺いして、いろいろお願いしたこともあったんですが、やっぱり

そういった努力というのはすべきじゃないかと思うんですが、その辺のところのお考えはお伺

いしてもよろしいですかね。 

○中川副委員長 金子下水道事業所長。 

○金子下水道事業所長 仙塩流域そのものは、東北でもかなり早い時期に枠組みをつくった浄化

センターでございまして、そういった意味では、ここ二市三町の整備率というのは飛び抜けて

高いんだろうなというふうに私は思っています。整備率が高いということは、一方では枠組み

というか、施設も含めてですね、ほぼ完成域に近くなっていますので、新しいアイデアに変え

ていくというのも、例えば施設を新しいものにしていくという部分についても、なかなか整理

に時間がかかるのかな、あるいはいろいろ整理する部分があるんだろうなというふうには考え

ています。 

  ただ、確かにそういう意味では、公共の海域をきれいにするという役割はかなりあるかと思

いますので、何か機会があったときにはそういう話もしていきたいなというふうに考えてござ

います。 

○中川副委員長 伊藤委員。 

○伊藤（博）委員 やはり塩竈市は政策的に下水道の管路整備を、汚水の管路整備を、国の補助

事業の進捗、それから国が出す提案、そういったものを受け入れて進捗を早めてやってきてい

ます。今、借金のピークを迎えているというのは、ある意味では政策的な借金の積み上げだと

思うんですね。そうすると通常の国の基準で定められている汚水私費の割合の考え方に対する

公費の充て方の考え方、ここの部分に対しては政策的な公費の負担分というのをまた別個に僕

は考えるべきだと思っているんです、一時的には。それでピーク時が過ぎたときには、今度は

若干、払うべき借金が減ってくるわけですから、減ってきたときには今度は若干私費分を算入

率を上げていって、全体として公平な負担を図るというのも考え方の一つだと思っています。
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そういった意味ではこういうことも、そのためにはぜひ他市町村とも協力しながら、市町村だ

けが負担をずっと高めるようなことではなくて、やはり制度としてそういうものがあるんであ

れば、県のお力もおかりしながらということもあるんだと思いますので、そういったこともや

はり政策として取り組んでいただきたいということをお願いしたいと思います。 

  何せ、松島は大変きれいになって、浦戸の方々も含めて浅海漁業の方々も大変喜んでおりま

すので、これからもぜひ下水道事業、適正な管理運営をお願いしたいと。何せこれから維持管

理ですから、どう長く使ってそこから収益を上げていくかということですから、そういうこと

でお考えをいただいて、今も努力なさっているんでしょうけれども、今後とも努力していただ

きたいと思います。 

  それで、これは平準化債との関係あるんですが、できれば、維持管理という部分だけになっ

てくるんであれば、上下水道のあり方についてもその都度国に、それでも平準化債を適用でき

るようにするとか、そういう条件下で上下水道の一本化ということも念頭に入れることも必要

なのかなと思っておりますので、そういうこともぜひ国の方に働きかけをお願いしたいと思い

ますので、その辺お願いだけしておきたいと思います。 

  続きまして、356ページあたりなんですが、介護保険のところをお伺いしたいんですが、地

域支援事業費の部分お伺いをさせていただきたいと思います。それで、これにつきましては資

料をたしか要求していた、要求って私じゃないですけれども、ほかの会派の方が要求していま

して、16番の33ページに地域包括支援センターの事業実施状況というのがあるんですけれども、

今、塩竈市西部・北部という形でありますが、これで塩竈全域、浦戸も含めて網羅していると

いう感覚でよろしいんですね。 

○中川副委員長 高橋介護福祉課長。 

○高橋介護福祉課長 包括支援センターでございますけれども、市内を東西南北、四つに分けま

して、今回、昨年の９月から西部地区と北部地区に委託で増設したところでございます。その

他の東部・南部、それから浦戸地区を塩竈市の直営の包括支援センターで対応しているという

状況でございます。 

○中川副委員長 伊藤委員。 

○伊藤（博）委員 それで、先ほど菊地委員さんも質問なさっていたし、あと浅野委員さんも質

問なさっていたし、阿部委員さんも質問なさっていたんですけれども、やっぱり予防という視

点がここには多く含まれているんだと思うんです。その予防というものを、陸続きだったらま
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だやりやすいところもあるんですよね。要は、じゃ塩竈の包括支援センター、「壱番館の２階

にあるよ。おいで」って、気軽に来れる方はいいです。だけれども、やっぱり離島等であれば

出向いてやるということも必要かと思うんですよね。その中に一緒にさまざまなサービスの事

業を、社協さんだったりいろいろ事業者あると思うんですけれども、そういったところと協力

しながら島ごとにやっていくとか、そういったことというのは今後考えられることなんですか

ね。その辺ちょっとお伺いをしたいんですが。 

○中川副委員長 高橋介護福祉課長。 

○高橋介護福祉課長 介護予防につきましては、一般のお元気な方の介護予防活動、それからあ

と先ほど言いました健康診査診断におきまして介護のおそれがありますよとなった特定高齢者

の方に対する介護予防、この二つの局面があると思いますけれども、私どもとしましては一般

の元気な高齢者の方の対策としまして、介護予防事業としまして、地域の老人クラブ、町内会

のご協力をいただきまして、認知症予防教室とか転倒予防教室を開催しているところでござい

まして、浦戸地区につきましても、全部とは言いませんけれども３地区、浦戸と野々島と寒風

沢地区、３地区で年、定期的にそういったお元気な方の転倒予防教室を開催させていただいて

おります。そのほか昨年までは健康診断やっておりましたけれども、その健康診断の実施です

とか、あと私どもの保健師が訪問指導に参りまして、健康づくりのお手伝いをするというよう

な事業もさせていただいておったところでございます。 

  なお、ことしから予防健診につきましては、先ほど説明しましたが、従来の一般会計から今

度介護保険特会の方に移ってまいりますので、今度私どもの保健師がそちらの方の把握に携わ

ってまいるわけでございますけれども、その中でできるだけ介護予防のお手伝いをしてまいり

たいと考えております。以上です。 

○中川副委員長 伊藤委員。 

○伊藤（博）委員 ぜひ平成20年度ですね、いろいろアイデアで、そういう地域要望というのは

いっぱいあるんだと思うんですね。そういったものを一つ一つクリアしていけるようなことを

ぜひご努力いただきたい。それは残念ながら塩竈市だけでは無理なので、各事業所さんにもご

協力いただきながら、アイデア出せばいろいろなことができるんだと思うんですよ。ですから

そういうことをすることによって、もしかしたらデイのようなね、デイまでいかなくてもそれ

に近いようなものがあっても実現できるようになるかもしれませんし、そういったアイデアを

ぜひ市役所の能力を一生懸命活発にしていただいて、実現を図っていただいて、地域で、住み
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なれた場所で元気にお暮らしいただけるような、浦戸とかは高齢化率は塩竈でも先行して高い

ところですから、そういうところをモデル事業にしながら、塩竈市は高齢者の方々がこうやっ

て生きがいを持って元気に暮らせるような地域づくりをしていくんだということを見せられる

ような、地区としてモデル的に取り組んでいただければと思いますので、ひとつよろしくお願

いをしたいと思います。 

  これで終わります。ありがとうございます。 

○中川副委員長 暫時休憩いたします。 

  再開は15時30分といたします。３時30分です。 

   午後２時５４分  休憩 

 

   午後３時３０分  再開 

○佐藤（英）委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  質疑を続行いたします。 

  曽我ミヨ委員。 

○曽我委員 私からも特別会計について何点かお伺いしたいと思います。 

  一つは、介護保険事業特別会計についてお伺いします。 

  介護保険事業は、保険事業と支援事業と介護サービス事業と、三つに区分されておりますが、

全体をまず見通して20年度の予算について深めていきたいと思います。 

  まず、338ページ、339ページでございますが、今年度の介護保険事業に当たって、まず

9,541万円、前年度よりプラスになった歳入歳出になっております。これをもう１ページめく

ってみますと、340ページ、介護保険料で1,420万円前年度より多い６億9,170万9,000円の保険

料となるものでございます。保険料はことしもまた上がっていくという内容になっているのか

なと思います。 

  もう一方の、その保険料に基づいてどういった介護サービスが行われていくのかということ

では、350ページ、351ページにございます介護給付費でございます。これを見ますと、保険料

が上がったけれども、居宅介護サービス、施設介護サービス、介護サービスの計画費もいずれ

も減額であります。時間の関係上、数字は申し上げませんけれども、この事業の内訳を見まし

てもありますけれども、前年度比として総体的に介護サービスが減っていると。これはどうい

う内容で減額されているのか、まずお伺いします。 
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○佐藤（英）委員長 高橋介護福祉課長。 

○高橋介護福祉課長 介護保険事業特別会計でございますけれども、介護給付費につきましては、

今般新たに地域密着型介護サービス給付費ということで、２款以降４目を計上しております。

ここにつきましては認知症グループホームですとか、認知症対応型のデイサービス、それから

小規模多機能居宅介護等が今まで計上されておったわけでございますけれども、今年度新たに

29床以下の地域密着型の介護老人福祉施設、いわゆる特養でございますけれども、小規模特養

がオープンいたします。特養につきましては従来の施設サービスの類型に入ります関係上、今

年度新たに地域密着型サービスとしまして４目を新たに分けたという状況でございます。そう

しますと、従来の区分で言いますと居宅サービスに入っておりまして、総体としましては、２

月補正と比較させていただきますと、居宅サービスにつきましては2.2％増、施設サービスに

ついては0.5％増、それから地域密着型につきましては44.6％増ということで、ほぼ倍の給付

費と見ているというような状況でございまして、介護給付費全般としましては増額の予算計上

となっているところでございます。 

○佐藤（英）委員長 曽我委員。 

○曽我委員 つまり地域密着型の新しい施設サービスができることによってトータルとしてはふ

えているということでわかりました。 

  全体にゼロ、国で改定介護保険事業がやられてからさまざまなところでの影響を受けて、今

新聞紙上でも言われておりますけれども、そういったことがどういうふうに影響しているのか

というふうに思いましたので、この辺についてはまた引き続きですね、塩竈市は割とそういう

小さな施設ができたと。今まで私たちも要望してまいりましたが、そういった施設ができたこ

とによって幾らか安心して預けられるところができたのかなというふうには思っております。 

  もう一つは、356ページ、357ページですが、これは先ほどもありましたけれども、特定高齢

者の把握事業が今度新しく入ったと。去年では84万円ほどでしたけれども、これが1,814万円

になったと。実は今度の高齢者の医療絡みで新しい健診が導入されたと。今までは40歳以上か

ら全部検診表が送られて、基本健診からずっとやってきたわけです。それは保健センターを通

じてというんですか、保険年金課を通じてやってきたわけですけれども、今度は特定健診とい

うのは40歳から74歳までの人だけ区切って、しかも介護保険の事業で健診を行うということに

なると。そうしますと特定健診といいますと、これまでの基本健診と変わっていくのではない

かというふうな懸念も持たれているわけですけれども、その辺はどのようになっていくのかお
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伺いします。 

○佐藤（英）委員長 高橋介護福祉課長。 

○高橋介護福祉課長 特定健診でございますけれども、ただいま委員さんおっしゃいましたよう

に、40歳から74歳までの方を対象としまして、従来は市町村でやっていた住民健診を今度は各

保険者がやることになります。ですので、国民健康保険の保険者さんにつきましては、塩竈市

の国保の方が対応するという状況になります。 

  私どもで計上しております特定高齢者把握事業費につきましては、私どものエリアは65歳以

上の高齢者の方になりますので、受診される方が別々なところで受診されるのでは大変ですの

で、受診される方の便宜を優先しまして、同時に実施しようということでございまして、私ど

もでは特定健診においでになった方で65歳以上の方、当然75歳以上の方も後期高齢者の連合の

方から委託を受けることになると思いますので、65歳以上の方で特定健診、それから75歳以上

の後期高齢者の方につきましても、おいでになった方につきましては私の方で生活機能の評価

を実施させていただくというような内容でございます。以上です。 

○佐藤（英）委員長 曽我ミヨ委員。 

○曽我委員 今から移行する中での多分幅があるんだと思いますけれども、私ども、健診の内容

についてもちょっと心配しているわけであります。よくメタボリックシンドロームとかという

ことで、これから健康管理をされていくというかしてもらうというか、そういったことになる

かと思うんですが、この辺もここの事業でやっていくのですか。 

○佐藤（英）委員長 木下健康福祉部次長。 

○木下健康福祉部次長兼保険年金課長 特定健診についてお答えをいたします。 

  特定健診の健診項目でございますが、60歳から64歳の方については基本特定健診、それから

65歳から74歳までの方については生活機能評価ということで、基本的に健診項目については一

緒でやるということでございます。内容につきましては問診、それから計測等を。計測のうち

の身長とか体重、一部が生活機能評価調査に重複する部分でございます。そのほか中性脂肪と

か肝機能調査とか代謝系、空腹時の血糖等を検査するという内容になります。以上です。 

○佐藤（英）委員長 曽我委員。 

○曽我委員 介護保険事業では通知をやって、そして健診をすると。だけれども医療分野という

か点数の関係というかわかりませんが、保険年金課の方になっていくと、健診の内容は。健診

の内容はこちらであれするということなんですか。その辺がよくわかりません。 
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○佐藤（英）委員長 木下健康福祉部次長。 

○木下健康福祉部次長兼保険年金課長 お答えをいたします。 

  今まで住民健診ということで一括してやってございますので、基本的には今までどおりのや

り方で踏襲をしたいと思います。 

  その費用負担区分ということで、特定健診については国保で負担をするし、生活機能評価に

ついては介護会計で負担をするということでご理解をしていただければと思います。 

○佐藤（英）委員長 曽我委員。 

○曽我委員 はい、わかりました。さまざまいろいろな制度が変わる中で複雑になってきて、担

当課も大変だと思いますが、ぜひ遺漏のないようにやっていただきたいというふうに思います。 

  それから、地域支援事業についての360ページを見ますと、これは健診と違います。具体的

な任意事業であります。これまでも介護保険に今まで市でやっていた独自の施策がこの任意事

業に移されたということで問題にしてきたわけですが、実は今年度も前年度と比べて介護支援

事業費、任意事業の１ですね、家族介護支援事業費もわずか14万円減っておりますし、その下

の自立生活支援事業費も37万9,000円減額になっております。これらの減額についてもまず伺

いたいというふうに思います。 

○佐藤（英）委員長 高橋介護福祉課長。 

○高橋介護福祉課長 紙おむつ支給事業ですとかにつきましては、従来、国の補助事業で75％ほ

ど国・県の補助。市の一財持ち出しは25％という形でやっておりましたけれども、18年４月か

らの介護保険制度全般の見直しによりまして補助事業が廃止されまして、その18年度から地域

支援事業という枠組みで行うということになったところでございます。これにつきましては１

号被保険者の方、65歳以上の方の被保険者の保険料を19％、その中から負担いただくというよ

うなこともございまして、やはり国あるいは他の自治体の動向等を踏まえまして、準拠した形

で見直しをさせていただいております。 

  それで、昨年から今年度につきましては、直近までの利用状況を踏まえまして、これは一般

会計からの負担もございますので、実績ベースに合わせた今現在では予算要求させていただい

ているところでございまして、もちろん年度途中で利用者がふえるような場合には、その後、

補正等で対応させていただきたいと現時点では考えておるところでございます。以上です。 

○佐藤（英）委員長 曽我委員。 

○曽我委員 要望がふえればというか、需要がふえればふやしていくんでしょうけれども、新年

-294- 



度に当たってはまたこの部分についても減額されて、どんどん先細りしていくという感を否め

ませんので、この点については、これからもずっとこういう形でいくんでしょうけれども、や

っぱりこれは指摘しておきたいというふうに思います。 

  それから、376ページからは介護サービスの勘定ということになりますが、とりわけ378ペー

ジに至っては予防給付費なんですが、これも309万円減額の予算であります。これについても

伺っておきたいというふうに思います。 

○佐藤（英）委員長 高橋課長。 

○高橋介護福祉課長 昨年の19年度当初予算におきましては、地域包括支援センター１カ所で塩

竈市全域を担当しておりまして、この勘定につきましては、要支援と認定された方に対する介

護予防のプランでございますけれども、プランづくりの収入を見込んでおりました。昨年９月

から３カ所体制ということで、北部地区・西部地区につきましては、委託先の事業者の方で介

護予防のケアプランを担当することになるというようなことがございまして、本年度は実態に

合わせまして、西部・北部で請け負う部分の収入が減となってあらわれているというような形

で、こちらの市で持っております勘定については減額の予算計上となっているところでござい

ます。以上です。 

○佐藤（英）委員長 曽我委員。 

○曽我委員 今も説明ございましたけれども、いろいろ要素がございますけれども、全体として

介護保険料は年々上がると。ところが介護サービスの方は、給付費もそうですけれども、いろ

いろ最後の介護サービスが新しい地域密着型にかわった部分もありますけれども、全体として

サービスが低くなっているというふうに思います。 

  一つ、介護保険で、最近ですけれども、ヘルパーさんの仕事についていろいろな制約が入る

中で、厚生労働省もこういうことがだんだん問題になってきて、いろいろ取り扱いについて通

達が来ていると伺っておりますが、個別の具体的な状況をちゃんと踏まえて、家族がいてもち

ゃんと周りを見て対応するようにという通知が来ているというふうに新聞紙上で見ているわけ

ですけれども、市町村にも同じような通達が来ていると思いますし、その点では、管内のこう

いった介護における事業者さん、あるいはケアマネジャーを含めてきちんと共通した認識して

いるのかどうか、その点だけ伺っておきます。 

○佐藤（英）委員長 高橋課長。 

○高橋介護福祉課長 介護保険のホームヘルプサービス、訪問介護サービスでございますけれど
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も、ホームヘルプサービスにつきましては二つの類型がございまして、身体介護とそれから生

活援助という二つの類型から成っております。身体介護につきましては、食事の介護ですとか

入浴、排せつ、あと身体の介助ということでございまして、こちらについては軽度の方でも皆

さん利用できるという形になります。ただ、生活援助につきましては、内容としては調理ある

いは掃除等でございますけれども、利用者が単身、あるいは家族が障害や疾病などのために本

人やご家族が家事を行うことが困難な場合に認められるという制度になっております。 

  私どもとしましては、状況を踏まえまして対応することになっておりますので、事業者さん

にも取り扱いについては例を示しまして、研修会等で周知の徹底を図っている、統一的な対応

を図っているところでございます。 

○佐藤（英）委員長 曽我委員。 

○曽我委員 ぜひ混乱を招かないように、しかもいつも言いますけれども、やっぱり介護を受け

る方が安心して介護を受けられるような状況をきちんと行政の方では指導を徹底されるように

お願いしておきます。 

  続きまして、後期高齢者医療制度について伺いたいと思います。 

  後期高齢者の関係では、議案第21号、これは設定をする条例で、特別会計の条例であります。

それから議案第26号、これは後期高齢者の医療に関する条例。そしてそれに対する予算、議案

第40号平成20年度の後期高齢者医療制度の特別会計予算というふうになっております。 

  予算書の方から伺っておきたいと思いますが、まずこれは新しい制度であります。406ペー

ジから予算も計上されておりますけれども、介護保険料、これが４億3,135万2,000円の新たな

保険料ということになりますが、これは委員会でも説明されてまいりましたけれども、現在、

国保とかあるいは健保に入っていらっしゃる家族の方で、75歳以上の方のお年寄りはすべて新

しい後期高齢者医療保険で保険料が徴収された分がこれに入るということになろうかと思いま

す。それで、後期高齢者の保険料、大変高い保険料であり、しかも今まで保険料を一回も払っ

ていなくてもよかった方も個別にそれぞれ保険料を払わなければならないと、そういう仕組み

だというふうに受けておりますが、それでいいのでしょうか。 

○佐藤（英）委員長 木下健康福祉部次長。 

○木下健康福祉部次長兼保険年金課長 お答えをいたします。 

  ４月から75歳以上の方を対象といたしました後期高齢者医療制度が創設をされます。今おっ

しゃられたように、保険料につきましてはお一人お一人すべての方がご負担をいただくという
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ことで、若い世代の方、それから高齢者お一人お一人、すべての世代の方が公平に負担をして

いただくということで制度化されたものでございますので、ご理解をしていただければと思い

ます。以上です。 

○佐藤（英）委員長 曽我委員。 

○曽我委員 理解というか、これが最近、非常に大変な問題になっておりまして、今国会、衆議

院には、４野党がそろってこれを廃案にする議案を国会に出しております。私も施政方針でも

質問をいたしましたけれども、議会の中、２月ですからまだ議会が始まったかどうかのあたり

に、ようやく後期高齢者に伴う診療報酬が出てきたと。 

  ここに院長さんもおられますけれども、後期高齢者保険制度によって本当に世界でも類例の

ない、一人一人の命は同じ重さだと思うんですけれども、医療制度によって診療報酬が変えら

れると、それから診察というか内容も変えられるというふうに伺っておりますけれども、院長

先生はどのように受けとめているのでしょうか、お伺いします。 

○佐藤（英）委員長 伊藤市立病院長。 

○伊藤市立病院長 診療報酬につきましては、概要は終わっていますが、まだ詳細はつかめてお

りませんが、医療側としましては特に後期高齢者に、年齢にかかわらず今までどおり最善の治

療をしていくことで変わりはないと思っております。 

○佐藤（英）委員長 曽我委員。 

○曽我委員 間もなくきちんとした通達が来ると思うんですけれども、医療界、医師会含めて、

この後期高齢者の医療制度は大変なものだと。世界でもこんな医療に区別をつけるということ

はないというふうに大きな運動に今なっております。そうした中で、今度の予算でありますし、

条例でありますけれども、例えば今度の介護保険料、これは２年間だけであって、これからま

た、さらに軽減措置はなくなり、しかもお年寄りの負担する部分ですね、保険料の負担する部

分が、高齢者がふえればふえるほどパーセンテージが上がっていくという仕組みではないので

すか、伺います。 

○佐藤（英）委員長 木下次長。 

○木下健康福祉部次長兼保険年金課長 お答えをいたします。 

  保険料につきましては、おおむね２年間、医療費を推計いたしまして、宮城県ですと、宮城

県内の医療費の推計をしながら、それぞれの所得状況等を勘案して保険料率を広域連合で定め

ているということでございます。以上です。 
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○佐藤（英）委員長 曽我委員。 

○曽我委員 それは、今回のやつは広域連合で決めました。ただ、これからね、今回はこの保険

料でいくんでしょうけれども、２年間たったら、高齢者の人数だとか医療費の増嵩によって保

険料がまた上がっていく状況になるのではないかというふうに伺っているんですが。 

○佐藤（英）委員長 木下次長。 

○木下健康福祉部次長兼保険年金課長 お答えをいたします。 

  後期高齢者、運営する際には保険料の利用率等も勘案しますので、基本的な、２年間運営で

きる保険料率ということで、20年度決定をされております。 

  今後、後期高齢者医療制度を運営する上でも、毎年毎年、その後の医療費の動向等を踏まえ

ながらの見直していくということでこの制度が運営されるということでご理解をいただければ

と思います。以上です。 

○佐藤（英）委員長 曽我委員。 

○曽我委員 いずれ、いろいろ新聞紙上でも、今は高齢者の方が負担するのは10％だと。これが、

さっき私が言いましたように老人がふえたり医療費がふえると10.5％になり、11％になり、

12％になって、際限なく保険料が上がるものだと。しかも今までの老人医療では、保険料が払

えないというところであっても資格証は出さなかったと。これはお年寄りの命をちゃんと守る

という点で、なかったと思うんですが、今回はそういったことで守られるんですか。いかがで

すか。 

○佐藤（英）委員長 木下次長。 

○木下健康福祉部次長兼保険年金課長 資格証のお尋ねでございますが、基本的に資格証、後期

高齢者医療に法的に明記をされてございます。基本的には１年間納付されない場合については

資格証を発行するというような法の規定がございます。 

  ただ、これはあくまでも被保険者との接触の機会を確保しまして、それぞれ被保険者の生活

実態の状況を把握するという意味で、機械的な発行をするものではございませんので、その辺

を十分ご理解をしていただければと思います。 

○佐藤（英）委員長 曽我委員。 

○曽我委員 そのお言葉はね、国保のときも機械的じゃないというふうなお話を何度も聞いてお

りますけれども、結局お年寄りの方が保険料を払えなくなればそういった流れになっていくと。

今まではその人たちは資格証明書を発行されることはなかったわけですけれども、本当にひど
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い保険制度だと言わなければなりませんから、その点では市町村での対応というのは非常に大

事になってくるかと思いますけれども、ぜひこうしたお年寄りから保険証を取り上げることの

ないように対応していかなければならないということを指摘しておきます。 

  よくですね、一般的に医療費は高いと、だからしようがないんだと。お年寄りも多くなった

と、だからしようがないんだといって負担しなければならないというのは、よくちまたで出さ

れる言葉であります。しかし先進７カ国のＧＤＰに対する医療費の支出を見ましても、日本が

一番低い。お医者さんの問題も言われていましたけれども、そういった医療を取り巻く状況に

対する、要するに社会保障に対する国の予算が物すごく低くなっていると。例えばアメリカで

は15.3％、これを医療費にやっているのに、日本は８％しかやっていないんだと。本当に７カ

国で最低の国になっていると。しかもそういう状況の中で、今回は８億円をさらに圧縮しよう

と、そういう中で窓口の負担の引き上げ、保険料の引き上げ、こういった医療費の抑制をする

というのがねらいでありますから、そして自治体の負担もますます際限なく負担がふえていく

と。これはですね、廃止するしか道はありません。そういう立場でこの予算案、条例に反対す

るものであります。以上であります。 

○佐藤（英）委員長 小野絹子委員。 

○小野（絹）委員 ただいまは質疑の中で自分の意思を表明したことですから、真摯に受けとめ

ていくことが必要だというふうに思っております。 

  それでは、海辺の賑わい地区のかかわり、区画整理の関係で、先ほど中川議員が質疑しまし

たので、それについて引き続いて触れさせていただきます。 

  №16の７ページのところで、財政関係ですね、要するに区画整理の賑わい地区のかかわりの

中で、14年から23年までの財政見通しで一体どういうふうにお金が流れていくのかと。だんだ

ん残された期間、あと４年間になっていますからね、ことし含めて、いろいろそういう点では

関心の的が大きくなっていると思います。 

  私ははっきりとここで確認しておきたいと思うんですが、要するに７ページのところには上

段の表と下段の方がありますが、事業費として、45億6,000万円のうち国庫補助として来てい

るのが14億5,600万円ですよと、合わせますとね。先ほど中川議員が聞いた数字とそれからこ

の表の数字を入れると14億5,600万円ということになりますね。そして地方債は20億円ですよ

と。そして公共管理者負担金として１億6,200万円。あとは一般財源として９億3,600万円。こ

れが主な財政の流れですよということで間違いないですね。 
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○佐藤（英）委員長 茂庭建設部次長。 

○茂庭建設部次長兼都市計画課長 14年から23年までの計画上の財源配分としては今ご指摘のと

おりであります。 

○佐藤（英）委員長 小野絹子委員。 

○小野（絹）委員 そこでですね、今回は一般会計から１億何がしが出されておりますが、地方

債の関係でお聞きしたいんですが、地方債の支払い関係がどういうふうにされるかというのは

上の表で、公債費としてね、14年から23年までのプラスしますと４億6,600万円だということ

で出ているわけですね。お聞きしたいのは、20億円の市債を、それは借りる年度が違ってきま

すから、最終的に何年の支払いになるのか、最後のところですね。そういうのもあるでしょう

し、総体的にはその分の利子の関係も支払い関係で当然出てきますね。ただ、それが交付税で

見られるとかいろいろ出てくるのかもしれませんけれども、その辺のところで、上の表でちょ

っと確認しておきますと、通常費の１億3,000万円、これは２分の１だというふうにお聞きし

ていました。それから交付金の合わせた15億円については55％ぐらい……、違ったかな。まち

づくり交付金が55％で、交付金の方が２分の１で、通常の方は丸々来るということですか。こ

の辺の兼ね合い、もう一回説明していただければありがたいです。 

○佐藤（英）委員長 茂庭次長。 

○茂庭建設部次長兼都市計画課長 通常費と申しますのは、一般的な国庫補助金でありまして、

おおむね２分の１が国庫金として充てられます。交付金事業と申しますのはおおむね、これも

10分の5.5ということになります。それからあと、まちづくり交付金事業の方なんですが、こ

れは50％相当のものと、市からの提案事業といいまして独自の部分がありますので、総合的に

はこれが大体平均して40％弱ということになろうかと思います。 

  補助金関係としては以上ですが、それから公共管理者負担金というのは、国道分の用地費相

当ですので、一応国庫金扱いということになってございます。 

○佐藤（英）委員長 小野絹子委員。 

○小野（絹）委員 そこでお聞きしたいのは、例えば交付金として15億5,400万円とあると。こ

れの55％が交付金として見られますよと。そうしますと、残りの分はどういうふうな支払いの

方法になるのかということになりますね。これが起債になるんだろうというふうに思うんです

けれども、そういった形で下の表ができ上がってきているというふうに理解しているんですが、

いいですか、それで。 
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○佐藤（英）委員長 茂庭次長。 

○茂庭建設部次長兼都市計画課長 まず、一般的な形ですけれども、国庫金のそれ以外の部分で

すね、一般的に補助裏といいますが、これに制度的に地方債が自動的に発行されていくという

仕組みはありませんので、その年度、その年度で財政当局の方でお願いして、その年の負担を

軽減化するために13年くらいの償還の地方債を発行させていただくという形になっております。 

○佐藤（英）委員長 小野絹子委員。 

○小野（絹）委員 そうしますと、財政の見方では下の表が一番わかりやすい、正確な表だとい

うふうに理解するわけです。そういう点で、賑わい地区と称するところに区画整理事業を進め

ているわけですが、その中に一般会計から９億3,600万円入り、さらに20億円の起債が入ると

いうことだと思うんですね。そして国の負担が合わせて16億円のお金が入っているというふう

に思うわけですが、そこでですね、やはりこうした事業が本当に当初求められた計画との兼ね

合いでどうなのかということは私どもは依然として持っているわけです。そういう点でもう一

つ確認しておきたいのは、今回の仮換地は先ほどの質問の中で明らかになりました。残ってい

るところが幾らというのはわかりました。それで家屋の移転補償ですね。仮換地にはお金かか

りませんから、家屋の移転補償とか道路とか公園とかですね、公共的なものでやらなければな

らない部分の事業費がどういうふうになっているのか、それだけお聞きしておきたいと思いま

す。 

○佐藤（英）委員長 茂庭次長。 

○茂庭建設部次長兼都市計画課長 16番の資料７の19年度から23年度までの事業費という中で、

ここの中に道路の事業費でありますとか、それから家屋の移転補償費等がすべて入っておりま

すので、総体的にはこういった財源といいますか、事業種別を用いて、23年度までに移転補償

を行いながら実行をしていくということになってございますが、ここから先は、23年度で大体

の工事費が終わってまいりますので、あとは移転関係の宅地の整地工事というものが若干残っ

てくると思っております。あと最終年度に一番東側の公園をつくりますので、そこの部分の工

事費が若干残ります。 

  詳細については手元に持ち合わせないので、失礼いたします。 

○佐藤（英）委員長 小野絹子委員。 

○小野（絹）委員 詳細の数字は後でまた、別な機会があろうと思いますので、そのときにお聞

きしておきたいというふうに思います。 

-301- 



  それでは、次の分野で、国民健康保険についてお伺いいたします。 

  私どもは、国民健康保険は社会保障の立場で対応すべきだというふうに考えております。ま

さに市民の命、暮らし、しっかりと守っていく上で、特に命を守る上での国民健康保険の役割

が大変重要になってきております。 

  そういう点で、国民健康保険のかかわりで資料もいただきました。最初に、時間も余りない

ものですから、せっかくの資料ですので№16のですね、これは17ページからずっと出ています

ので、それでやりたいと思います。 

  先ほどの曽我委員の方から、結局滞納のかかわりのところで資格証明書なるものが……、そ

こまでは言っていないか。資格証明書発行、あるいは保険証がもらえなくなる事態、いや、資

格証明書の発行でしたね。それは国保で言えば19ページに出ております。何と資格証明書は

170世帯ということで……、いやいや、895世帯ですね。あっ、いいんだ。失礼、資格証明書発

行が170世帯に19年度はなっております。17年度から資格証明書というのは発行されるように

なって、84件、そして18年は118世帯、19年は170世帯とどんどんふえてきているんです。 

  私が言いたいのは、この170世帯の方々は、病院に行けば窓口で10割を出さなければ病院に

かかれない。保険料の払えない方が病院に行って資格証明書を出して受診するということが、

本当にそういう意味ではなかなかできにくいというのは当然ですね、だれが考えても。そうい

う点では、どうしても行かなければならないとなれば、それこそサラ金やそういうところから

借りて行くかもしれない。そういう事態をつくらないようにするためにも資格証明書の発行は

すべきじゃないということを国保の方でも、それからさらには先ほどの後期高齢者の医療費の

ところでも述べているということですので、それはしっかり受けとめていただきたいというふ

うに思います。 

  塩竈市の保険料が高過ぎて、佐藤市長になって、16年、17年と２カ年間値上げしたことがど

れほど市民にとって大変だというのがあらわれてきているわけですね。そこでお伺いします。

まず、今の滞納の分がね、実はここですと19ページに国保の……、これは違うな。滞納の世帯、

18ページに滞納の状況が出ております。今、滞納は、実際金額でどれくらいになっていますか。 

○佐藤（英）委員長 星税務課長。 

○星税務課長 国保の分の滞納、約９億円ぐらいございます。以上です。 

○佐藤（英）委員長 小野絹子委員。 

○小野（絹）委員 それは18年度の時点の決算じゃありませんか、９億円というのは。19年度は、

-302- 



まだ収納している段階ではありますけれども、今の状況から考えると、10億円を超すのではな

いかというふうに見られていますが、いかがですか。 

○佐藤（英）委員長 星税務課長。 

○星税務課長 昨今の状況ですと、そのような予定もされると思います。 

○佐藤（英）委員長 小野絹子委員。 

○小野（絹）委員 どんなに高いかというのは後から触れるにしましても、滞納のせっかくのペ

ージですので、18ページのところで、ゼロ円のところでも滞納が590件あるというんですね、

590世帯。所得金額がゼロのところですよ。所得金額100万円のところで492世帯、200万円以下

のところで683世帯。もうここだけで1,765世帯。19.3％ですか、17.5％というのがあるから。

そういう意味でね、約２割のところの人たちがまずここだけでも滞納になっている。しかも総

計でいっても2,543世帯が滞納だと。国保の世帯は１万1,858世帯ですから、21.4％の滞納にな

っていると。国民健康保険に加入している２割の人が滞納の状況にあるということです。もち

ろんこれは分割して納めてきたりとか、そういうのはありますし、みんながみんなというんじ

ゃないかもしれないけれども、しかし深刻だということですね、中身は。 

  私はそこで、ゼロ円が590世帯もあるというのは、数字との関係でどこかに出ていましたね。

前のページの17ページ見てください。ゼロ円の人が塩竈で３万3,641円なんです、平均ですけ

れどもね。実際には、なぜこうなるかと。恐らくゼロ円の人は７割軽減・５割軽減・２割軽減

の７割ぐらいのには入っているのかなというふうには思うんですけれども、そういう意味では

均等割・平等割のところだけで５万8,000円ですからね。そういう点で、ここが大きく、こう

いうところを見てもゼロ円のところで590件も滞納者が出るというのは一体どういうふうに見

ていますか。これは軽減措置がとられた後だと思うんですけれども。 

○佐藤（英）委員長 木下次長。 

○木下健康福祉部次長兼保険年金課長 お答えをいたします。 

  17ページの表をごらんいただきたいと思います。本市の税率が上の方に載ってございますが、

確かに所得割の部分は県内では若干高い方でございますが、均等割・平等割につきましては、

県内さほど高くない状況にございます。ゼロ円の部分をごらんいただければ、塩竈市の分は３

万3,641円でございます、平均。他市と比較しても、下から５番目ぐらいの水準になってござ

います。これは基本的には本市の国保税の体系がこれまで所得割の比重に加重がかかっていた

という税体系がございます。均等割・平等割、いわゆる応益部分を低く抑えて応能割を高くし
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てきたというこれまでの経過がございます。これらを17年度の収支改善の見直しの中で是正を

させていただきまして、応益の部分を引き上げさせていただいているという傾向がありますの

で、ご理解をしていただければと思います。 

○佐藤（英）委員長 小野絹子委員。 

○小野（絹）委員 確かにゼロ円では、お隣の多賀城市さんと比べると6,900円ほど安いです、

ここの分はね。あとは全部高くなっていくという状態ですね。 

  それで、私がお聞きしたいのは、ゼロ円のところは法定減免はされているんでしょう。それ

を聞きたいです。 

○佐藤（英）委員長 木下次長。 

○木下健康福祉部次長兼保険年金課長 お答えをいたします。 

  所得ゼロの方は、基本的には７割軽減。それからある程度所得がふえてきますと５割・２割

のそれぞれの法定の軽減がございます。以上です。 

○佐藤（英）委員長 小野委員。 

○小野（絹）委員 そういう意味でね、軽減がされて３万3,641円を、これは平均ですから、皆

同じ金額になるかなと思いますが、590世帯もあるということですね。この現実をどういうふ

うに受けとめていくかということですよ。だから７割・５割・２割の法定軽減だけでは対応で

きなくなってきている。それでも納められない人がいるからそこ、塩竈市の自主的な軽減措置

が必要だということで、私たちは長いこと口をすっぱくして申し上げてきたことです。 

  それで、17ページの表を見てください。塩竈がね、何とこれを見ていると、全く本当に大変

だと思うんですが、100万円未満の人で12万9,000円ですね。そしてから200万未満だと259万円。

200万円から300万円未満が384万円というふうになっていきます。失礼。失礼。100万円未満が

12万9,000円ね。200万円未満が25万9,000円、300万円未満が38万4,000円。それでね、ここで

500万円未満になると最高の56万円なんですね、塩竈は。お隣の多賀城市さん、53万円です。

お隣の多賀城市さんが56万円になるのには、所得課税が700万円以上、800万円未満です。こう

いう開きが出てきているんです。ですからその結果がどうなっているかといいますと、18ペー

ジのところに、本当に所得が多くても滞納者が多くなっていくというのがこの状況の中で出て

いるわけです。もはや国民健康保険については、本当に市民が安心してかかれるような制度に

していく上で、市も苦しいと思いますよ。だけれども、ここをやっぱり一緒に市民の立場に立

って考えていただかなくてはならないんじゃないかというふうに思います。 
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  時間がないので、次に進みます。 

  それで、今度、葬祭費が議案の中でも、タテ議案の中でも出ていましたね。８万円から５万

円に減らすということで出されております。私は言いたいんですけれども、今、葬祭費が安く

なっているのかということですよ。年々葬祭費も上がっています。そういう中で、ささやかに

今まで本当にいろいろ給付を何とか８万円にしようということでやってきたわけです。それを

ここで５万円に何で下げる必要があるのかということです。これは時間もありませんので、後

で答弁をお願いしたいと思います。なぜ５万円に下げなければならないのか。 

  今回の予算で、実は750万円が組まれております、葬祭費としてね。これは恐らく74歳以下

の方の葬祭費として組んでいる分で、あとは後期高齢者のところで組まれているんでないかと

思うんですが、要するに何が問題かというと、後期高齢者医療制度ができたことによって広域

になった。そのことによって８万円を５万円にしたというように、私はそういうふうな状況に

なってきたんでないかというふうに思うわけですが、そういった点でのご回答をひとつお願い

したいというふうに思います。 

  それから、後期高齢者医療制度ができたことによって６億7,600万円、これを支援金として

出すんですね。これは前段で、実は国保料の今回15億円組まれておりますが、４億4,000万円

減額になっています。これは説明の中でもたしか5,600人の高齢者の方が後期高齢者に移ると。

だからその分、保険料が入らないので、その分を移しますということで15億円の予算になった

と思うんです。一方では老人保健が10億円組まれていた、19年までは。だけれども今回は２億

円になりましたと、後期高齢者に移るので。その関係で出されているようですけれども、そう

いう点では、後期高齢者の支援金６億7,600万円というのは、新たな分野で国民健康保険から

出ていくわけですよ。だから当然、保険料が足りなくなるという状態が目に見えてきているわ

けですね。そういう点で、そういう一連の取り組みに対してどういうふうに考えているのかお

聞きしたいと思います。 

○佐藤（英）委員長 木下健康福祉部次長。 

○木下健康福祉部次長兼保険年金課長 最初、葬祭費についてお答えいたします。 

  葬祭費につきまして、国保現金給付ということで、現金給付には出産育児金と葬祭費、二つ

がございます。健康保険法が18年の10月から、出産育児金については35万円ということで改正

をされました。その際、葬祭費につきましても、全国の国保の水準が５万円ということで、健

康保険法等では５万円に改定をされてございます。 
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  出産育児金については、18年10月から既に本市の国保でも改正はさせていただいております

けれども、葬祭費についてはこれまで経過措置ということで据置きにさせていただいた部分が

ございますが、基本的に現金給付については健康保険法との均衡を図るという部分が必要だと

思いますので、健康保険法の水準に合わせて５万円にさせていただくものでございます。 

  それから、支援金につきましては、後期高齢者医療制度ができますので、国保として高齢者

医療制度に負担をする部分がございます。これが６億7,600万円、20年度でございます。この

分につきましては若年層、いわゆる国保の加入者が高齢者医療に基本的に負担をしているとい

う部分を明確にするという意味で、新たなこの部分の税率を設定させていただくことになりま

す。今回はご提案させていただいておりませんが、新たにこの分につきましてご提案をさせて

いただいて、国保税につきましては従来の医療分と介護分から、医療分・高齢者支援分・介護

分の３区分に20年度以降についてはなる予定でございます。 

  これまで医療分につきましては老人拠出金、いわゆる老人医療制度に拠出をした分と医療分

を合わせて総括として医療分として税率を設定してございましたが、これを今回見直しをさせ

ていただくということで、これからは医療分・高齢者支援分・介護分という３区分ということ

で進めさせていただければと思っております。以上です。 

○佐藤（英）委員長 小野絹子委員。 

○小野（絹）委員 これからは後期高齢者が始まるということで、これは既にご存じのとおり

2006年に医療法改正ということで、自民党、公明党が強行採決して決められたものです。その

一つとして後期高齢者保険というのができ上がったわけですね。結果的には各保険にも大きな

影響を与えるだけじゃなしに、先ほどありましたように、本人が保険を納めなければならない

という事態にもなっている。そういうことの中で、私は国保に与える影響もかなり大きいと思

います。それだけに、先ほど前段申し上げました10億円からの滞納が生まれるというこの事態、

それは本当に努力しているのはあるんですよ、皆さんの中で。分割したりして、何とか工夫し

てやっていると。窓口に来る方々はまだいいんだけれども、そうでない方々に対しての対応も

いろいろ考えなくてはならないというのは当然やっていることであろうと思いますが、私は市

長にここでお聞きしたいんです。こういうふうな状況の中で、やっぱり法的な軽減措置、これ

は塩竈市では２億円ほど予算化しております。これは法的な軽減です。しかしそれだけではも

う間に合わないという実態、間に合わないじゃなくて、滞納者がどんどんふえてきているとい

う実態。こういうことを見たときに、払いやすい状況というのを考えていく上で自主的な軽減
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措置というものを市で考えられないのかどうか、ぜひここでお答え願いたいと思います。病気

になったとか、収入が１年前と比べて半分に減ったとか、そういうのがあるんですよ。ところ

が常に恒常的に収入がない人、この方々が救えないんですね。そこに対しての軽減措置が必要

だろうと思いますので、その点について、市長さん、お考えないんでしょうか、お聞きしたい

と思います。 

○佐藤（英）委員長 佐藤 昭市長。 

○佐藤市長 今、この国の社会保障のあり方については国会でもさまざま議論されているかと思

っております。これから先、まさに日本全体が成熟社会をたどっていくわけでありますので、

こういった社会保障制度がどうあるべきかということで、さまざまな模索をしている時期だと

思っております。 

  そういった中で、先ほどの後期高齢者医療制度、宮城県におきましても広域連合を設立し、

県内のすべての自治体が参加のもとで新しいスタートを切るわけであります。私も議会にお願

いをいたしまして、このことにつきまして塩竈市も参加するという意思のもとで今回初めて来

年度、20年度からスタートをいたすわけであります。 

  また、国民健康保険制度につきましてもさまざまな議論があるかと思います。一方では国民

健康保険税じゃないほかの制度を活用されている市民の方々も数多くおられるわけであります。

そういった方も平等であるべきだということは一つあるかと思っております。例えば国民健康

保険だけが税の中からさらなる負担をして一定程度の支援をするということだけでは私は済ま

ないのではないかと。あるいは、本当に私も恐縮いたしておりますが、本当に乏しい国民年金

の中から一生懸命払っていただている方々もおられるわけであります。社会保障制度というの

は、権利を主張される部分と義務を果たしていただくという二つの部分で初めて成り立つので

はないかなと思っております。 

  さまざまな課題・問題あります。私どももそういった方々と真剣にお話し合いをさせていた

だきながら、塩竈としてどういった制度が一番望ましいのかということにつきましては、私ど

もも真剣に考えてまいりたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 

○佐藤（英）委員長 嶺岸淳一委員。 

○嶺岸委員 私の方からも質問をさせていただきたいと思います。 

  資料№16に示された組織図の見直しですね、３ページ。それで水道部の方が大分変わってい

るのかなというふうに見ているんですけれども、変わることによってどういったメリットが生
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じるのか、教えていただきたいなと思います。 

○佐藤（英）委員長 尾形水道部総務課長。 

○尾形水道部総務課長兼経営企画課長 今回の組織改正につきまして、浄水課と工務課を統合す

る目的といたしましては、先ほどご説明させていただきましたが、経営の効率化と、統合する

ことによってより浄水場含めた水道施設の維持管理の強化が図られるものというふうに考えて

おります。さらに、現場研修等も繰り返し行いながら、安全性が保てる水道事業の構築に努め

てまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解をお願いいたします。 

○佐藤（英）委員長 嶺岸委員。 

○嶺岸委員 わかりました。今課長の方から安全性が保てると、こういうことをお聞きしたわけ

でございます。私はこのことについて、平成７年にここに来てから３回ほど、浄水場のセキュ

リティーという問題で質問してまいりました。そこでお聞きするものですが、まず、資料№11

の薬品費、1,563万5,000円。前にだれか、薬品の効能についてはわかったんですけれども、

1,563万5,000円、この契約は１社から一括で購入しているんでしょうか。まず、その辺教えて

いただけますか。 

○佐藤（英）委員長 尾形総務課長。 

○尾形水道部総務課長兼経営企画課長 この内容につきましては、それぞれ薬品の目的が異なり

ますので、それぞれの薬品ごとに競争入札によって契約しております。 

○佐藤（英）委員長 嶺岸委員。 

○嶺岸委員 競争入札ということは、一般競争入札ですか、それとも。その辺ちょっと詳しくお

願いします。 

○尾形水道部総務課長兼経営企画課長 指名競争入札でございます。 

○佐藤（英）委員長 嶺岸委員。 

○嶺岸委員 はい、わかりました。 

  そこで、この金額ではちょっとわからないんですけれども、３種類の薬品の購入数量という

んですか、どのぐらい１年間で買うものなんでしょうか。リッター数かあるいは容量ですね、

教えてください。 

○佐藤（英）委員長 黒須水道部浄水課長。 

○黒須浄水課長 水量でですけれども、20年度に関して……、申しわけございません。若干お時

間。 
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  20年度で、ポリ塩化アルミニウムに関しましては20万キログラム、それから次亜塩素酸ソー

ダが９万5,000キログラム、それから苛性ソーダが８万5,000キログラムの予定をしております。 

○佐藤（英）委員長 嶺岸委員。 

○嶺岸委員 この納入は、月ごとに大体平均的に割って納入されるんですか。 

○佐藤（英）委員長 黒須浄水課長。 

○黒須浄水課長 大体同じ量で納入しております。 

○嶺岸委員 そうすると、端的に言えば12分の１で計算すればよろしいですか。 

○佐藤（英）委員長 黒須課長。 

○黒須浄水課長 19年度途中でありますけれども、ポリ塩化アルミニウムに関しましては毎月大

体同じ量で入れております。それであと次亜塩素酸ナトリウム、この辺はほぼ毎月なんですけ

れども、使用料の実態でずれが生じて１カ月空白が出る部分。要は月末に頼んだり、頼む時期

で注文が抜ける時期があります。ただ、ほぼ大体毎月という形になっております。 

  それから苛性ソーダですけれども、苛性ソーダに関しましては約２カ月に１回くらい。この

辺は水質の状況で、苛性ソーダを入れるか入れないかという部分がありますので、ばらつきが

出てきます。以上です。 

○佐藤（英）委員長 嶺岸委員。 

○嶺岸委員 わかりました。それで、どなたかが質問されて、この管理はしっかりなされて、施

錠かけて管理されていると、こうお聞きしました。ぜひしっかりと管理していただきたいと思

います。 

  そこで、気がかりな点がちょっとあるんですね。気がかりな点というのは、あの浄水場の周

りのフェンス、モルタルのですね、それから網のネット、それでセキュリティーが保たれるの

かどうかと。前も言ったんですけれども、この機構改革するによって、あるいは常時いる人が

いたと仮定するわけですね。あるいは巡回で保安のために回っていると、こういうお話も聞い

たんですけれども、その辺の方は大丈夫なんですか。 

○佐藤（英）委員長 黒須課長。 

○黒須浄水課長 セキュリティー対策ということで、今委員がおっしゃった部分、東側から北側

にかけてネットフェンスがある部分だと思います。それで、北側に関しては今のところ、大分

古くなってきているという部分はありますけれども、２メーター弱ほどの高さがあると。ただ、

東側に関しては１メーターほどの高さしかないということで、今年度、20年度、東側の低い部
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分、約270メーターほどをネットフェンスの更新を予定しております。 

○佐藤（英）委員長 嶺岸委員。 

○嶺岸委員 わかりました。 

  それでは、もう１点お聞きしたいんですけれども、浄水場に入っていくときフリーパスでい

つも入れるんですけれども、その辺の管理はどうしているんでしょうかね。 

○佐藤（英）委員長 黒須課長。 

○黒須浄水課長 これは昨年、18年度に門の入り口に検知器というか、赤外線センサーつけてい

まして、その辺で入ってくる人の監視はしております。 

○佐藤（英）委員長 嶺岸委員。 

○嶺岸委員 私、四、五回ほど入っているんですけれども、それで感知されて「どうですか」と

言われたことないんですね、残念ながら。だから大丈夫なのかという感じがするんです。 

  それで、私自身が個人的に仙台市の浄水場、３カ所回ってまいりました。一つは仙台市の茂

庭人来田にある浄水場。もう一つは、地域的にちょっとわからないんですけれども、国見とか

伊勢吉成、あれは葛岡になるかちょっとわからないですけれども、そこに１カ所。それから塩

竈市の送水管が通っている青葉区の芋沢、ここに行ってまいりました。どこの箇所も入れませ

ん。私はちょっと見学したいなと思って、私たちの知っている議員さんに電話して、何とかそ

こを入れてほしいということで連絡して、そこに入るだけで約１時間20分かかりました。それ

だけ、より安心で安全な水を供給するために、セキュリティーは完璧になっている。どこから

も物が一つ投げられないような状況になっているのにかかわらずですよ。 

  うちの基幹産業である水産業の方々の給水、これがとまったらば大変なことだと。こういう

こともあわせて、機構改革の中でまた統合された場合、それから門の施錠の問題、この辺を私

は心配でならないんですよ。それで試しに石を投げてみました。わかりませんよ、あの北側か

ら投げても。それは一市民の方と一緒に投げてみなさいと言われましたよ。それで大丈夫かと。

万が一のことを考えたらば、今、何起きるかわからない世の中ですから、ぜひこの機構改革の

中でそういった予算づけ、きっちりとやってほしい。こうしなかったらば大変な問題が起きて、

それこそ「何やっているんだ」と。それこそ営業補償の問題から、いろいろな形で補償の問題

が出てくると思うんですよ。その辺しっかりと考え方とか、あればお答えしていただきたいな

と思います。 

○佐藤（英）委員長 佐々木水道部長。 
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○佐々木水道部長 浄水施設の安全管理という部分で、今いろいろご意見をいただきました。今

回の組織改正とあわせてというお話でございますが、我々先ほど申しましたように組織改正と

いう形は別の視点でのとらまえ方をしておりますので、それとは別にやはりそういった我々飲

料水の施設を預っているということで、万全の体制を構築していかなければならないという部

分は一方では持っておりますので、なお今後その辺についてはセキュリティー対策の充実に努

めてまいりたいというふうに思いますので、ご理解をお願いします。 

○佐藤（英）委員長 嶺岸委員。 

○嶺岸委員 わかりました。よろしくお願いします。 

  最後にですね、当局の方から、どなたかの答弁の中で、浄水場は近い将来、民間委託も考え

ていく方向であるというような答弁をなさったと思うんですね、田中政策課長さんですか、そ

ういった話が、ちょっと勘違いかどうかわからないんですけれども、その辺のお考えはどうな

のかね。機構改革の中で、そういったものも踏まえてやっていくのか、あるいは完全にそこの

ところで、例えば水道部だったら水道部の中できちんとやっていくのか、その辺は切り離すの

か、近い将来ですね、そのお考えを聞きたいなと思います。 

○佐藤（英）委員長 佐々木水道部長。 

○佐々木水道部長 浄水場の民間委託に関しましては、当面私ども運転監視部分の業務委託とい

うふうにとらまえて現在検討しております。ただ、なかなか今その手法について若干苦慮して

いる部分もございますが、なおこの辺については早急に進めていく必要があるというふうに認

識をしておりますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

○佐藤（英）委員長 嶺岸委員。 

○嶺岸委員 わかりました。その辺もしっかりととらまえながら、安全性ということを考えれば

これでいいということはないんですね。二重にも三重にも安全性を高めて、市民が安心される

ようにしていただきたいと思います。 

  あわせてですね、話は変わりますけれども、先月の雪の中、登米で事故があって、あの寒い

中、塩竈の給水車が２台応援に駆けつけて本当にご苦労さまです。私たちの同僚議員から「塩

竈の議員さん、ありがとうございました」と電話が入りました。本当にうれしかったのだと思

います。これにつけても全力で頑張っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

以上でございます。 

○佐藤（英）委員長 菊地 進委員。 
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○菊地委員 済みません、時間が来ましたので、質問させていただきます。 

  まず、交通事業、188ページから197ページの間で、基本的に市からの繰り入れが1,257万円

が多く昨年よりですね。そして今回は8,099万4,000円ですが、浦戸の高齢化率とか大変厳しく

なっている中、今回の予算の中で64万5,000円の事業収入アップを書いています。その辺の、

高齢化率がばんばん上がっていって事業収入が伸びるというのは、何回も浦戸に関して質問し

ている中で、ちょっと無理があるんでないかなと。それとも市長さんが常々言っているいろい

ろな人口の交流をするために、そういうんで呼ぶんだよというのかわかりませんけれども、主

な事業を計画しているのか、それともどういう事情で、事情って、上がることは結構なんです

が、その辺のことをちょっとお考えをお示しください。 

○佐藤（英）委員長 佐藤浦戸交通課長。 

○佐藤浦戸交通課長 20年度の運賃収入の見積もりについて簡単に説明させていただきます。 

  交通会計の安定を図るためには、運賃収入の確保、これを進めていかなければならないとし

まして、資料の191ページの上の方をごらんいただきたいと思いますが、委員さんが言われま

したように、高齢化が進んで人口も減っている中で、島民の方の乗船率というのは年々下がっ

てきおりますが、といってこのまま乗船者を少なく見積もるということはできないと。それで、

普通乗船料については、19年度と比べまして2,400人ほどの増を一つの目標として、金額とし

て6,159万円ほど。また、団体乗船料についても19年度と比較しまして1,000名増の7,600人ほ

どを見込んで336万円ほどということで、合わせて3,400人ほどの増を一つの目標として計上し

たものであります。ただ、貨物の託送料、４番目に書いてありますけれども、ここ数年、減っ

ている状況がありまして、トータルとして前年として64万5,000円増の9,600万円ほどの予算を

計上させていただいたということでございます。 

○佐藤（英）委員長 菊地委員。 

○菊地委員 いろいろ努力してください。 

  そして私はね、逆に言うと8,099万4,000円のいわゆる繰出金、一般会計から出しますね。そ

れ５万9,000人の人口で割ると、１人当たり1,380円なんですよ。というと、逆に言うと、市長

さん、考え方としてね、市民１人に浦戸の一往復の乗車券をぜひプレゼントしてほしいと思い

ます、無料で。そうすると、家族で一回行かれればリピーターが必ずふえて、それでいいんで

ないかなと。同じ税金、市民の皆さんの税金１人当たりにして1,380円出してやって、市民の

恩恵として、乗車券１枚ずつやると。それで利用してもらって、リピーターをふやして、結局
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は浦戸のよさをわかってもらったり、浦戸交通をですね、ついでに多賀城にいる親戚の方、利

府にいる親戚の方とか仙台の親戚の方を呼んで浦戸を探索をしましょうと。そうやってお金を

払ってもらって、浦戸交通をぜひ盛り上げてほしいなというのが同じです。ただ繰出金出した

からいいんだと。そしてあと、浦戸交通課の課長さんだのがどうすっぺと、どうやってふやす

かと考えるより、そうやって同じ税金を払ったと思えば、約8,100万円の繰出金を出すんであ

れば、市民１人に乗車券を出してやって利用してもらうと、そういった発想はだめでしょうか

ね。そういった考えをぜひ持ってもらって、リピーターをふやしてほしいと思います。 

○佐藤（英）委員長 佐藤浦戸交通課長。 

○佐藤浦戸交通課長 ありがとうございます。恐らくその趣旨と同じようなことになるかと思う

んですけれども、実は18年７月に料金改定をさせていただきました。その際、一つの取り組み

としまして、浦戸こどもパスポートというものをやっております。18年度は市内の小学生を対

象に無料、それから19年度からは県内の小学生全員、土曜・日曜・旗日、それから夏休み、春

休み等、市営汽船に乗るときは無料ということで実施しております。この結果、18年度はトー

タルで873名の小学生に、19年度は２月末時点で2,229名。それに保護者の方が2,613名来てい

ただている状況にございます。こういった取り組みをやっているということでご理解いただき

たいと思います。 

○佐藤（英）委員長 菊地 進委員。 

○菊地委員 子供さんのこどもパスポートだの、それはわかっています。それは市内の子供もも

ちろん、県内の子供もいいんですけれども、我々塩竈市民にもみんな同じ。だから一般会計か

ら交通課に8,000万円出すんだけれども、その分、皆さんいいですかというかわりに、あの乗

船券、往復分やってほしいんだと。そうすることによって浦戸を理解してもらって、浦戸のよ

さをわかってもらって、そしてリピーターがふえて、浦戸交通がうんとよくなるんでないかと

いう意味なので。同じ塩竈市民でもね、船に乗ったことないという方いるんですよ。ですから

そういった方のためにもぜひともやってもらって、そして毎回、毎回、船がもう満杯で困ると。

そうすると、あそこを通って松島に行く人が「何で浦戸にあんなに人行くの」って関心を持て

ば、「んで、浦戸に行ってみっか」となるんで、ぜひね、同じお金を使うんであれば、そうい

った繰出金の使い方をしてもらうと有効な、市民も、あと我々こうやって浦戸に行けるんだと。

そうすると市長さんに対して反対なんてする方だれもいないと思いますので、ぜひお願いした

いと思います。私は正直なところ塩竈がよくなるために質問していますし、そういう意をぜひ
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とも酌んでいただきたいなと思っています。 

  次に、魚市場に移ります。ページ言わないと委員長さんに怒られるので、244ページから251

ページあたりで、特に漁船誘致について。これもいろいろ私も立場の中で漁船誘致させていた

だきました。本当に強行軍で大変だなと思うんですけれども、塩竈の活性化のためにと思って

頑張ってきた思いが今あります。 

  そこで、これは市長さんにお願いというか、水産課の方でもいいんですが、塩竈はマグロの

生産地となっているんですか。ですから例えば、では生産者はだれですかと。塩竈市民ですか。

私は思うには、市長さんは今回も横浜の市長さんと人事交流の件で意思疎通が図られてよかっ

たなと思っています。それで、何が言いたいかというと、宮崎県の日南市、川南町、そこから

船、来ていただいています。やっぱりそこに市長さん行ってお願いしています。しかしながら

宮崎県の知事さんとマグロの食べ比べなどをぜひとも塩竈あたりでしてもらってアピールをし

てもらえば、もっともっとよくなるんでないかなと思いますし、宮崎だって、塩竈で宮崎の話

が出ていましたよと、そうやったらお互いによくなる。そうして宮崎の漁民の方が、だったら

塩竈に船、どんなことしたって入れっぺと。そして魚市場の水揚げが上がるような、そんな方

法もあるんでないかなと思うんで、ただ生産者のところに行って、ぜひ船入ってくださいとい

うよりも、その上の段階、市長さんの行動力、セールスをぜひしていただいて、塩竈の魚市場

の発展に寄与していただければなと思っていますので、そういった考え、市長さん、お答え願

えれば幸いに存じます。 

○佐藤（英）委員長 佐藤 昭市長。 

○佐藤市長 前段では離島航路の活性化についてご提言いただきました。我々もそういったご提

言、真剣に検討させていただきたいと思っています。 

  また、漁船誘致活動については、歴代の議長の方々に本当に大変な強行軍の中を大分、宮崎、

三重、徳島、高知と、本当に身を粉にして回っていただきました。18、19年度の単年度収支が

整いつつあるというような状況もそうした努力の積み重ねではないかなと思っておりますし、

私も横浜、あるいはその他の地域につきましても足を運ばさせていただいております。 

  今ご提案の宮崎県知事というところまでは、私も自信と確信はないのでありますが、塩竈の

プラスになることであれば、どんなところへでも足を運ぶ覚悟でおりますので、今後ともさら

なる努力を重ねてまいりたいと考えております。決意表明であります。よろしくお願いいたし

ます。 
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○佐藤（英）委員長 菊地委員。 

○菊地委員 市長さんの決意を聞いてうれしく思っています。 

  それで、東国原知事さんと会えるのは簡単だと思います。市長さんが、こういうわけでいっ

ぱい宮崎から船、来てもらって、感謝状を宮崎県知事さんにお上げしますとなれば、すぐ会っ

ていただけると思いますので、早速行動に移してもらえればいいかなと思っています。よろし

くお願いいたします。 

  あと、また私の交通事業に対して深い理解をいただいたものと思っていますので、よろしく

お願いいたします。 

  そこで、声が高くなってくるとどきっとしている方いると思うんですが、病院について若干

確認をさせていただきます。 

  先ほどいろいろな委員の皆さん、質問されていました、病院どうするのと。そういった意味

で心配しての、そして病院頑張れという意味の質問かなと私思っております。 

  そんな中で一つ気になったのは、今回のプランの責任云々といったら、「私部長がとりま

す」と言っているんですが、私は、部長でなく市長がとるべきだと思っているんですが、やっ

ぱり部長がとるんですか。 

○佐藤（英）委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 病院の開設者は私でありますので、最終的な責任は開設者である私だと思っており

ます。 

○佐藤（英）委員長 菊地委員。 

○菊地委員 というのは、その責任とるくらい今の部長さん一生懸命頑張っているのかなと思っ

ております。そんな意味で確認をしていきたいんですが、３カ月、３カ月かけていろいろやっ

て、秋ごろにプランをつくってすると。でも、そういったプランと並行して、前にも言ったと

思うんですが、じゃ今の経営状況をどうするのと。半年先、９カ月後先、12カ月後先、来年、

その辺までぜひとも今までの緊急プランをさらに頑張って、いわゆる収支バランスをよくして

いってほしいなと思うんです。せっかくいいプランをつくるために頑張って頑張ってやってい

って、実際問題、足元が、またあとこういうわけで赤字拡大してしまいましたとかってなると、

そのプランが本当に生かされるのかなと心配するものですから、方向性を見出して頑張ってい

くという気持ちはわかるんですが、そういった意味で現時点から方向性が示される間の経営的

なもの、どういうふうな感じでするのかなと。何かいろいろ質疑聞いていますと、そのプラン
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だけをつくるのに頭がいっぱいで、今の現況を置き去りにしているとは言いませんけれども、

その辺がどうなるのかなというのがちょっと心配なものですから、ぜひとも今の経営状況を向

上しながら、そしてよりよいプランを持っていくんだというんならわかるんですが、その辺の

決意というか考え方をお示しください。 

○佐藤（英）委員長 佐藤市立病院事務部長。 

○佐藤市立病院事務部長 市立病院改革プランの中では、先ほどから申し上げましたように、経

営の効率化、これにつきましては平成21年度から３年程度の期間を目標として策定することに

なりますけれども、かなり高いハードルが設定されてございます。経常収支の黒字というもの

も実現しなくてはいけないということもございますので、とにかく不良債務の圧縮を目指して、

先ほども申し上げましたように、平成20年度は全力で取り組んでいきたいという決意でいると

いうことでございます。 

  ただ、今菊地委員おっしゃいますように、じゃその間の経営改善についてはどうするんだと

いうご質問だと思いますけれども、ただ単に改革プランをつくるということで、現状の経営改

革に手をこまねいているつもりはございません。収入増加対策といたしまして、さらなる医師

確保、病床利用率や診療単価の向上というふうなものを目標にしてございます。それから未収

金の管理強化、それから医療外収益の増加、人間ドック等も含めて、そういうものに積極的に

取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。 

  医師確保につきましては、平成19年度末で残念ながら、県のドクターバンク制度で派遣され

ました医師が派遣期間が終了いたしますので、県の方にお戻りになりますけれども、いろいろ

県の方と協議いたしました結果、何とか後任のドクターについては派遣が可能になるような状

況になってございます。それから先ほど申し上げましたように、東北大学の方からは外科のド

クター、それから内科の循環器のドクター２名、合計３名の医師が４月ないしは５月に赴任し

てくる予定でございますので、これによります医業収益の確保、それから診療単価のアップと

いうふうなものに取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。 

  それから、経費削減、抑制対策といたしまして、今総務と一緒になって検討してございます

が、一定の年数が経過していくと昇進する職員給与体系の見直しというふうなものに取り組ん

でございます。それから病院独自の取り組みといたしましては、後発医薬品の積極的な使用、

いわゆるジェネリックですね。それから長期契約によるスケールメリットの追求などに取り組

みまして、当面は現行制度でできる限りの医業収益の確保とコスト縮減に努めて、今後、国の
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医療というふうなものに対する抑制策というのは余り変わらなく、なお一層厳しいものになる

とは思いますけれども、できる限りの収支均衡を目指して取り組んでまいりたいというふうに

考えてございます。以上でございます。 

○佐藤（英）委員長 菊地委員。 

○菊地委員 私はあと２件ほど理解を深めたいというか、たしか県から職員さんお一人、病院専

門に見てくださる方、来てくれるのかなと、こう思っていました。まず、来るのか来ないのか、

それだけちょっと。 

○佐藤（英）委員長 三浦総務部長。 

○三浦総務部長兼危機管理監 宮城県からの職員の派遣でございますが、総務部の総括的な次長

という立場で派遣をしていただくというふうなことで、現在、協議中でございます。その業務

の中に、ただいまお話のあります県も包括的に含めさせていただいて、取り組まさせていただ

きたいというふうに考えております。配置先は総務部の方に配置させていただきます。 

○佐藤（英）委員長 菊地委員。 

○菊地委員 総括的に総務部でやって、ある程度病院を見てもらうということで認識は一致しま

した。 

  そこで心配なのは、すばらしい方が来て、いろいろご指導してくださったり協議したり、一

緒に改革プランに向けて病院の経営改善に向けて頑張っていくと思うんですが、今までの職員

さんと県から来た方たちの心の葛藤というのが必ず出ると思うんですよ。それがいわゆる改革

プランに出てはまずいと思うんで、そういったことのないように、そしてすばらしい改革プラ

ンができるようにまず願いたいと思っています。 

  そんな意味で、部長さんのところでその人が一緒にやるというんであれば、部長さん、気を

いっぱい使ってください。お願いいたします。要望しておきます。 

  あともう１点、せっかく秋ごろにはある程度方向性とかそういうのが決まってきて、いろい

ろ病院の行く道が定まってきたと。しかしながら塩竈の場合いつも、私はいろいろな議員さん

なり委員さんの議論を聞いていますと、職員さんとの話し合いだなんだってなってくるんです

よ。せっかくいいプランが出ても、そこでブレーキがかかったりする場合が今まであったと思

うんですよ。そうすると、せっかく2,000万円も出してつくりますよ、なにしますよと、そし

て国の関係で８億円の債務もできますよと、そういうふうに言っていて、みんな頑張ろうとい

うときに、そういった労使間の話というのはこのプランにどういうふうに反映されるのかなと
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いうのが一番心配なんです。せっかく委員さんを呼んでいいプランをつくって、労使交渉でそ

れが進まないというのが今までの現状でなかったのかなと思います。それが本当に市民のため

にいいことなのかどうなのか私はわかりませんけれども、本当に市長が市民のために市立病院

を存続したいと、そういう決意で今回こういうものを出していると思うんで、語気が強くなっ

て申しわけないんですが、そういった考え方がどうなるのかなというのが私心配なんですよ。

今までだって、緊急再生プランだといったって目に見えないそういった話でブレーキが踏まれ

たのは事実だと思いますよ。その辺を、今回プランをつくったそのプランがどういうふうに実

行力、有効性ができるのかという決意を、プランをつくったはいいわ、あとだれも協力しませ

ん、背を向けられましたではね、大変な事態になると思いますので、その辺をうんと心配する

ものですから、本当に市民の命・健康を守る市立病院をどうするかという問題で皆さんが一致

団結して、そして有識者が来てプランをつくってくれる。そのできたプランにみんなで協力す

ると、そういった担保があるのかというのが心配なところで、そこが聞きたいので、これは部

長に聞いた方がいいのかわかりませんけれども、その辺、お願いいたします。 

○佐藤（英）委員長 佐藤 昭市長。 

○佐藤市長 病院の改革プランの実効性についてというお話でありました。 

  その前にですね、実は18年、19年度、２カ年間、職員の皆様から独自削減という選択をして

いただきました。これは私から、現下の塩竈市の行財政の環境をご説明させていただく中で、

組合として自主的にということで、自分たちで選んでいただいた道であります。私は、職員も

当然生活かかっているわけでありますので、大変恐縮をいたしておりましたが、年間約２億

6,000万円を超える協力をいただいておりますし、19年度もそういったものを継続いたしてい

るところであります。 

  また、長年の懸案でありました例えば水道部の企業手当についても、19年の４月からは率先

して廃止をしていただいたと。こういうことについても職員の意識の中から生まれてきたわけ

であります。職員も、今現在の塩竈の大変厳しい環境を十分理解しながら、自分たちでこうい

った部分については率先してやろうという気持ちになってきております。 

  同じように、市立病院につきましても、今議会でもご説明させていただいたかと思いますが、

5,000万円を超える独自削減に職員、協力をしてくれております。 

  今後につきましても、今、部長中心に精力的な話し合いをしているところでありますし、私

も当然のことながら開設者の責任といたしまして折に触れて病院に足を運びながら、皆様方に
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も意見交換をさせていただいているところであります。まさにこの改革をなし遂げるのは総力

戦だと思っております。職員のすばらしい資質を活用しなかったらとても達成ができないと思

っております。今後とも職員ときちっと話し合いをさせていただきながら、目標達成に向けて

私を先頭に頑張ってまいりたいと思っています。よろしくお願いします。 

○佐藤（英）委員長 菊地委員。 

○菊地委員 市長さんから決意表明をまた聞いて、安堵しているところでございます。今まで市

の職員さん、本当に頑張ってきたというのもわかります。 

  しかしながら、平成７年に病院特別委員会つくって、古川に行ったときもあります。そのと

きは職員さんみずからが仕事をしたいんだ、続けたいんだ、市民のために頑張りたいんだとい

うことで頑張って、５年の計画があったんですが、２年半で黒字転換にした、そういう前例も

あります。それは多分、今おられる部長さんとか当時おられた職員さん、わかっていると思う

んです。しかしながらそのとき「塩竈も」という思いでやったんですが、なかなかそういった

ことが行動されなかった。それが今に来てこういった大きな問題になっているのかなと思って

います。 

  今、院長さんおりますけれども、院長さんは常に改革はスピードだと言っていますので、ぜ

ひともスピードを出していい病院経営、そして頑張っていただきたいと思っております。 

  以上をもちまして私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。 

○佐藤（英）委員長 伊藤市立病院長。 

○伊藤市立病院長 菊地委員の励まし、温かく受けとめまして、常日ごろ私らも精いっぱい、と

にかく前進するように頑張っておりますので、職員にも常々、また医局員にも毎朝８時から集

まりまして、ミーティング開きながら、病院の果たす役割等、あるいは経済性の、経営感覚を

持ってとにかくやるようにということを含めまして話しております。今後もそういうことを続

けて、何とか経営状態を少し安定させていくように頑張りたいと思っております。 

○佐藤（英）委員長 佐藤貞夫委員。 

○佐藤（貞）委員 隣の伊勢委員や今、菊地委員もいろいろ病院問題やりましたから、どうかな

と思いましたけれども、何とか最後やってほしいという要望もありますから、ひとつご理解を

賜りたいと、このように思います。 

  この特別会計、企業会計を見ますと、特に病院問題がいろいろな焦点になっている、これは

当然だと思うんです。この第４款衛生費で、病院整備費として４億4,000万円繰り出しをしま
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すよね。そして病院の会計予算については、改革プラン業務委託で500万円。部長も財政課長

した人だから、こちらも言いたくないんだけれども、普通、こういうことは余りないと思うん

ですね。やっぱり2,000万円は改革プランのために使うんだと表明して、明確にしているわけ

です。ところがここに500万円しか出していない。そしていろいろ説明した。こういうことは

普通あり得るのかなと。私は、今までこういう経験ないですね。ここに一般会計に繰出金を企

業から出すならば堂々と出して、そして2,000万円、この内訳はこうですよと具体的に説明す

るのが常識だと、一般論として私はそう思うんですけれども、こういうやり方、今までなかっ

たと思いますからね、果たしてと疑問持ったわけなのでね、財政課長した人ですからね、私は

これは一般論で通用するのかどうかわかりませんけれども、その辺の考え方、いいのかどうか

ひとつ。 

○佐藤（英）委員長 佐藤市立病院事務部長。 

○佐藤市立病院事務部長 予算計上に当たりましては、ご承知のようまず性質別に分類しなくて

はいけないということで、一般会計の方から2,000万円の繰り出しということでございますが、

病院事業会計の予算措置に当たりましては、それを使用する目的によりまして、今、貞夫委員

さんおっしゃいましたように、一つは委託費の中に500万円を組んでございます。それから人

件費分につきましては、なかなか見えないというご指摘はごもっともでございますが、性質別

の予算計上ということもございまして、２人分の人件費ということで給与、それから諸手当の

中にその分を組み込んでいるというところでございます。それから委員会の出席報酬につきま

しても報酬費の中に組み入れているというところでひとつご理解いただければと思います。以

上です。 

○佐藤（英）委員長 佐藤貞夫委員。 

○佐藤（貞）委員 事業会計の資金計画４億4,000万円組んでいるわけですよ、当年度予算とし

てね。そしてそのうち500万円だけ業務委託なんだという形で受けとめると。これは今までの

予算の組み方としてなかったことなんです、こういうことは。ですから非常に疑問を持ったわ

けでございます。財政課長した人だから、その辺は少し大目に見て、ある程度これも許される

のかなと思いますけれども、普通はあり得ないことだと私思っているんです。 

  そういうことで、問題は、設置者がそういう形で組んだわけですから、やむを得ないと思い

ますけれども、本来であれば括弧をつけて、ここはこうだということできちんと説明する必要

があったと私は思いますが、その辺は反省してほしいと思います。 
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  特にこの市立病院の問題につきましては、県が塩竈問題、タスクフォースという形で去年12

月に塩竈市立病院に出したわけですね。塩竈市立病院は、民生常任委員会に資料として緊急再

生プランの総括、これは市立病院の業務課、さらには公立病院改革ガイドラインについてと、

一つの考え方をまとめた、たった２カ月でですよ。すごいなと私思ったんです。だから緊急再

生プランについては83％達成したものの、塩竈市立病院は何といいますか、がけっ縁に立って

いるわけですね。最後の取り組みで、これで失敗したらどうにもならなくなるだろうと思いま

すから、そういう面では市長も病院長も、相当政治生命をかけてやってほしいなと、こう思っ

ています。事務部長の責任も、これをまとめていくのは大変だと思いますが、県の協力もあっ

ていろいろやっていきたいと、こういうことの決意も市長初め院長あるいは部長からもいろい

ろ答弁で聞いていますけれども、なかなか大変だなと。だからそういう意味では、21年度に入

ったらすぐやる、年内くらいの目標をつくってほしいなと。再生緊急プランでやるときはやっ

たわけですから、さらにたった２カ月でこれだけのガイドラインまとめたわけですから、すご

いなと私思いました。これだけのこともやれるわけですから、問題は調査委員会を開いていろ

いろ精力的にやるということでございますが、その辺の努力の次第によってはこれは早まるこ

とができるなと、こう思うんですよ。みんなで１年かけるよりも集中的にやるという姿勢は私

は必要だと思いますから、そういう面では、市長も市民の対応が大事ですけれども、やっぱり

これに相当集中をして、いろいろな面で病院の医師あるいは職員と対話を通じて、病院の現状

を正しく理解してもらう、そしてこれが最後なんだということをきちんと言って、一つのまと

めをやってほしいなと、こう思いますが、その辺の考え方を、年度内なんて言わないで、年内

中でやるぐらいの決意を聞かせてほしいと思います。 

○佐藤（英）委員長 佐藤 昭市長。 

○佐藤市長 プランの策定につきましては、先ほど部長からも、４月、５月、６月のまず３カ月

ぐらいで基礎的な話し合いをし、７月、８月、９月で市立病院をしからばどういった病院にし

ていくかというような議論をさせていただき、そういったものを、当然のことでありますが、

議会なり市民の方々に広くご意見をいただきながら、年内に必ず取りまとめをさせていただき、

それを総務省に提出し、15年から研修医制度の中で医師が偏在したことによる収支差部分を起

債等をお認めいただくというようなお話をさせていただいておりますので、当然のことながら

年内で取りまとめをし、総務省に申請というところまで持っていきたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 
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○佐藤（英）委員長 佐藤貞夫委員。 

○佐藤（貞）委員 確かにこっちでまとめても、県の手続、総務省の手続ありますから、その辺

余裕を見て、一日も早く取り組んで、成果品をきちんとつくってほしいなと思います。 

  そこでですね、部長、医師の確保はまず達成されたと。これは一つクリアしているわけです

ね。問題は「経営感覚に富む人材の登用」ということをきちんとみずから書いているわけです

よ、業務課として。そういう面では、経営効率に向けていろいろな取り組みしなくてはだめな

んだと。そして病院事業の経営改革に強い意識を持ち、経営感覚に富む人材を幹部職員に登用。

外部からの登用も含むと、こういうことを書いているわけですよ、業務課として。ですからそ

の辺の判断をきちんとやっていただいて、とにかく専門家を入れたいという気持ちはわかりま

すけれども、内部的にこれだけのことを書けるわけですから、そういう意味で、問題は実践あ

るのみなんですね、つくった以上は。だからそういう面ではぜひひとつ市立病院の今後のあり

方について、安心感を市民に与えるための努力をぜひともやっていただきたい。 

  私は、ずっとこの議論を通じまして、各委員が将来にわたって十分考え、一般会計あるいは

特別会計、企業会計はもとより、どこに問題あるのか、問題をえぐり出してきちんとやって市

民に安心を与えてほしい。市長が言う元気・安心ですか、「大好きです塩竈」をつくるために

こうあるべきだという方針を一日でも早くつくっていただくように、そして力強く市民に印象

を与えるような努力をしてほしいなと、こう思っています。 

  いずれにしてもこの予算を見ますと、いっぱい問題あります、まだ。私本当は水道部したく

なかったの。例えばこれ見ると被服費ね。予算の、いつも気づいておったわけです。で、指摘

しなかったりしたんですけれども、例えば被服費の18ページだと、12名分で25万9,000円ね。

これ、１人２万1,600円の被服かかるということなんですよ、部長。それから20ページだと３

万4,600円かかるということなのさ。職員被服費が20万8,000円で６名分ですから、アンバラン

スなんだね。だから恐らく予算かき集めてきちんと安く入札してやるんだと思いますけれども、

予算の組み方としてさ、３名のところで９万何ぼって組んでみたり、あと３名で６万円と組ん

でみたり、１人２万のね、こういうやり方、普通はあり得ないと思うんですよ。ですからそう

いう面では、どうもちぐはぐだなと。 

  それから、いろいろなのを見ますと、例えば市立病院の清掃、170万円組んでいますよね。

おれ、これ安いなと思って見ているの。ところが水道の庁舎のあれが263万8,000円。市立病院

から比べるとずっと高いですよね。そういう面では委託料って、まだまだ洗ったら安くできる
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ような気がしますね、いろいろな各清掃。公民館なり見たけれどもね、僕は水道の庁舎の清掃

委託が263万円、市立病院170万円と比べたら高過ぎると思いますよ。そういう面では、どうも

アンバランスがある、役所的に。そういう意味ではもっと役所全体で見直しをして、委託費用

のきちっとした基準をつくって、１平米当たりどれぐらいなんだという基準をつくらないと、

こういうアンバランスが出てきますから、そういう面での改革をぜひひとつしてほしいなと。 

  指摘したいこといっぱいあるんですが、そういう面では本当に市長が言う改革の旗印は、何

としてもやっぱりきちんと議会に示す努力をしてほしいなと。まだまだ私は改革できると思っ

ているんです。さっき一例を挙げましたけれども、委託料の問題、清掃の問題とかそれから被

服の問題、そういう問題を整理すれば、幾らでも指摘できますけれども、これ以上しませんが、

いろいろな面で市民の将来に未来にわたって安心を与えるような努力を役所全体でやってほし

い、このことを申し上げて終わりたいと思います。 

  市長の改めて見解を聞きたいと思います。 

○佐藤（英）委員長 佐藤 昭市長。 

○佐藤市長 予算特別委員会の中で本当にさまざまなご意見、ご提言ちょうだいいたしました。

一つ一つ我々もう一度受けとめながら、議員席からもスピードが大切だというようなお話もち

ょうだいいたしました。私も肝に銘じてさまざまな改革に取り組まさせていただきたいと思い

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○佐藤（英）委員長 お諮りいたします。ただいままで審査を行ってまいりました審査区分２、

特別会計、企業会計については、これで一応の質疑を終了したいと思いますが、ご異議ありま

せんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○佐藤（英）委員長 ご異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

  さらにお諮りいたします。全付託議案に対する質疑を終結することにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○佐藤（英）委員長 ご異議なしと認め、全付託議案に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。（「なし」の声あり）討論の通告がありませんので、討論を終結

いたします。 

  採決いたします。採決は分割で行います。 

  まず、議案第17号についてお諮りいたします。 
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  議案第17号については原案のとおり可決すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○佐藤（英）委員長 起立多数であります。よって、議案第17号については原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

  次に、議案第18号ないし第20号、第22号、第23号、第25号、第27号、第28号、第30号、第32

号ないし第37号、第41号ないし第43号についてお諮りいたします。 

  議案第18号ないし第20号、第22号、第23号、第25号、第27号、第28号、第30号、第32号ない

し第37号、第41号ないし第43号については原案のとおり可決すべきものと決するに賛成の諸君

の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○佐藤（英）委員長 起立全員であります。よって、議案第18号ないし第20号、第22号、第23号、

第25号、第27号、第28号、第30号、第32号ないし第37号、第41号ないし第43号については原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第21号、第24号、第26号、第29号、第31号、第38号ないし第40号について採決い

たします。 

  議案第21号、第24号、第26号、第29号、第31号、第38号ないし第40号については原案のとお

り可決すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○佐藤（英）委員長 起立多数であります。よって、議案第21号、第24号、第26号、第29号、第

31号、第38号ないし第40号については原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上ですべての審査は終了いたしました。 

  委員の皆様にはここ４日間、審査に終始ご協力を賜り、衷心より厚く御礼申し上げます。ま

た、当局参与の方々のご協力に対しても心より感謝を申し上げます。 

  なお、委員長報告案文の作成については、慣例により正副委員長にご一任願いたいと思いま

すが、ご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○佐藤（英）委員長 ご異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

  これにて平成20年度予算特別委員会を閉会いたします。 

  お疲れさまでした。 
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  ありがとうございました。 

   午後５時２９分  閉会 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

  平成２０年３月６日 

 

                 平成２０年度予算特別委員会委員長  佐 藤 英 治 
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